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議案 

番号 
件                名 議決月日 結    果

１ 平成１７年度上富良野町一般会計予算 ３月18日 原 案 可 決

２ 平成１７年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

３ 平成１７年度上富良野町老人保健特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

４ 平成１７年度上富良野町介護保険特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

５ 平成１７年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

６ 平成１７年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

７ 平成１７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

８ 平成１７年度上富良野町水道事業会計予算 ３月18日 原 案 可 決

９ 平成１７年度上富良野町病院事業会計予算 ３月18日 原 案 可 決

１０ 平成１６年度上富良野町一般会計補正予算（第７号） ３月３日 原 案 可 決

１１ 平成１６年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） ３月３日 原 案 可 決

１２ 平成１６年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第３号） ３月３日 原 案 可 決

１３ 平成１６年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） ３月３日 原 案 可 決

１４ 平成１６年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） ３月３日 原 案 可 決

１５ 
平成１６年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

３号） 
３月３日 原 案 可 決

１６ 平成１６年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号） ３月３日 原 案 可 決

１７ 上富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ３月18日 原 案 可 決

１８ 上富良野町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 ３月18日 原 案 可 決

１９ 上富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続条例 ３月18日 原 案 可 決

２０ 上富良野町土地開発基金条例を廃止する条例 ３月18日 原 案 可 決

２１ 上富良野町商業振興条例の一部を改正する条例 ３月18日 原 案 可 決

２２ 上富良野町農業委員会選挙委員定数条例の一部を改正する条例 ３月11日 原 案 可 決
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２３ 上富良野町ラベンダーハイツ施設整備基金条例 ３月11日 原 案 可 決

２４ 上富良野町子どもセンター条例 ３月11日 原 案 可 決

２５ 上富良野町在宅福祉事業に関する条例の一部を改正する条例 ３月18日 原 案 可 決

２６ 上富良野町敬老祝い金支給条例の一部を改正する条例 ３月18日 原 案 可 決

２７ 上富良野町社会教育総合センター条例の一部を改正する条例 ３月11日 原 案 可 決
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３０ 上富良野町財政調整基金の一部支消の件 ３月18日 原 案 可 決

３１ 上富良野町公共施設整備基金の一部支消の件 ３月18日 原 案 可 決

３２ 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件 ３月18日 原 案 可 決

３３ 上富良野町道路線廃止の件 ３月18日 原 案 可 決

３４ 上富良野町道路線認定の件 ３月18日 原 案 可 決

３５ ポロピナイ川改修工事（Ｈ１６国債）請負契約締結の件 ３月３日 原 案 可 決

３６ 北２４号道路改良舗装工事（Ｈ１６国債）請負契約締結の件 ３月10日 原 案 可 決

 平成１７年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算の訂正について ３月11日 許     可

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔予算特別委員会付託〕 

 議案第１号 平成１７年度上富良野町一般会計予算 

 議案第２号 平成１７年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

 議案第３号 平成１７年度上富良野町老人保健特別会計予算 

 議案第４号 平成１７年度上富良野町介護保険特別会計予算 

 議案第５号 平成１７年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

 議案第６号 平成１７年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算

 議案第７号 平成１７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会

       計予算 

 議案第８号 平成１７年度上富良野町水道事業会計予算 

 議案第９号 平成１７年度上富良野町病院事業会計予算 

３月18日 原 案 可 決
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１ 人権擁護委員候補者の推薦の件 ３月18日 適     任

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
執 行 方 針 ３月４日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
行 政 報 告 ３月３日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
町の一般行政について質問 

３月10日 

３月11日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
報    告 

 

 

 

 

１ 監査・例月現金出納検査結果報告の件 ３月３日 報     告

２ 
専決処分報告の件（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定める                           

件） 
３月３日 報     告
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１ 町長の専決事項指定の件 ３月18日 原 案 可 決

２ 日本郵政公社存続に関する意見の件 ３月18日 原 案 可 決

 

 

 

 

 

 

 

 

 
閉会中の継続調査申出の件 ３月18日 原 案 可 決
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○議事日程（第１号） 

第 １ 会議録署名議員の指名の件 

第 ２ 会期決定の件 ３月３日～１８日 １６日間 

第 ３ 行政報告   町 長 尾 岸 孝 雄 君 

第 ４ 報告第 １号 監査・例月現金出納検査結果報告の件 

代表監査委員 高 口   勤 君 

第 ５ 報告第 ２号 専決処分の報告（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定める件） 

第 ６ 議案第１０号 平成１６年度上富良野町一般会計補正予算（第７号） 

第 ７ 議案第１１号 平成１６年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

第 ８ 議案第１２号 平成１６年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第 ９ 議案第１３号 平成１６年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

第１０ 議案第１４号 平成１６年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

第１１ 議案第１５号 平成１６年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第３号） 

第１２ 議案第１６号 平成１６年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号） 

第１３ 議案第３５号 ポロピナイ川改修工事（Ｈ１６国債）請負契約締結の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１８名） 

      １番  清 水 茂 雄 君                  ２番  徳 島  稔 君         

      ３番  岩 崎 治 男 君                  ４番  梨 澤 節 三 君         

      ５番  小 野   忠 君                  ６番  米 谷  一 君         

      ７番  岩 田 浩 志 君                  ８番  吉 武 敏 彦 君         

      ９番  米 沢 義 英 君                 １０番  仲 島 康 行 君         

     １１番  中 村 有 秀 君                 １２番  金 子 益 三 君         

     １３番  村 上 和 子 君                 １４番  長谷川 徳 行 君 

     １５番  向 山 富 夫 君                 １６番  渡 部 洋 己 君         

     １７番  西 村 昭 教 君                 １８番  中 川 一 男 君         

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長        尾 岸 孝 雄 君             助 役        植 田 耕 一 君         

 収 入 役        樋 口 康 信 君     教 育 長        中 澤 良 隆 君         

 代表監査委員        高 口  勤 君             農業委員会会長        小 松  博 君         

 教育委員会委員長        久 保 儀 之 君     総 務 課 長        越 智 章 夫 君         

 企画財政課長        田 浦 孝 道 君             行政改革推進事務局長        米 田 末 範 君         
 産業振興課長        
          小 澤 誠 一 君             税 務 課 長        高 木 香代子 君          農業委員会事務局長       
 保健福祉課長        佐 藤 憲 治 君             町民生活課長        尾 崎 茂 雄 君         

 建設水道課長        田 中  博 君             教育振興課長        岡 崎 光 良 君         

 ラベンダーハイツ所長        早 川 俊 博 君             町立病院事務長        垣 脇 和 幸 君         

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長        北 川 雅 一 君             次 長        中 田 繁 利 君         

 主 査        大 谷 隆 樹 君         
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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １８名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 これより、平成１７年第１回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、２月２８日に告示され、同日議案

等の配付をいたしました。 

 今期議会運営につき、２月４日及び２月２５日、

議会運営委員会を開き、その内容は、別紙議事日程

のとおりであります。 

 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

が、議案第１号ないし議案第３６号までの３６件、

諮問第１号の１件、報告第２号の１件であります。 

 議員からの提出案件は、発議案第１号ないし発議

案第２号の２件であります。 

 なお、議案第３５号は、本日、お手元に配付いた

しました。 

 また、議案第３６号、人事案件の諮問第１号につ

きましては、後日配付いたしますので、御了承賜り

たいと存じます。 

 監査委員から監査・例月現金出納検査の結果報告

がありました。 

 町長並びに教育長から、平成１７年度の町政執行

方針並びに教育行政執行方針について、発言の申し

出がありました。 

 今期定例会までの主要な事項について、町長から

行政報告の発言の申し出がありました。その資料と

して、本日、平成１６年度建設工事発注状況をお配

りいたしましたので、審議の資料としていただきま

すようお願い申し上げます。 

 ２月４日までに受理いたしました陳情要望の件数

は、２件であります。その要旨は、さきにお配りし

たとおりであります。 

 今期定例会までの議会の主要な行事は、別紙配付

のとおりであります。 

 今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の

出席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １７番 西 村 昭 教 君 

     １番 清 水 茂 雄 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（中川一男君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１８日までの１

６日間といたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月１８日までの１６

日間と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（中川一男君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長から報告の申し出がありますので、発言を許可し

ます。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用のところ、第１回定例

議会に御出席をいただき、まことにありがとうござ

います。 

 この機会に、去る１２月定例議会以降における町

政執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、２月２１日から２２日の２日間にわたっ

て実施した十勝岳噴火総合防災訓練については、平

成７年度から十勝岳火山防災会議協議会を構成する

上富良野町と美瑛町の合同形式により、今回で１０

回目の実践訓練となりました。 

 本年も十勝岳噴火による大規模泥流の発生を災害

想定として、初動体制構築訓練、情報伝達連絡訓

練、避難訓練、救助・救出訓練、避難路確保、道路

閉鎖、ＪＲ富良野線遮断の５項目を柱に実施をいた
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しました。 

 今回も昨年同様に、十勝岳の火山活動状況にあわ

せて、郡部地域の緊急危険区域には小規模泥流発生

で避難指示を、市街地の緊急危険区域には大規模泥

流で避難指示を発令し、火山活動をにらんだ段階的

な避難指示を試みました。 

 昨年同様、避難指示後の訓練にも重点を置き、避

難指示区域に避難していない者がいるという想定

で、１軒１軒を回る未避難者の確認活動を、自衛

隊、警察、消防の協力により実施いたしました。ま

た、緊急危険区域内にある指定避難所から、より安

全である避難所への避難者輸送を自衛隊の協力によ

り実施いたしました。 

 また、草分防災センターにおきまして、泥流によ

り被害を受けた倒壊家屋を想定し、自衛隊、警察、

消防の連携による被災者の救助・救出訓練を実施い

たしました。 

 今回で４回目になりますが、北海道上川支庁の主

催によります十勝岳噴火災害対策現地合同本部会議

が開催され、各関係機関による総合的な防災応急対

策が検討されたところであります。ここに、参加さ

れた多くの住民の方々を初め、各関係機関・団体の

方々の御協力に対しまして、改めて厚くお礼を申し

上げます。 

 なお、この訓練におきまして、災害対策本部内の

関係機関との情報伝達の方法、要請事項などの課題

については、その諸対策を確認できたと思います

が、今後の取り組まなければならない多くの課題も

検証することができましたので、日ごろから関係機

関との連携調整を図り、一層の連携強化に努めてま

いります。 

 次に、行財政改革につきましては、平成１６年９

月に策定いたしました行財政改革実施計画に基づ

き、実施項目の実践に取り組みを進めているところ

であります。 

 平成１７年度予算に向けまして、平成１６年度か

ら取り入れました事業別予算により事務事業の評

価・検証を行い、予算の編成方針に反映させてまい

りました。 

 また、実施項目の中、システム化や方針等により

改革を進めるものにつきまして、主幹職を中心に、

課長職を除く全職員により八つのプロジェクトを立

ち上げ、各種のシステムや方針等の作成に取り組ん

でおります。具体案ができ次第、実践につなげてま

いります。 

 今後ますます厳しさが予想される行財政環境に

あって、計画の着実な推進に議員各位初め町民皆様

の御理解と御協力をお願いいたします。 

 次に、富良野協会病院の改築に関してであります

が、協会病院が地域センター病院であるという認識

のもと、沿線５市町村の負担について、平成１６年

２月の委員会から情報交換などを続けておりました

が、本年度に入りましてから、具体的な地域セン

ター病院改築に伴う基本構想についての協議を重ね

てまいりました。 

 自治体病院を持ちます上富良野町といたしまして

は、地域センター病院がどのように町立病院と連携

協力していくのかが、建築費に対する負担を考慮す

るための重要な点であり、医師の派遣や連携につい

て、基本構想に位置づけるべく強く訴えたところで

あります。 

 このようなやりとりの中で、本町では平成１６年

度から病病連携がとられていることや、救急業務に

関し救急救命士としての人材育成支援や、乳幼児な

どの健診業務の支援を受けている実態に加え、将来

に向けて医師の派遣や研修への協力が確認できたこ

と、また、第１次医療機関としての自治体病院を持

たない富良野市が、その主体性をもって多くの負担

を担う考え方を示されたことなどから、２月１３日

に行われました富良野地域広域市町村圏振興協議会

委員会において、５市町村で負担することで合意し

たところであります。 

 その負担につきましては、沿線自治体支援総額の

８億円のうち８割を地元富良野市が負担し、残りの

２割を富良野市を含む５市町村で、患者数に応じ負

担するよう合意し、本町の負担割合は１２.９３％

の２,０６８万８,０００円となるところでありま

す。 

 これを受けまして、２月１７日に、富良野地区広

域市町村圏振興協議会、富良野市、富良野医師会、

社会福祉法人北海道社会事業協会の４者で、基本構

想についての確認書を取り交わしたところでありま

す。 

 次に、自衛隊関係でありますが、１月１７日から

２８日にかけて、６市町村長同行のもと、上富良野

駐屯地で、旭川第２師団長、陸上幕僚長、金田財務

金融委員長、今津防衛庁副長官に対して、上富良野

駐屯地の現状維持及び演習場整備拡充の要望を行い

ました。 

 引き続き、地元駐屯地が存続し、国土防衛の中心

的な役割を果たし得るよう働きかけてまいります。 

 次に、北海道における自衛隊削減問題が、これか

らも予断を許さないものとなっていることから、２

月８日に、本町を含む道内５０市町村の参加によ

り、北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会を発足させた

ところであります。 

 次に、平成１７年度防衛施設周辺整備事業の要望

関係でありますが、２月２日から３日にかけて実施
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計画ヒアリングが防衛施設庁で行われ、上富良野基

地協議会構成の関係団体長同行のもと、要望運動を

行ってまいりました。 

 観光関係では、２月の６日、四季彩イベントの最

後を飾る第４１回上富良野雪まつりを、日の出公園

を会場に開催したところ、当日は好天に恵まれ、約

２,６００人の参加ををいただきました。 

 会場には、上富良野駐屯地第２戦車連隊制作によ

る大雪像１基、商工会青年部の皆様による滑り台製

作、イベントでは、町民参加によるファミリー雪像

コンテスト、親子で人間ボーリング、スノーモービ

ル体験、激走ボブスレー大会、お楽しみ抽選券の

入ったもちまき大会、豚サガリ絶叫大会などに多く

の町民の皆様に参加をいただきました。 

 雪像制作期間中、御支援をいただきました自衛

隊、建設業協会、女性連絡協議会、自衛隊協力会女

性部を初め、各関係機関の皆様に厚く感謝とお礼を

申し上げます。 

 次に、成人式についてでありますが、本年は１月

１０日が成人の日でありましたが、本町では新成人

の皆さんが出席しやすいように考慮しまして、前日

の１月の９日の日曜日に保健福祉総合センターかみ

んにおいて、町議会議員を初め来賓各位の御臨席を

いただきまして成人式を挙行いたしました。新成人

１１１名の出席のもと、厳粛なうちに式典が行わ

れ、門出を祝福したところであります。 

 最後に、建設工事の発注状況でありますが、１２

月定例議会において報告した以降、入札執行した建

設工事は、３月１日現在１０件、事業費４億４,７

６９万９,０００円で、平成１６年度の累計では４

７件、事業費総額１０億１,８４８万４,２５０円と

なっております。 

 平成１６年度建設工事発注状況を配付しておりま

すので、後ほど御高覧いただきたく存じます。 

 なお、３月７日に入札執行を行いますので、平成

１６年度建設工事総括表は後日配付しますので、御

了承をお願いいたします。 

 以上をもちまして、行政報告といたします。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告の件について、監査

委員から報告を求めます。 

 代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 報告第１号監査・例

月現金出納検査結果報告の件。 

 監査及び例月現金出納検査結果について御報告い

たします。 

 概要のみ申し上げますので、御了承を賜りたいと

思います。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定期

監査を執行しましたので、同条第９項の規定によ

り、その結果を報告いたします。 

 監査の対象及び範囲ですが、産業振興課、建設水

道課所管の財務事務を監査の対象として、平成１６

年度に執行された財務及びこれらに関する事務の執

行状況を監査いたしました。 

 監査の期間は、平成１７年１月２７日、２８日の

２日間でした。 

 監査の方法ですが、所管財務事務に関しての一部

を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書な

ど関係書類の資料の提出を求め、この中から抽出し

て点検、照合を行うとともに、必要に応じて関係職

員から事務の執行状況及び内容の聴取もいたしまし

た。 

 監査の結果を申し上げます。抽出により試査した

結果、財務に関する事務はおおむね適正に執行され

ていると認められました。 

 なお、軽易な改善事項については、監査の過程に

おいて注意するとともに、所管課長に講評いたしま

した。 

 次に、２ページから１０ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を報告いたします。 

 平成１６年度１１月分から１月分について、概要

並びに検査結果を一括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては御高覧いただいたもの

と存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては１１ページに

ございますので、参考としていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって報告を終わります。 
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────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 報告第２号専決

処分、交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定め

る件の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（越智章夫君） ただいま上程いただき

ました報告第２号専決処分報告の件につきまして、

その概要を申し上げます。 

 本件につきましては、平成１６年１２月６日午前

９時１５分ごろ、当町で運行しております東中線の

スクールバスにおきまして、町立病院停留所を出発

した直後、大町２丁目交差点を直進中、左側方向か

ら来た相手方乗用車の前面とバスの左側面が衝突し

たものでございます。 

 なお、このバスには幸い乗客はおりませんでし

た。 

 この事故につきましては、当町のバスが交差点進

入に際し、相手方が一時停止を怠ったことによる衝

突でありますことから、過失割合は当方２０％、相

手方８０％と決定したものであります。 

 このスクールバス路線につきましては、委託運行

をしている路線でありますので、委託事業者に安全

運転の徹底について申し入れをするとともに、職員

に対しましても、冬場の交通事故について注意の喚

起をしたところでございます。交通事故の発生につ

きまして深くおわびを申し上げます。 

 以下、朗読をもちまして説明とさせていただきま

す。 

 報告第２号専決処分報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定める件。 

 裏面を見ていただきます。 

 専決処分書。 

 町が運行する自動車の事故に係る和解及び損害賠

償の額を定めることについて、地方自治法第１８０

条第１項の規定により、次のとおり専決処分をす

る。 

 平成１７年２月２１日、上富良野町長尾岸孝雄。 

 記。 

 １、和解の相手方。 

 上富良野町●●●●●●●●●●、●●●。 

 ２、和解の内容。 

 (１)上富良野町は、相手方、●●●に対し金４万

８,０００円を支払う。 

 (２)相手方●●●は、上富良野町に対し、本件に

関し、今後上記の金員を除き一切の請求はしない。 

 以上、専決処分の報告といたします。御了承賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって本

件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第１０号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第１０号平

成１６年度上富良野町一般会計補正予算（第７号）

の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ただいま上程いた

だきました議案第１０号平成１６年度上富良野町一

般会計補正予算（第７号）の要旨につきまして、御

説明を申し上げます。 

 まず、１点目は、新たな施策として農業分野の２

点につきまして、所要の予算措置をお願いするもの

でございます。 

 その一つは、昨年、南富良野町で確認されたジャ

ガイモシストセンチュウの防除対策として、種子バ

レイショ生産者が購入する防除機械の費用３００万

円に対し、町とＪＡ農協が各４分の１ずつ助成する

ために７５万円を計上いたします。 

 二つ目は、ＪＡ農協が事業主体の民生安定事業計

画の中で、後年度に予定している酪農用飼料収穫機

械などの導入計画を、本年度予算に前倒しして実施

できる状況になったことから、その国庫補助金相当

額の５,４４４万円を歳入歳出予算に、それぞれ同

額計上し、間接補助金としてＪＡふらの農協に交付

をいたすものでございます。 

 次、２点目は、草分、富原及び島津地区において

実施の道営耕地整備事業の一部が天候不順によりま

して、施工が４月以降に及ぶことが明らかになった

ことから、新たに繰越明許費を設定いたします。 

 次、３点目は、新年度初日の４月１日から業務を

開始させる各公共施設の維持管理業務を初め、バス

運行業務、ごみ収集業務について、本年度末までに

受託業者を選考する必要から、新たに債務負担行為

を設定いたします。 

 また、既に債務負担行為を設定した二つの事案に

つきまして、執行額が決定したことから、限度額の

変更手続をとります。 
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 次に、４点目は、既定の医療費など扶助費的な費

用が不足見込みとなっているもの、あるいは基金運

用益の積み戻しに必要なものなどにつきましては、

所要の見込み額を追加計上をいたすものでありま

す。そのほか、多くの予算で執行の結果、不用とな

る見込みのものにつきましては、それぞれ所要の予

算額につきまして減額補正をいたします。特に地方

債に財源を求めた事案につきましては、地方債の限

度額の変更手続をとった上で総体的に余剰となる財

源を予備費に計上することで、補正予算の調整を

し、上程した次第でございます。 

 以下、議案の中で議決対象項目の部分につきまし

て、御説明をしてまいります。 

 議案第１０号平成１６年度上富良野町一般会計補

正予算（第７号）。 

 平成１６年度上富良野町の一般会計の補正予算第

７号は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４,８５４万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８０億８,６８６万２,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費の補正。 

 第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明

許費補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第３条、債務負担行為の追加及び変更は、「第３

表 債務負担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第４条、地方債の変更は、「第４表 地方債補

正」による。 

 それでは、１ページをお開き願います。 

 この第１表、歳入歳出予算補正の中では、款ごと

に補正額のみ申し上げてまいります。 

 歳入の１款町税３４４万２,０００円、１２款分

担金及び負担金７３万１,０００円、１３款使用料

及び手数料１００万円の減、１４款国庫支出金５,

２８６万３,０００円、１５款道支出金１３０万３,

０００円の減、１６款財産収入２４８万円、１７款

寄附金３１万６,０００円、１８款繰入金１６２万

２,０００円の減、２０款諸収入５４５万８,０００

円の減、２１款町債１９０万円の減。歳入合計は

４,８５４万９,０００円となります。 

 次、２ページの歳出に移ります。 

 １款議会費２４３万７,０００の円の減、２款総

務費６７５万６,０００円の減、３款民生費１７０

万７,０００円の減、４款衛生費１,５３８万６,０

００円の減、６款農林業費４,２１６万７,０００

円、７款商工費２６０万５,０００円の減、８款土

木費１６９万１,０００円の減、９款消防費４５４

万９,０００円の減、１０款教育費６７４万９,００

０円の減。 

 ３ページに移ります。１２款公債費８１万円、１

５款予備費４,７４５万２,０００円。歳出合計も

４,８５４万９,０００円となります。 

 次に、４ページの第２表繰越明許費補正について

でございますが、冒頭申し上げましたように、３件

の道営事業の事案につきまして、完了が４月以降と

なる見込みから、設定するものとなってございま

す。 

 次に、債務負担行為補正につきまして申し上げま

す。 

 まず、追加する各業務につきましては、冒頭申し

上げましたように、３月中に受託業者を選考する必

要から、設定するものでございます。また、限度額

を変更する２件につきましては、事業費がそれぞれ

確定したことから、減額手続をとるものでございま

す。 

 次に、第４表地方債補正につきましては、事業費

確定により、それぞれ減額いたすものでございま

す。 

 以上を申し上げましたことが、このたびの補正予

算の議決対象項目の説明でございます。 

 御審議いただきまして、原案をお認めくださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） ４ページの債務負担行為の

件でお伺いいたしますが、これは単年度単年度で契

約をしているかというふうに思いますが、契約の継

続性、あるいは業務の執行上でいえば、一定の期間

を継続して契約を結ぶ方がより効果的な部分もある

のではないかなというふうに思いますが、前回もこ

ういった部分も見直しながら、こういった経過に

至った部分もあるのかなというふうに思いますが、

この点についてもう一度確認しておきたいというふ

うに思います。 

 次にお伺いしたいのは、歳入にわたってお伺いし

ます。 

 今年度においては、いわゆる保育所の措置費等が

一般財源化された部分というのがあります。これは

交付税で確実に入ってくるという形の中で、予算を

組んでいるわけですが、最終決定には至っておらな
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いかと思いますが、現時点でのその一般財源化され

た部分についての見込みというのは、実際確実に歳

入として確保される予想があるのかどうなのか。聞

くところによりますと、国の交付税等の削減化に

よって、この歳入の確保が難しいという部分もあり

ますので、この点をお伺いしておきたいというふう

に思っております。 

 次にお伺いしたいのは、歳出の３３から３４ペー

ジにわたって、地区敬老交付金という形で地域に敬

老祝いの交付金を、１人当たり１,５００円という

形で助成して、地域で敬老会を行うという形になっ

ています。 

 そこで、地域の住民会等で問題になっているの

は、万が一そこで事故が起きた場合の保障というの

はどうなるのかという形で、いわゆる地域のその災

害のかかわる保険金等を、本来行政が見るべきだ

が、これがなかなかあいまいな形ではっきり提示さ

れていない。やはり基本は行政が下におろしたのだ

から、やはり行政で見るべきではないかということ

は、当然筋だというふうに考えておりますが、こう

いうものの考え方については、どのように今後対応

されようとしているのかという点で、お伺いしてお

きたいというふうに思います。 

 次に、老人福祉費の関係で、３５、３６ページに

わたってお伺いいたしますが、保健福祉総合セン

ターが昨年度から運営されております。そこで、大

変喜ばしいことで、利用者も多数にわたるという形

で、多くの方が利用するという形になっておりま

す。 

 そこで、問題になってきているのは、いわゆる

プール、あるいは浴槽における水の管理等でありま

す。あかが浮いている、あるいはその他のものが、

当然お年寄り等の方も利用されるわけですから、若

干身体的にも弱まっている部分がありますので、い

ろいろな弊害というのが今出てきております。そう

いう意味で、一定プールにおいても塩素滅菌なども

しているかというふうに思いますが、逆にそれが身

体に余り刺激的であったりだとかという形の中で、

水の交換時期を早める、あるいはきちんとした浄化

対策を強める。これは浴槽にも言えることでありま

す。この点については、もう既に多くの方から行政

側にもいろいろな情報が寄せられており、この点で

も部分的には改善された部分があるかというふうに

思いますが、この点について一層のやはりこれから

努力する必要があるのではないかというふうに考え

ておりますので、この点について今後どういう対策

を、現状はどうなっているのか、今後その現状を踏

まえてどういう対策をとられようとしているのか、

この点についてお伺いしておきたいというふうに考

えているところであります。 

 次にお伺いしたいのは、いわゆる米価の価格暴落

という形で、非常に今年度に至ってはまだ精算払い

が完全に行われておりませんが、かなりないわゆる

実態に即した現状の１俵当たりの単価が９,０００

円台に落ちるという形にもなってきております。 

 それで、現状は、米の価格というのはどういう状

況に推移しているのか。このままでいけば当然、生

産者米価に対する対価が償えないという状況になる

かというふうに思います。こういった点について

も、現状と、町としても、てん菜等においてもそう

なのですが、まずお米についてお伺いしたいのです

が、やはり自給、生産者、いわゆる生産費に合った

価格設定をやはりやっていく必要があるのではない

かというふうに思っておりますので、この点の対応

と対策についてはどのように考えておられるのか、

この点についてもお伺いしておきたいというふうに

思っております。 

 次にお伺いしたいのは、昨年、本年度という形

で、社会教育にかかわる部分でありますが、６２

ページにかかわって。 

 今、子どもの地域づくりという形の中で、いろい

ろな事業展開がやられていると思いますが、今これ

らにかかわるいわゆる学校回って放課後対策という

ことも社会教育の中でやられておりますが、この利

用状況といいますか、実態といいますか、かなりの

成果も上げられているかというふうに思いますの

で、やはりこういった子供たちの放課後対策という

点では非常に重要な部分でありますので、その効果

と今後の課題とがありましたら、お伺いしておきた

いというふうに思っているところであります。 

 ちょっと飛んでしまいましたが、保育所関係でお

伺いいたします。３９、４０ページでお伺いいたし

ますが、近年、保育に対するニーズというのが多様

になってきております。入所児童数も定数の枠も限

られているという形で、１.５倍等の入所も可能だ

という形になっておりますが、この平成１６年度に

おいては、現状は入所の待機者が出ていなかったの

か、もしくは入りたいと思っていても、口伝えで入

れないという形で、現状申し込みを控えているとい

うような話も聞かれますので、現状、各施設におけ

る入所者の現状と待機者等があれば、待機者等の実

態等についてもお伺いしておきたいというふうに考

えているところでございます。 

○議長（中川一男君） 企画財政課長、答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ９番米沢議員の最

初の２点について、私の方から御答弁申し上げたい

と思いますが、まず、債務負担行為の中での契約年

限の件についてでありますけれども、議員がおっ
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しゃるように、私ども町としましても、ケースによ

りましては、やはり契約年限を複数年次にするとい

うことも当然判断をしなければならないというふう

に考えてございますが、特に、お願いする業務の内

容が年次的に大きく変化するとか、もしくは業務の

内容にもよりまして、専門的な人材をそこには担保

しなければならないというようなケースに限り、複

数契約がより効果的だというふうに考えてございま

すので、今後もそのようなことを視野に、ケースバ

イケースで判断をしてまいりたいというふうに考え

ているところであります。 

 それと２点目の、国庫補助金の一般財源化の問題

でありますが、これは地方財政に大きな問題であり

まして、議員がおっしゃるように削減の額と同程度

財源の補てんがなされるべきというふうに思います

が、今この初年度の中では、いわゆる新たに財源を

創設されるものにつきましては、金額が明らかに実

体的にふえるわけでありますが、中には交付税の中

に算入をするというようなケースもございまして、

これらについては項目ごとにそれぞれルールに基づ

きまして算定されているのは事実でありますが、残

念なことに交付税の総額そのものが抑制されるとい

うようなことから、結果としては、実質的な補てん

がされているという実感がないのが実態でありま

す。 

 いずれにしましても、ルール上はそういう形で制

度の見直しをされていますので、項目一つ一つ取り

上げられると、明らかにそういう要素が入っている

のだなということで、私ども今後そのような推移を

十分把握をしていきたいというふうに思っていると

ころであります。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の、

私の方の３点の御質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、１点目でございます。 

 地区敬老会の開催の関係でございまして、出席者

の方の万が一の事故に対応する保険等のことについ

ての考えの御質問でございますが、これは住民会長

さん方の懇談会の中でもこのお話は承ってございま

す。この中でも、確かにこれまで町が全体的な敬老

会を実施してございまして、それを地域福祉の観点

でそれぞれの地域において敬老会を開催していただ

くということで、平成１５年から移行されたことで

ありますが、この移行に当たっても住民会長さん方

にはいろいろ経費についての部分は公金という形

で、お一人１,５００円ということでございます

が、その中でその開催の直接経費とか、あるいはそ

ういう傷害保険等、万が一の対応の部分でそういう

ような事態が生じる場合のそういう交付金の使途に

ついて、主催者である住民会の方で何とかその交付

金の範囲内でお願いできないかというところで、１

５年度からそういうような数字でスタートさせてい

ただいたところでございます。 

 ただ、住民会長さん方の御意見の中にも、やはり

何かあったときの責任というのは非常に不安だとい

う御指摘も確かに承ってございますが、今いろいろ

民間のそういうような対象となる傷害レクリエー

ション保険等の実態を見ますと、１回当たりお一人

１０円から１００円までのいろいろな保険制度があ

るように承知してございますので、これらについて

住民会長さん方の御照会があれば、その辺の対応を

させていただきたいなというふうに思ってございま

す。 

 次に、２点目でございます。保健福祉総合セン

ターかみんの健康浴プールと浴槽の水の管理の御質

問でございます。 

 これにつきましては、日ごろからこの辺のオープ

ン当時からその辺の管理についての留意をいたして

ございましたが、浴槽については、今現在、当初そ

ういう御指摘やらいろいろ御照会がありまして、浴

室については水張りをていいっぱいにして、そして

循環かけてそのあかとか、そういうごみを除去する

ような、そういうような対応もさせてもらっており

ます。浴槽につきましては、公衆浴場法に定められ

ておりまして、循環のろ過装置を設備し、週１回の

水の取りかえと清掃を行っているというような状況

でございます。 

 プールにつきましては、特に法に定めはございま

せんけれども、年４回程度の取りかえを行っている

状況でございます。 

 なお、３月の６日から８日間ですが、この水の方

のプール、浴室等の清掃とかいうことで、若干お休

みをさせてもらって、こういうような衛生管理等も

含めて万全な対応をするようなことで、予定をさせ

ていただいているところであります。 

 今後ですが、先ほど水質の調査とか目視でもって

水管理については万全を尽くしてまいりたいという

考えでございます。 

 それと、最後、３点目の保育所の入所児の現状で

ございます。 

 本年度、１６年度の入所児の現状でございますけ

れども、定数に対しまして２２％増の約２４０名ほ

どの入所の、現在、そういう状況でお子さんの保育

を行わせていただいてございます。このほかに広域

入所といいますか、保護者の方が職場が町外の職場

の方で、通勤時にあわせてお子さんをその通勤先の
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町での保育をという、そういうような保育制度もご

ざいまして、それを広域入所といいますが、この富

良野圏域の中での保育所にそういう広域入所の部分

含めて保育対応を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 米沢議員の米価の

状況等につきまして、お答えをいたします。 

 まず、米価の状況でありますけれども、市場を見

てみますと、道産米でありますけれども１万３,０

００円を切るというような状況になってございま

す。これから流通経費等を引きますと、手取りと申

しますか、俵当たりが１万円を切るような状況に

なっているかと思います。こういう価格であります

と、生産者にとりましても、再生産が困難になるよ

うな価格かもしれないというようなことで感じてご

ざいます。 

 しかしながら、米価の安定を図るという意味か

ら、国においては、国と生産者が拠出して担い手経

営安定対策というようなことで、たしか価格を１万

３,２５０円を切った場合には、これらを発動する

というようなことも制度上設けられておりますの

で、新聞見ていますと、発動される可能性が高いと

いうようなことで出ておりますので、御理解を賜り

たいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 米沢議員の地域子

ども教室につきまして、お答えをさせていただきま

す。 

 今年度６月からですが、子供の放課後の安心で安

全な場所を確保するというねらいによりまして、地

域子ども教室を実施してございます。専門の指導員

が各学校を巡回しまして、子供と遊び、交流するこ

とによって、安心できる安全な放課後の居場所を確

保するというねらいでございまして、その効果も上

がってございます。実績といたしましては、各小学

校におきまして巡回で活動してございます。８５

回、延べですが８５回で参加児童１,２７８名でご

ざいました。そのほかに社会教育事業といたしまし

て、社会教育施設におきまして活動も展開してござ

います。５１回、１,５８１名の参加をいただいて

おります。合計で延べ２,８５９名、１回当たりの

参加者は２１名ということで、放課後の安全で安心

できる子供の活動拠点を確保できたという効果があ

がってございます。 

 そこで、課題と申しますと、やはり平均実施回数

は各学校におきまして、週１回程度ということでご

ざいまして、そういった点では、巡回型に加えまし

て、今後は学校における固定型も国の方との検討を

いたしまして、子供の放課後の安心できる居場所づ

くりの確保に努めてまいりたいというふうに考えて

ございます。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御

質問にちょっとお答え漏れがございます。済みませ

ん。 

 先ほどの保育所の待機者の状況についてでござい

ますが、１６年度におきましては、待機者はないと

ころでございます。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 保健福祉総合センターなの

ですが、いわゆる規定でいえば４回という形になっ

ているかというふうに思いますが、やはりこれはそ

の状況に応じて回数をふやすということも非常に重

要ではないかなというふうに思います。経費がかか

るという話で、極力こういった部分の衛生管理を怠

るという、上富良野とは言っておりませんが、とい

う実際も中にはあるというふうには聞いております

が、やはりこういった部分の衛生上からも、健康管

理上からも、やはり適時に応じて状況を判断しなが

ら、この年４回にこだわることなく、やっぱり衛生

管理を強化するという点での見直しという点も必要

ではないかというふうに考えておりますので、この

点についてももう一度、今後の対応等についてお伺

いをしておきたいというふうに思っております。 

 歳入の確保という点では、確かに企画財政課長が

おっしゃられるように、確保されているのかどうか

という点では、総体的な枠が少なくなってきていま

すので、不明確だということであります。やはり今

自治体というのは、この一般的な通常の管理費も加

えた中で、何よりもこの交付税等の削減がやはり地

方における大きな収入減になってきております。 

 本来目的に沿った国庫負担金、補助金という形の

歳入が確保されていたものが、それが平均的になれ

ばやはりその使用目的も一般化されて、どこに何が

使われているのかわからないということで、どこの

自治体も苦慮しているというのが実態かというふう

に思っています。そういう意味で、今何回も述べて

おりますが、やはりこういった部分の矛盾をさらに

道や国に対しても地方自治体の財政が維持できる、

こういう対策をとるべきだという声を必要以上に上

げる、今時期ではないかなというふうに思っている

ところであります。 

 今後、上富良野町についても、自立という形の中

で当面は進むということであります。そのしわ寄せ

というのが当然地方や住民にもいろいろな形で及ぶ
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ということで考えた場合、町長は今回の国のこうい

う制度のあり方等については、どういう問題点を感

じて、今後、課題点、問題点という点でどのように

押さえているのか、この点について町長の見解等に

ついてお伺いしておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御

質問でございます。かみんの健康プールの水管理で

ございますが、このかみんがオープンして５カ月目

を迎えようとしてございますが、そういう中で、一

応、当初年４回程度のプールの清掃、水の取りかえ

というような想定をしてございますが、まだまだ５

カ月目と浅い問題でございますので、これから議員

がおっしゃるとおり、状況に応じて、これら４回で

いいのかどうかということは十分これからの運営の

体制の中で見きわめてまいりたいというふうに思っ

てございます。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、一般財源化の問題で、

非常に小規模町村にとりまして大きな課題でござい

ます。三位一体改革の中で、３年間の中でこの制度

の状況がわかってくるわけでございますが、そうい

う中で非常に小規模町村に薄いような状況でござい

ますので、その点を踏まえて、当然、上川管内にお

きましては小規模自治体が多いところでございます

ので、そういう課題につきましては町村長の間でも

議論をされているところでございまして、そういう

中で、今後対応していくというような方向にござい

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々、よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） まず、２５ページから６

ページにかけて、総務費の住民台帳費のところでご

ざいますけれども、町民生活課の戸籍住民基本台帳

ですけれども、この基本台帳のカード、私もこう

やって持っておりますけれども、こういったカード

の交付状況はどの程度進んでいるのか、それから、

町民にどのように周知されているのかということを

まずお伺いしたいと思います。 

 それから、３５ページから６ページにかけて、民

生費の中の福祉費、水中運動指導士の資格取得助成

というのがございますけれども、これはどのような

ことを取得されているのか、内容についてお尋ねを

いたします。また、このような資格を持った方が、

この施設に何名おられるのかも伺いたいというふう

に思います。 

 それから、温水プール及び運動器具についてでご

ざいますけれども、これらについて大変好評を博し

ているようで、利用者というのもかなりいるという

ふうに伺っておりますけれども、私の覚えている患

者さんといいますか、病院にかかっている方で、旭

川の厚生病院の方に通院されている方なのですけれ

ども、心臓機能が悪くて、上富良野に今そういった

いい施設があるということで、上富良野のその施設

を利用してプール、その医師によって判断される、

病名によって判断されるわけですけれども、その方

は２５分程度散歩というか運動をしなさいと。ま

た、自転車だとかマラソン器具みたいのを私も行っ

てみましたけれども、ございます。それらについて

もやはり病院の先生の処方箋によって、何分間でど

のぐらいのあれかデータをとって、１カ月ごとにそ

れを提出してくれて、その患者の様態を検査する。

医療にも役立っているというふうに伺っているので

すね。まだこれ始まりですから。こういったことに

ついては、そういった医療機関との連携、これにつ

いてどのように行われているか。 

 また、今、私、例をとったのは、旭川厚生病院の

場合ですけれども、また他の医療機関についても、

そういった連携を考えておられるのかどうか、お尋

ねしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ３番岩崎議員の御

質問にお答え申し上げます。 

 住基カードの交付状況についてでございますけれ

ども、住基カードについては平成１５年の８月より

発行されまして、現在５１件の交付を見ておりま

す。 

 この周知の方法につきましては、平成１５年の８

月に広報等で周知してございまして、その後につい

ては周知はしてございませんけれども、今後もこれ

らの周知方法については検討しなければならないと

いうふうにして考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 岩崎議員の２点目

の御質問でございます。 

 水中運動士資格取得助成にかかわる御質問でござ

いますが、内容でございますけれども、この健康入

浴プール等で水中運動教室を行うときの指導員の資

格を取得するというような目的の内容でございまし

て、専門的には水の特性を基礎から学んで、これら

の中での水中運動等の、いろいろな専門的な部分の

講習を受けるというようなことでございます。 

 今現在、健康入浴プールの中での指導員とか、あ

るいは監視員等も含めた体制の御質問でございます

けれども、今現在、全部で７名体制で常時２名がそ
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の中で、プールのところでの業務を行っているとい

うようなことにしてございます。 

 それから、最後のこの健康運動、水中運動等の効

果等の部分での御質問かと思いますが、御質問の内

容については、医学的な部分でのちょっと専門的な

知識、今持ち合わせてございませんのでお答えでき

ませんが、いろいろこれらの水中運動の効果という

のは、実際に御利用されている方や何かも含めて、

水中での体が軽くなる、ひざや腰等の負担が軽くな

るというようなことで、非常に筋力がついてくると

いうようなことから、いろいろな相乗効果があると

いうようなことで、身体には非常に効果があるとい

うふうに私ども受けとめてございますが、その中

で、病院・医療機関との連携については、まだその

辺の連携はとっているところではございませんが、

利用者の方でそういうような疾病等の方がおられ

て、そういうような御相談が来ましたら、医療機関

ともその辺の主治医や何かとのお話も聞きながら、

プールでの活用ができるような方であれば、大いに

利用していただきたいなというふうに考えてござい

ます。 

○議長（中川一男君） ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 住民基本台帳のカードの件

なのですけれども、１５年の８月から交付を始めて

現在５１件、１万２,０００の人口から言って、

せっかくこういうような設備といいますか、そうい

う機能をあれした機械を導入しているわけですか

ら、もっと活用するといいますか、住民に町民に周

知できるようないろいろな防災であるとか、いろい

ろ手を尽くして、もっと利用価値のあるものにして

いったらいいのではないかなというふうに考えま

す。 

 それから、後ほどその周知方法について、もう少

し詳しく考えをお聞かせ願いたいと思いますけれど

も、福祉費の関係のところの、２名体制でプールの

監視というか指導を行っているということですね、

７名のうち２名という。それは何かの規則に基づい

てやられていることで、結構だと思うのですけれど

も、そこでいろいろ指導を受けるというか、利用し

ている利用者に対しての何か事故などがあったとき

の補償体制はどうなっているのか、伺いたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ３番岩崎議員の御

質問でございます。住基カードの関係でございま

す。 

 この住基カードにつきましては、先ほども申し上

げましたように、５１件の交付でございますが、こ

の交付につきましては、身分証明書のかわりになり

ますことから、５１件の中でもかなりのお年寄りの

方が、車の免許を持っていない方が活用されている

ところでございまして、今後につきましても、これ

ら広く周知するようなことで考えてございますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 岩崎議員の再質問

でございますが、健康入浴プールでの利用者の関係

で、もし事故あるときの対応はどうなのかというも

のでございますが、水中運動教室を行うときには参

加者の中に、そういう保険や何かを掛けてもらうよ

うなことでしてございますが、一般のプール利用者

に対しましては、当然業務体制を、プールの監視も

含めた業務体制を会社に委託して行わせている関係

上、その中ではその業者には瑕疵ある部分での責任

があれば、当然会社にその辺の負担を求めていくこ

とになりますが、通常の一般的な部分で事故あると

きには、公共施設である町の部分かなというふうに

なってもございますが、それらについては公の施設

の損害保険といいますか、それは町で加入してござ

いますので、それらの対応になってくるのかなと思

いますが、ただ、この指導員につきましては救急救

命の資格も持ってございますので、それらの事故あ

るときの万全な対応でこれらの会社側が、そういう

職員の対応を体制をとっているのかなというふう

に、そういうようなことで御承知いただきたいと思

います。 

○議長（中川一男君） ３番議員、よろしいです

か。 

 他にございますか。 

 １４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） きょう、差しかえにな

りました６２ページの教育振興費の防犯教育備品で

すね、これは中学校だけでなく各学校には必要ない

のか、どのようなものなのか。それと、最近また教

育現場において痛ましい事件が発生しております。

町においては、各学校現場において防犯に対しての

再検証をしているのかどうか、お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） １４番長谷川議員

の第１点目の御質問でございますけれども、防犯教

育ビデオにつきましては、中学生を対象といたしま

して、身近にある危険であるとか、不登校、あるい

は引きこもりの対策のためのビデオを購入いたしま

して、中学生を対象としてごらんいただけるように

考えてございます。 

 それから、学校現場における危機管理でございま

すけれども、先般の大阪の事件を踏まえまして、各
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学校におきましてどのような対策を講じているか、

教育委員会としても調査、把握をいたしまして、必

要な各現場における要望等があれば、その改善に努

力するように聞き取りをして、現在対策を講じてい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ほかになければ、これを

もって質疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第１１号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第１１号平

成１６年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第１１号平成１６年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）につきまして、

提案内容を御説明申し上げます。 

 まず歳入に関しましては、１点は、平成１６年保

険税の所得課税標準額となります平成１５年所得額

が、当初予想より伸びたことによりまして、算定税

額が、一般で１,０８０万円、退職で９０万円の増

となったところであります。 

 ２点目として、歳出に伴います療養給付費として

国庫負担金、交付金を増額するものであります。 

 ３点目といたしまして、共同事業標準拠出額の確

定に伴い、国及び道負担金を減額するとともに、共

同事業交付金につきましては、確定見込みにより増

額するものであります。 

 歳出に関しましては、医療費適正化事業について

精査減をするほか、保険給付費について療養給付費

及び高額療養費の増が見込まれますことから、その

対応をしようとするものであります。また、共同事

業標準拠出金額の確定に伴い減額をするものであり

ます。 

 また、収支の差額につきましては、予備費として

計上するものであります。 

 以上、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第１１号平成１６年度上富良野町国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）。 

 平成１６年度上富良野の国民健康保険特別会計の

補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,９８８万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１２億８,３１５万５,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款及び補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款国民健康保険税、補正額１,１７０万１,００

０円、２款国庫支出金４３８万１,０００円、３款

療養給付費交付金１９１万４,０００円、４款道支

出金２０４万５,０００円の減、５款共同事業交付

金１,３８６万３,０００円、６款財産収入７万４,

０００円。歳入合計としまして２,９８８万８,００

０円となります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費２５０万円の減、２款保険給付費３,

０００万円、５款共同事業拠出金８１７万６,００

０円の減、７款基金積立金７万３,０００円、１０

款予備費１,０４９万１,０００円。歳出合計としま

して２,９８８万８,０００円となります。 

 次のページ、歳入歳出補正予算事項別明細書以降

につきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。御審議賜りまして、お

認めいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第１２号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第１２号平
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成１６年度上富良野町介護保険特別会計補正予算

（第３号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され

ました議案第１２号平成１６年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第３号）につきまして、補正

内容を御説明申し上げます。 

 １点目といたしまして、介護保険事務費の精査に

より、認定調査に係る主治医意見書作成件数の減、

さらには、当初介護保険情報の電送システム回線の

設置を予定しておりましたけれども、他の回線を活

用することにより、当該設置費用が不要となったこ

とから、既定の事務費用とその費用の財源でありま

す一般会計繰入金につきまして、それぞれ減額補正

を行おうとするものであります。 

 ２点目は、介護保険事業基金の利子が生ずること

により、当該基金への積み立てを行うことの所要の

増額補正であります。 

 以下、議案の朗読により御説明いたします。 

 議案第１２号平成１６年度上富良野町介護保険特

別会計補正予算（第３号）。 

 平成１６年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ８３万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ６億２,２１３万８,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正。 

 以下、款の補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 ５款財産収入４万円、６款繰入金８７万６,００

０円の減。歳入合計の補正額８３万６,０００円の

減。総額で６億２,２１３万８,０００円となるとこ

ろであります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費８７万６,０００円の減、５款基金積

立金４万円。歳出合計の補正額、総額とも歳入と同

額でございます。 

 ２ページ以降の事項別明細書につきましては、説

明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。御審議賜り、議決くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 質問いたします。 

 ６ページの介護認定調査では、当初予定していた

よりも人員が少ないということだったかというふう

に思いますが、当初予定していた人員と認定された

人員はどのような対比になっているのか、お伺いし

ます。 

 次に、あわせてお伺いしたいのは、近年、介護認

定におけるいわゆる介護度が、年々要介護１から２

に上がるという状況、あるいは２から３に上がると

いうような状況は、この１６年度においてはどのよ

うな状況で推移したのか。それと、要介護の認定の

出現率があると思いますが、当初計画と実際の出現

率というのはどのような差があるのか、この点につ

いてもお伺いしたいと思います。 

 さらにお伺いしたいのは、今、地域の中でもお互

いに老々介護という形の言葉がありますが、私余り

好きな言葉ではありません。しかし、実際、町では

在宅支援という形の中で、いわゆる在宅における介

護訪問を中心にして、極力施設介護は高額医療につ

ながるという形の中で、国も地方においても抑制す

るという動きがあります。しかし、実態を見ました

ら、なかなかそうはいっていないという実態が上富

良野町でも見受けられます。 

 そこでお伺いしたいのは、実際にこの人は、Ａと

いう人がお互いに年をとってて、食事もなかなか思

うようにつくれないと。ある程度は訪問介護、ヘル

パーとの介在によってかろうじて、いわゆる在宅で

何とか生活が維持できているという方もおるかと思

いますが、しかし、この人がいわゆる施設入居で、

あいていればこちらの方が比較的やはりどちらか一

方の介護の負担が軽減できるのではないかというふ

うに見られるケースも、見ましたら多分に出てきて

いるかというふうに思います。そういう実態はどの

ように掌握されて、現行そういう方がおられるのか

どうなのか、こういう状況についてどのように対処

されようとしているのか、お伺いしておきたいとい

うふうに考えております。 

 それとあわせてお伺いしたいのは、この間、町も

制度として特別給付制度等を、上乗せ制度等を活用

して、いわゆるこの在宅、あるいは施設介護におけ

る、何とか介護者の負担を軽減するというための制

度があったかというふうに思いますが、これも比較

的地方自治体、国においても利用者の増によって一

般財源の持ち出しを極力抑えるという形の中で、な

かなか使わせない、あるいはそういった説明をしな

いという状況もあるかと思いますが、上富良野では
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比較的そういった部分も丁寧にされている部分もあ

ります。こういった特別給付にかかわる上富良野町

において１６年度、過去３年間においてもお伺いし

たいのは、この活用されている状況はどのように

なっているのか、件数ですね、その件数の内訳はど

ういうものがその特別給付の活用されているのか、

その内訳等についてもお伺いしておきたいと思いま

す。 

 この在宅介護という形の中で、今、町は健康もい

ろいろ体操、いろいろ管理も取り入れてやっており

ますが、相当効果も上がっているかと思いますの

で、その点についても、あわせて今後これからのこ

ういう介護認定者もふえるであろうという状況の中

での、やはり予防医療という点でも重視しなければ

ならない点も相当出てきていると思いますので、そ

の点、この１６年度においてはどのような予防医療

も含めた対策がとられてきたのか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 米沢議員の御質問

にお答えいたします。 

 まず、認定調査費の御質問でございますが、この

今回減額をさせていただいているのは、対象者が急

激に減ったとかということでなくて、認定期間が最

大限２４カ月までというようなことの、そういうよ

うな中で当初予定しておった延べの認定件数が減っ

たという背景がございまして、今のように当初何人

で、今それが減ったことで今回この予算が減ったの

かということではございませんので、その辺御理解

を賜りたいと思います。 

 それから、次、介護度の実態についての御質問で

ございますが、今、手元にはちょっと詳しい資料ご

ざいませんのでお答えできませんが、町の今各年の

介護保険計画でも位置づけをさせていただいており

ますけれども、できる限り介護者をふやさない、あ

るいは重くならないようなというふうな手だての考

え方の中で、認定者については軽度な、要支援から

要介護度２までの方を軽度な認定者というふうに

なっているのですが、この軽度なランクの比率とい

うのは、各年大体同じぐらいな状況でこの３年間は

推移してございます。毎年多少は介護度というのが

上がっていく方は中にはおられますが、一般的には

全体的な状況の中ではそういうふうな認定度の割合

でいきますと、軽度な方が多く位置づけされている

というようなことであります。 

 出現率についての御質問も、そのような背景の中

で、若干少しずつ認定者の方はふえてございますけ

れども、急激な伸びというようなことにはなってご

ざいません。一応高齢者数の１５％ぐらいの状況、

国でも１５％の出現率というような見方をしてござ

いますが、そのような形で、できる限り要介護者の

方をふやさないというようなことが、後段の御質問

でも介護予防ということなのですが、これと含め

た、あわせたお答えをさせていただきますけれど

も、そういう視点でいろいろな各施設でのリハビリ

の運動だとか、いろいろな既存のあるものを活用し

た運動や何かを取り入れて介護予防やってございま

すが、もう一つは、健康浴プールにおいて、それぞ

れのその方の身体の状態に応じた教室を開いてござ

いますけれども、それとか年齢層に応じた教室を開

いてございますが、これらのこのオープンしてか

ら、そういう部分での取り組みをさせてもらって、

いかに元気な高齢者を維持していくかというような

ことの、これがまさに議員おっしゃるとおり予防と

いうのが大事だというような押さえ方で、今現在進

めさせていただいているところであります。 

 それから、施設介護の実態についての御質問がご

ざいましたが、これにつきましては、今、町のラベ

ンダーハイツに待機者というのがおられると思いま

すが、この中で、やはり実際の家族の在宅で、家族

の状態、介護力といいますか、そういうようなこと

で、重度な方に対する在宅での介護ができないと、

いろいろなサービスを使ってでもできないというよ

うな、そういうような方というのが、やはり今施設

の申し込みを受けた中で優先度の高い方というふう

な方になっておりまして、そういう方はやはり施設

が、当然特養なりあるいは老人保健施設とか、こう

いうような介護施設等に必要な方というのは、当然

その入所状況に応じた中で入所をしていただくこと

が一番その家族にも、本人にとっても結構なことだ

なというふうなそんなようなことであります。 

 それと、最後の特別給付の上乗せサービスの御質

問でございますけれども、今の活用状況の件数とい

うことでございますが、ちょっと手元に資料ござい

ません。大変申しわけありませんが、予算では本年

度、１６年度については２００万円の予算を計上さ

せていただいておりますが、予算の範囲内で執行を

今させていただいている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） そうしますと、施設入所に

至っては、私が言うように、待機者待ちという形

で、いわゆる家庭環境の状況によって、その入所順

位も変わるということですから、それはいいかと思

いますが、実態としては、こういういわゆる入所さ

れた方がより効果的だと、いわゆる生活環境も含め

てみて、そういう世帯、あるいはそういう人という
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のが実際いるのではないかなというふうに思うので

すが、ただ、それは今のいわゆる特養においても、

この上富良野、いわゆる富良野圏域、旭川方面も含

めてなのですが、なかなか入れないという状況の中

で、そこの施設を利用したいのだが実際利用できな

いというような実態があるということですね、この

点まずお伺いしておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御

質問でございますが、現実に施設介護の部分では、

やはり町のラベンダーハイツの特別養護老人ホーム

のほか他町村の特別養護老人ホームも、そういうよ

うな施設入所の部分では十分に応じられないという

ような状況があるというのは聞いてございますが、

要するに町としては、先ほど特別給付の御質問あり

ましたけれども、入所を待っている間、できる限り

そういう上乗せ等のサービスも十分活用した中で、

活用していただければというように考えております

が、施設入所の関係につきましても、常に各サービ

スの事業所機関にあります居宅介護支援事業所にケ

アマネージャーというのがございますが、町にも在

宅介護支援センターという機関を設けて、その中で

もそういうケアマネージャーの部門もやってござい

ますが、これらを含めて、いろいろな施設等の情報

もありますので、そういう家族の方が御相談等に来

たときには、当然それらの施設の状況や何かの情報

をお知らせした中で、そういうような対応をさせて

いただいているという状況でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ほかになければ、これを

もって質疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

 暫時休憩をいたします。 

────────────────── 

午前１０時３９分 休憩 

午前１１時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩前に引き続き、会

議を続行いたします。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第１３号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第１３号平

成１６年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予

算（第４号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第１３号平成１６年度上富良野町簡易

水道事業特別会計補正予算（第４号）につきまし

て、補正の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目としまして、里仁浄水場ろ過施設整備事業

の事業費、事業量の精査による主なものとしまし

て、委託料、工事請負費などの減額でございます。 

 ２点目としまして、西部地区簡易水道配水管布設

工事などの事業費精査による減額でございます。 

 ３点目としまして、事業費精査に伴いましての国

庫補助金、繰入金の減額及び地方債の変更でござい

ます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第１３号平成１６年度上富良野町簡易水道事

業特別会計補正予算（第４号）。 

 平成１６年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１,４９８万８,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２億３,５５５万１,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ２款国庫支出金３０１万１,０００円の減、３款

繰入金６８７万７,０００円の減、６款町債５１０

万円の減。歳入の合計といたしまして、１,４９８

万８,０００円の減でございます。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費１,４９８万８,０００円の減でござい

ます。 

 次に、地方債の補正でございます。 

 第２表、地方債補正。 

 （１）変更。 
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 起債の目的、簡易水道事業の限度額は５１０万円

減の１億２,２００万円でございます。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書から

８ページまでにつきましては、説明を省略させてい

ただきます。 

 ９ページをお開き願いたいと思います。 

 西部地区簡易水道事業、(1)里仁地区、地方債の

当該年度末現在高見込み額は、５１０万円減の２億

２,４９９万９,０００円でございます。簡易水道事

業債、地方債の当該年度末現在高見込み額の合計と

しまして、５１０万円減の７億６,２９８万４,００

０円でございます。 

 以上で補正予算の説明といたします。御審議いた

だきまして議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１４号 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 議案第１４号

平成１６年度上富良野町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第１４号平成１６年度上富良野町公共

下水道事業特別会計補正予算（第４号）につきまし

て、補正の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入の１点目としまして、自己財源充当によりま

す繰入金の補正でございます。 

 歳出の１点目としまして、水洗化等改造補助金精

査による一般管理費の補正でございます。 

 ２点目としまして、維持管理業務など確定による

浄化センター等管理費の補正でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にさせていただき

ます。 

 議案第１４号平成１６年度上富良野町公共下水道

事業特別会計補正予算（第４号）。 

 平成１６年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１２９万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４億２万円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の追加は、「第２表 債務

負担行為補正」よる。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金１２９万１,０００円の減でございま

す。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費１２９万１,０００円の減でご

ざいます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第２表、債務負担行為補正。 

 （１）追加。 

 浄化センターの維持管理業務につきましては、新

年度からの水処理、汚泥処理の機器類の稼働に支障

が生じないよう、業務の委託契約を年度内に行う必

要があることから、債務負担行為の追加として補正

をお願いするものでございます。 

 期間につきましては、平成１６年度から平成１７

年度、限度額につきましては４,１９０万６,０００

円でございます。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書から

１１ページまでにつきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 以上で、補正予算の説明といたします。御審議い

ただきまして、議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 
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 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１５号 

○議長（中川一男君） 日程第１１ 議案第１５号

平成１６年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別

会計補正予算（第３号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（早川俊博君） ただいま

上程されました議案第１５号平成１６年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第３

号）につきまして、補正の要旨を御説明申し上げま

す。 

 補正の内容につきましては、歳入ですけれども、

施設利用者が当初見込みよりふえたことによります

サービス収入の増額と、新たに産休職員に対する代

替職員設置事業の補助金の４０万円の増額補正でご

ざいます。 

 歳出では、サテライトデイサービスの廃止に伴い

ます賃金と経常経費の不用額の減額補正と、賃金の

財源の組みかえでございます。 

 また、本定例会に施設整備基金条例を提案させて

いただいておりますが、施設整備を目的としまし

て、収支の差額及び予備費からの一部４７１万円と

合わせまして１,５００万円を基金として積み立て

るものでございます。 

 以下、議案を朗読し、御説明にかえさせていただ

きます。 

 議案第１５号平成１６年度上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計補正予算（第３号）。 

 平成１６年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８２０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ３億１３２万７,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債

務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 第１款サービス収入７８０万円、６款道支出金４

０万円。歳入合計としまして８２０万円でございま

す。 

 ２、歳出。 

 ２款サービス事業費２０９万円の減、６款予備費

４７１万円の減、７款基金積立金１,５００万円。

歳出合計としまして８２０万円でございます。 

 第２表、債務負担行為。 

 施設の管理業務につきましては、新年度からの業

務に支障が生じないよう委託契約を年度内に行う必

要がありますことから、債務負担行為をお願いする

ものでございます。 

 施設整備業務につきましては、限度額を３１１万

９,０００円、施設清掃及び洗濯業務につきまして

は、限度額を５５８万６,０００円としまして、期

間はそれぞれ平成１６年度から平成１７年度とする

ものでございます。 

 ３ページ以降の事項別明細書等につきましては、

説明を省略させていただきます。 

 以上で説明とさせていただきます。御審議いただ

きまして、お認めくださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１６号 

○議長（中川一男君） 日程第１２ 議案第１６号

平成１６年度上富良野町病院事業会計補正予算（第

３号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 病院事務長。 

○町立病院事務長（垣脇和幸君） ただいま上程さ

れました議案第１６号平成１６年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第３号）につきまして、補正の

要旨について御説明いたします。 

 まず、第１点目につきましては、職員の退職にか

かわります給与費の減額でございます。 

 ２点目としまして、平成１５年度の所得税法改正
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に伴いまして消費税額課税限度額が引き下げられた

ことにより、課税対象となりましたことから、支出

科目の設定と所要税額の補正を計上いたすものでご

ざいます。 

 ３点目としまして、年度の初めの４月１日からの

病院の診療費請求事務、警備、清掃等の業務につい

て、本年度末中に業者との契約を行い、適正な施設

管理を行う必要から、債務負担行為を設定するもの

でございます。また、収支の差額を予備費に計上い

たすものでございます。 

 以下、議案を朗読をし、説明いたします。 

 議案第１６号平成１６年度上富良野町病院事業会

計補正予算（第３号）。 

 総則。 

 第１条、平成１６年度上富良野町病院事業会計の

補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 支出。 

 第１款、補正額についてはございません。合計額

が既設予算と同額の８億７,７９８万７,０００円と

なります。 

 次、第１項の医業費用でございます。１２６万

６,０００円の減でございます。第２項の医業外費

用につきましては８９万９,０００円、第４項の予

備費につきましては３７万７,０００円でございま

す。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない

経費。 

 第３条、第８条に定めた経費の金額を次のように

改める。 

 (1)職員給与費、１２６万６,０００円の減。 

 債務負担行為。 

 第４条、債務負担行為をすることができる事項、

期間及び限度額は次のとおりと定める。 

 事項、町立病院管理業務並びに医事等業務。 

 期間、平成１６年度から平成１７年度。 

 限度額、３,６３７万１,０００円でございます。 

 次の１ページからの実施計画、また補正予算説明

書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書等

は、説明を省略をさせていただきます。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、お認めいただきますようお願いいたします。 

 失礼しました。 

 第２条の医業外費用、補正額８８万９,０００

円。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第３５号 

○議長（中川一男君） 日程第１３ 議案第３５号

ポロピナイ川改修工事（平成１６年国債）請負契約

締結の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第３５号につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 本工事は、防衛施設庁所管の補助事業として実施

しております。 

 本工事の概要としまして、かごマット工１７９.

４２メートル、落差工１５基、護床工１５基、橋梁

工４基などが主な工事内容であります。 

 次に、本議案につきましては、平成１４年度より

改正しました上富良野町共同企業体取扱要綱の規定

に基づきまして、共同企業体の自主結成に向けまし

た資格申請要綱を１月１９日に告示、四つの単体企

業と五つの共同企業体の申請を受理したところであ

り、地元業者を含め、単体、共同企業体の計九つの

企業体を指名いたしまして、３月１日、入札を行っ

た結果、アラタ・山本特定共同企業体が２億４,９

００万円で落札し、消費税を加算いたしまして本議

案の２億６,１４５万円であります。 

 参考までに、２番札は高橋・伊林・遠藤建設特定

共同企業体が２億５,７７０万円であります。 

 また、本工事につきましては、予定価格事前公表

の試行実施としまして公表を行っております。落札

率につきましては９２.７％でございます。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第３５号ポロピナイ川改修工事（平成１６年

国債）請負契約締結の件。 

 ポロピナイ川改修工事(平成１６年国債)の請負契

約を次により締結するため、議会の議決に付すべき
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契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条

の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、契約の目的、ポロピナイ川改修工事(平成１

６年国債)。 

 ２、契約の方法、指名競争入札による。 

 ３、契約金額、２億６,１４５万円。 

 ４、契約の相手方、アラタ・山本特定共同企業

体、代表者、上富良野町北町２丁目、株式会社アラ

タ工業代表取締役社長荒田裕昭。構成員、上富良野

町西１線北２４号、山本建設株式会社代表取締役西

村三郎。 

 ５、工期、契約の日から平成１８年１月３１日ま

で。 

 以上で説明を終わります。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告           

○議長（中川一男君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 明日の予定について、事務局長から報告いたさせ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 明３月４日は、本定例会の２日目で、開会は午前

９時でございます。定刻までに御出席賜りますよう

お願い申し上げます。 

 以上であります。 

午前１１時２２分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １７名） 

─────────────────── 

◎開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 昨日に引き続き、出席御苦

労さまに存じます。 

 ただいまの出席議員は、１７名であります。 

 これより、平成１７年第１回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

─────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 本日、平成１７年度富良野広域串内草地組合一般

会計予算書、平成１７年度富良野地区環境衛生組合

一般会計予算書、並びに平成１７年度上川南部消防

事務組合一般会計予算書をお手元にお配りいたしま

したので、審議の参考としていただきますようお願

い申し上げます。 

 一般質問の通告期限は、本日午後３時まででござ

います。時間内に通告を賜りますようお願い申し上

げます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ２番 徳 島   稔 君 

     ３番 岩 崎 治 男 君 

を指名いたします。 

─────────────────── 

◎日程第 ２ 執行方針から 

日程第１１ 議案第９号まで 

○議長（中川一男君） 日程第２ 町政執行方針、

教育行政執行方針、日程第３ 議案第１号平成１７

年度上富良野町一般会計予算、日程第４ 議案第２

号 平成１７年度上富良野町国民健康保険特別会計

予算、日程第５ 議案第３号平成１７年度上富良野

町老人保健特別会計予算、日程第６ 議案第４号平

成１７年度上富良野町介護保険特別会計予算、日程

第７ 議案第５号平成１７年度上富良野町簡易水道

事業特別会計予算、日程第８ 議案第６号平成１７

年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算、日程

第９ 議案第７号平成１７年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算、日程第１０ 議案第

８号平成１７年度上富良野町水道事業会計予算、日

程第１１ 議案第９号平成１７年度上富良野町病院

事業会計予算の件を一括して議題といたします。 

 まず、町長より、町政執行方針について説明を求

めます。 

 町長、尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 平成１７年度第１回定例議

会の開催に当たり、町政執行の基本姿勢について、

その概要を申し述べ、議員各位並びに町民の皆様の

御理解と御協力をいただきたいと存じます。 

 さて、今日の我が国の経済は、設備投資や外需な

どに支えられ、企業部門の改善がさらに続くことを

背景に、雇用や所得環境の改善を通じて家計部門へ

波及する動きが強まり、消費が着実に増加し、引き

続き民間需要中心の穏やかな回復を続けると見込ま

れておるところであります。 

 この全国的な景気動向は、地域や業種によって大

きく異なると言われており、そのことからも、北海

道では、依然としてデフレ状態が継続しており、景

気回復の実感はなく、引き続き厳しい経済環境にあ

ると感じております。 

 また、我が国の財政においては、平成１７年度予

算で４年ぶりに税収の増加を見込んでおりますが、

国債発行額は全体予算の４０％を超える状態が続く

など、先進国のいずれの国と比較しても、極めて深

刻な状況にあります。 

 政府は、こうした観点からも、早急に財政構造改

革の取り組みを強化し、将来世代に責任が持てる財

政に立て直していくことを基本方針としておりま

す。 

 一方、地方財政においても、バブル崩壊以後、国

の経済対策と呼応しながら地方経済回復のために発

行してきた地方債の借入金額は、平成１７年度末で

２０５兆円に達する見込みとなっております。今

後、その償還額の負担が一層増加することや、社会

保障関係経費の自然増も見込まれるなど、これらの

負担増が重くのしかかり、将来の地方財政運営が大

きく圧迫されることが強く懸念されております。 

 このように極めて厳しい状況下で、国・地方を通

じて財政構造改革の必要性を踏まえると、引き続

き、地方団体においては、地方分権の時代にふさわ

しい、簡素で効率的な行政システムを確立するた

め、徹底した行政改革を推進し、効率的で持続可能

な財政への転換を図ることが急務とされておりま
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す。 

 本町においては、このような状況を踏まえて、財

政的自立に向けた道筋をつけるため、広く町民の意

見を聞きながら、昨年策定した上富良野町行財政改

革実施計画に基づき、地方分権の実現や地域の実情

にも十分配慮しつつ、計画で位置づけた３２項目を

着実に実践していくことが私に課せられた責務であ

ると強く認識しているところであります。 

 したがいまして、この平成１７年度は、その新行

財政改革実施計画の実質的な推進を図る初年度であ

り、安定した財政基盤に転換していくことを目標

に、諸改革を具体的に取り進めてまいりますが、困

難な課題もたくさんありますことから、議員各位並

びに町民皆さんの特段の御支援と御協力を切にお願

い申し上げる次第でございます。 

 それでは、まず、町政執行の基本であります財政

運営について申し上げます。 

 国の三位一体改革の２年次目に当たる平成１７年

度は、全国の地方６団体が示した改革案の方向にお

おむね沿った内容となったことなどから、一般会計

の歳入においては、４年連続で減少していた地方交

付税が前年度並みの額を確保できる見通しとなり、

これに町税と各種の譲与税、交付金に臨時財政対策

債を加えた主要一般財源の総額は、前年度より６,

０００万円ほどの減額にとどまり、４４億４,００

０万円の見込みとなるところであります。 

 そのほかに、受益者負担の適正化の観点から、在

宅福祉サービスや延長保育など、特定の事業に関す

る行政経費の一部を利用者の方に御負担をお願いす

ることとしております。 

 一方、歳出では、会計全般にわたり各種事務事業

の総点検と再評価を加え、廃止や縮減するなど、経

費の削減に努めたところであります。 

 また、旅費や施設の管理経費など裁量的経費につ

いても抑制し、さらに投資的経費においても、緊急

度の高い事案等に絞り予算化し、財源の捻出に努め

ましたが、現段階において、人件費を初め扶助費や

過去の公共事業等の実施に伴う公債費の増加額など

を大幅に吸収するまでには至らず、一般会計におい

ては、最終的にその不足をする財源を、財政調整基

金及び土地開発基金で１億１,０００万円を、公共

施設整備基金など特定目的基金で１億６,０００万

円を、合計２億７,０００万円の繰入充当により財

源調整を図ることで平成１７年度の予算案を策定し

たところであります。 

 第４次上富良野町総合計画の推進期間も、いよい

よ後期に入ったわけでありますが、本町の財政の根

幹であります国からの地方交付税は、大幅に減額傾

向で推移するなど、予想を超える事態を迎え、その

先行きが非常に不透明な状況にあります。 

 国の財政の動きいかんにより本町の財政運営が大

きく影響を受けることは否めず、その動向を十分に

見きわめながら、平成１７年度におきましても、第

４次上富良野町総合計画が目標とする「四季彩のま

ち・かみふらの～ふれあい大地の創造」を目指し、

町づくりの基本方針として掲げている「新時代をひ

らく取り組み」、「町民主役の取り組み」、「ソフ

ト重視の取り組み」、「情報発信・受信の取り組

み」、「連携のとれた取り組み」を基本にしなが

ら、四つの柱である「豊かな心の人のまち」、「活

力ある産業のまち」、「住みよい快適なまち」、

「共に創るまち」の各分野の諸施策を可能な限り推

進してまいります。 

 初めに、一つ目の柱である「豊かな心の人のま

ち」づくりについてであります。 

 国際的にも、国内的にも大きく変化する社会の中

にあって、本町が真の豊かさや生きがいと活力に満

ちた地域社会を築いていくためには、その基盤とな

る人づくりが最も重要であります。 

 このため、教育委員会とも十分連携をとりなが

ら、生涯学習の観点に立って、幼児から高齢者まで

の各期にわたり、教育、文化、スポーツなど、各領

域にわたる学習の場の条件整備に努めてまいりま

す。 

 健康と福祉の施策については、町民のだれもがい

つまでも健康で生き生きと暮らすことができるよ

う、保健、福祉、医療が緊密に連携して、各種施策

に取り組んでまいります。 

 そのための拠点施設として、平成１６年１１月に

オープンしました保健福祉総合センターは、多くの

町民の皆様に御利用いただき、順調に推移しており

ます。引き続き、本施設の機能を生かして、脳卒中

予防や転倒骨折予防を目指した水中運動教室や介護

予防教室などの各種保健福祉事業を推進し、利用促

進に努めてまいります。 

 また、平成１７年度は、特定防衛施設周辺整備調

整交付金事業により、駐車場など外構の整備を実施

してまいります。 

 本町においても、少子高齢化の傾向が着実に進行

している中にあって、社会福祉・地域福祉の推進は

一層重要となっております。その推進役として、ボ

ランティアセンターや心配事相談所の運営、老人ク

ラブ団体への育成支援、地域福祉ネットワークの取

り組みなど、中心的な役割を担っている社会福祉協

議会との連携を密にしながら、引き続き各種事業の

推進や運営を支援してまいります。 

 高齢者福祉については、在宅福祉の推進及び受益

者負担の観点から、在宅福祉サービス利用料につい
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て一部見直しを図った中で、平成１７年度も引き続

き生活支援・生きがい活動支援事業を実施してまい

ります。 

 介護保険事業については、制度が始まってから６

年目を迎え、介護保険サービスの利用も着実に伸び

ており、介護給付費は、前年比較で約１５％の増加

が見込まれる状況にあることから、国・道支出金な

ど所要額の財源措置のほか、基金の取り崩しにより

事業運営の安定に努めてまいります。 

 障害者福祉については、上富良野町障害者計画に

基づき、障害者が健常者とともに地域で暮らし、社

会参加ができるような地域づくりを目指した取り組

みを進めてまいります。 

 子育て支援関係については、平成１６年度末、老

人身障者保健センターを改修して、施設目的を子供

センターに改め、子育て支援と母子通園センター機

能を移転・統合した施設としましたので、育児不安

についての相談指導や子育てサークルへの活動支

援、発達障害児の療育支援など、事業内容の充実に

力を注いでまいります。 

 さらに、児童虐待問題につきましては、児童福祉

法及び児童虐待防止法の改正により、平成１７年４

月１日から、児童虐待に関する通告先及び相談窓口

として、新たに市町村の役割として法的に位置づけ

られたところであります。そのため、児童虐待や非

行児童等、いわゆる要保護児童に関する総合的な支

援体制を整備するため、「上富良野町要保護児童対

策連絡協議会」を設置して、要保護児童に対する予

防対策及び早期発見等の支援体制の整備を図ってま

いります。 

 児童館の運営については、保護者の要望が多いこ

とから、東児童館において厚生員の増員を図り、児

童の健全育成に努めてまいります。 

 また、平成１６年度より引き続き、放課後の児童

対策健全育成事業として、地域子ども教室を文部科

学省の補助事業採択を受け、実行委員会組織により

当該事業を推進してまいります。 

 保健予防関係については、これまで新寝たきり老

人ゼロ作戦事業により、生活習慣病の発症予防の取

り組みを進めてきたところでありますが、特に６５

歳以上の方の健診データに改善等の効果があらわれ

てきており、反面、食生活の変化や運動習慣が少な

いことなどにより、生活習慣病の発症の若年化現象

も生じていることから、引き続き地域・職域連携に

よる健康教室や食生活改善講習会の開催、保健福祉

総合センターを活用した健康運動指導、食生活改善

講習会の開催などの予防活動を積極的に実施してま

いります。 

 これらの取り組みを通じて、健康寿命の延長や早

世予防、医療費・介護費用の縮減を目指した「健康

２１上富良野計画」の一層の推進を図ってまいりま

す。 

 ラベンダーハイツについては、高齢者が安心して

生活できる老人福祉施設の拠点として、ケアプラン

に基づき、一人一人にきめ細かなサービスを提供し

てまいります。 

 デイサービスについては、昨年の１１月から民間

で運営しておりますデイサービス「かみん」と連携

を図りながら、在宅福祉施設として利用者ニーズに

合ったサービスの提供と、地域ボランティアの協力

もいただきながら、健康管理と生きがいのある日常

生活が送れるよう、サービスの向上に努めてまいり

ます。 

 国民健康保険事業については、国の医療保険制度

全体のあり方が検討されている中で、平成１７年度

以降において、三位一体の改革に関連して、国庫負

担と保険料負担を均等にしつつ、市町村の国保財政

の安定化を踏まえて、都道府県の役割、権限の強化

が図られる方向にあり、これらの動向を見きわめな

がら、国保財政の安定的な運営に努めてまいりま

す。 

 老人保健事業については、対象年齢の引き上げ改

正から２年半を経過してまいりましたが、対象者数

は減少しているものの、公費負担割合が段階的に引

き上げられることにより、町負担分の増嵩が見込ま

れますので、予想される厳しい状況を十分認識し、

安定した運営に努めてまいります。 

 病院事業については、診療報酬の改正が４年ごと

に行われており、平成１８年度の抜本的な医療制度

の改革を控え、その対応整備を図ってまいります。 

 近年の制度改革、見直しにより、患者の定率負担

導入などが行われたことにより、病院の医業収入減

少傾向が続いており、依然として病院経営を取り巻

く環境は厳しいものとなりますが、地域医療支援事

業など、他の医療機関と連携して、一層の経営改善

に努めてまいります。 

 次に、二つ目の柱の「活力ある産業のまち」づく

りについてであります。 

 近年の農業・農村をめぐる状況は、経済社会構造

の変化に伴い、生産環境も変化し、担い手の減少、

高齢化の加速、米政策改革の推進、国際化による農

畜産物の輸入拡大などによって収益性も低下してき

ており、これまでとは異なった厳しい対応が求めら

れております。 

 このような中にあって、米政策改革等に対応する

農業経営の規模拡大指向も進行しつつあります。 

 一方で、ＢＳＥの発生、食品の偽装表示などを契

機として、食の安全・安心への関心が高まる中で、
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より一層、消費者の健康志向や、消費者に支持され

る農畜産物の生産が求められております。 

 このような状況を踏まえ、町の基幹産業である農

業の振興については、農業者の自主的、主体的な取

り組みを基本として、営農条件に即した輪作体系の

確立、化学肥料を最小限に抑える農産物の生産と生

産コストの低減など、創意工夫を発揮し、良質な農

産物の生産が図られるよう、第５次農業振興計画の

諸施策を関係機関との連携のもとに推進してまいり

ます。 

 農業委員会選挙委員定数については、平成１６年

１１月に、農業委員会の活動の重点化や組織体制の

スリム化、効率化に向けて、「農業委員会等に関す

る法律」の一部改正が行われたことを受け、種々協

議検討し、今般、農業委員会定数を削減すること

で、条例の改正を提案いたしたところであります。 

 農地の流動化については、経営規模拡大を目指す

農業者に対し、農地保有合理化事業を主体として、

資金の有効活用を図り、流動化を積極的に推進して

まいります。 

 米政策改革については、「主要食糧の需要及び価

格の安定に関する法律」が改正施行され、消費者重

視、市場重視の考え方に立って、需要に即応した売

れる米づくりの推進が求められております。 

 国においては、米の需要調整システムの検証を平

成１８年度に行い、平成２０年度には政府主導によ

る米生産数量配分から農業者、農業団体が主役とな

るシステムを国と連携して取り組むことになりま

す。 

 農業者の皆さんにとりましては、極めて厳しい状

況となりますが、平成１６年度に策定した「上富良

野町地域水田農業ビジョン」に沿って、地域の農産

物作付、販売戦略、水田の利活用について、自主

的、主体的な取り組みをお願いするものでありま

す。 

 認定農業者については、意欲のある農業者を対象

に、農業者年金の保険料補助や農地の取得、農業機

械、施設の取得等に対し、低利資金の融資制度の特

典がありますので、制度活用の奨励に努めてまいり

ます。 

 特に、国においては、農産物価格補償制度等の施

策を認定農業者に集中し、重点化しようとしており

ますので、今後示される施策を見据え、認定農業者

となり営農を継続できるよう支援してまいります。 

 演習場周辺農業用施設設置助成事業については、

防衛施設庁所管の補助採択を受け、農協が事業主体

で設置を進めておりました麦乾燥調整施設は、平成

１７年度の完成となります。 

 道営農地基盤整備事業については、生産性の向上

を目指し、平成１７年度、新規事業として、島津地

区が補助採択を受け、実施します 

 森林整備地域活動支援交付金事業については、水

土保全や大気循環、地球温暖化防止など、森林の持

つ公益的機能を持続させるため、民有林の施業計画

に基づき、適切な管理を行う森林所有者の活動に対

して、国・道補助金にあわせ、町も引き続き助成を

行ってまいります。 

 商業振興事業については、デフレ経済が長期化す

る中にあって、活力のある商業の振興を図るため、

商工会と連携を密にして、小規模事業者の店舗の増

改築等に対し、引き続き支援を行ってまいります。 

 空き店舗対策については、商店街ににぎわいを取

り戻すための事業として、平成１６年度に商工会が

事業主体となり設置しました「中茶屋」を拠点とし

て、地域の住民や高齢者などのコミュニティ活動の

場として、また、地場産品の販売の場として活用い

ただくことで、商店街の集客力の向上につながるよ

う引き続き空き店舗対策事業を支援してまいりま

す。 

 観光振興については、経済効果はもとより、地域

の活性化や人々の心にも豊かさをもたらすといった

効果が期待できますので、町の重要な産業の一つで

ある観光産業についての情報発信を行い、より一層

集客に結びつくよう努めてまいります。 

 観光関連バス運行については、これまでラベン

ダー観光期間中、シャトルバスを日の出公園駐車場

から日の出公園山頂まで、約１カ月間運行してまい

りましたが、富良野・美瑛広域観光の推進と観光客

等の幅広いニーズにこたえるため、また、地域経済

への波及効果も期待しながら、新たに観光シーズン

の６月から８月の間の土曜、日曜、祝日に、駅前を

発着して町内の観光地をめぐる周遊観光バスを運行

する計画であります。 

 次に、三つ目の柱の「住みよい快適なまち」につ

いてであります。 

 駅及び周辺商業地域の整備については、通称銀座

通りの整備が平成１６年度完了し、平成１７年度に

おいては、駅周辺を町のにぎわいの拠点として整備

するため、採用事業の精査を行うとともに、民間活

力導入の観点から、民間の事業参加や、整備後を想

定した整備地区の運営や活用方針等について、商工

会を初めとする地元事業者の方々との協議を進め、

事業者、地域、行政の役割を明確にする中から、具

体事業の実施の可能性を探ってまいります。 

 景観行政については、平成１６年４月に「かみふ

らの景観づくり条例」を、また、国においても、１

２月に景観法が施行されました。平成１７年度にお

いては、条例制定の趣旨に沿い、総合的かつ計画的
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な景観施策を今後展開していくため、「かみふらの

景観づくり基本計画」の策定を進めてまいります。 

 公園・緑地の整備については、町民の憩いの場、

活動の場、良好な景観形成、地域活性化の観点か

ら、防衛施設庁所管の民生安定事業を活用し、新た

に光町３丁目地区に都市計画公園（近隣公園）の設

置を図ってまいります。そのために、平成１７年度

においては、事業用地の買収と実施計画の策定を進

めてまいります。 

 この事業は、北海道開発局において、同地区内の

国道バイパス駐車場拡張整備事業が進められること

から、土地利用の有機的な連携のため開発整備を図

るものであります。 

 町営住宅の整備については、平成１６年度に着工

いたしました泉町北団地３号棟８戸の建てかえ事業

の完成を目指し、あわせて通路、広場などの整備を

行ってまいります。 

 飲料水供給施設整備事業については、東中倍本地

区の配水管等の施設改築事業を完成するとともに、

翁地区の専用水道についても、各種電気計装設備の

整備及び水量不足解消のため、着水井の増設などを

行い、安全で安定した飲料水の供給に努めてまいり

ます。 

 簡易水道施設整備事業については、平成１６年度

完成した里仁浄水場の外構整備を初め、江花浄水場

の取水井戸の洗浄、老朽化した仕切弁、消火栓の修

理を行うなど、良質で安全な飲料水の供給のため、

各浄水場の適切な維持管理に努めてまいります。 

 公共下水道事業については、快適な居住環境の拡

大を図る観点から、一部未整備地区の汚水管渠の整

備を行ってまいります。 

 クリーンセンターの運営については、現在、富良

野広域圏分担処理の一環として、圏域内他市町村の

衛生用品、粗大ごみを受け入れ処理しながら、安定

した稼動を続けてまいります。施設整備について

も、適時適切に維持、補修を加えながら、地域はも

とより町民の皆さんに安心していただける施設運営

に努めてまいります。 

 合併浄化槽設置事業については、平成１５年度の

事業開始とともに、大変多くの改修設置希望が寄せ

られたことから、この２年間は抽選によりまして、

５５基の事業推進を図ってまいりました。平成１７

年度におきましても、引き続き希望者の要望にこた

えながら事業を推進してまいります。 

 交通安全については、昨年、死亡事故５００日達

成を目前にして痛ましい死亡事故が発生し、まこと

に残念な結果となりました。 

 交通安全は、町民一人一人の安全意識に支えられ

ることから、平成１７年度も「交通安全は家庭か

ら」をメーンスローガンとして、１件でも事故発生

を未然に防ぐため、家庭や地域で交通安全が日ごろ

の話題となるような参加型の交通安全活動を推進す

るとともに、関係機関・団体との連携を密にし、町

民の皆様の御協力をいただきながら、息の長い活動

を進めてまいります。 

 防犯関係については、町内の発生件数が増加傾向

にあり、警察や防犯関係団体との連携を密にするほ

か、特徴的であります空き巣や車上ねらい等に対

し、各地域内での防犯意識の啓発に努めてまいりま

す。 

 住居表示については、町条例に基づき、昭和５７

年度に住居表示を実施しましたが、設置から２２年

が経過し、実態調査の結果、約５０％の表示板が破

損等により確認できなかったことから、平成１７年

度において、新規交付とあわせて整備してまいりま

す。また、街区表示板につきましても、大半が破損

等により消滅していることから、新設を含めて年次

的に整備するよう進めてまいります。 

 防災対策については、昨年、国内外において、台

風、地震、津波などの多くの自然災害が起こり、災

害対策の大切さを再認識した１年でもありました。

十勝岳を抱える町として、噴火などの災害から町民

の生命と財産を守る地域防災計画を全面改訂いたし

ましたので、総合防災訓練などで検証し、十勝岳火

山噴火災害に備えてまいります。 

 道路網の整備や河川・砂防などの施設整備につい

ては、安全で安心して暮らせる地域社会への形成と

地域の産業を支える基盤づくりを基本に据え、国土

交通省、防衛施設庁の補助制度を活用し、有効かつ

効率的に事業を推進してまいります。 

 平成１７年度の道路・河川整備については、４路

線の道路改良・舗装工事、３河川の改修工事及び調

査、１排水路の設計を行うこととしており、平成１

７年度は、保健福祉総合センター「かみん」へのア

クセス道路である南３条通の改良舗装事業を着工し

てまいります。 

 また、北海道が管理する河川の改修工事として、

デボツナイ川、コルコニウシベツ川、トラシエホロ

カンベツ川にかかる町道橋及び農道橋のかけかえが

必要となっています。平成１７年度においては、衣

川橋及び谷本農道橋のかけかえ工事が着工となるほ

かに、町道橋３橋、農道橋１橋の実施設計を行う予

定となっております。 

 除排雪対策については、特に交差点の安全対策な

どに重点を置き、町民が快適に活動できるよう対応

してまいります。 

 次に、四つ目の柱の「共に創るまち」についてで

あります。 
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 町民との協働による町づくりを進めていくために

は、町の保有する情報を広く町民に提供し共有する

中で、町民参加による町政を推進していくことが重

要であります。 

 このため、「広報かみふらの」や「防災かみふら

の」のほか、行政ホームページなど、さまざまな機

会や手段を通じて情報の提供に努めてまいります。 

 また、町民が考える町づくりについて、意見を交

換できる広聴活動の充実に努めてまいります。 

 町が抱えるさまざまな課題や問題点を、町民の皆

さんとともに考え、町の進むべき方向を決定してい

くためにも、あらゆる分野で、男女を問わず住民参

画の拡充を図っていくことが重要であります。政策

の決定過程や評価過程などにおいて、より多くの町

民の皆さんに参画していただき、町民との協働によ

る町づくりを進めてまいります。 

 そのためには、町が保有する情報を町民の皆様と

共有していくことが大前提となりますので、これま

でも活用してきた情報提供媒体の充実を図るととも

に、パブリックコメントの制度化や町民の皆さんと

直接ひざを交え意見交換し合う機会の拡充に努めて

まいります。 

 自治基本条例については、上富良野町という単位

で物事を考え、決定していく場合に、だれがどのよ

うな役割を担い、どのような方法で決定していくか

を定める自治の基本ルールとして、「共に創るま

ち」の根幹をなすものでありますので、その制定に

向けて具体的な作業に取り組んでまいります。 

 自衛隊関係については、駐屯地が創立５０周年の

記念すべき歴史的な節目を迎えることから、各自衛

隊協力団体と連携を図り、できる限りの支援をして

まいります。引き続き、演習場整備拡充及び駐屯地

の現状維持を含め、関係自治体及び協力団体と連携

し、現状体制の堅持のための要望運動の強化に努め

てまいります。 

 石狩川サミットについては、平成１７年１１月４

日に、本町を会場に開催される予定であります。 

 石狩川サミットは、石狩川水系４８の市町村が一

堂に会し、流域のような広範囲の地域課題、また、

開催地や上流、中流、下流のそれぞれの地域課題

や、川からの地域振興・活性化、川からの町づくり

などについて、さまざまな情報交換や意見、提言な

どを論じる場であります。 

 ２年に１度開催される本サミットは、平成１７年

で８回目を数え、この間、さまざまな町づくりへの

提言を発信してまいりましたが、行政側のみの提言

ではなく、地域住民にも有効な提言となるよう、本

町での開催においても、多くの市町村長の参加によ

り、地域振興への一助となるよう現地事務局を担っ

てまいりたいと考えております。 

 ５年ごとに実施される国勢調査が、平成１７年１

０月１日を調査日として、全国一斉に実施されま

す。この国勢調査の調査結果は、今後の国や地方自

治体の施策・計画の基本資料となる大変重要な調査

であり、地方交付税の算定などの基礎数値にも用い

られることから、調査実施に当たっては、私を本部

長とする「上富良野町国勢調査実施本部」を置き、

町内１３０の調査区に公募による調査員を配置し

て、適正・的確な調査の実施に努めてまいります。 

 町税は、町財政の根幹をなすものであり、自主財

源として、税収確保は極めて重要であります。課税

に当たっては、適正な課税客体の把握に努め、税の

公平・公正を期してまいります。 

 また、納税については、納期内完納の推進を図る

とともに、滞納者に対する催告の強化や訪問徴収を

徹底し、滞納処分の強化を図るとともに、新たな収

納の対策を検討しながら、収納率向上になお一層の

取り組みをしてまいります。 

 行政組織機構については、平成１６年４月にス

タートした１２課２６班体制が１年を経過すること

から、その評価検証を行うとともに、時代の要請に

応じた組織体制のあり方をどのように構築していく

べきかを課題として、今後の職員数適正化計画の見

直しを進めてまいります。 

 指定管理者制度については、平成１６年度にまと

めた指定管理者制度導入プランに沿って制度導入を

進めてまいりますが、特にこれまで管理委託制度に

より管理運営をしていた施設については、新制度に

移行する平成１８年４月に向けて、具体的な準備作

業を進めてまいります。 

 広域行政の推進については、富良野地域５市町村

が歴史的・地理的なつながりからも、基本的には運

命共同体と考えており、今後とも連携協力していか

なければならないものと思っております。特に行財

政改革の一層の推進が強く求められる現下で、積極

的に広域で取り組むことで行財政の効率化が図られ

るものや、道州制に伴う事務事業の権限移譲の受け

皿づくりなど、富良野地域においても共通の行政課

題となっております。 

 これら時代の要請に具体的な対応が求められてい

る状況にあることから、富良野地区広域市町村圏振

興協議会第６回委員会において、今後の富良野圏域

における各自治体のあり方など、将来のあるべき姿

がどうあるべきか、その方向性を探っていくことが

必要であるとの共通認識から、広域圏振興協議会内

に、その検討組織として、実務者レベルによる専任

のプロジェクトチームを設置することで合意したと

ころであります。 
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 その組織化のため、５市町村から各１名ずつを派

遣することで、４月の定期異動の中で適任者を人選

する予定としております。 

 以上、平成１７年度の町政執行に当たり、所信を

述べさせていただきました。 

 次に、平成１７年度予算案の概要を申し上げま

す。 

 平成１７年度は、２年目を迎えた国の「三位一体

の改革」の動きを注視しておりましたが、主要財源

である地方交付税は前年度同水準となったものの、

交付税の振りかえ措置として発行される臨時財政対

策債が前年に続き２３.１％の大幅な減額となり、

本町の交付税総体額は１億１,７００万円の減少が

見込まれ、あわせて、三位一体改革における税源移

譲に伴う一般財源化の影響で２,９００万円の目減

りが見込まれ、合計１億４,６００万円の歳入財源

が減少する厳しい状況の中で予算編成作業を進めた

ところであります。 

 特に、新たな行財政改革の実施計画を策定後、最

初に迎えた年度の予算編成でありましたが、歳入に

おいては、町税を初め使用料などの収納額の確保に

努めるとともに、歳出では、行政サービスを組織内

で評価を加え、廃止あるいは縮小、縮減するなどの

方針を定めましたので、その方向に沿って行政経費

の削減を行い、また、旅費など事務的経費や施設管

理経費などの裁量的経費についても、平成１６年度

に引き続き抑制を図ったところであります。 

 一般会計では、ますます厳しさを増す財政状況を

想定し、投資的事業の緊急度や必要性についても、

再度検討を加えた上で予算化を図ったところであり

ますが、財源不足額をすべて解消するに至らず、最

終的に、特定目的の基金を初め、財源調整のために

財政調整基金等の取り崩しを行うことにより、予算

総額を平成１６年度対比で７.４％減の７３億６,２

００万円とする予算案を定めたところであります。 

 一般会計からの特別会計及び公営企業会計に対す

る繰出金及び補助金などの内容としては、「国民健

康保険特別会計」へは保険税軽減の措置などとし

て、「老人保健特別会計及び介護保険特別会計」へ

は基準に基づくものとして、「ラベンダーハイツ事

業特別会計」へは生きがい活動支援通所事業運営費

として、また、「公共下水道事業特別会計及び簡易

水道事業特別会計」には公債費の償還に要する経費

などとして、それぞれ所要の額を計上いたしまし

た。 

 また、公営企業会計であります「病院事業会計」

には基準に基づく経費として、「水道事業会計」に

は水道事業に伴う負担措置分として、それぞれ計上

いたしました。 

 これらの措置を講ずることによりまして、特別会

計及び公営企業会計予算は、国民健康保険特別会計

１１億３,３０２万円、老人保健特別会計１１億６,

９３２万円、公共下水道事業特別会計３億６,４３

０万円、簡易水道事業特別会計６,６８７万５,００

０円、介護保険特別会計６億５,２６０万５,０００

円、ラベンダーハイツ事業特別会計２億８,１００

万円、病院事業会計９億５,４２７万５,０００円、

水道事業会計２億４,８９９万８,０００円となって

おります。 

 特別会計と公営企業会計予算の合計は４８億７,

０３９万３,０００円で、一般会計予算とあわせた

町の予算総額は１２２億３,２３９万３,０００円

で、平成１６年度当初予算対比で７.７％の減額と

して、１０億２,２８８万２,０００円減の財政規模

になっております。 

 以上、議員各位並びに町民皆様の御理解と御協力

を切にお願い申し上げ、平成１７年度の町政執行方

針といたします。 

○議長（中川一男君） 次に、教育長より教育行政

執行方針の説明を求めます。 

 教育長、中澤良隆君。 

○教育長（中澤良隆君） 平成１７年第１回定例町

議会に当たり、教育行政執行方針について申し上げ

ます。 

 初めに、現在、我が国では、地方分権や規制緩和

等の行財政改革、経済構造改革など、新しい社会シ

ステムの構築が進められており、地方においても、

これまで以上にその主体性が問われる時代を迎えて

おります。 

 教育の分野におきましても教育改革が進められ、

生きる力をはぐくむことを目指した現在の学習指導

要領に基づいて、平成１４年４月から総合的な学習

の時間が進められてきているところであります。 

 しかしながら、昨今、国においては、学力重視の

観点から、学習指導要領の見直しが検討されようと

していますので、今後の国の動向にも関心を持っ

て、注視していくことが必要であると考えていま

す。 

 今、上富良野町は、極めて厳しい運営を強いられ

ていますが、「教育は未来への先行投資であり、今

日の教育が個人の明日をつくり、社会の未来をつ

くっていく」という考え方のもと、教育委員会で

は、子供から大人まで、町民一人一人が意欲的に学

び、健康で心豊かな生活を送ることができるよう、

家庭、学校、地域社会のさらなる連携・協力のも

と、総合的な教育行政を推進してまいります。 

 学校教育の推進。 

 学校教育に求められているのは、人間形成の基礎
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となる必要な資質を養うことと、豊かな個性や社会

性を培うための基礎的・基本的事項を習得し、真の

学力と健やかな身体、そして豊かな心を育てること

であります。 

 そのためには、教育改革の意義と必要性を受けと

め、現在の学習指導要領に基づき、みずから学び、

みずから考える「生きる力」を育成し、地域の信頼

にこたえる学校づくりを進めていくことが大切であ

ると考えています。 

 その一つ目として、「地域に根差した、開かれた

学校づくり」を進めてまいります。 

 そのため、学校評議員や保護者、地域の方々の意

見を反映させた魅力ある学校づくりと、学校をス

ポーツ活動や地域活動に積極的に開放し、地域と一

体となった開かれた学校づくりを進めてまいりま

す。 

 二つ目には、「教職員の資質の向上」についてで

あります。 

 学校教育に直接携わる教職員の資質が児童生徒の

人間形成に与える影響は、極めて大きいものがあり

ます。そのために、教職員みずからが教育者の使命

と専門性を自覚して、実践的指導力を高めることが

必要なことから、自己研修を初め各種研修会への積

極的な参加を奨励いたします。特に、現在の学習指

導要領による総合的な学習の時間については、その

取り組みが効果的なものとなるよう支援してまいり

ます。 

 児童生徒の指導等についてでありますが、「上富

良野の青少年健全育成をすすめる会」を初め、各関

係機関・団体等の協力を得て、児童生徒の指導に努

めてまいります。 

 上富良野中学校に配置している「心の教室相談

員」は、いじめや不登校など問題行動の未然防止に

大きな効果を上げ、関係者から高い評価を得ている

ことから、引き続き配置し、相談体制の充実に努め

ます。 

 僻地・複式教育につきましては、小規模校の特性

を生かし、自然に恵まれた環境のもと、体験活動な

どの学習を推進し、学校規模や地域性を生かした特

色ある教育活動の推進に努めてまいります。 

 特殊教育につきましては、平成１９年度から「特

別支援教育」への移行が予定されています。移行の

準備として、上富良野町における特別支援教育の推

進体制はいかにあるべきか、また、学習障害の知識

などを学ぶための研修会を開催し、平成１９年度を

万全の体制で迎えるよう努めてまいります。 

 さらに、昨年度に引き続き、上富良野小学校と上

富良野西小学校に特別支援教育指導助手を配置し、

特別支援教育の指導体制の充実を図ることといたし

ました。 

 学校の危機管理につきましては、昨年１１月初旬

から中旬にかけて、不審者の出没が連日のように発

生いたしました。学校、地域、ＰＴＡや上富良野の

青少年健全育成をすすめる会など、関係機関の献身

的な活動により、幸い大きな事件の発生に至らな

かったことを心から安堵しているところでありま

す。 

 しかしながら、このような事件はこれからも起こ

り得ることから、児童生徒の安全を第一に考え、危

機管理意識の向上に緊張感を持って取り組むよう、

教職員への指導の徹底と地域社会の協力を得るよう

取り組んでまいります。 

 また、児童生徒の交通事故や学校における事件・

事故、さらに、自然災害などに対する安全教育にも

努めてまいります。 

 教育環境の整備につきましては、現在の財政状況

を考え、緊急性の高いものから計画的に整備を進め

てまいります。特に、経年変化により老朽化の著し

い上富良野小学校校舎整備については、今後、多大

な修繕費を投じて改修を進めていくべきか、それと

も新築をする方が財政的に有利であるかを判断でき

るような基本調査を行い、その調査資料に基づき、

できるだけ早い時点で整備計画の方向性を策定する

よう取り進めたいと考えております。 

 学校給食につきましては、学校給食センターが昭

和５４年建設以来２５年を経過し、蒸気給湯ボイ

ラーが耐用年数を超えていることから、ボイラー改

修工事に取り組みます。 

 また、知育、徳育、体育、それに最近は食育が重

要であると言われていることから、特に安全で栄養

価が高く、地元の食材も積極的に取り入れた、おい

しい給食の提供に努めてまいります。 

 幼児教育につきましては、幼児期は人間形成の基

礎を培う上で極めて大切な時期であります。そのた

めには、この時期に運動や遊びの中で十分に体を動

かす経験をさせ、生涯にわたってみずからの健康を

維持し、積極的に学習活動や社会的な活動に取り組

めるようにすることが大切なことから、幼稚園教育

の充実が図られるよう支援してまいります。 

 国際理解教育につきましては、友好都市であるカ

ナダ国アルバータ州カムローズ市から昨年８月より

英語指導助手としてマイケル・スティーブを迎え、

学校教育や社会教育の場面で国際理解教育の推進と

上富良野町とカムローズ市の交流の進展にも努めて

いただいております。今後も、小・中学校や幼稚

園、保育所などで子供たちと触れ合ったり、英会話

教室などを通じて、さらに国際理解教育が推進する

よう取り組んでまいります。 
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 道立上富良野高校の振興につきましては、平成１

４年度から校舎の全面改築が進められ、平成１７年

度には校舎や体育館、グラウンドの整備がすべて完

成することとなりました。この１０月には校舎落成

記念事業が行われることから、町といたしまして

も、この事業に賛同し、ともに祝い、上富良野町に

とって上富良野高等学校が将来とも大きな役割を担

い、地域に根差した高等学校となるよう支援してま

いります。 

 社会教育の推進。 

 社会教育の推進につきましては、生涯学習社会を

迎えた今日、心豊かな生活を送るために、生きがい

と自己実現を目指す上で、あらゆる機会に行われる

各種の学習や文化活動、スポーツ活動などの果たす

役割は大きいものがあります。 

 計画２年次目となる「第６次社会教育中期計画５

カ年計画」を基本としながら、生涯各期において自

発的で充実した社会教育活動の推進に取り組んでま

いります。このため、子供から高齢者まで、生涯の

あらゆる時期に、だれもが、いつでも、どこでも自

由に学べる環境づくりと学社連携をさらに進め、学

校教育と社会教育が一体となって子供たちの教育に

取り組む学社融合の活動を推進してまいります。 

 家庭教育について。 

 家庭は、教育の出発点であり、子供たちに基本的

な生活習慣や倫理観、家族や他人に対する思いやり

などを身につけるとともに、自制する心や自立する

心を培う上で、家庭教育は重要な役割を担っていま

す。このため、家庭教育に関する学習機会や幼稚園

との連携を進めるとともに、本を通した親子の対話

を助長する取り組みにより、家庭教育力の向上を図

ります。 

 放課後児童の健全育成事業につきましては、昨

今、全国各地で子供を巻き込んだ重大な事件が発生

していることから、放課後の子供たちを安全で安心

な環境のもとで、経験豊かな地域の大人たちが子供

たちと接することにより、健全な子供をはぐくむ体

制を整えてまいります。このため、平成１６年８月

に策定された上富良野町次世代育成支援行動計画の

中で位置づけられている放課後児童の健全育成事業

として、「地域子ども教室」を本年度も国の委託を

受けて実施してまいります。 

 昨年、町内の児童を対象に小学校４校で実施した

巡回型の地域子ども教室事業を、本年度は巡回型と

新たに固定型を設け、体験活動を主体とした地域子

ども教室を開催することにより、「地域の子供は地

域が育てる」という意識を醸成してまいります。 

 青少年の学習活動について。 

 次代を担う青少年の健全育成は、町民のだれもが

強く望んでいる、町を挙げての重要な課題でありま

す。このため、子ども会、スポーツ少年団の育成を

進め、各種の体験学習や社会体験活動などをより活

発化させ、心身ともに健全な子供の育成に努めてま

いります。 

 また、「上富良野の青少年健全育成をすすめる

会」との連携をさらに深め、「地域の子供は地域全

体で育てる」という意識を高め、望ましい環境づく

りや各種事業を行い、青少年の健全育成を進めてま

いります。 

 成人（一般・女性）の学習活動について。 

 成人の学習活動については、各種の学級、講座、

文化・スポーツ団体などの活動と、自主的なサーク

ル、グループなどによる活動が大きな成果を上げて

います。町民の学習ニーズに応じた学習機会の提供

と学習活動を支援し、また、地域や職場に積極的な

参加を奨励してまいります。 

 これからの時代は、女性の社会進出が進む中、ま

すます女性の社会参加と果たす役割が高まってきて

います。男女共同参画社会の意図を反映し、学習機

会の提供や、学習活動の支援と女性団体活動の充実

と活性化が図られるよう、支援に努めてまいりま

す。 

 高齢者の学習活動について。 

 超高齢化社会の到来が間近と言われる今日におい

て、活力のある社会を築くためには、高齢者の生き

がいと健康づくりが必要であります。このため、３

０年を超える歴史のあるいしずえ大学を、さらに魅

力ある高齢者の学習の場とするため、異なる世代と

の交流や、高齢者の持つ経験や能力を生かす機会を

つくってまいります。 

 文化・芸術の振興について。 

 生活水準の向上や自由時間の増大に伴い、心の豊

かさを求め、文化活動に対する欲求が高まってきて

います。 

 懸案でありました文化活動の拠点となる多目的

ホールが、昨年１１月に保健福祉総合センター「か

みん」内に整備されましたので、道民カレッジを初

め各種講演会を開催するとともに、文化連盟や各種

文化サークルと連携を図り、芸術文化の発表や鑑賞

の機会を設け、文化水準の向上に努めてまいりま

す。 

 郷土館と開拓記念館について。 

 この二つの施設は、町の歴史的資料の保護と展示

を行い、歴史や文化遺産を大切にする意識の高揚に

大きな役割を担っております。しかしながら、昨

今、来館者数が低迷しておりますので、興味のある

特別展示などを実施するよう工夫を図ってまいりま

す。 
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 図書館の運営について。 

 公民館図書室は、町の社会教育施設の中でも多く

の町民の皆さんが利用している学習活動の拠点施設

であります。 

 永年の懸案でありました公民館の改修についてで

ありますが、本年度において改修を実施することと

いたしました。現在２階にある図書室を１階に移す

ことにより、利便性と機能性を向上させ、１階を図

書館として整備し、社会教育の中核施設として多く

の皆さんに利用していただくよう計画したところで

あります。 

 また、２階については、公民館機能を保ち、文化

サークル活動や各種会合、そして公民館事業に利用

できるよう整備を進めてまいります。 

 今日、読書離れが社会問題となっています。今後

も学校、児童館への移動図書や、児童生徒への調べ

学習活動への支援、家庭における乳幼児の読書活動

や絵本の読み聞かせなど、本に親しむ環境づくりに

努めてまいります。 

 スポーツの振興について。 

 人々が心身ともに健康で充実した生活を営むた

め、だれもが気軽に取り組め、さわやかな汗を流す

ことのできるスポーツ、レクリエーション活動は、

ますます重要となってまいります。このため、子供

から高齢者までの各年代に応じたスポーツ活動を、

体育協会を初め関係団体との連携を深めた中で、

パークゴルフ、ミニバレーボール、ウオーキングな

どの軽スポーツを広く普及させ、生涯スポーツの振

興に努めてまいります。 

 終わりに。 

 以上、平成１７年度の教育行政の執行に関する主

要な方針について申し述べさせていただきました。 

 今日、地方の時代にふさわしい個性的な町づくり

を推進するためには、地域の文化を創造し、地域の

発展を担う人材の育成が極めて大切であり、教育の

果たす役割はますます重要になってくるものと考え

ております。 

 教育委員会といたしましては、当面する教育課題

を的確にとらえ、町民の期待と信頼にこたえるた

め、学校、家庭、地域社会の連携と融合を大切にし

ながら、上富良野町の教育が着実に前進するよう一

層の努力をしてまいりますので、議員並びに町民各

位の御理解と御支援、御協力をお願い申し上げま

す。 

○議長（中川一男君） 以上で、執行方針の説明を

終わります。 

 続いて、各予算についての説明を求めます。 

 初めに、一般会計予算について説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ただいま町長か

ら、平成１７年度におけます町政全般についての執

行の基本的な方針を、また、教育長からは、教育行

政につきましてそれぞれ述べられましたことから、

その方針等に沿いまして編成いたしました新年度の

各会計予算のうち、まず一般会計から、議決対象項

目の部分につきまして御説明をしてまいりたいと思

います。 

 それでは、各会計予算書の１ページをお開き願い

たいと思います。 

 議案第１号平成１７年度上富良野町一般会計予

算。 

 平成１７年度上富良野町の一般会計の予算は、次

に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ７３億６,２００万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

 一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、１２億円

と定める。 

 次、２ページをお開き願います。 

 第１表におきましては、款ごとの名称と予算額を

申し上げてまいります。 

 まず、歳入の１款町税８億７,５３７万４,０００

円、２款地方譲与税２億１,５００万円、３款利子

割交付金４２０万円、４款配当割交付金１００万

円、５款株式等譲渡所得割交付金６０万円、６款地

方消費税交付金１億４,２００万円、７款国有提供

施設等所在市町村助成交付金８,９００万円、８款

自動車取得税交付金５,１００万円、９款地方特例

交付金３,４００万円、１０款地方交付税２７億９,

７００万円、１１款交通安全対策特別交付金３１０

万円、１２款分担金及び負担金６,１４５万円。 

 ３ページに移ります。 

 １３款使用料及び手数料１億２,２７３万５,００

０円、１４款国庫支出金１４億８,４７９万４,００

０円、１５款道支出金４億５,２８０万２,０００
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円、１６款財産収入１,５９４万６,０００円、１７

款寄附金１万円、１８款繰入金２億７,１７４万１,

０００円、１９款繰越金６,０００万円、２０款諸

収入２億１,１３４万８,０００円、２１款町債４億

６,８９０万円。 

 歳入合計７３億６,２００万円であります。 

 次、４ページの歳出に移ります。 

 １款議会費６,８６２万円、２款総務費２億１,１

８０万８,０００円、３款民生費７億５,０９６万

４,０００円、４款衛生費９億４,３７８万円、５款

労働費７７万円、６款農林業費８億２,７２８万４,

０００円、７款商工費２億７４５万２,０００円、

８款土木費１３億４０７万円。 

 ５ページに移ります。 

 ９款消防費２億５,４０１万８,０００円、１０款

教育費４億２,３１０万３,０００円、１１款災害復

旧費２２０万円、１２款公債費１１億２,６１５万

９,０００円、１３款諸支出金１,０８９万６,００

０円、１４款給与費１２億２,０８７万６,０００

円、１５款予備費１,０００万円。 

 歳出合計７３億６,２００万円でございます。 

 次に、６ページでは、債務負担行為を設定する三

つの事案につきまして記載をしていますので、簡単

に御説明してまいります。 

 まず、１点目は、総合行政システム整備事業でご

ざいますが、現在まで稼動してございます行政情報

システムは、本年度で賃貸契約が満了することに加

えまして、メーカー側では開発業務を中止すること

が決定されていることなどを背景といたしまして、

平成１８年度に向けまして、後継システムへの移行

を目指し、平成１７年度中に新システム等の選定及

び導入作業に着手しますことから、後年度に債務の

負担が発生することによりまして設定するものであ

ります。 

 ２点目の北２４号道路及び３点目の旭野川砂防事

業につきましては、国庫債務負担行為に基づき、２

カ年継続事業として取り進められることから、本町

におきましても債務負担行為を設定するものであり

ます。 

 次に、７ページでは、平成１７年度の地方債の限

度額を、延べ１３件で、金額で４億６,８９０万円

と定めた内容につきまして、各項目ごとに利率やそ

の償還方法等を記載してございます。 

 特に将来の財政見通しが大変厳しい状況にありま

すことから、できる限り後年度負担の抑制を図るこ

とに重点を置きまして、対象事業につきましては、

継続的に取り進めている事案を中心にしまして、そ

のほか緊急性あるいは必要性の高い事案に絞りまし

て、地方債の財源として計画的に整備をするもので

ございます。 

 また、加えまして、国の地方財政対策の暫定措置

とされてございます臨時財政対策債、あわせまして

減税補てん債につきましても、昨年に引き続き地方

債の発行になることとしてございます。 

 ここまで申し上げましたことが一般会計予算の議

決対象項目の説明でございます。 

○議長（中川一男君） 次に、国民健康保険特別会

計予算及び老人保健特別会計予算について説明を求

めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 議案第２号平成１

７年度上富良野町国民健康保険特別会計予算につき

まして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 国民健康保険を取り巻く環境は、少子高齢化の急

速な進展や社会経済情勢の変化などにより、制度的

にも経済的にも大変厳しい状況でありますことは御

案内のとおりであります。 

 さらに、現下の経済不況は、保険税収納の低下を

来す等、不安定要素を抱えながら運営を強いられて

いるところであります。 

 国におきましては、市町村の国保財政の安定化を

踏まえ、高齢者医療制度を含めた医療保険制度の抜

本的な改革が行われているところであります。 

 本町の国民健康保険財源につきましては、段階的

な引き上げを予定しておりましたが、平成１６年度

において基金への積み戻しを行い、１億２,０００

万円程度の基金残高を確保できたことから、平成１

７年度、税額改正は見送ることとし、財政調整基金

２,５００万円を支消充当することで対応しようと

するところであります。 

 一方、介護納付金につきましては、平成１７年度

予算編成に当たりまして、前年に比べ７％の増額

で、４５０万円強の納付が示されましたが、その財

源確保につきましては、平成１６年度決算見込みと

いたしまして、余剰金が生じ、これらを充当するこ

とから、税額改正は据え置くこととしたところであ

ります。 

 以上によりまして、平成１７年度国民健康保険特

別会計予算規模を１１億３,３０２万円としようと

するものであります。 

 以上、議案の朗読をもって説明といたします。 

 ８ページをお開き願います。 

 議案第２号平成１７年度上富良野町国民健康保険

特別会計予算。 

 平成１７年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
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れ１１億３,３０２万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 一時借入金。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、３億円と

定める。 

 歳出予算の流用。 

 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き

の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用。 

 ９ページを御参照ください。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 款のみ申し上げます。 

 歳入。 

 １款国民健康保険税３億６,０９１万１,０００

円、２款国庫支出金３億９,３３４万５,０００円、

３款療養給付費交付金１億５,３２５万６,０００

円、４款道支出金５,１３０万８,０００円、５款共

同事業交付金１,５５８万７,０００円、６款財産収

入１,０００円、７款繰入金１億３,８４０万３,０

００円、８款繰越金２,０００万１,０００円、９款

諸収入２０万８,０００円。 

 歳入合計といたしまして、１１億３,３０２万円

となります。 

 １０ページをお開きいただきます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費３,６８２万円、２款保険給付費７億

２,９５５万円、３款老人保健拠出金２億５,７３８

万円、４款介護納付金６,９９３万円、５款共同事

業拠出金３,１１７万４,０００円、６款保健事業費

４５１万２,０００円、７款基金積立金１,０００

円、８款公債費２０万円、９款諸支出金７５万２,

０００円、１０款予備費２７０万１,０００円。 

 歳出合計といたしまして、１１億３,３０２万円

でございます。 

 以上で国民健康保険特別会計予算の説明を終わら

せていただきます。 

 次に、議案第３号平成１７年度上富良野町老人保

健特別会計予算につきまして、提案の要旨を御説明

申し上げます。 

 平成１４年８月に改正されました健康保険法によ

りまして、老人保健加入年齢が７５歳以上と定めら

れ、受給者自体は自然減の状態が平成１８年まで推

移することとなり、これに伴います医療給付減が

徐々に進み、予算編成におきましては、１１億６,

９３２万円規模となったところであります。 

 なお、歳入に関しましては、平成１４年の老人保

健法の改正に伴いまして、公費負担額が平成１５年

から平成１８年度まで段階的に引き上げられ、町の

負担割合につきましても、これに応じて増となると

ころであります。 

 以上、議案の朗読をもって説明といたします。 

 １１ページをお開き願います。 

 議案第３号平成１７年度上富良野町老人保健特別

会計予算。 

 平成１７年度上富良野町の老人保健特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１１億６,９３２万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 １２ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 款のみを申し上げます。 

 歳入。 

 １款支払基金交付金６億７,３２８万８,０００

円、２款国庫支出金３億２,８７９万９,０００円、

３款道支出金８,２１９万９,０００円、４款繰入金

８,５０３万１,０００円、５款繰越金１,０００

円、６款諸収入２,０００円。 

 歳入合計としまして、１１億６,９３２万円とな

ります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費２８２万８,０００円、２款医療諸費

１１億６,６４８万９,０００円、３款諸支出金３,

０００円。 

 歳出合計としまして、１１億６,９３２万円とな

ります。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、お認めくださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 次に、介護保険特別会計予

算について説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 議案第４号平成１

７年度上富良野町介護保険特別会計予算につきまし

て、まず予算の概要から説明申し上げます。 

 介護保険事業につきましては、制度が始まってか

ら６年目を迎えますが、制度の認識度の深まりに加

えまして、要介護者数の緩やかな増加、介護保険

サービスの利用回数の伸びなどにより、介護保険給

付費が着実にふえている状況にございます。 

 このような状況を踏まえ、新年度予算につきまし
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ては、介護保険事業計画に基づくとともに、平成１

６年度特に増加の著しい通所介護、短期入所、療養

介護などの在宅サービス保険給付の推移を十分見き

わめた中で、前年に比較して約７,９００万円、１

５％増の保険給付費の所要額を計上いたしたところ

であります。 

 この財源措置といたしまして、介護保険料と国・

道・一般会計繰入金の公費負担金を計上いたしたほ

か、なお不足する額を介護保険事業基金の支消で充

当することで対応しようとするところであります。 

 以上によりまして、平成１７年度介護保険特別会

計の予算規模を６億５,２６０万５,０００円とする

ところであります。 

 以下、議案を朗読して説明とさせていただきま

す。 

 １３ページでございます。 

 議案第４号平成１７年度上富良野町介護保険特別

会計予算。 

 平成１７年度上富良野町の介護保険特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ６億５,２６０万５,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 歳出予算の流用。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き

の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 １、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 款ごとの予算額についてのみ申し上げます。 

 １款介護保険料９,３３８万１,０００円、２款国

庫支出金１億５,９０３万円、３款道支出金７,６７

８万２,０００円、４款支払基金交付金１億９,６５

６万１,０００円、５款財産収入１,０００円、６款

繰入金１億２,６８４万２,０００円、７款繰越金

１,０００円、８款諸収入７,０００円。 

 歳入の合計といたしまして、６億５,２６０万５,

０００円であります。 

 １５ページ。 

 ２、歳出。 

 １款総務費３,２９６万５,０００円、２款保険給

付費６億１,４３５万１,０００円、３款財政安定化

基金拠出金５４万４,０００円、４款特別給付費１

５０万円、５款基金積立金１,０００円、６款諸支

出金５,０００円、７款予備費３２３万９,０００

円。 

 歳出の合計、歳入と同額の６億５,２６０万５,０

００円であります。 

 以上で説明といたします。 

○議長（中川一男君） 次に、簡易水道事業特別会

計予算及び公共下水道事業特別会計予算について説

明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） 議案第５号平成１７

年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算の概要を

申し上げます。 

 予算総額６,６８７万５,０００円を計上させてい

ただいております。前年度対比では１億６,６２６

万５,０００円、７１.３％の減となってございま

す。 

 主な減額要素といたしましては、里仁浄水場の水

質悪化に対します恒久対策としまして、平成１６年

度に膜ろ過施設整備事業を行い、施設が整ったこと

により、建設費相当分が減額になったことによるも

のでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第５号平成１７年度上富良野町簡易水道事業

特別会計予算。 

 平成１７年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ６,６８７万５,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 

地方債」による。 

 一時借入金。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、１億４,

３００万円と定める。 

 次のページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算につきましては、款ごとの

金額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款使用料及び手数料１,６４５万９,０００円、

２款繰入金４,３３８万１,０００円、３款繰越金

１,０００円、４款諸収入４５３万４,０００円、５

款町債２５０万円。 
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 歳入の合計といたしまして、６,６８７万５,００

０円でございます。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費２,７３８万７,０００円、２款公債費

３,９４８万７,０００円、３款繰出金１,０００

円。 

 歳出の合計、６,６８７万５,０００円でございま

す。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第２表、地方債。 

 地方債につきましては、里仁浄水場の膜ろ過施設

整備事業の外構整備工事分でございます。限度額

は、２５０万円でございます。 

 引き続きまして、議案第６号平成１７年度上富良

野町公共下水道事業特別会計予算の概要を申し上げ

ます。 

 予算総額３億６,４３０万円を計上させていただ

いております。前年度対比では３,１４０万円、７.

９％の減となっております。 

 歳入につきましては、昨年１２月議会におきまし

て、下水道使用料の料金改定を議決いただきました

ことから、改定分も含めまして、使用料収入といた

しまして、前年度対比２,２２０万円、９.４％の増

を見込んでいるところでございます。 

 歳出につきましては、主な減額の要因といたしま

して、主要な汚水管渠の補助対象及び単独路線など

の計画路線も整備が行われてきたことから、建設事

業費の前年度対比２,４５２万２,０００円、５９.

７％減になったものでございます。 

 今後におきましても、さらに一層の下水道事業の

健全化を目指し、常に衛生的で快適な生活環境づく

りと経費の節減を念頭に、事業の効率化とサービス

の向上に努めてまいります。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第６号平成１７年度上富良野町公共下水道事

業特別会計予算。 

 平成１７年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ３億６,４３０万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

 一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、１億円と

定める。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算につきましては、款ごとの

金額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款分担金及び負担金２,５５０万円、２款使用

料及び手数料１億３,６９４万円、３款繰入金１億

４,２１５万６,０００円、４款繰越金１,０００

円、５款諸収入４０万３,０００円、６款町債５,９

３０万円。 

 歳入の合計３億６,４３０万円でございます。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費１億９０２万６,０００円、２

款公債費２億５,４７７万３,０００円、３款繰出金

１,０００円、４款予備費５０万円。 

 歳出の合計３億６,４３０万円でございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 第２表、債務負担行為。 

 水洗化等改造資金貸し付けに伴う利子補給金とし

まして、今年度は４件を見込んでいるところでござ

います。 

 第３表、地方債につきましては、公共下水道事業

の一般分１,５２０万円と資本費平準化分の４,４１

０万円を合わせまして、５,９３０万円を見込んで

おります。 

 以上、説明といたします。 

○議長（中川一男君） 次に、ラベンダーハイツ事

業特別会計予算について説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（早川俊博君） 議案第７

号平成１７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特

別会計予算について、概要を御説明申し上げます。 

 予算の総額につきましては、前年比３３０万円、

率にしますと１.２％増の２億８,１００万円となっ

たところでございます。 

 歳入のサービス収入につきましては、前年並びに

今後の利用状況を十分勘案いたしまして、予算を計

上いたしたところでございます。 

 また、入所者が安心して生活していただくための

施設整備費１,０２３万円に対しまして、施設整備

基金から１,０００万円を繰り入れし、施設の整備

を図るよう予算を計上いたしたところでございま
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す。 

 歳出につきましては、施設内における経常経費の

節減、効率化により、健全経営に努めるよう予算を

計上いたしたところでございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第７号平成１７年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計予算。 

 平成１７年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ２億８,１００万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 一時借入金。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、４,００

０万円と定める。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 款のみの金額を申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款サービス収入２億６,１１１万５,０００円、

２款道支出金３７万３,０００円、３款寄附金５万

円、４款繰入金１,０８８万９,０００円、５款繰越

金８００万円、６款諸収入５７万３,０００円。 

 歳入の合計としまして、２億８,１００万円でご

ざいます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１億７,１８４万６,０００円、２款

サービス事業費９,１４８万２,０００円、３款施設

整備費１,１２３万円、４款基金積立金１,０００

円、５款公債費６３４万１,０００円、６款予備費

１０万円。 

 歳出の合計といたしまして、２億８,１００万円

でございます。 

 以上で説明といたします。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩をいたします。 

─────────────────── 

午前１０時４４分 休憩 

午前１１時００分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解き、会議を開

きます。 

 次に、水道事業会計予算について説明を求めま

す。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） 議案第８号平成１７

年度上富良野町水道事業会計予算につきまして、初

めに予算の概要を申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予算総額１億８,２５３万

７,０００円を計上いたしております。給水収益な

どの減により、前年当初比では２１１万３,０００

円の減、１.１％の減となっているところでござい

ます。 

 一般会計からは、拡張事業分の償還金などの負担

金としまして、１,０７３万３,０００円が繰り入れ

されております。 

 また、資本的収入では、予算額ゼロでございま

す。 

 支出につきましては、６,６４６万１,０００円の

予算額を計上いたしております。前年対比では９２

４万９,０００円、１２.２％の減となっているとこ

ろでございます。 

 主な減額の要因といたしましては、計量法に基づ

く水道量水器の更新対象個数が、前年度と比較し減

少したことによるものでございます。 

 また、資本的収入が資本的支出額に対し不足する

額につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補

てんしようとするものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第８号平成１７年度上富良野町水道事業会計

予算。 

 総則。 

 第１条、平成１７年度上富良野町水道事業会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1)給水戸数、４,１３６戸。 

 (2)年間総給水量、８８万４,８００立方メート

ル。 

 (3)１日平均給水量、２,４２４立方メートル。 

 収益的収入及び支出。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款水道事業収益１億８,２５３万７,０００

円、第１項営業収益１億７,１７８万円、第２項営

業外収益１,０７５万７,０００円。 

 支出。 

 第１款水道事業費用１億８,２５３万７,０００

円、第１項営業費用１億１,７６３万８,０００円、

第２項営業外費用４,８８４万３,０００円、第３項

特別損失１６６万２,０００円、第４項予備費１,４

３９万４,０００円。 

 資本的収入及び支出。 
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 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

６,６４６万１,０００円につきましては、過年度分

損益勘定留保資金６,６４６万１,０００円で補てん

しようとするものでございます。 

 収入。 

 資本的収入ゼロ、負担金ゼロ、固定資産売却代金

ゼロ。 

 支出。 

 第１款資本的支出６,６４６万１,０００円、第１

項建設改良費２,３５１万４,０００円、第２項企業

債償還金４,２９４万７,０００円。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない

経費。 

 第５条、次に掲げる経費については、その経費の

金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。 

 (1)職員給与費、３,８５９万５,０００円。 

 (2)交際費、３万円。 

 他会計からの補助金。 

 第６条、水道事業運営のため、一般会計からこの

会計へ補助を受ける金額は、１,０７３万３,０００

円である。 

 棚卸資産購入限度額。 

 第７条、棚卸資産の購入限度額は、９７５万４,

０００円と定める。 

 次の１ページから１９ページの予算実施計画、予

算説明書等につきましては、説明を省略させていた

だきます。 

 以上で説明といたします。 

○議長（中川一男君） 次に、病院事業会計予算に

ついて説明を求めます。 

 病院事務長。 

○町立病院事務長（垣脇和幸君） 議案第９号平成

１７年度上富良野町病院事業会計予算につきまし

て、概要を御説明いたします。 

 病院経営に関する取り組みにつきましては、さき

の町政執行方針で述べさせていただきましたことか

ら、省略をさせていただきます。 

 予算規模につきましては、第３条予算の収益的収

支では、８億５,２９４万１,０００円、前年比６,

６８６万７,０００円、７.３％の減となりました。 

 収入の主な減額の要因は、外来収益の減少と不良

債権解消に対する一般会計補助の廃止であります。 

 また、費用の減額の主なる要因は、院外処方せん

への移行による診療材料費、医薬品の減少によるも

のであります。 

 第４条予算、資本的収支では、１億１３３万４,

０００円、前年比１,９８８万７,０００円、２４.

４％の増であります。 

 収入の主なる要因は、企業債償還金に対する一般

会計からの出資金の繰入の増、また、本年度から、

医療機器更新については、これまでの起債から特定

防衛施設周辺整備交付金を充てることとし、後年度

の負担軽減を図ることといたしました。 

 また、費用の増の要因は、平成１５年度に更新整

備をいたしました医療器械にかかわる企業債償還金

などの増によるものでございます。 

 これらのことから、病院事業の予算総額は、９億

５,４２７万５,０００円、前年対比４,６９８万

円、４.７％の減となったところであります。 

 なお、一般会計からの繰入金は、収益的収入の負

担金及び補助金で１億５,０７４万円、資本的収入

の出資金で７,４３３万４,０００円、合わせた繰入

金の総額は、２億２,５０７万４,０００円、前年対

比２,４９２万４,０００円、１０％の減となってお

ります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 予算書をお開き願います。 

 議案第９号平成１７年度上富良野町病院事業会計

予算。 

 総則。 

 第１条、平成１７年度上富良野町病院事業会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1)業務量。 

 イ、病床数、一般病床４４床、療養型病床３６

床。 

 ロ、患者数、年間７万３,７４５人、１日平均２

７０人。入院患者、一般病床、年間１万４,２３５

人、１日平均３９人。療養型病床、年間９,４９０

人、１日平均２６人。外来患者、年間５万２０人、

１日平均２０５人。 

 収益的収入及び支出。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款病院事業収益８億５,２９４万１,０００

円、第１項医業収益７億７,２１４万１,０００円、

第２項医業外収益８,０８０万円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用８億５,２９４万１,０００

円、第１項医業費用８億３,９１９万９,０００円、

第２項医業外費用１,３７３万１,０００円、第３項
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特別損失１,０００円、第４項予備費１万円。 

 資本的収入及び支出。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款資本的収入１億１３３万４,０００円、第

１項出資金７,４３３万４,０００円、第２項補助金

２,７００万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出１億１３３万４,０００円、第

１項企業債償還金６,９２４万６,０００円、第２項

建設改良費３,２０８万８,０００円。 

 次のページに移ります。 

 一時借入金。 

 第５条、一時借入金の限度額は、７億円と定め

る。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用。 

 第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用する

ことのできる場合は、次のとおりと定める。 

 (1)医業費用と医業外費用との間。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない

経費。 

 第７条、次に掲げる経費については、その経費の

金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。 

 (1)職員給与費、５億８,２２８万７,０００円。 

 (2)交際費、５０万円。 

 他会計からの補助金。 

 第８条、一時借入金利子及び特殊経費に充てるた

め、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

１,５１１万６,０００円である。 

 棚卸資産購入限度額。 

 第９条、棚卸資産の購入限度額は、１億１,６９

５万２,０００円と定める。 

 重要な資産の取得及び処分。 

 第１０条、重要な資産の取得及び処分は、次のと

おりとする。 

 １、取得する資産、種類、医療器械、自動化学分

析装置１式、医療器械、多項目自動血球分析装置１

式。 

 次の１ページから２４ページの予算実施計画、資

金計画、損益計算書、貸借対照表の説明について

は、説明を省略させていただきます。 

 以上、説明といたします。 

○議長（中川一男君） 以上で、議案の説明を終わ

ります。 

 これより、質疑に入ります。 

 なお、先ほど前段で説明されました町長並びに教

育長の行政執行方針に基づいて、各案件が今議会に

提出されております。この質疑は、先ほど町長並び

に教育長の行政執行方針の概要についてのみ質疑と

いたします。 

 また、質疑の回数は、上富良野町議会運営に関す

る先例により、１人１回限りといたします。 

 これより、質疑をお受けいたします。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 先ほどの町長の町政執行

方針に対して、数点質問させていただきます。 

 先ほどの町長の町政執行方針におきまして、将来

の町づくりの展望に少々先行きの不安を感じたとこ

ろであります。現在の町づくりの立場においても、

自主自立で進んでいきたいとの方針が見える中にお

きましても、その財源の大部分において地方交付税

にゆだねるところでありまして、国の方針いかんに

よって非常に振り回されるところを感じました。 

 住民がもっと上富良野町に夢を持てる町づくりの

ための方策や、また、風光明媚で豊かな地の利を生

かした産業のための町づくりを展開を明示していた

だきたく考え、また、活火山十勝岳を抱える町の自

然災害に対する住民の安全や安心に向けた対策も、

若干の不安を感じるところでありましたので、２点

ほど質問させていただきます。 

 まず、活力ある産業の町づくりにおいて、観光面

において、この北海道への観光入り込み数というの

は年々減少傾向にあります。その中においても、近

年、非常にアジア諸国の、台湾、中国、韓国等々か

らの観光客が、この富良野地方にも入り込みがなさ

れておりますが、それらの、国外の観光客も含めた

観光客に対して、だれに、いつ、何を観光として提

供するのかが見えていない。 

 また、当町は、自然景観や文化施設、また温泉な

ど、非常に観光資源が多々あるけれども、この観光

資源に対しても有効的な活用がされる方策がとられ

ていないし、また、民間活力との町と連携もとられ

るような方策が見えられておりません。当町のすば

らしい地の利を生かした観光資源のＰＲの手法など

が政策に盛り込まれていないのは非常に残念に思わ

れます。 

 また、北海道でもとり行われている観光と食に関

する部分においても、当町は何ら方策がとられてい

ないのが、執行方針の中には見えませんでした。 

 また、この富良野圏域全体の観光において、上富

良野町の観光エリアとしての位置づけと役割がまだ

まだ確立されていないように見えられますが、町長

としてはどのようにお考えなのか、お聞かせ願いた

い。 

 もう１点の、住みよい快適な町づくりにおいて
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の、防災において質問をいたします。 

 先般行われました十勝岳防災訓練においても、一

部泥流の被災が起きる地域への避難案内チラシの未

配付等におけるよう、一部手法において不備が見ら

れましたが、今後の町民の防災意識の啓蒙や、それ

から高揚についても、どのような手法をとっていく

のかお伺いしたい。 

 昨年は、非常に日本列島、地震が多発して、北海

道においても、近年地震が発生しなかったエリアに

おいて、大きな地震が見られた年でもありました。

十勝岳の噴火のみならず、地震災害に対しての備え

をどのように考えられているのか。特に高齢者、障

害者、乳幼児、病人等、１人で避難が困難と予想さ

れる災害弱者への対応、また昨年、中越地震におい

ても、冬季の防寒対策や、今、ライフラインの中で

一番大切とされる電気の通電の対策の準備等はなさ

れているのかも、いささか不安に感じるところでご

ざいます。 

 のど元過ぎれば熱さ忘れるような、最近の防災に

おける上富良野町の対応が見えられますが、災いと

いうのは忘れたころにやってくることを肝に銘じた

防災対策が講じられているのか。また、今後１０年

間においても、自衛隊の大幅削減により、大災害時

の緊急対応に住民が大きな不安を持っているところ

でありますが、各関係機関の装備の整備及び連絡調

整等を盛り込んだ政策について、今後どのように

行っていくのか、町長の所信をお伺いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

 まず、観光面からでありますけれども、行政執行

方針の中では概略的な御説明でありましたけれど

も、予算説明資料の中にそれぞれ細かく記載させて

いただいておるところでありますが、今お話にあり

ましたように、国外からの観光客の方々も非常に多

くなってきているというようなことから、これらに

つきましては、美瑛・富良野広域観光推進協議会の

中で、これらの対策を、自治体だけではなくて広域

として対処していくということで、今事業が取り進

められておるところでありまして、議員からの御発

言にございましたように、この周辺の豊富な自然景

観、また温泉、あるいは民間の方々の力でつくり上

げていただきました美術館、あるいは、今回、北海

道遺産にも指定されました土の館等々の、そういっ

た民間の皆さん方との協力体制を十分に対応しなが

ら、地域の観光推進を図っていかなければいけない

と。 

 今後におきましても、民間の皆さん方の努力に対

し、行政がどのように支援できるのかというような

ことを十分に見きわめながら、観光行政の推進を

図っていきたいと。そのためには、何といっても我

が町の観光の推進を図る最も重要な観光協会の活力

の促進が必要であるというふうに認識いたしており

ますので、法人格を持つ観光協会のより一層の充実

した活動展開に対し、行政としての支援も含めて取

り組んでまいりたいというふうに思います。 

 次に、防災関係でありますけれども、防災につき

ましては、施政方針の中でもお話しさせていただき

ましたように、防災計画の基本的な見直しをさせて

いただきました。従前までは、防災計画は十勝岳の

噴火の対策しか載っておりませんでしたけれども、

今回は地震、水害等々すべてを網羅した防災計画を

つくり上げさせていただきまして、その防災計画を

もとに、今後の我が町の防災の対応を図っていくと

いうようなことで、昨年とことしから、その防災計

画をもとにした防災訓練の実施をさせていただきま

した。 

 言うならば、防災訓練におきましては、行政報告

でも報告させていただきましたように、五つの大き

な柱を掲げて実施させていただき、対策本部機能の

充実と情報の共有化、各連携して活動していただい

ております各組織との連携化を図ることを重点とし

ながら、地域住民の生命をいかに敏速に、迅速に

守っていくかということを主体とした訓練をさせて

いただきましたが、これらにつきましては、継続し

て今後も実施するとともに、そのことによるいろい

ろな課題を抽出しながら、一つ一つの改善を図って

いきたいと。 

 一番懸念されております、御質問にもありました

弱者対策につきましては、今現在、自衛隊あるいは

消防機関との調整の中で、それぞれの地域の皆さん

方の弱者の名簿は整っておりますので、それらの前

もった避難体制を取り組んでいくというようなこと

を含めながら、今日までの防災訓練の中でも対処を

させていただいておりますので、これらについても

忌憚のない体制整備を進めていかなければならない

というふうに思っております。 

 これからも、こういった防災につきましては、

ハード、ソフト両面から、いかにして地域住民を守

るかということを重点に今後の施策の展開をしてい

かなければならないというふうに思うわけでありま

すが、まず第１に、何はともあれ、行政がそれぞれ

の個々の人たちを助けるのではなくて、みずからが

みずからの生命を守ると、避難するということを前

提として考えていただきたいと。そういった面を含

めながら、それぞれの危険地域内の皆さん方の認識

を高揚させていくための施策の展開ということも重

要であるというふうに思っておるところでありま
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す。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） まず１点お聞きしたいの

ですが、町長、広域行政の推進ということでうたっ

ているのですが、これを見ますと、町長が前から

言っておられる、相手がいないので自立をしていく

道を進むのだということなのですが、これは、今の

方針を見ますと、どういう方向に進もうとしている

のかはっきり見えないと。 

 ことしは、広域圏の協議会の中にプロジェクト

チームを設けて１名派遣するということですけれど

も、一体派遣して、町長は一体何をしようとするの

かというのが見えてこないというのですか、私自身

考えるのは、実は、今既に広域的に取り組んでいる

物事もあるわけで、そういう中で、道州制とか国

の、いわゆる財政の問題もありますけれども、そう

いう中で、ある面ではきちっと、こういう面につい

てはこういう形で進んでいくんだよと、そういう中

でうちの町は自立を選択した道をきちっと進んでい

くというようなある程度の方針がないと、プロジェ

クトチームを組んで一体、一緒に共同でできるもの

はしようとするのか、あるいは、合併を前提とした

物の考え方をしようとして、検討していく組織です

るか、やろうとするのか、どちらにでもとれるよう

な、今ここに出ているのですけれども、そういう面

で、もう少しはっきりしたスタンスといいますか、

考え方というのを持って臨まないと、広域圏の振興

協議会の中に設けたプロジェクトチーム自体も、単

なる資料づくりといいますか、沿線の市長が集まっ

て判断するときの資料なり考え方のもとになるよう

なものをただつくるだけで、決定権はそれは市長に

ありますけれども、そこら辺のところを、やっぱり

私は、もうちょっとはっきりしたものがこの中に見

えてこないというのは非常に残念でありますけれど

も、その点で、町長はっきり、どういう考えでおら

れるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 それからもう１点。「住みよい快適なまち」とい

うことで、光町の３丁目に都市計画公園の設置を

図っていくということで、考え方は、その部分だけ

では私はいいと思うのですけれども、もう少しあの

地点を、広い視点に立って、国道を挟んだこちら側

ではなくて、向こうも含めた、観光振興というもの

も、やはり考えた中での都市計画公園といいます

か、そういった計画を持った中に今現在、光町３丁

目のここもするのだということであるならば、もっ

とはっきりした、期待を持てるような事業といいま

すか、なるのかなと。 

 ここに地域の活性化の観点ともうたってあります

けれども、さらにそういう部分が、私は力強く出て

くるのかなという気がするのですけれども、今、当

面ここだけの考え方で出してきているのはわかりま

すけれども、そこら辺の長期にわたった、大きい、

広い視野に立った物の考え方として考えておられる

のかどうか、その点をお聞きしたいと思います。 

 以上２点、お願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番西村議員の御質問に

お答えさせていただきますが、まず、広域行政の推

進につきましては、さきにも述べさせていただきま

したように、現状におきましては、我が町は自立の

道を歩むというのがそれぞれの自治体の基本的な考

えであります。 

 ただ、一部は合併をという市もあるわけでありま

すけれども、総体的には自立ということであります

が、自立をするにしても、財政的に厳しいというの

はどの自治体も同じでありますので、議員が今質問

にありましたように、広域行政を取り進めることに

よって財源の対応を図っていきたいというのが基本

でございまして、そういった広域行政を推進するた

めに、今現在、一部事務組合等々があるわけであり

ますが、それらの部分も含めた中で、またそれ以外

のいろいろな分野で、あるいは介護保険だとか国民

健康保険だとか、いろいろな分野の中で、広域行政

で一括してまとめてやれる部分はないのか、そう

いったものを検討させるということと、もう一つ、

一番大きな課題は、道州制に伴います、北海道が２

０５０からの権限移譲を市町村にしようとしてい

る、それらを、単位自治体で受け入れられる分野と

受け入れられない分野があると。これらの部分をひ

とつ広域の中で、権限移譲を受託する、そういう対

応をも含めた中で、広域行政についてどうあるべき

かという方向性を定めて研修をさせる専門のプロ

ジェクトでありまして、これらのプロジェクトが方

向を定めた中で、次には助役部会、あるいは担当課

長部会等々の広域振興協議会の組織の中で審議され

て、最終的には首長会議であります委員会に上がっ

てきて詰論を出すと、これを、ひとつことし１年、

来年の３月３１日までに方向を決定していきたいと

いうことでありますので、議員の考えと同じような

形で、町村合併ということではないということでひ

とつ御理解をいただきたいなと思います。 

 それから、見晴台の整備でありますけれども、行

政執行方針でも述べさせていただきましたように、

国が駐車帯の拡幅をしていただけるというようなこ

とから、それらの対応の中であの場所を、そのまま

国の駐車場だけをつくって、それでいいということ

にはならないと。あの地域の景観等々の中で、何ら



 

― 21 ―

かの整備をしていきたいというようなことから取り

進めているところでありまして、議員が御質問にあ

りますように、既にあそこには観音様の地域がずっ

と、東側に整備されており、また、東側にはホテル

の敷地等々で整備がされており、また加えて、あの

周辺には食堂、あるいはいろいろな観光資源の店

等々もあるわけでありますから、そういったものが

民間の方々と連動した中で、どのような形でこれか

らその整備がされていくのか、そういうようなこと

も含めながら、行政としては、今のところは、国の

駐車場を整備していただく、その周辺に町としてで

きる対応を図りながら、今後の、十分に関係者の皆

さん方や地域の皆さん方の知恵をおかりしながら、

検討を加えさせていただいて、その施設を、場所

を、見晴台をいかに観光と結びつけ、あるいは市街

地への誘導をしていく場所として整備していけるか

というようなことを含めながら、議員の御質問にあ

りましたような部分も含めて、周辺の整備が民間と

ともになされることに大いに期待をするとともに、

行政としての対応も図っていきたいというふうに

思っております。 

○議長（中川一男君） １４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） 私も、町長の執行方針

に対して二つ、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 まず、財政についてお聞きいたします。 

 三位一体の改革も２年に当たり、国からの交付税

の削減等により、地方自治体の運営も非常に厳しい

ときにあります。まして、町においても、歳入の減

少により、歳出でも会計全般にわたり経費の削減を

して予算を立ててこられたと思います。 

 経費の削減についてで、扶助費や過去の事業費

の、公債費の増加を大幅に吸収することができな

かったとありますが、この中で、人件費を今年度に

おいて増額の予算となっている点について、受益者

負担で住民に痛みを押しつけ、身内に優しい体質に

なっているように思われます。今、世論の動向を見

るとき、非常に実態にそぐわないように思われます

が、この点をどのようにお考えか、お聞きしたいと

思います。 

 次に、自衛隊関係ですが、少子化、そして防衛大

綱の改変により、自衛隊の再編が行われます。上富

良野駐屯地でも人数の減少が、これから１０年間で

９００人の予想とされています。自然減少は緩やか

でありますが、この社会的要因による人口減少は、

商業の衰退、交付税の減少にもつながり、ましてや

町全体の衰退にもつながります。５年先、１０年先

を見据えた、今からの全般的な人口減少を緩和する

何らかの手だてが必要と思われます。人口減少は多

くの課題を引き起こす原因になると思いますので、

町長はどのようにお考えか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １４番長谷川議員の御質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、財政運営の件でありますが、既に配付させ

ていただいております今予算におきます説明資料の

中に、中期の財政計画、既に昨年の２月にも提示さ

せていただきました、総合計画の期間であります平

成２０年までの財政見通しと財政運営について説明

をさせていただいておりますが、これからの対応の

中で、その中期財政計画の推進を図っていく、その

ことが行財政改革の推進を図って対処していく。い

かなければ、自立の財政運営ができ得ないというの

が基本であります。 

 平成１７年度につきましては、教育予算と、並び

に農林予算、それと扶助費等々については増額をさ

せていただきまして、他の部分については大幅な削

減をさせていただきました。しかし、御指摘のとお

り、人件費につきましても、応分の増額に相なった

ということでありますが、このことにつきまして

は、従前まで、基本的にラスパイレスの是正を図る

ために、職員の皆さん方に２％、１.８％、１.５％

の基本給の削減をしてまいりました。 

 今後、ラスパイレスの恒久的な対応を図るために

特別昇給等々の中止・延伸、あるいは５５歳昇給停

止というような、あらゆる面でその対応を図ってま

いりまして、おかげさまで、ラスパイレスについて

も９７％台にまで落とすことができたというような

ことで、今後、増額する部分を抑えさせていただく

内容で解決がしたということで、従前まで２％、

１.８％、１.５％の基本給の削減をしておったもの

を、今年４月１日にもとに戻すという形をとったた

めに、単年度において、残念ながら、これから今ま

で進めていたラスパイレス是正の助長を減少させる

ための協定が段階的に生きてくるわけであります

が、当年度、１７年度におきましては、残念ながら

戻すのは一挙に戻したということでございますの

で、金額的には予算上、人件費が予定よりも増額し

たということでありますが、次からの段階におきま

しては、議員から御質問がありましたように、内輪

に甘い行財政改革でなくて、基本的には、これから

中期財政計画、あるいは行財政改革実施計画の中で

も御説明申し上げておりますように、人件費の削減

にも取り組んでいかなければならないというふうに

認識いたしておりますので、ひとつ１７年度の部分

については、そういう経過によってあらわれた数字

であるということで御理解をいただきたいと思いま

す。 
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 次に、自衛隊削減の問題でありますけれども、議

員御心配のとおり、町の人口が減るということは非

常に厳しい状況に相なるわけでありまして、これか

らの町づくりにも大きな課題を残すことに相なった

わけであります。 

 御案内のとおり、日本の人口は、この１７年度を

最高ピークとして、次年度から減少していくという

ようなことで、我が国の人口は減少していく道をた

どるというような状況にある中で、我が町の人口を

確保していくということは非常に厳しいわけであり

ますけれども、現在いる自衛隊の部隊の再編は避け

て通れないというふうに思っておるところでありま

す。ということは、御案内のとおり、我が町の駐屯

部隊は、特科と火砲で、あるいは戦車という、今防

衛計画大綱の中での削減の目標に掲げられた部隊で

あるというようなことから、削減は避けて通れない

という現状にあるところでございます。 

 しかし、新たにまた部隊の編制がなされる対応が

防衛計画の中でありますので、そういったことをく

み置きながら、上富良野駐屯地の５０年の歴史を振

り返ってみますと、従前あった部隊がなくなり、新

たな部隊が編制されて駐屯することによって、それ

の繰り返しをしながら、現在の駐屯地規模に相なっ

ているというようなことを含めながら、現在の部隊

編制の再編に対してはやむを得ないというふうに思

いますが、それにかわり得る部隊の編制を対応し

て、駐屯地の隊員削減については最小限にとどめる

ように、今後も地域を挙げて、また加えて、関係す

る市町村との連携をとりながら、要望運動の展開を

していかなければならないというふうに思っておる

ところであります。 

 おかげさまで、駐屯地、自衛隊と町との関係は、

陸幕の方に、中央の方に参りましても、非常にいい

関係であるというお褒めもいただいておるところで

ありまして、そういった関係からして、ある程度の

削減はやむを得ないにしても、ある程度の対応を要

望していくことによって、対処でき得るものという

ふうに信じながら、今後の行動展開をしていきたい

というふうに思っております。 

○議長（中川一男君） １６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） 一般会計の予算の説明資

料の中でちょっと、農地問題についてお伺いしたい

と思います。 

 「急傾斜地で条件の不利な農地には植林を進め」

という、こういう言葉があり、これについては、け

さほど担当課長さんの方から話を聞いて、すべての

農地ではないと、一部の地域でということで、これ

は理解したのですけれども、問題は、優良農地の保

全・確保といいますか、これは今、一番心配なの

は、水田地域の整備されていない地域です。それを

今、非常に米の価格が下がってきているし、特に後

継者もいない中で、今後、離農者が出た場合に、す

んなり流動化が進んでいくのかどうなのか。特に水

田の場合は改良区の賦課金等もありますし、国とし

ては、水田をつくっていないところはもう、水田と

みなさないという、そういうような言い方もしてい

るし、結局、規模拡大していっても、満度に米がつ

くれない状態、今の状態では、そういう中で、そう

いった条件不備地域が流動化されるのかどうか懸念

されるところでございます。 

 そして、まだ沢地帯、今、水田がつくられている

ところで沢地帯の人たちにも、排水不良ということ

で、転作をできないような状態。そういう地域の整

備といいますか、そういうものを今後どういうふう

に考えているのか、町長の意見を聞きたいなという

ふうに思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番渡部議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 農地問題でありますけれども、議員おっしゃるよ

うに、私は常に申し上げておりますが、優良農地は

何としても耕地として確保していかなければいけな

いというふうに思っております。そのための農地の

流動化は促進していかなければならないというふう

に思っておるところでありますし、また加えて、こ

ういう状況でありますので、不良農地と申します

か、極端な傾斜地につきましては、作付の不便な、

あるいはコストのかかるような、そういうような農

地につきましては、ひとつ変更していくということ

を考えていかなければならないというふうに思って

おります。 

 また、一部の排水等々の対応だとか、傾斜地等々

の対応につきましては、町は、国の制度あるいは北

海道の制度等々で対処しておるわけでありますか

ら、やはり農家の皆さん方が、それらの対応につい

て意欲的に取り組んでいただいて、そして、その制

度の中で生かしていくと、町が単独で対応するとい

うことはなかなか難しいと、制度を利用した中での

対応を促進する、地主の皆さん、農家の皆さん方の

意欲的な対応を進めていっていただきたいなと。 

 また、北海道におきましても、そういった小規模

な部分についての排水整備等々についても、その対

応を進めていきたいというような、北海道の事業と

しての展開も考えておるようでありますので、そう

いった制度を利用して、農業者みずからがその意思

を持って取り組んでいただくように期待をいたして

いるところであります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 
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○９番（米沢義英君） 今回の施政方針の中には、

住民が主役の取り組み、いわゆる情報発信・受信の

取り組みという形で、表現は非常にやわらかで、当

たりのいい表現になっておりますが、しかし、この

間見てきましたら、今回の予算編成の中にも、住民

にかかわる部分の負担増というのがかなり見受けら

れます。そういう意味では、確かに町民会議等の中

での対話もやられてきたかと思いますが、しかし、

住民の声をすべて取り組んだという形ではないかと

いうふうに思いますので、こういった点は、やはり

今の住民税の減税等の廃止や、あるいは、あらゆる

公共料金等の引き上げが、住民の負担に新たに、や

はり家計を、負担が圧迫するというような状況が生

まれてきているのかなというふうに思いますが、こ

の点について、十分住民との対話がなされてきたの

かどうなのか、この点、お伺いしておきたいという

ふうに思っております。 

 次にお伺いしたいのは、９ページの「住みよい快

適なまち」づくりということで、駅前周辺の整備の

ことを掲げられているかというふうに思いますが、

よくわからないので質問いたしますが、この駅前周

辺の整備というのは、町長は今後どういうような想

定のもとでこのような表現をなさっているのか、こ

の点お伺いいたします。 

 次に、町づくりという点では、駐屯地に余りにも

依存するがゆえに、みずから発想して、みずから考

えるという点が非常に弱い町だと、他の町村から見

ても考えております。しかし、職員の方は、それな

りに一生懸命やっておりまして、やはりトップであ

る町長自身が、どうも他力本願的な部分があって、

今後、自衛隊等の削減等が行われれば、おのずとみ

ずからの足で生きなければならないという、そう

いったジレンマに直面し、もう既に直面しているわ

けであります。 

 そういう意味では、やはり商工会の発展、あるい

は農業の振興策というのがその基本にきっちりと座

らなければ今後いけないというふうに思っておりま

すが、この点について、いま一度、町の進むべき方

向として、町長はどのようにお考えなのか、改め

て、いま一度その見解について伺っておきたいと思

います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきますが、住民と行政との情報の

共有化、これは私自身、十分重要な課題であると。

往々にして、私自身の反省も含めてお話し申し上げ

させていただくならば、今なおまだ、昔から見れば

相当の情報開示がなされているというふうに思って

おりますが、私の期待する範囲内にはまだ到達して

いないと。まだまだ行政情報を住民に開示する部分

がたくさんあるというふうに思っておるところであ

りまして、これからもそういった観点から、行政情

報の開示につきましては、住民とともに共有できる

改正をしていかなければいけないと。 

 また、最も重要なのは、これを新しくつくらせて

いただいております行財政改革の実施に伴いまして

も、これら住民に負担を強いる問題につきまして

は、常に住民に情報を提供しながら、その対応を

図っていかなければならないと。そのためには、御

提案をさせていただいております住民の御意見を十

二分に聞くパブリックコメント等々を生かしていく

というような手法等も含めながら、その対応を図っ

ていきたいというふうに思っております。 

 次に、駅周辺整備の課題でありますけれども、こ

れにつきましては、今後、これからの町づくりの中

において、あの駅周辺と商店街の形成が、このまま

の状態でよしという認識は、私は持っておりませ

ん。これからの中で、財政的に非常に厳しい中であ

りますけれども、駅周辺の整備とにぎわい地域の、

連動して対応を図っていくためにどうあるべきなの

かというようなことを含めながら、今、町づくりマ

スタープランを中心とした中で、駅周辺整備の構想

もつくらせていただきました。その構想にのっとっ

た整備をどのように進めていくのがいいのかという

ようなことを今後も、検討を加えながら対処してい

きたいというふうに思っておるところでありまし

て、厳しい財政ではありますが、この整備につきま

しては、その状況を見きわめながら進んでいきたい

というふうに思っております。 

 それから、もう１点の駐屯地の依存という課題に

つきましては、私は当初からお話し申し上げており

ますように、我が町は、基幹産業の農業と、商工観

光業と、自衛隊の３本柱で構成されているというこ

とで、この町づくりの均衡のとれた町づくりを進め

ていくということを基本に今日まで取り進めさせて

いただいておりますし、今後もその気持ちで対応し

ていきたいというふうに思っております。 

 商工業の発展におきましても、自衛隊の隊員が減

ることによって、人口が減ることによって、消費者

が減ることによって、商工会の発展ということは大

変な結果としてあらわれるわけでありますし、農業

につきましても、駐屯地のあることによって農業に

対するいろいろな、地産地消の問題等も含めなが

ら、あるいは生産コストの削減を図るためのいろい

ろな施設の整備を促進させていただいていきなが

ら、そういった関係で、この３本柱が連携のとれ

た、互いに密接な関係を持って、我が上富良野町は

これからも、その３本柱を中心とした中で町づくり
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が進められていくものというふうに私としては考え

ているということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 何点か質問をいたしたい

と思います。 

 まず、町長の３ページの中で、教育、文化、ス

ポーツ、各領域にわたる学習の場の条件整備に努め

るということと、それから、教育委員会の中での、

２階には公民館機能を保ち、文化サークル活動や各

種会合、そして公民館事業に利用できる整備を進め

てまいりますというくだりがあるわけです。 

 現実に今、公民館が図書室から図書館になるとい

うことで、従来、１階には六つの各種団体が利用で

きる部屋があったのです。会議室、老人室、それか

ら談話室、それから、かつて婦人の部屋、青年の部

屋というのがあったのです。全部で六つあったので

す。それが、青年の部屋は高齢者事業団、それから

婦人の部屋は観光協会の倉庫になっているわけで

す。そうすると、四つしかない。それから今度は現

実に、公民館になれば、その四つの機能が全部なく

なる。 

 それから、２階には視聴覚室と和室があります。

そうすると、本来的に八つあるのが、もう、三つし

かなくなるのです。それで、こういうことで学習の

場の整備拡充に努めたということはならないと思う

のです。ですからこの点、どうこの中で表現してい

ることがそういうことになるのかというのが１点。 

 それから、もう１点、今、同僚議員がおっしゃっ

た「共に創るまち」で、広聴というようなことで

言っておりますけれども、この中で１３ページに、

パブリックコメントの制度化ということで出されて

おります。現実に、平成１６年、パブリックコメン

トをやって、町民からどれだけの意見があったかと

いったら、本当のわずかです。これが行政改革案に

なって具体的に進められるということになると、非

常に恐ろしい面があります。 

 そういうことで、一つは、町長はこれからひざを

交えてということで表現をされております。現実

に、南富、占冠も、この１月、２月、自立を考える

ということで町政や村政の懇談会をやっている。中

富良野でもそうです。ですから私はやはり、ひざを

交えてやるということであれば、積極的に、これか

ら今後値上げが予想されるいろいろな問題、財政の

厳しさ、こういうものを十分町民と積極的に、ひざ

を交えてやる体制をぜひ確実にとっていただきたい

と思います。 

 それから、３点目は、防災の関係です。先ほど同

僚議員もおっしゃっておりましたけれども、ただ上

の方の中枢系統、指揮系統がやるのではなくて、も

う一つは、神戸の大震災、それから新潟の中越のあ

れを見ましても、最終的に道路がだめになる、そう

すると、いかに地域のその周りの人たちがお互いに

互助精神を発揮してやらなければならないという実

態であると思います。そういうことからすると、地

域防災計画を全面的に改訂したとはいっても、でき

れば私は、町内会単位でこの防災組織の確立をして

いくべきだと思いますので、その点いかがかという

ことでお伺いいたします。 

 それから次に、教育関係で、郷土館と開拓記念館

の関係です。実際にただ、郷土館を、開拓記念館を

ぜひ利用するようにということではなくて、もう一

つやはり、昨年１２月に行った北海道遺産の土の

館、これらの形も連動した形で、あそこに標本があ

る、その実際のいろいろな映像や遺品が郷土館にあ

りますよ、もしくは草分の開拓記念館にありますと

いうような、そういう連動した形にしていかない

と、もう本当に、ただあるということだけで、

年々、来館者が少なくなるということであると思い

ますので、その点と、もう一つは、特別展示の関係

なのですが、これは、教育委員会の職員ではなくて

いろいろな立場の人、例えば郷土をさぐる会だと

か、それから、文化財保護委員会、いろいろな人た

ちの意見を聞きながら、こういう特別展示について

は考えていってはどうかという問題。 

 それから次に、図書館の関係なのですが、図書室

が図書館になったということで、そのくだりの文

が、というのは、今回、図書司書も養成をする、そ

れによってやはり、図書館の機能充実があるという

ことがこの中に具体的に僕は出てくるべきだと思う

のです。ある程度、６,０００何ぼのお金をかけ、

図書司書も養成をするということであれば。その点

がちょっと欠けているのではないかという気がいた

しますので、その点、お願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の、まず公

民館の問題でありますが、これについて、細部につ

きましては、教育長の方からお答えさせていただき

たいと思いますが、施設につきましては、いろいろ

な団体の施設ということで、建設当時はあったとい

うことでありますが、月日がたつにしたがって、そ

れらの使用頻度等々との関係から、いろいろな形で

使用が変わってきているということでありますけれ

ども、私といたしましては、その施設が、そのこと

だけで使われるのではなくて多方面で使われると。

そして他の、今後のそれぞれの組織・機能の中で充

実していくということが重要かなというふうに思っ

ております。 
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 次に、広聴関係でありますが、パブリックコメン

トというのは、我が町、昨年から取り組んだばかり

の事業でございまして、まだこのことにつきまして

は、地域住民には十分理解されていない部分が多々

あると。ですから、その対応、そういった部分につ

いては非常に少ないわけでありますが、これからパ

ブリックコメントというものを地域住民に十分に理

解していただくような、そういう手法をとりなが

ら、住民の皆さん方の意見が出していただけるよう

な手法をとって、この制度を生かしていきたいとい

うふうに思っておるところであります。 

 それから、ひざを交えてということであります

が、２月、３月に入りましてからも、私としては、

町長と語ろうということで、それぞれの組織と、も

う四つほど対応してきておりますので、そういった

関係の中で、各組織の皆さん方、各地域の皆さん方

に、その中に入った、町長と語ろうの充実を進めて

いきたいというふうに思っておりますし、また、昨

年は実施されませんでしたけれども、町民トーク

等々の対応を充実させながら、町民と行政との連携

のとれた対応について進めていきたいというふうに

思っております。 

 それから、防災関係でありますが、議員おっしゃ

るように、我が町にも自治防災組織ができておるこ

とに相なっておるわけでありますが、その機能が充

実していないと。これはもう、防災組織の機能を充

実させていくと、これが今後の大きな課題でござい

ます。 

 防災訓練を何度も実施させていただいております

けれども、課題一つ一つを解決はしておりますが、

大きな課題が残された部分がまだたくさんございま

す。これは、言うならば北海道、国の出先機関とし

ての現地対策本部ができる場合どこに置くか、ある

いは北海道の現地対策本部をどこに置くか、あるい

は今現在、いろいろな地域で災害が起きると、ボラ

ンティアの方々が大勢で入ってきます。そのボラン

ティアの方々をどう対処するか、あるいは、救援物

資が多く入ってきます。この救援物資をどう対処す

るか、そういったいろいろな部分を、まだまだ未整

備なところがございます。それと同じように、地域

住民の皆さん方に対しても、避難所における対応を

どうするのかと。やはりこれらにつきましても、自

主防災組織が重要な役割を果たしていただけるもの

というふうに思いますので、そういったことの充実

等々も今後の大きな課題として残っているというこ

とで認識いたしておるところであります。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 中村議員の御質問にお答

えをさせていただきます。 

 まず、１点目の公民館の関係でありますが、町長

の方からお答えがありましたが、当然、昭和４６年

に建てられてから、当時の使用状況と今日の使用状

況は非常に変わってきているのが実態であります。

そのような中で、今、公民館活動というのは、大半

が定例の各種団体等が使っているというのが実態で

あります。 

 そのような中で、今、２階の図書室を細部区分し

たり、そういうことによって、今の定例で使われて

いる部分については、十分、公民館の２階部分で間

に合うかなというふうに押さえているところであり

ます。 

 そのような中で、また当然、公共施設として、

「かみん」とか、それからセントラルプラザの２階

の学習等施設等もございますので、そこら辺との有

機的な結びつきも加えながら御使用いただいて、公

民館活動をより行っていただきたいというふうに考

えているところであります。 

 次に、郷土館と開拓記念館の今後の活性化につい

ての御質問でありますが、先ほど御提案がありまし

た土の館とかの連携というようなことは十分、御意

見として承りながら、やはり郷土館、開拓記念館と

いうのは、設立当初につきましては、人が集まって

いただいているところでありますが、やはり見学に

来るお客さんは年々少なくなっているというのが実

態であります。 

 ただ、郷土館には歴史資料の保存という使命もご

ざいます。そのような中で、見学者も、やはり数多

く来ていただくという努力は、これから我々もして

いかなければならないというふうに考えていますの

で、先ほどの、１点、土の館とかの連動というよう

なことも含めて、また、魅力的な特別展示をどのよ

うな形でやっていくか。職員だけでなく、文化財保

護委員、また、郷土をさぐる会等の御意見も、それ

からまた、教育委員、それから社会教育委員さんや

何かの御意見も伺いながら、どのような魅力的な特

別展示や何かがやっていけるのか、そこら辺も考慮

しながら今後運営をしていきたいというふうに考え

ております。 

 また、図書館の司書のくだりがというところであ

りますが、やはり今、２階から１階部分を図書館に

ということでありますが、ここに当然、利便性と機

能性を向上させるというようなことに、その利便

性、機能性の中に図書館司書というような位置づけ

がなされています。そういうことで我々も考えてお

りますので、また図書館司書や何かの配置について

も努力をしていかなければならないというふうに考

えているところであります。 

 以上であります。 
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○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 ７番岩田浩志君 

○７番（岩田浩志君） 町長の執行方針の中で何点

かお伺いしたいと思います。 

 まず、５ページ目の児童館の運営についてでござ

いますけれども、東児童館、これは増員とあります

けれども、１７年度より地域子ども教室を固定化す

るということで、上小並びに西小で運営されると思

うのですけれども、その時間が、午後４時までとい

うことで、これを実施されますと、恐らく児童館の

利用がかなりそこに移動するのではないかというこ

とが考えられます。その中で、留守家庭児童に対し

ての今後の対応をどのように考えているのか、まず

お伺いいたします。 

 それと、２点目は、今回の予算の原資に対しまし

て、先ほども人件費の問題が同僚議員からありまし

たけれども、確かに今回、５億９,０００万円とい

う削減においては、各所管、職員においては大変苦

労されたのかなと、こんなふうに思っています。 

 その中で、２億７,０００万円の繰入金というこ

とで、基金の取り崩しをされるわけでございますけ

れども、今後、ただいまこのような社会状況の中

で、２億７,０００円万の取り崩しが果たしてどう

なのかなと。本来であれば、今後の、例えば自衛隊

削減並びに国の動向を考えたときに、もはや基金は

１円も取り崩さないのだと、このような方向で進ま

なければならないのではないかなという気がいたし

ます。 

 その中において、まず残念なことは、先ほども人

件費の問題が出ましたけれども、１.２％の増とい

うことで、確かに、総務課長のお話では、一部人件

費のやりくり等で増になった部分もあるかと思いま

すけれども、このような中で、町長がただいま申し

ておりました協働の町づくり、ひざを交えてという

観点において、果たしてこれで町民に受け入れられ

るのかなという気がいたします。これだけ町民に負

担を強いていながら、実際的に数字として２％の人

件費増という姿を見たときに、果たして、それが本

当に町民に受け入れられるのかなという点では、本

当に協働の町づくりという観点においては、大変な

マイナスではないかと、このように思います。 

 もう１点、防災に対してでございますけれども、

昨年、台風１８号において、かなりの町内でも被害

がありましたけれども、この点において町長は、同

僚議員から相談窓口を設けないのかと、こういう質

問に応じて前向きな答弁ではなかったように記憶し

ておりますけれども、農業災害並びに町内の災害に

おいて、すべてのことを町が網羅するのだという観

点においては、職員が災害現場を見て回っていると

いうことではなく、まず、農業ならその所管におい

て、隣の災害でも電話をくれと。町内の、例えばト

タンが飛んだと、隣のトタンが飛んでいるよと、こ

ういうことを町民生活課の方に連絡くださいと、こ

ういうような体制がなかなか、庁内では整備されて

いないのではないかと。 

 町長は先ほど、みずからはみずからで守るという

ことを申しておりましたけれども、本来であれば、

やはり地域で、ここにはこういうお年寄りがいるの

だということで、余裕がある方はちょっと声かけて

くれと、これが災害に対して一番重要なことではな

いかなと、こんなふうにも思います。 

 その中で、一つ、案として、災害を連絡する際、

私もちょっと気になったのですけれども、事故を起

こした際に１１０番に電話したら、旭川に直接行く

のですよね。それで旭川だと、住所を言ってもなか

なか、一語一句説明しないと受け入れられないと。

それからさらに富良野の警察署に行って、それから

上富署に行くという点ではやはり、即上富良野の警

察に連絡できるような電話番号の整備といいます

か、シール等で、例えば警察は何番ですよというこ

とを明記したものを、例えば電話に張るとか、それ

から冷蔵庫に張るとか、そういうことを徹底しない

と、私もその事故で連絡する際にすごい苦労したの

を覚えていますけれども、私だけかもしれませんけ

れども、なかなか、町民にそういうことが行き渡っ

ていないというのが実態かなと思います。そのよう

な点も含めて、町長にお伺いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ７番岩田議員の御質問にお

答えします。 

 まず、東児童館の人員増につきましては、これ

は、東児童館の施設等々の範囲を考慮しなければな

りませんが、今、放課後の児童対策として、人員を

ある程度受け入れしていくためには、１名の方では

できないということで、人員を増員して、その対応

を図っていきたいというふうに考えております。 

 ただ、さきの放課後の児童の対応につきまして

は、先ほど説明したように、教育委員会の中で今取

り進めようとしておりますが、これらにつきまして

も、文部科学省の補助をいただきながら、その対応

を進めていくと。そして、行く行くは、今、校長会

にもお願いしているところでありますけれども、学

校を開放していただくというようなことを含めなが

ら、この事業の展開をしていくということで、今整

備をしておりますが、それまでの間、今教育委員会

がやっております放課後対策、それともう一つは、

東児童館の対応ということで取り進めていきたいと

いうふうに思っております。 
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 それから、基金につきましては、執行方針でも述

べましたように、残念ながら２億７,０００万円、

昨年度よりも減額はしましたけれども、基金を支消

しなければならないという状況に相なったというこ

とでありますが、既に皆さん方のお手元に中期の財

政計画を配付させていただいておりますとおり、今

後、平成２０年までの間、何としても当初から私の

計画であります２０年以降におきましては、歳入と

歳出イコールの予算を編成していく。そのために

は、今の現在の歳出構造を歳入構造に合ったものに

していくためには、行財政改革の推進を図っていか

なければならないと、そういう観点でおりますし、

それらにおきましても、今の状況では、平成２０年

までの間に、歳入イコール歳出の構造に持っていく

ためには、少なくとも基金は、削減する部分につき

ましては、基金は３分の１、あるいは人件費は３分

の１、他の町民の御負担をいただく部分は３分の

１、それぐらいの金額の中で削減を進めていって、

平成２１年には歳入歳出ともにイコールの予算編成

ができるように取り組んでいきたいというふうに思

います。 

 それまでの間は、残念ながら、行財政改革を進め

ていっても、一挙にそこまで追いつかないというこ

とで、基金の支消をせざるを得ないというのが実情

だということで御理解をいただきたいと思います。 

 次に、防災の件でありますけれども、今、岩田議

員のおっしゃるのは、家庭の電話からはちゃんと通

じると思うわけでありますが、携帯電話からの話だ

というふうに思っております。家庭電話におきまし

てはそれぞれに、消防は１１９番、警察は１１０

番、それぞれに御理解いただいておると思うわけで

ありますが、携帯電話からは今のところは、そこ

に、１１９番をかけても、これは旭川の消防本部が

出ることに相なっております。これは、平成１７年

度、今年度、言うならば携帯電話の発達にイコール

した対応がとれていなかったということも起因する

わけでありますが、今年度、消防におきましては、

１１９番をこの地域でかければ、上富良野の消防本

部が受信できるような体制整備を、１７年度してい

きたいというふうに思っております。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

─────────────────── 

◎予算特別委員会の設置について 

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっている議案第１号から議案第

９号は、なお十分な審議を要するものと思われます

ので、この際、議長を除く１７名の委員をもって構

成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、

審査することにいたしたいと思いますが、これに異

議ありませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から議案第９号については、

議長を除く１７名の委員をもって構成する予算特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査することに

決しました。 

─────────────────── 

◎休 会 の 議 決           

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 議事の都合により、３月５日から３月９日までの

５日間を休会といたしたいと思います。 

 これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、３月５日から３月９日までの５日間、休

会とすることに決しました。 

─────────────────── 

◎散 会 宣 告           

○議長（中川一男君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 休会中及び再開後の予定について、事務局長から

報告いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 ただいま御決定いただきましたとおり、明５日か

ら３月９日までの５日間は、休会といたします。 

 ３月１０日は、本定例会の３日目で、開会は９時

でございます。定刻までに御参集賜りますようお願

い申し上げます。 

 以上であります。 

午後 ０時１８分 散会 

 

 



 

― 28 ―

 

 

   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成１７年３月４日 

 

 

     上富良野町議会議長    中  川  一  男 

 

 

         署 名 議 員          徳  島     稔 

 

 

         署 名 議 員          岩  崎  治  男 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年第１回定例会 

 

 

 

上富良野町議会会議録（第３号） 

 

 
 

平成１７年３月１０日（木曜日） 

 



 

― 1 ―

○議事日程（第３号） 

第１ 会議録署名議員の指名の件 

第２ 議案第３６号 北２４号道路改良舗装工事（Ｈ１６国債）請負契約締結の件 

第３ 町の一般行政について質問 

──────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１８名） 

      １番  清 水 茂 雄 君                  ２番  徳 島  稔 君         

      ３番  岩 崎 治 男 君                  ４番  梨 澤 節 三 君         

      ５番  小 野   忠 君                  ６番  米 谷  一 君         

      ７番  岩 田 浩 志 君                  ８番  吉 武 敏 彦 君         

      ９番  米 沢 義 英 君                 １０番  仲 島 康 行 君         

     １１番  中 村 有 秀 君                 １２番  金 子 益 三 君         

     １３番  村 上 和 子 君                 １４番  長谷川 徳 行 君 

     １５番  向 山 富 夫 君                 １６番  渡 部 洋 己 君         

     １７番  西 村 昭 教 君                 １８番  中 川 一 男 君         

──────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────────────────── 

○早退議員（１名） 

      １番  清 水 茂 雄 君         

──────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長        尾 岸 孝 雄 君             助 役        植 田 耕 一 君         

 収 入 役        樋 口 康 信 君     教 育 長        中 澤 良 隆 君         

 代表監査委員        高 口  勤 君             農業委員会会長        小 松  博 君         

 教育委員会委員長        久 保 儀 之 君     総 務 課 長        越 智 章 夫 君         

 企画財政課長        田 浦 孝 道 君             行政改革推進事務局長        米 田 末 範 君         
 産業振興課長       
          小 澤 誠 一 君             税 務 課 長        高 木 香代子 君          農業委員会事務局長       
 保健福祉課長        佐 藤 憲 治 君             町民生活課長        尾 崎 茂 雄 君         

 建設水道課長        田 中  博 君             教育振興課長        岡 崎 光 良 君         

 ラベンダーハイツ所長        早 川 俊 博 君             町立病院事務長        垣 脇 和 幸 君         

──────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長        北 川 雅 一 君             次 長        中 田 繁 利 君         

 主 査        大 谷 隆 樹 君         

 

 



 

― 2 ―

午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １８名） 

─────────────────── 

◎開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 御出席まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 これより、平成１７年第１回上富良野町議会定例

会３日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

─────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 本日、議案第３６号をお手元に配付いたしまし

た。 

 なお、平成１６年度建設工事総括表をお配りいた

しておりますので、審議の資料としていただきます

ようお願い申し上げます。 

 町の一般行政について、村上和子議員外６名の議

員から一般質問の通告があり、その要旨は、お手元

に配付したとおりでございます。 

 なお、あらかじめ執行機関に質問の要旨を通告し

てございます。 

 質問の順序は、通告を受理した順となっておりま

す。 

 また、質問の日割りにつきましては、さきに御案

内のとおりでございます。御了承賜りたいと存じま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ４番 梨 澤 節 三 君 

     ５番 小 野   忠 君 

を指名いたします。 

──────────────────── 

◎日程第２ 議案第３６号 

○議長（中川一男君） 日程第２ 議案第３６号北

２４号道路改良舗装工事（Ｈ１６国債）請負契約締

結の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第３６号につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 本工事は、防衛施設庁所管の補助事業として実施

するものであります。 

 全体事業量としまして、改良舗装工、延長５２

５.３１メートル、車道幅員７メートル、構造物と

いたしまして、東４線道路を横断するための管渠工

１カ所、ほかに北２４号排水路の一部つけかえ一

式、仮道としての迂回路１条、仮桟橋２橋、一部盛

り土部分へのアンカー式補強道擁壁４カ所などでご

ざいます。 

 本工事の概要としまして、道路横断管渠工、延長

１１.７メートル、高さ５メートル、幅員１０.１

メートル１カ所、仮設道路１８８.６メートル、幅

員８.５メートル、仮桟橋２橋、アンカー補強道擁

壁２カ所、北２４号排水路のつけかえ工としまして

１４１.８メートルなどが主な内容でございます。 

 次に、本議案につきましては、地元業者を含む７

社を指名いたしまして、３月７日入札の結果、大北

土建工業株式会社が１億１４０万円で落札、消費税

を加算いたしまして、本議案の１億６４７万円であ

ります。参考までに、２番札は新島工業株式会社の

１億１８５万円であります。本工事につきまして

は、予定価格事前公表の試行実施としまして公表を

行っております。落札率につきましては、９５.２

６％でございます。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第３６号北２４号道路改良舗装工事（Ｈ１６

国債）請負契約締結の件。 

 北２４号道路改良舗装工事（Ｈ１６国債）の請負

契約を次により締結するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、議会の議決を求める。 

 記。１、契約の目的、北２４号道路改良舗装工事

（Ｈ１６国債）。２、契約の方法、指名競争入札に

よる。３、契約金額、１億６４７万円。４、契約の

相手方、富良野市本町８番１号、大北土建工業株式

会社代表取締役社長荒木毅。５、工期、契約の日か

ら平成１８年１月３１日まで。 

 以上で説明を終わります。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３６号を採決いたします。 

 本件に、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第３ 町の一般行政についての質問 

○議長（中川一男君） 日程第３ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、１３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） おはようございます。冬

に逆戻りのようですけれども、日差しが柔らかく、

春近しを感じますきょうでございます。 

 第１回の定例議会に当たりまして、新たな気持ち

で、さきに通告してあります５項目について質問さ

せていただきます。 

 まず１項目めは、自立に向けての計画達成には、

住民の協働と理解が必要でございます。地域形成の

支援と、行政サービスのあり方の見直しについてお

伺いいたします。 

 １点目、平成２０年度は財政規模を６０億円以

内、これから４年間で２４億円削減の数値目標を立

てられましたが、果たして縮小財政に町民が耐えら

れるのか、行政が景気のいいときに抱え込みすぎて

いる部分があるとしても、コストとサービスを対比

して、もっとわかりやすく知らせる数字で訴えて、

町民に理解してもらわなければならないと考えます

けれども、いかがでございますか。 

 ２点目は、地区ごとの地域担当職員を配置しては

どうか。協働でともに汗を流すとなれば、住民の公

園清掃や除雪、老人の労力活用など、ボランティア

での参加を啓蒙、また、育成が必要ではないか。そ

のためにも、地区ごとの地域担当の職員を配置して

はどうかと考えますが、この制度の導入については

いかがお考えでしょうか、お尋ねいたします。 

 ２項目めは、職員の人事異動についてお尋ねいた

します。 

 １１課に役場庁内の組織機構改革があったばかり

ですが、毎年４月に人事異動が行われていますが、

この職種は何年ぐらいとか、一定の部署に長く置か

ないとか、庁内には５年以上かなり長く異動してい

ない方もおられますが、人事異動には、町長はどの

ような基準で当たっておられるのか、やる気の出る

人事評価での異動をしてはどうかと考えますが、い

かがでしょうか。 

 ３項目めは、これは３月４日の教育執行方針の中

でも郷土館についてありましたけれども、私はその

前に、２月２５日に通告いたしておりますので、既

存施設、郷土館の有効活用についてお尋ねしたいと

思います。 

 １点目は、現在、郷土館は小中学生が時々社会教

育の場面での活用はあるようですけれども、一般町

民の方は余り利用されていないと思いますけれど

も、１年間の一般の方の利用者は何人ぐらいなので

しょうか。また、町としては郷土館をどのように評

価されているのか、お伺いしたいと思います。 

 ２点目は、展示配置の工夫をしてはどうかという

ことでございます。文化財保護委員の方がいらっ

しゃいますので、この方に現況を把握してもらい、

特に玄関のところはもっと明るくしてはどうかと思

います。また、陳列棚の展示配置をもっと工夫し

て、２階へ上がりますと、右側のニレの木と、田中

常次郎氏の人形を展示している部屋がございます

が、少し薄暗くて、ずっとそのままになっておりま

すので、これらを開拓記念館に移転するなど考えて

みてはどうでしょうか。また、公民館図書室の改築

に合わせて、郷土館との連携などはお考えになられ

ないでしょうか、お伺いしたいと思います。 

 ４項目めといたしまして、上富良野西小学校の２

学期制の導入の効果はいかがでございますか、お尋

ねしたいと思います。 

 地域に先駆けて、上富良野西小学校が２学期制を

導入して３年目を迎えるわけでございますけれど

も、どのような教育効果が出ているのか、お尋ねい

たします。効果が出ているとすれば、ほかの学校で

も導入は考えられないものなのでしょうか、これは

教育長にお尋ねしたいと思います。 

 最後に、５項目めでございますけれども、公営住

宅の入居希望待機者が多く、自主財源確保の一つと

して、あいている教員住宅を転用して待機者に貸し

つけをしてはどうかと思いますが、いかがでござい

ましょうか。 

 上富良野町には７３戸の教員住宅がありますけれ

ども、空き家になっている教員住宅が１３戸もあり

ます。一方で、公営住宅等に入居を希望していらっ

しゃる方は６０人近くもおられて、なかなか入居で

きない状況にあります。公営住宅と同じ区分になら

ないかもしれませんけれども、所有を町の教育委員

会から町へ移し、町営住宅と区別して、町民住宅と

して一律の家賃で貸し付けをしてはどうか、町有財

産の有効活用で少しでも財源確保につなげてはどう

かと考えますが、いかがでございましょうか。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目の地域形成の支援と行政サービスの

あり方についてお答えさせていただきます。 

 行政経費のコスト意識を持つことは、大変重要な

ことと考えるところであります。平成１６年度より

事業別予算を導入いたしましたことから、その精度

を高めつつ、今後、可能なことからコストとサービ

スの対比を示しつつ、サービス提供のあり方や使用

料・手数料等の設定に反映し、納税者であります町

民の御理解をいただくよう努力してまいりたいと考

えております。 

 次に、地域担当職員の配置につきましては、地域

と行政をより身近につなぐ方法として取り組んでい

る先進事例も承知しているところでありますが、現

行財政改革実施計画におきましても、地域住民自治

にゆだねていくべき公共サービスのあり方など、住

民自治の推進を課題として位置づけておりますこと

から、地域の皆様方の主体的な活動を推進する一つ

の方法として、検討の参考とさせていただきたいと

考えております。 

 次に、２点目の職員の人事異動についてお答えさ

せていただきますが、毎年４月には定期的に職員の

配置がえを行っておりますが、町長に就任して以

来、この職員の異動が、この時期の大きな悩みの一

つでございます。 

 お尋ねの人事異動の考え方でありますが、昨年４

月の組織・機構改革の中におきまして、スタッフ制

の機能を充実するために、かなりの分担業務を多く

経験して、町民の方々に柔軟に対応できるよう、課

の中における職員の配置がえにつきましては、課長

の采配によるところとしたところであります。ま

た、課を超えた人事異動につきましては、専門職の

職員は同じ部署での勤務が当然にして長くなります

が、一般の事務職においては、おおむね３年から５

年を超えた者を対象として配置がえをするように心

がけているところであります。 

 適材適所の配置をすること、また、職員の意思を

重視し配置することが、より職場の活性化につなが

るものと考えております。数年前から、一般職の同

じ部署で５年を超えた職員から、私あてに異動希望

申告書を提出してもらい、異動における参考として

おります。なお、この提出は任意であります。しか

し、この申告制度におきましても、それぞれの希望

をすべて満たすことは、まず不可能であります。職

員の中において、それぞれの部署が活力を持ち効率

を上げること、そして、職員の能力を伸ばしていく

上においても人事異動は必要不可欠なものと考えて

おります。 

 次に、最後の５点目の空き教員住宅の御質問にお

答えさせていただきます。 

 教職員住宅は、現在、７３戸を管理・保有してい

るところでありますが、近年の児童数の減少に伴う

学級数の減により教職員数が減少傾向にあること

や、教職員の通勤の動向等により入居者数が減って

おり、現在、１７戸が未利用となっております。 

 教育委員会といたしましては、教職員住宅の今後

のあり方として、現状を踏まえて、７３戸のうち経

年老朽化の大きい家屋を中心に、将来２０戸を廃止

し、管理戸数総体を５３戸とする考えでおります。

廃止予定の内訳は、旭町１０戸、泉町２戸、東中４

戸、江幌３戸、清富１戸の予定で、昭和４６年から

昭和５２年に建築した住宅であります。 

 一方、公営住宅入居希望待機者数は、現在５９件

あります。希望される事情については、それぞれの

内容があるものと思います。御質問のとおり、町有

財産の効率的運用につきましては、行財政改革実施

計画においても取り組み課題としておりますが、経

年老朽化住宅に入居するための修繕整備や以降の維

持補修を勘案した場合、歳入効果を発揮し得るかど

うかについては、現段階では未調査であります。今

後、これらの調査とともに、状況によって限定的な

利用をも視野に入れて、検討を進めたいと考えてお

ります。 

 なお、住宅対策の基本的な考え方といたしまして

は、民間住宅を積極的に活用し、公営住宅や教員教

員住宅については、可能な限り減じていくことで行

政のスリム化を図ってまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １３番村上議員の３点

目、郷土館の有効利用についての２点の御質問にお

答えいたします。 

 まず１点目についてでありますが、郷土館は上富

良野町が歩んできた歴史、人々の暮らしや道具など

の展示品を見ていただくことにより、その当時の生

活状況や文化を後世に伝える施設として、また、歴

史的資料の保管を目的として昭和５３年に開館し、

現在もその目的に沿って郷土館の運営を行ってきて

いるところであります。また、郷土館の果たす役割

は、後世への上富良野町の歴史保存と伝承という観

点から、非常に大きい存在意義があるとも考えてい

るところであります。 

 御質問の郷土館の入館者数についてであります

が、開館当時から比べると、郷土館の入館者数は減

少傾向にあり、平成１５年度の郷土館の入館者数は
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１,５３８人となっております。 

 次に、２点目の展示のあり方に関する御質問であ

りますが、展示の種類や場所等の移動につきまして

は、開館当時から基本的な配置等については、ほと

んど変わっていない状況にあります。しかしなが

ら、その間、来館者をふやすことを目的に、年に１

回程度、手書き友禅とか映画ポスター展などの特別

展示会を開催してきたところでもあります。 

 御質問の中で御提案賜りました陳列棚の展示配置

の工夫や２階の田中常次郎氏の人形等を開拓記念館

へ移転すべきとのお考えを賜りましたので、郷土館

の運営に関係する社会教育委員、文化財保護委員や

町の歴史保存に御尽力いただいている郷土をさぐる

会の方々からも御意見をいただき、魅力ある郷土館

づくりに努めてまいりたいと考えております。 

 また、公民館図書室の改築との連携につきまして

は、あくまで今回の改築につきましては、建物内部

の改装でありますので、建物の一体化については考

えておりませんが、今後はソフト面で、図書館事業

と郷土館事業の連携を図っていくような学習の機会

をつくってまいりたいと考えております。 

 次に４点目、２学期制についての成果等に関する

御質問にお答えさせていただきます。 

 上富良野町におきましては、２学期制を平成１４

年度から上富良野西小学校及び東中小学校で実施

し、３年を経過しようとしています。この間の効果

として、実践している学校からは、この２学期制が

子供たちや教師、そして保護者、地域の方々にもよ

うやく定着し、この２学期制がねらいとしている学

校の教育活動にゆとりをもたらすことにより、学習

の充実を図るとともに、児童・生徒には確かな学力

を身につけさせるという点で、成果が上がってきて

いるとの報告を受けているところであります。 

 成果の具体的な内容といたしましては、１年間が

３学期から２学期になるということで、子供たちの

学ぶ意欲、思考力が身につき、確かな学力の向上に

つながり、教師側からは長期的な視野で児童のゆと

りができ、成長の評価をすることができたことなど

が上げられています。 

 一方、一部の保護者からは、３学期制と２学期制

の明確な違いがよくわからないとか、また、１学期

から２学期へ移行するのが１０月の体育の日を境に

していることから、今までの夏休みや冬休みの長期

休業明けと違って、保護者を含めて子供たちの意識

の切りかえが難しいというような意見なども聞いて

いるところであります。 

 この２学期制の評価につきましては、２学期制を

実施してからまだ日が浅いこともありますので、他

の学校への導入は、それぞれの学校の規模や地域性

などにより導入の考えが異なってまいりますので、

西小学校、東中小学校の実践評価をじっくり見きわ

めながら、他の学校への導入を検討していくべきと

考えております。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） １項目めの地域支援、行

政サービス、１点目のコストとサービスの対比の件

でございますけれども、手法としては確かに間違っ

ていないと思いますけれども、町長はよくパブリッ

クコメントということで、町民会議や庁内にあって

は８ブロックに分けまして、改革に向けて取り組ま

れております。だから、町長はこのようにやってい

ますよと言われるかもしれませんけれども、町民か

らの申し出があれば出向いていきますよと、そうい

うことで町長と語ろうと、こういうようなことを

おっしゃいますけれども、なかなか町民には見えて

まいっておりません。将来に向けて、財政規模を毎

年６億円ぐらいの縮小を図っていくという計画はで

きたとしましても、もっともっとスピードと、一つ

一つの行政事業ごとに、これぐらいの経費・コスト

がかかるのですよということで、だから町民はこれ

ぐらいの負担をお願いしますと。これは受益者負担

として適正だと考えますけれども、町民はどのよう

に考えるのか、これが適正でないとすればどれぐら

いのものでいいのか。フィードバックというので

しょうか、そういうのが必要で、何回も何回も訴え

て町民もわかったと。自分たちも依存体質から抜け

て、自分たちのことは自分たちでやらなければいけ

ないのだというような、協働して町づくりをすると

いう意識づけをさせるためには、もっともっと、も

う３倍ぐらいスピードを上げて情報を詳しく提供し

て、今までの改革を、町民に向ける時間をもっと

もっととるべきではないかと思いますけれども、い

かがでございましょうか。 

 ２点目の地域担当職員の配置の件でございますけ

れども、地域の皆さんの主体性と言われましても、

今、地域のつながりがなくなっているのです。それ

で、長年行政の依存度が高くて、まだまだ町民も長

い間こういう形で来ていましたので、行政がやって

くれて当たり前というような体質はなかなか抜けな

いものですから、やっぱり職員も地域に入ってきて

いただいて、そして地域との、住民とのかかわりを

持っていただくと、もっともっと、そうしないと、

いろいろ改革は、中でも一生懸命やっていらっしゃ

るのですけれども、町民には見えにくいですので、

そこら辺をするためには、地域振興の意味では担当

といいますか、そういう形をとっていただくのがい

いのではないかと思うのですけれども、いかがでご
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ざいましょうか。 

 それから、２項目めの人事異動の件でございます

けれども、専門職の方は長いよと、看護師さんだと

か保育士さんだとか、そういった方が長いのはわか

りますけれども、一般行政職の１３２名中５年以上

同じ部署についていらっしゃる方が４１名、３１

％、３分の１ぐらいはこういう状況があるというこ

とは、多いのではないのでしょうか。そういうふう

に考えますけれども、そして、町長は３年から５年

超えた人は、自発的に配置転換を心がけるのでその

希望をとっているというのですけれども、結局これ

という特別な基準は持っておられないわけなのです

よね。 

 それで本所の、部外にいらっしゃる病院に勤務さ

れる方だとか、そういった方は少し評価を違えて見

るとか、これ希望から外れた人はどうするのです

か。ことしもまた同じ部署で何年もという、本当に

うんざりしているのではないでしょうか。やはりこ

れでは働く職員の意欲がなくなってしまうのではな

いでしょうか。私も長年、民間で働いてきましたで

すけれども、ぴたっと希望がかなう正しい評価をさ

れると、物すごくやる気が出て、結構３倍ぐらいの

力が出せると思うのですけれども、これは民間と行

政とは違いますのであれですけれども、職員の人も

希望どおりいくのでしたらまたやる気も出ると思う

のですけれども、希望に外れた人とのかかわりとい

いましょうか、そういう人はどうするのか。そうい

う、ある程度の、何というのでしょうか、もう

ちょっと職員とのコミュニケーションを図って、よ

く職員を正しく評価されるということが大切ではな

いかと思いますけれども、いかがでございましょう

か。 

 それと、３項目めの郷土館の有効活用についてで

すけれども、展示のあり方としまして、これは教育

長に再質問させていただきたいのですけれども、開

館当時から、昭和５３年ですから、もう２３年間も

一度も配置がえをしたことがないのだということを

お聞きして驚いておりますけれども、歴史保存に伝

承として存在意義があるとお考えになっておられま

すので、一度、保管されている道具いっぱいありま

すので、整理をしてはどうかと思いますけれども、

何人か臨時の人でも雇って、きれいに磨けるものは

きれいに磨くとか、一度あるものを整理というので

しょうか、そして配置がえを早急に取り組むべきだ

と考えますけれども、それと、今回、公民館図書室

を改築するわけですけれども、郷土館と渡り廊下と

いうのでしょうか、これまたお金がかかるというこ

とになるかもしれませんけれども、連携というのは

どうしても無理でしょうか、もう一度お尋ねしたい

と思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

 それから、４項目めの２学期制については、教育

長はもう少し、３年目ぐらいではちょっとというこ

とをおっしゃっていますので、これから効果が、

今、ゆとり教育、総合学習なんかも取り組まれてお

りますけれども、２学期制がいいということであれ

ばよく様子を見て取り組んでいただきたいと思いま

すけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、５項目めのあいている教員住宅を転用

して財源確保にしてはどうかの件ですけれども、私

は１３戸だと思っていたのですが、１７戸あいてい

るということで、本当にもったいない話ですよね。

今、財政難だと言われている中で、こういう部分が

あるというのはいかがなものなのでしょうか。ま

た、未利用がありながらどの程度の住宅になってい

るのか、調査もしていないというのは、ちょっとの

んきな話なのではないかと思いますけれども、こう

いう部分というのはどんなものなのでしょうか。 

 また、将来的に２０戸廃止の計画ということです

けれども、ことしも東中の教員住宅を２軒ぐらい解

体する予算がついておりますけれども、１年に２戸

ずつぐらいいくのだったら１０年ぐらいかかってし

まうと思うのですよね。住宅というのはあけておく

とかえって傷みますし、泉町の公住も教員住宅と同

じように５１年ぐらいに建てられたものなのですけ

れども、現在、利用されております。早急に調査し

て、転用による入居で、少しでも町の財源の足しに

してはと考えるのですけれども、いかがでしょう

か。よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、最初のコストとサービスの問題、行政サー

ビスの問題、これにつきましては御案内のとおり、

今、行財政改革実施計画を立てまして、そして平成

２０年度までの町の中期財政計画見通しを立てまし

て、それに伴います歳入歳出イコールの財政構造に

持ち込んでいきたいと。そのためには、大きな行財

政改革を図らなければいけないと。議員のおっしゃ

るように、現在の８０億円の歳出構造を歳入に合っ

た６０億円以下の歳出構造に改革を図らなければい

けないというのが、今の行財政改革実施計画の中心

的な、重要な課題であります。 

 今、その実施計画をもとに、中長期の財政見通し

を立てて、それにいかにして対処していったらいい

かということを、今、庁内では八つのブロックをつ

くって、プロジェクトチームをつくって検討してお

りますし、また、行財政改革推進町民会議の皆さん

方の御意見を承りながら、それぞれの対応をしてい
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るという段階でありまして、今、議員の御質問にも

ございましたように、当然にしてその状況が出てき

たときには、方向性を定めて実践の段階に入る前に

は、町民の皆様方に十分な情報提供をしていかなけ

ればならないというふうに思っておるところであり

まして、御案内のとおり、１６年の９月に行財政改

革実施計画を立てさせていただいて取り組んでまい

りましたが、１７年度予算には大局的に取り組む行

財政改革の成果をあらわす、あるいは町民の皆さん

方のいろいろな意見を聞く、あるいは町民会議の皆

さん方の大局的な意見を聞く、パブリックコメント

による意見を聞く、そういった一部の状況の中で取

り組ませていただきましたけれども、この１７年度

におきましては、この実施計画をどのように実践し

ていくかというところを組み込んで策定していく。

その策定の状況につきましては、町民の皆さん方に

十分理解をしていただくようにするということは、

議員の御質問のとおりでありますので、私は町民の

皆さん方にそういう情報の提供を十分しながら、町

民とともにこの財政的な改革を推進していきたいと

いうふうに思っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。 

 次に、地域担当職員でありますが、これから行財

政改革の中にも位置づけておりますように、自治活

動の推進を図っていくというようなことからする

と、今、村上議員の御質問にありましたような、ま

た、先進地でもありますような地域担当職員を配置

するということも一つの方法であるし、私もある面

ではそのことが、地域自治の推進を助長することに

もつながるのではないかなというようなことで、今

後検討してみたいと思っておりますが、ただ、問題

は、現在行財政改革の中におきまして、職員の定数

の削減、給与の減給、こういった対処をしながら町

づくりを目指していかなければならないと。そうい

う中にありまして、勤務外の職務命令を発して残業

手当を支給するということは、到底このことによっ

ては十分検討しなければならないと。あくまでも自

主的なボランティア活動として、みずからが対応し

ていくという意識改革がなされた中で支援、協力を

していただく。私が業務命令をかけるときは、これ

は勤務時間中としての対処をしなければならないと

いう、そういうような部分がございますので、そう

いった部分も十分検討しながら、職員の理解と意識

改革を対応していただきながら、この制度の有効な

活用が展開できればなというふうには思っておりま

すが、大きな課題であるというふうに認識いたして

おるということで、このことの対応によって自治活

動の推進は促進されるであろうということは、期待

できるというふうに思っておりますが、そういうよ

うなことでひとつ御理解を賜りたいと思います。 

 次に、人事異動の件でありますが、ちょっと議員

と考え方が違うのかなと、職員も議員と同じような

考え方を持っておられる職員が何人いるのかなと。

もしそんな職員がたくさんいるとすると、これは大

変だなというふうな認識をしておりますが、私とい

たしましては、それぞれの職員の人事異動につきま

しては、その職員の人格、適性等々を配慮しなが

ら、ある程度の年限を同一係で対応していく中で、

異動の発令をしていきたいというふうに思っており

ますけれども、ただ、職員には、その課にあっても

いろいろな仕事があるわけで、一つの仕事でなくて

数多くの仕事、分野があるわけでありますが、課外

によっても他の仕事を幅広く経験を積み、認識を持

つということが、その職員にとってプラスになるも

のがあるとするならば、必ずしも５年たったからと

いうことではなくて、ある程度その仕事・職種を十

分に身につけ、理解できる段階になったと、専門的

に対処できるようになるということも職員にとって

ある程度プラスになる部分もあるのかなというよう

なことを考慮しながら、職員の意思を確認していく

ためにということで、レポートの提出を職員にさせ

ております。 

 これは冒頭申し上げましたように任意でありまし

て、職員のレポートは、助役にもだれにも見せてお

りません。私だけのマル秘文書ということで、忌憚

のない意見が書かれております。ですから、それら

の意見については最大限、意思を尊重して配置をい

たす、しているつもりであります。しかし、一般職

につきましては、その職、係につきましては数あり

ますが、管理職につきましてはいすは一つでありま

すから、２人も３人も希望されたとしても一つのい

すに何人も座らせるわけにいきませんから、第２希

望、第３希望ということで希望順位で対処させてい

ただいております。 

 そういうようなことで、職員の異動につきまして

も、議員のおっしゃるように、一つの基準を定める

べきでないということは、私も以前からそういう認

識をいたしております。人事権を持った私として、

職員の人事異動につきましては、適材適所の人事異

動をいたしましたということで人事発令をいたしま

すけれども、果たして何％の職員がよかったなと

思ってくれるのかと、まず半分の職員はよかったな

と思ってくれないだろうと思っております。しか

し、これは意に沿うところに異動できなかったから

私はやる気がないと、起こさないという意思の職員

がいるとするならば、私はそれはちょっと違うので

はないのかなと。やはりその部署で、その職、仕事

を経験し、覚え、そこにずっと退職までいなさいと
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いうことではないわけです。この職種を覚えなさい

ということで、あなたはこの職種も覚え、この職種

も覚えて、幅広い行政マンになってくださいよとい

うことで配置するわけでありますから、私はこのこ

と嫌だよと、ここへ配置されたら仕事する気ないわ

という職員がいたとするならば、私はちょっと考え

方が違うのではないのかなと。その仕事を覚えて、

そして新たな仕事も覚えて、幅広い行政マンとし

て、町民の負託にこたえていける町職員として経験

を踏んでいただけたらなと、そういう気持ちでおり

ますけれども、ただ、行財政改革実施計画の中でも

対応しておりますように、従前のように人事権を

持った私がすべてを判断するというのではなくて、

多様な人事管理制度の状況を見きわめた中で、ある

面の制度化というものをつくっていかなければいけ

ないのではないのかなと。 

 今、レポートを提出させていただいております

が、これは任意でありますから、提出が出てこな

い、提出が出てくるのは本当に異動を希望する人た

ちだけしか出てこないと、私は理解しております。

異動を希望していない人は出してこない。中には、

このままここでこういうことをしたいから、ここの

部署にもっといたいというレポートも来ますけれど

も、ですから、そういう感覚の中で異動はさせてお

りますが、やはり一つのルールづくりというのは必

要だろうと。そして、議員の御発言にありますよう

に、人事評価制度というものもつくり上げながら、

これから人事異動の対応については検討していきた

いなということで、行財政改革実施計画の中でもこ

の課題を提起させておりますので、ひとつそういっ

た部分も含めて、今後の人事異動の対応を図ってい

きたいというふうに思っております。 

 次に、最後の教職員住宅でありますが、この教職

員住宅につきましては、先ほどもお答えさせていた

だきましたように、教育委員会からの報告によりま

すと、７３戸を５３戸に、２０戸削減した中での位

置づけをしたいということでございます。 

 確かに、町有財産の有効的な利用を図るために

は、古くなったから、あるいは使わなくなったから

解体してしまうということではなくて、さきにも申

し上げましたように、この教員住宅に人が入ってい

ただくように改修をして入っていただくと。そし

て、その方々が公営住宅に入ったように、５年も１

０年も２０年も長期間入るということになります

と、改修を重ねていって本当に投資した回収ができ

るのかどうかということの、そういったことの整備

が未整備ですよということをお話申し上げたので

あって、今、教員住宅はどういうふうになっている

かということを調査してないわというお答えではな

いということで、誤解をしないようにお願いしたい

なと。 

 現状につきましての状況というのは教育委員会で

把握し、この住宅には教員を入れないで、こっちの

住宅に教員を配置するというようなことで、現在、

限られた教員住宅の中で対処していると。今後は、

やはり先ほども申し上げました、議員も質問にあり

ましたように、コストをかけて、そのコストに見合

う歳入があるかどうか、できるかどうか。そしてま

た、行政が対応するということになりますと、今度

はそこに入居された方々が長期になったときにどう

なるのかと。それともう一つは、いろいろな支障を

来したときは行政が責任を持って対処しなければい

けない。そのときにここは改修してもどうにもなら

なくなったから立ち退いてくださいというときに

は、また立ち退き料から何からの負担をしなければ

ならない。そういうようなことを考えますと、短期

的な部分でどうかなというようなことも検討をしな

がら、この再利用については、先ほどもお答えさせ

ていただきましたように、これから調査をしながら

取り進めていきたいなというふうに思っているとこ

ろであります。 

○議長（中川一男君） 教育長、再答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 村上議員の郷土館に関す

る御質問からまずお答えをさせていただきたいと思

います。 

 郷土館につきましては、歴史的な資料等の展示を

いたしておりますが、これらの配置がえにつきまし

ては、建物の構造、また、建てた当時の展示の流れ

とかコンセプトといいますか、考え方によりまし

て、非常に配置がえというのは難しいのかなという

ふうに考えています。また、そのためには相当な費

用も予定をいたさなければならないというようなこ

とで、この配置がえにつきましては、相当考えなけ

ればならないというふうに感じているところであり

ます。 

 ただ、議員の方から御指摘いただきました整理・

整頓という面では、当然、適切な管理をしなければ

なりません。そういう観点から、早急に適切な管理

をするような形の中で、整理・整頓を進めていきた

いというふうに考えております。 

 また、先ほどもお答えをさせていただきました

が、展示等につきましては、郷土館の運営を含め

て、また、社会教育委員だとかもろもろの関係機

関・関係者の御意見を賜りながら、将来像を描いて

いきたいものだというふうに考えているところでも

あります。 

 さらに、図書館との連携の関係でありますが、や

はり今回は、公民館の建物の内部を改修するという
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ことで、郷土館との連携については今のところ考え

ていないということで、御了承賜りたいと思いま

す。 

 それと、２学期制の関係でありますが、この２学

期制につきましては３年目ということで、当初、全

国的にも非常に注目をされて取り入れられてきてい

ますが、やはり三、四年たった段階では、まだ全国

的にも実践数が非常に上がってきているという状況

ではありません。そんな中で、評価も、先ほど申し

上げましたように、学校の評価、教師の評価、それ

から保護者の評価、地域の評価というのは、それぞ

れ違ってきています。そういうようなことがありま

すので、我々といたしましても、やはりそれぞれの

考え方をお伺いしながら、今後の対応を図るべきと

いうふうに考えていますので、御理解いただきたい

と思います。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 再々質問させていただき

ます。 

 １項目めの地域支援、行政サービスのところです

けれども、パブリックコメントという言葉がひとり

歩きしているような感じがしております。それで、

先日、テレビを見ておりましたら、今、どこの自治

体でも財政難で、個人の給料に例えるならば、３０

万円の給料の方が食費とか人件費、支払いのローン

とか光熱費がかかって、実際に使えるお金は３万

５,０００円ぐらいだと、こういうふうに言ってお

りました。大変、これはわかりやすいことだと思い

ます。こういうふうにもっともっと、何か町民の方

から声が上がればとか、町民の主体性があればとか

とおっしゃいますけれども、なかなか今、行政が

やってくれて当たり前というような感覚は、例えば

家の前の除雪なんかにしましても、なかなか行政が

やってくれないなんていう、やはり町民で文句を

言っている方もいます。そういうことでなくて、町

民も自分たちでできることは自分たちでやると、ま

た、地域で行うという意識を出すために、もっと

もっとわかりやすい情報と、町長も職員の方も住民

とかかわっていただきたいと思うのですが、もう１

回そのところをよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、２項目めの人事異動の件ですけれど

も、職務とか職場ごとにめり張りついたちょっと評

価制度というのでしょうか、何かそんなのをつくっ

た方がいいのだと思うのですけれども、職員の勤務

実績を本当に正確に把握して、やっぱり頑張れば報

われるというような人事、人事権は町長ですので、

課を今回機構改革したわけですけれども、課長の采

配に任せるというのではなくて、課長も難しいと思

いますね。課長、今、管理職手当ってストレス手当

ではないかと思うぐらい、課がたくさん、二つ、三

つ一緒になりましたし、だからやはりそういう評

価、私は評価と人格は別だと思うので、町長は一緒

みたいなことをおっしゃいましたけれども、私は

ちょっと違うなと。人格絡めると、ちょっとどうな

のかなという感じがしておりますけれども、もう

ちょっと適材適所の人材を考えてみていただきたい

と思うのですけれども、いかがでございましょう

か。 

 それから、教員住宅の転用ですけれども、７３戸

の教員住宅を２０戸減らすとおっしゃるものですか

ら、ことしは東中の小学校の教員住宅を２戸解体す

るということを申されていますので、それだったら

１０年ぐらいかかりますねと、そういうことでは

ちょっとどうなのかということで申し上げたわけで

ございます。それで、これからまた少子化ですの

で、教員の方も３クラスから２クラス、１クラスに

なったりして、教員が減ってくるわけですよね。そ

れと、今、通っていらっしゃる先生方も非常に多い

ですので、やはりどんどん、これは２０戸廃止より

ももっと減らしてもいいのではないかなというよう

な考えしているのですけれども、そこのところを申

し上げているので、もっともっと早く考えていただ

きたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 それから、郷土館と図書室との連携でございます

けれども、今、郷土館担当の人が１人採用されてい

るのですよね、教育長。それで今期限りと聞いてお

ります。これは年間２８０万円ぐらいの給与かと思

うのですけれども、今度、図書司書の方が兼務され

ると思うのですけれども、そうなれば郷土館の近く

の方のところの入り口をつくって屋根でもつけて、

またこれお金かかるとおっしゃかもしれませんけれ

ども、そうやって勤務しやすい状態にした方が、１

人分の給料のことを考えるとその分お金はかからな

いですから、今度、図書室も１階におろすわけです

ので、図書館に来ている人が郷土館も利用しやすく

なるのではないかなというふうに思いますので、一

考していただきたいと思うのですけれども、いかが

でしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（中川一男君） 町長、再々答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の地域自治活動の問題でありますけ

れども、これにつきましては議員の御質問のとお

り、先ほど来何度もお答えさせていただきますよう

に、行政情報というのは十分に住民の皆さん方に開

示して、そして理解していただくという手法をより

以上に取り組んでいかなければ、こういう改革は進
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まないというふうに私自身も認識いたしております

ので、そういう対応で情報の開示については、十分

に今後も進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 また、パブリックコメントにつきまして、ひとり

歩きしているようだという御意見もございます。確

かに、過般のパブリックコメントについては、一人

もお答えがなかったという経験もありますが、昨年

から取り組んだ課題でございまして、十分にまだ住

民の皆さん方に認識、認知されていないというふう

に私どもとしては受けております。今後、パブリッ

クコメント制度をもっともっと住民の皆さん方に理

解をしていただいて、住民の皆さん方が気楽にこれ

にお答えしていただけるような、そういうような今

後の推進を図っていかなければならないというふう

に思っておるところでありますので、御理解をいた

だきたいと。 

 それから、人事異動につきましては、私としては

常に適材適所の人事異動をしているというふうに認

識いたしております。本人が異動をしたいところに

行けなかったと、別なところに異動したから適材適

所でないということではなくて、本人の能力、本人

の今後の行政マンとしての期待をかけながら、この

部署で数年間この行政事務を勉強してくれというこ

とで、そのことが本人のためになる、次の段階とし

てのステップになるということで考えながら、適材

適所の人事異動をさせていただいておるということ

でありますが、これには先ほど申し上げましたよう

に、何らかの決定的なルールをつくられますと、人

事権というのは何なのだということになりますから

そうはいきませんけれども、ある程度の人事異動に

ついて、あるいは今、我が町にない昇格制度、昇級

制度、これについてもある程度のルールと申します

か、基準を定めると。昇格についても人事権者の一

任ということではなくて、ある程度のルールづくり

というものも必要ではないかというようなことを含

めながら、人事評価等々も掲げて行財政改革実施計

画の中で取り組んでいると。今後、新たな方向性を

定めていきたいと思っていますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

 最後に教職員住宅の件でありますが、５３戸にし

たいと。今、７３戸ある教員住宅を５３戸にして、

２０戸を廃止したいということでありまして、５３

戸を廃止するのではなくて２０戸であります。そう

いうことで、今現在いる教職員の数からして、いろ

いろな状況の中で、７３戸を２０戸減らして５３戸

にしたいと。議員の言うように、もっともっと減ら

していいのではないかということについては、これ

はひとつ私に聞かないで教育長に聞いていただきた

いと。私の方で、教員住宅を何戸にしたいというと

ころまで、教育行政の中で余り立ち入っていきたく

ないなというのが私の気持ちでありますので。た

だ、今おっしゃるように町有財産の有効な利活用と

いうのは、これは促進していかなければならない

と。ただ、廃止する２０戸、２０戸を廃止する、こ

としは２戸しか処分の費用を組んでいないと。あと

１８戸残っているのを遊ばすのかと、これについて

は先ほどもお答えさせていただいたように、整備を

して、そして、だれか短期間でも入ってもらって、

それで、壊すまでの間利用していって、コストをか

けてもどうなのかということをこれから、未整備だ

けれども、未調査だけれども、この調査をしたい

と、してみたいと言ってお答えしていますので、ひ

とつそれらの調査の結果、コストをかけても採算ペ

イするよというようなことであれば、短期間でも、

長期間ということにならない短期間だとかいろいろ

なことを検討しながら、町有財産の有効活用を図っ

ていくように努めたいというふうにお答えさせてい

ただいておりますので、御理解をいただきたいと思

います。 

○議長（中川一男君） 教育長、再々答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 郷土館に関する御質問に

お答えをさせていただきますが、現在、郷土館に管

理業務員を１名配置をいたしているところでありま

す。その人の予定年限が来たときには、次には配置

しないというようなお言葉でありましたけれども、

一応内部ではそういうことも含めて今検討をさせて

いただいておりますけれども、そこら辺については

まだ決定をしている段階にはございません。 

 それで、私といたしましては、当然、今回の公民

館の改修や何かに伴って、管理体制が非常に変わっ

てまいります。そういうこととの郷土館との管理体

系も同時に見ながら、将来像を描きたいなというふ

うに考えているところであります。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１３番

村上和子君の一般質問を終了いたします。 

 次に、４番梨澤節三君。 

○１３番（村上和子君） 済みません、先ほど町長

が御答弁の中で、私は２０戸廃止と、５３戸廃止な

んて言っていませんよ。２０戸廃止するとおっ

しゃっていますがということですので、よろしくお

願いします。 

○議長（中川一男君） 梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 私は通告により質問いたし

ます。 

 初めに、手厚い財政支援のある合併は、この３月

いっぱいとなりました。４月からは、５年間財政支

援のない合併新法が発令され、本格的合併は、これ
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からが始まりです。この合併新法は、御承知のよう

に、知事のあっせん勧告が強化され、交付税が今ま

で以上に減額され、これに加えて道州制が進められ

ます。道州制と市町村合併は一体の話、それ以外の

何物でもない話です。この富良野圏の合併の状況を

見ますと、富良野市も上富良野町も合併の手は広げ

ておると、やりますよと言っております。聞くとこ

ろによると、間の中富良野町のごく一部が、感情的

に合併反対を声高に言っているように聞こえます。

合併は５０年、１００年の問題、感情論はせいぜい

数年です。大滝村と伊達市が飛び地合併を決心しま

した。感情論に振り回されることなく、そしてしこ

りの残らぬように、上富良野町民のために、いずれ

合併をするのであれば、財政支援のある今月中に飛

び地合併の決心をしてはいかがでしょうか、お考え

をお聞きいたします。 

 次に、上富良野町の個人情報保護条例には罰則が

ありません。今回、４月からの個人情報保護法の全

面施行にあわせ、国が自治体に罰則を含めた条例制

定を求めています。上富良野町は、法律に準拠した

罰則を条例に加えないのか、お聞きいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１点目の市町村合併についてお答えさせて

いただきますが、市町村の合併に関しましては、関

係する各自治体の合意をもって意思を決定するもの

でありまして、現在、そのような動きにはなってい

ない状況でありまして、議員の御質問にありますよ

うに、３月３１日までに合併を決心すると、決定す

るというところまでには全く至っていないというこ

とでございますので、その考えはございません。 

 次に、２点目の個人情報保護条例につきましてお

答えさせていただきます。 

 当町におきましては、議員も御承知のとおり、平

成１３年１０月から個人情報保護条例を施行いたし

まして、町が保有する個人情報について、適正な取

り扱いを図ってきたところであります。この条例に

おきましては、御指摘のとおり、罰則規定は設けて

おりません。また、今年４月から国における行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律が施行さ

れ、全地方自治体も個人情報保護条例の制定を求め

ているところであります。議員御指摘の国の法律に

遵守をした罰則規定につきましては、当面、個人情

報保護条例に設けることは考えておりません。国に

おける法律が施行されますことから、当町の個人情

報保護条例において規制されています条項につきま

しても、この法律において当然に規制されているこ

とから、条例に罰則規定を設けなくても十分に運用

を図っていけるものと考えておりますので、御理解

を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 再質問をいたします。 

 合併で、一番痛いのはだれかといったら町長と議

員です。それから、自立で一番痛いのはだれかとい

うと、家庭で財布をあずかっている町民です。これ

が合併の要約です。このまま聞けば、合併をどうす

るというようなことはすぐわかります。これから

は、さらに痛いを思いをするのはだれかというお話

を私はちょっとしたいと思います。 

 幾ら小規模自治体が自立といっても赤字財政を目

前にして、いかに町民に負担を強いても限界があり

ます。合併が進められるのは、またはっきりもして

おります。町の財政状況のみならず、北海道もない

そでは振れないのです。高橋知事も合併をしないと

ころは、それなりの覚悟があっての選択だろうと

言っております。このとき、上川北部の市町村長が

名寄におったのですが、びっくりしたというような

ことが報道されておりました。 

 これはこの地域にも当てはまるのです。自立が可

能なら、だれもが望むところです。国も道も金はな

い、ないそでは振れないと。上富良野町は何を頼り

にして自立をするのか。５年間で約２５億円と言っ

ておりますが、３０億円にもいくのではないかと思

います、これの圧縮予算。しかし、必要経費はかか

ります。あらゆるところを縮小・削減し、そして町

民に負担を強いる、さらに、そこにもってきて２,

０００余りの権限移譲が来ていると。上富良野町で

はこの状態では、当然、この権限を受けることはで

きない。そこでもって、何か５市町村で、合併準備

のような広域連合を蒸し返しておりますが、このよ

うな無理がこの世の中に通るはずはないと、私は思

います。合併についての法律はもうでき上がってお

りますから、国会議員は一言も言いません。もう法

律ができているのです、合併ということでは。 

 次に、富良野市の状況ですが、富良野市も中心市

街地、市役所庁舎、病院改築等問題が山積していま

す。いずれも莫大な経費がかかります。庁舎は修理

ということですが、数年内の改築は目に見えていま

す。 

 ここからよくお聞きいただきたいと思いますが、

今月中に合併をすれば約２３０億円、７０％補助の

合併特例債が使えたのですが、この話は終わりで

す。なくなったのです。４月以降に合併となります

と、先ほどの富良野の負債がもろに町民の肩にかか

ります。補助金７割なんていうことは絶対にあり得
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ないことですから。それだけではなく合併即選挙と

なり、議員の過半数は当然富良野が占めます。言う

までもなく、民主主義は数です。下手に条件をつけ

られた合併より、富良野市としてはやりやすいので

す。合併当初から富良野市中心でいくようになって

いきます。病院、学校、庁舎等、さらに上富良野独

自の駐屯地、弾薬庫、演習場等の交付金も別海現象

を起こします。別海現象っておわかりですか、わか

らなかったら次私に聞いてください。これらはすべ

て町民の負担となるのです。 

 ３月までの合併はないと、鬼の首でもとったよう

な答弁ですが、本当に町民のことを考えているの

か、疑問に思います。 

 今度は逆に４月以降、何年間自立で頑張れるの

か、町長の任期中頑張れるのか、何年間頑張れるの

か、これは簡単な話です。合併をすれば、１０年間

というのは守れるのですよ、１０年間。選挙２回守

れるのです。はっきりしているのです。ものなんか

上げないでやっていけるのですよ。それを、もうわ

かるはずなのですよ。だから、何年間住民に負担を

かけて、それをどこまで頑張ってくれるか、そこの

ところをどのような見積もりをされているのか、そ

このところをお聞きいたします。自立で何年頑張れ

るのかと。 

 次は、個人情報保護条例です。 

 次に、個人情報保護法の罰則の件についてお聞き

します。本来なら、法律があればそれで全く問題は

ないのです。条例などというものがあるから話が二

転、三転をするのです。町の条例は上富良野町にし

か適用されないと。国の法律には罰則があり、町の

法律である条例には罰則がない、これは欠陥条例で

はないでしょうか。４月からの個人情報保護法全面

施行に合わせ、国は自治体に個人情報保護条例を制

定するよう求めている、これは当然罰則を含んでい

ると。この罰則がない場合は、職員が個人情報を不

正使用しても処分や罰則を科せない可能性があるの

ではないか。役場は個人の氏名、生年月日等、個人

の基本的な情報のほか、個人の資産、所得状況、生

活保護等の情報を扱っています。 

 このようなことから、いっときも早く条例を整備

しては、しなさいというぐあいに言ってきているの

ですよね。既に、条例を制定している北海道では、

職員の罰則規定のほか住民の利用停止、請求制度を

盛り込んだ改正案を提案をしているという状況にあ

ります。罰則の伴わない欠陥条例を改正するお考え

はないか、再度、お聞きいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、再答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、市町村合併の件でありますけれども、さき

にお答えさせていただきましたように、３月３１日

までに合併する考えは全くないということで、御理

解をいただきたいと思います。 

 しからば、自立でいつまでいけるのよということ

でありますが、町といたしましては、自立で対応し

ていくと。合併状況が整うまで、地域が、広域の中

でそういう雰囲気が立ち上がり、町民の皆さん方も

そういうふうな雰囲気が立ち上がるまでは、自立の

道を歩んでいくということで、今、行財政改革で中

期財政計画を立てながら、見積もりを立てながら町

づくりを目指しているということで、御理解をいた

だきたいと思います。 

 ただ、現状におきましては、合併すればバラ色に

なると、１０年間は保障されるからということで、

本当に合併すれば１０年間いいのかというと、私は

それらが確定していないと。例えば、函館市の合併

のように、あの周辺で合併した１７年度予算が、当

年度予算よりも減額予算を組まなければならないと

いう函館市の現実であります。ですから、交付税が

ある程度保障されるとは言っても、決して私は合併

すればこのようになりますよというものが描ききれ

ない現状であるということで、今、合併しても合併

しなくても厳しい状況にあると。そういう中にあっ

て、自立の道を当分の間は続けながら、財政運営を

図っていきたいというふうに思っておるということ

で、御理解いただきたいと思います。 

 それから、２番目の個人情報保護条例の罰則の問

題でありますけれども、我が町におきましては、先

ほども申し上げましたように、新たに罰則条項を設

けるという考えはなく、法律の対応の中で進めさせ

ていただこうという考え方でございます。この個人

情報保護条例の中に、罰則規定がないといっても、

公務員法の守秘義務だとか、いろいろな部分の適用

を図りながら、法律は条例の上を行きますので、法

律の適用を図って運用をしていきたいというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 再々質問。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 合併の件なのですけれど

も、函館の場合、これ全部そうです。合併して、議

員特例を使えばこれは同じなのです、ずっとかかる

のです、財政は足らないのですよ。しかし、一、二

年たつと、それがぱっとなくなって変わるのです。

この辺のところが含まれております。 

 あと、町長は合併状況が整うというように言った

というふうに理解したのですが、そういうことでは



 

― 13 ―

ちょっといかがかなというふうに思います。これか

らは、今月中に合併ということがないのであれば徹

底して、２２年までですけれども、これは５年間。

町長はだけど任期が２１年で終わりますから、せめ

て２１年の任期まで自立でやると、やらなければな

らないのですよ。合併したら、先ほど言った上富良

野の場合、富良野市の、あれはどっと来ますよ、

どっと来ます。そして議員は富良野市が圧倒的に多

いのですから、選挙といったら上富良野から何名な

んていうことは絶対にやりませんから、みんな一緒

です、どっと。それで提案、議決、これで終わりで

す。それがどっとくるから、合併状況を整えるよう

な話はしないでください。これから逆の話になって

いきます。自立で頑張らなければだめなのです、４

月以降は徹底して。これは厳しいですよ。 

 ということは、職員の給料半分ぐらいにするまで

の覚悟もいるし、覚悟ですよ、ここに。それから、

住民に対して、きょうの新聞にも出ていましたです

けれども、職員をカットして、今後は施設使用料な

どの値上げも検討せざるを得ないなんて、自立なら

当たり前の話なのですよ。これをさらに上げてい

く、これも限界が来るのですよ。その限界というの

をどの辺でもって来るかというのを、これは町長は

やっぱり考えなければなりません。昔なら一揆です

よね、限界まで行ったら。これは町長として考えな

ければならないと思いますね。これよろしくお願い

します。お願いではないのですけれども、お考えい

ただきたいというところです。 

 私だって一緒に、私は町長のお考えにはほとんど

賛成しております。ここのところだけがかみ合って

いなかったのですけれども、ここに来てかみ合うか

なと思ったら今度また逆転しますからね、町長は合

併の状況どうとかこうとか、私は自立で行けと、今

度逆転の状況になりかねないということにならない

ように、町長は町民をよく見ていただきたいと思い

ます。もう怒りの声が上がっております。怒りの声

が上がっております。前はやっぱり自立ですよと

言っていました。多分、担当なんか聞いていると思

う、怒りの声が、これずっとやって次またといった

ら、どっと上がってきます。そのときどうするかと

いうようなところもあわせて、町長、お考えいただ

きたい。 

 それから、次、個人情報保護条例の、これ、こう

いうことですよ。私、個人情報保護条例制定したと

き、助役とちょっと話ししたのですよ、罰則がない

のではないかと言ったら、いや、これ法律ができま

すからと、そういう答弁もらっているのです。とこ

ろが、法律が出てきても、やりませんということで

すものね。こういうことなのですよ。個人情報保護

法自体、民間業者については名簿業者を規制できな

いなど抜け道があると、ここなのですよ。名簿業者

ということですけれども、私、住民会長やっておっ

たら、新しくなったにもかかわらず書類がくるので

すよ、どこから漏れているのかと。これ全部そうだ

と思いますね、公職についた人のそれ全部漏れて、

その系統に全部私は行っているのではないかと思い

ますよ。 

 これは大変な話です。そういうことがあるから、

それでこれをつくったところで抜け道はあると。し

かし、各自治体が創意工夫して個人情報を守るとい

う実績を積み上げることで、逆に法律の不備を正し

ていけるということなのですよ。ですから、罰則の

ない欠陥条例は不備なところを補整をして、そし

て、さらにみんなで守っていくという、この辺では

ないかと思います。この問題は、先ほど住民自治の

問題が、質問、同僚議員からありましたけれども、

ここに入ってくるのですよ。住民自治と行政が混然

と一体となってくるのです、これからだんだん。別

だなんていうことにならないのですよ。助役、いい

ですか。別ではないのです。行政と住民自治が、こ

れからオーバーラップしていく時代に入ってくる。

そうすると、ここでまた情報が錯綜するのです。そ

ういう意味からも、法律というか、条例というのは

きちっとしていた方がよろしいのではないでしょう

かと、私は言っているのです。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、再々答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 合併問題でありますけれども、現状で私自身は３

月３１日まで、以前から何度も申し上げております

ように、特例法のある期間に合併する考えはござい

ませんということでお答えさせていただいておりま

すように、その意思はございません。 

 ただ、これからの課題で、合併新法の中において

どのような対応を図っていけるのかと。やはり財政

運営を図る上において、今、行財政改革実施計画を

立てて中期の財政見積もりを立てておりますが、こ

れもあくまでも財政見積もりでありまして、三位一

体改革の１６、１７、１８年度は過ぎて１９年度以

降の地方財政の国の方向性がどう定まるのか、これ

が全く見えないというような状況下で、非常に不安

定な要素がたくさんあるわけでありますが、私とい

たしましては、現状における自治の中で、上富良野

町という自治の中で自立の道を進めていくというこ

とが現状であるということで御理解をいただきたい

なというふうに思っております。 

 町民の皆さん方にも、合併すればこういうような
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ことになりますよと、合併しなければこういうこと

ですよということを明確に示して、そして合併した

方がいいわというような、合併した方が自立よりも

状況がいいというところが明確に出てくるのであれ

ば、合併という選択肢もひとつ協議の中で考えてい

かなければならないけれども、現状では、私はどち

らもこうだという将来像を描け切れない、国の方向

性が定まっていない。ただ、国は一方的に合併を推

進するだけ。しかし、地方財政をどのようにしてい

くのかということが全く見きわめられない。ただ１

０年間はこうしますよという形しか見えてこないと

いう現状の中で、合併を焦ることは私としては考え

ていないということで、御理解いただきたいと思い

ます。 

 次に、条例の件でありますけれども、これは議員

からも御質問にありましたように、国はことしの４

月からこの条例をつくるわけでありますが、町は先

駆けて個人情報保護条例を制定して今日に至ってお

ります。その罰則につきましては、すべての条例で

ありますけれども、町の条例にすべていろいろな部

分で罰則規定を設けているかというと、そうではな

くてない部分もございます。そのかわりに、その条

例の上をいく法律が、罰則についての適用を図って

いただくというような形でおりますので、現状にお

きましては個人情報保護条例に新たに罰則規定を設

けていくということではなく、法律の適用をもって

運用していきたいというふうに思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、４番梨

澤節三君の一般質問を終了いたします。 

 次に、３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 私は、２項目について一般

質問をいたします。 

 １点目、自衛隊の上富良野町駐屯地の存続につい

て。 

 上富良野町には、昭和３０年から自衛隊上富良野

駐屯地が創設されて、我が国の防衛はもとより、国

際貢献活動や災害派遣などの任務で活躍されており

ます。このほど政府より策定された新たな防衛計画

大綱について、防衛庁は陸・海・空自衛隊の編成や

装備などの素案をまとめたが、陸・海・空自衛隊の

主要装備を削減する一方、テロなど新たな脅威に備

える体制の強化や国際協力活動の充実に向けた装備

体系と組織を変革する内容が発表されているのであ

ります。 

 特に陸上自衛隊の主要装備では、戦車や自走砲な

ど火砲を大幅に削減する方向が打ち出していること

は、これら装備が多数配備されている当町の部隊へ

の影響が懸念されるものであり、新たな体制への移

行に伴い、隊員の削減が行われた場合には、地域経

済に対し、大きな影響を与えることは必至でありま

す。広大な演習場と、近代設備の弾薬庫を抱える上

富良野駐屯地の現状での存続を求める地域の意向を

踏まえ、町長はどのような方針で存続に向けて行動

を行っているのか、また、道内に駐屯する市町村の

動きはどのようになっているのか、お伺いをいたし

ます。 

 次に、２点目の道州制について。 

 日本の新しい国の形の構築を目指し、検討が進め

られている道州制について、国や北海道において

は、平成１２年から北海道の未来を展望して道州制

に関する検討を始め、平成１５年８月には「分権型

社会のモデル構想・北海道から道州制を展望して」

をまとめ、道州制を基本とする分権型の社会のあり

方について、広く道民の意見交換が進められてきて

いるところであります。道州制が地域の活性化に結

びつくと判断し、そのためには町民へ道州制の意義

が理解され、どのようにつながっていくかが重要と

考えることから、次の点についてお考えをお伺いい

たします。 

 一つ目、国から道・市町村への移譲について。二

つ目、町民生活への影響について。三つ目、道州制

モデル事業について。以上、３点について質問をい

たします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番岩崎議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１点目の自衛隊駐屯地の存続に関する御質

問にお答えさせていただきます。 

 この件につきましては、昨年秋以降、道内各地で

大きなニュースとして、新聞等で報道されたところ

であります。これらを受けて、さきの１２月議会に

おいても、複数の議員から削減対策に関する一般質

問を受け、私の基本的な姿勢について述べさせてい

ただいたところでありますが、この問題に対して

は、当町を初めとする自衛隊を抱える関係自治体は

もとより、広く周辺自治体とも連携し、各関係する

機関等に対して、削減阻止に向けた活動を行ってき

たところであります。これら当町の活動について

は、既に１２月及び３月の定例議会の行政報告でも

述べさせていただいたとおりであります。 

 この問題に関しましては、今後とも、機会あるご

とに、当町が他に誇れる自衛隊との協調関係をもと

に地域を発展させてきたこと、また、演習場を抱え

る地域特殊性などを切に訴え続けながら、できる限

り現状から大幅な隊員の削減にならないように、関

係方面への働きかけをしていく覚悟でございますの

で、議員各位におかれましてもお力添えを賜ります
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ようお願いを申し上げるところであります。 

 次に、２点目の道州制についての御質問にお答え

させていただきます。 

 道州制につきましては、分権型社会の構築であ

り、これまでの中央を起点とした仕組みから地方を

起点とした仕組みへと、根本から改革しようとする

ものでありまして、その先行的な取り組みとして、

道州制特区により北海道において種々検討されてい

るところでありますが、現段階では、その方向が明

確に示されている状況にないことを前提に、御理解

をいただきたいと思います。 

 まず、１番目の国から道・市町村への移譲につき

ましては、道州制における基本的な権限や事務事業

の移譲については、国は日本国として一体として国

際的に対処する役割を果たし、道州は管轄内におけ

る市町村の境界を超えて、その効果が及ぶ事項を果

たす役割、市町村は住民の日々、日常生活に密着し

た多くの事項に対処する役割を骨子として、可能な

限り地域を主体とする社会づくりを目指すべく、各

種事務事業や権限の移譲が検討されているところで

あります。 

 ２番目の町民生活への影響につきましては、現段

階では自治体の人口規模等によって、権限や事務事

業が配置されているものが多く、これらの取り扱い

について検討がなされている状況下にあります。特

に、現下の厳しい自治体財政状況から、移譲に伴う

必要財源や人的要素など、多くの解決されなければ

ならない課題があり、北海道において検討が行われ

ている段階であります。 

 ３番目の道州制モデル事業につきましては、この

モデル事業については道州制特区の推進のモデルと

して、国の関与を大幅に排除し、あくまで道州の単

位と想定される北海道が事業化しようとしているも

ので、現段階では直接市町村事業へ波及するもので

はありませんので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 再質問をいたします。 

 １点目のただいま自衛隊上富良野駐屯地の存続に

ついて、町長の答弁によりますと、広く周辺自治体

とも連携し、各関係機関等に対して、削減阻止に向

けた活動を行ってきたとのことでありますが、その

活動内容につきまして、町長はたびたび上京されて

いろいろな行動をされていると思いますけれども、

それらも含めまして、もう少し詳しく説明を願いた

いなというふうに思います。 

 次に、上富良野駐屯地には約２,０００名の隊員

がいるということ伺っておりますけれども、この

方々の町内各方面に対する経済的にプラスになる波

及効果というのは、大変大きなものがあるというふ

うに理解をしているところであります。この隊員さ

んの町内の在住者の数、それから町外からもかなり

の方が通勤をされているというふうに伺っておりま

すけれども、美瑛、旭川方面、また、中富良野とか

富良野近郊よりの通勤者がどのくらいの数がおられ

るのか、お伺いをしたいと思います。 

 それから、自衛隊の関係の固定資産的な措置や施

設に対しての交付金等が年間相当来ているというこ

とでございますけれども、上富良野町に防衛庁の方

より来ている額をお示し願えれば幸いかなというふ

うに思います。 

 ２点目の道州制について、再質問をいたします。 

 国から道・市町村への移譲についての答弁の中

で、道州は管轄内における市町村の境界を超えて、

この市町村の境界を超えてという部分ですけれど

も、その効果が及ぶ事項を果たす役割、このお答え

では理解しにくい部分がございますので、暗に私が

思うには、市町村の境界を超えるということは、市

町村合併を指しての文言と受けとめられる部分があ

りますが、町長はどのように受けとめておられるの

か、お伺いをしたい。 

 次に、町民生活への影響についてでありますが、

自治体の人口規模によって権限や事業が配置される

とのことでありますが、我が町は合併せず自立でい

くと、町長のお考えであります。国よりの交付金の

財政措置は大丈夫でしょうか。また、小規模自治体

と言われますと、よそが合併するから、上富良野町

は１万２,０００から３,０００の人口であります。

道州制が発効された場合の住民サービス、福祉サー

ビスに対して低下するようなことはないと思います

が、この点についてお伺いいたします。 

 次に、道州制特区モデル事業があるとのことであ

ります。この上富良野町において、道州制特区モデ

ル事業はどのように置かれているのか、ありました

ら事業名、その内容について御報告をお願いいたし

ます。 

 以上。 

○議長（中川一男君） 町長、再答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番岩崎議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 追加質問がございまして、まだ調整しなければな

らない部分もありますが、現段階の部分についてお

答えさせていただきます。 

 まず、自衛隊関係でありますが、さきにもお答え

させていただきましたように、行政報告でいつも報

告させていただいているとおりであります。ただ、

この削減問題につきましては、昨年の１２月１０
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日、防衛計画大綱が閣議決定されるまでの間は、

オール北海道としての陸上自衛隊の４万人削減とい

うことについての反対運動を北海道は大々的にやり

ました。知事は行きませんでしたけれども、北海道

副知事を中心とし、経済界の代表、２０８自治体の

代表等々含めて大々的な反対運動をいたしまして、

御案内のとおり、それまでは各自治体共同の運動展

開をしてまいりましたが、１２月１０日、閣議決定

がされまして、防衛計画大綱が閣議決定されまし

た。そして中期防衛計画５カ年の計画が策定され

た、その中に上富良野駐屯地の削減も出てきたとい

うような段階になりますと、今度は共同で行動を起

こすということはでき得ません。各自治体の今度は

綱引きでございます。今までオール北海道でやって

いたのが、今度はもうあくる日からは各自治体の綱

引きでございますから、自治体の綱引きに負けない

ように対処するために、我が町としては上富良野町

だけが動くのではなくて、この上富良野駐屯地隊区

の美瑛を含めた６市町村がこぞって組織をしており

ます富良野地方自衛隊協力会としての６市町村が、

連名において防衛庁並びに陸上幕僚長、それから各

関係機関に上富良野駐屯地の削減反対について、現

状維持について要望を展開してまいっているという

ところでございます。 

 それから、隊員によるいろいろな面の波及効果は

どうかということでありますが、質問にありました

隊員につきましては、約２,０００名ということは

既に公表されておりますが、そのうち約１,５００

名が上富良野に在住していると。５００名近くが中

富良野、富良野、美瑛、旭川、各周辺から通ってい

るという状況でなかろうかなという、大枠でありま

す。これは決して駐屯地が発表しているものであり

ませんので、私としての大枠の認識でございます。

その中で、１,５００名近くの自衛隊員が上富良野

町に在住しているということによりますと、それの

家族等々含めて１人の年間消費額というのは、４０

数万円という統計が出ておりますから、言うなら

ば、１,５００名の隊員掛ける家族構成からする

と、少なくても２.５倍ぐらいの人員になるのかな

と、それ掛ける４０万円というと結構な消費、２０

億円を超える消費がなされるのではないか。また、

税金関係で見ますと、幹部だとかいろいろな方で違

いますけれども、大体平均２０万円ぐらいの税を納

めていただけるのかなということになりますと、

１,５００名掛ける３億円ぐらいの地方税が入って

くるのかなと。それから、また、基地交付金だとか

関係する部分でありますけれども、調整交付金、あ

るいは基地周辺整備事業費、今農協さんの事業主体

になっております麦の乾燥施設だとかつくっており

ますが、これらの事業費は年間大体１０億円ぐら

い、それから障害防止とか何とかを含めて、基地交

付金等々含めているのと防衛施設庁の建物、これは

固定資産税相当に当たるものを国からもらっている

というような部分で約１,０００万円弱ぐらいとい

うようなことで、何だかんだ対応しますと、３３億

円ぐらい町に対する波及効果があるのではないかな

というような試算をいたしております。 

 これがなくなれば、この３３億円強の部分がなく

なっていくということに相なるというようなこと

で、何としても現状維持の駐屯地を今後も町民挙げ

て、また、富良野圏域、自衛隊協力会傘下の６自治

体挙げて強力に要望運動の展開をしていきたいとい

うように思っておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

 次に、道州制の問題でありますが、さきにもお答

えさせていただきましたように、私どもといたしま

しては現段階では道州制の確たる方向性を確認でき

ない、よく示されていない状況下でありまして、

微々細々についてお答えするというのはなかなか難

しい。今、北海道と権限移譲につきましても２,０

００幾つかと、初めは２千二、三百というような話

がありましたが、だんだんだんだん減ってきまし

て、２,０５０以下になってきたと。これら権限移

譲を市町村が受けれるか受けれないかというような

ことで、今、北海道と調整をしている最中でござい

まして、あらゆる面でまだ議員の御質問に対しまし

て、こうです、ああですという細かい部分を、町民

にはどういう影響が出てくるのかと、市町村にはど

ういう影響が出てくるのだということを今の段階で

はっきりと明言できない、内容が十分わからない。 

 こういう場所でちょっとうまくないかもしれませ

んけれども、道州制の推進に当たっても、内閣が改

造されたらどうなるのだろうというような部分もな

きにしもあらずということで、全く北海道は今一生

懸命になっておりますし、市町村も一生懸命北海道

と道州制特区の推進について、今、一生懸命やって

おる段階であるということで御理解ください。 

 それから、道州制は管轄内における市町村の境界

を超えて、その効果及び事項を果たす、役割を果た

すのでないかというお答えにつきまして、決して市

町村合併を促進するという意味ではなくて、市町村

を超えて道州という枠の中で道州制の事項を果たし

ていく、役割を果たしていくということだというこ

とで、御理解いただきたいと思います。 

 答弁漏れもたくさんあるかと思いますが、御理解

をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 行政改革推進事務局長、答

弁。 
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○行政改革推進事務局長（米田末範君） ３点目の

モデル事業の関連でございますが、これにつきまし

ては、道州制の推進ということで、国と道の関係の

中で進めているものでございますが、町の関連とい

たしましては、道路事案、それから河川事案がござ

いまして、道路事案では３路線が継続されている改

修等に３路線、それから河川につきましては富良野

川流域の関連で、トラシエホロカンベツ川の関連の

改修が新年度でまた予定がなされているという段階

でございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 再々質問いたしますが、た

だいま町長の説明の中で、町税、それから国よりの

交付金についての説明がございまして理解をしたと

ころでありますが、駐屯地内での使用で上水道並び

に下水道の利用料についてはどのような収納になっ

ているのかがわかれば、今、聞きました町税の分

で、わかりました。 

 それで、町長は、定例会の初日の執行方針を述べ

た中で、上富良野駐屯地が５０年の節目を迎える、

自衛隊演習場については、１３ページの執行方針の

中でうたっているところでございますけれども、自

衛隊演習場については整備拡充を求める意向という

文言がございますけれども、発表になってございま

すけれども、内容についてはどのようなお考えか、

伺いたいと思います。 

 それから、地元の隊員が１,５００名、それから

町外の通勤者が５００名ということで、これらの隊

員の波及効果についても詳しく説明いただきまし

て、上富良野産品の地産地消、地元商店街での買い

物、通勤者のガソリンの消費だとか、また、アパー

ト・マンションの利用等さまざまな分野で経済的な

効果があるものと思われます。今後とも自衛隊の現

状での存続に向けて、最善の努力を期待いたしたい

と思います。 

 次に、２点目の道州制についてですけれども、道

州制に伴う事務事業の権限移譲の受け皿づくりと、

富良野地方広域市町村振興協議会内に事務者レベル

による専任のプロジェクトチームを設置すると、こ

のようにうたっておりますけれども、振興協議会の

事務所はどこの町村のどのような場所に設置するの

か、それから事務者レベルのプロジェクトチーム、

１名を４月の定期異動で適任者をとありますけれど

も、このプロジェクトチームに派遣される職員は、

広域の中で課題が出たときにだけ出向くのか、それ

とも専従として出向するのかをお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩をいたします。 

─────────────────── 

午前１０時５１分 休憩 

午前１０時５１分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解きます。 

 ３番岩崎治男議員の再々質問に対し、町長の答弁

は演習場の拡張に対する考え方、この１点だけを答

弁させていただきます。 

 町長、再々答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番岩崎議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 行政報告の中で、自衛隊削減の反対要望の中で、

演習場の整備拡充ということをうたっているが、そ

れはどういうことかということでありますが、行政

報告でも申し上げておりますように、我が町の駐屯

地は演習場と、多田弾薬庫という特殊なものがあり

ますよと。そういうことを対応した中で、演習場と

いうものを自衛隊の演習道場として使いやすいよう

に整備をしながら、不足の部分については拡充も図

りながら、駐屯地として、あるいは自衛隊として演

習場の利用しやすいような整備を図ってくださいよ

と。そして、そのことによって自衛隊の駐屯の規模

を縮小するようなことのないように、ひとつ演習場

というものをよく理解してくださいと。多田分屯

地、多田弾薬庫というものを理解してくださいとい

うことで、要望の中でお願いをしているということ

でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、３番岩

崎治男君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩をいたします。 

─────────────────── 

午前１０時５３分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩に引き続き、一般

質問を続行いたします。 

 次に、１番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 私は、さきに通告してあり

ます２点について質問をいたしますが、質問は簡潔

に、答弁は簡明にということですので、よろしくお

願いいたします。答弁が簡明でないと、どうしても

質問も簡潔でなくなりますので。 

 初めに、次世代育成についてをお伺いいたします

が、社会における最も大切な次世代育成環境が危機

にさらされております。幼い命を奪う凶悪犯罪、虐

待、性犯罪、みずから犯す凶悪犯罪、窃盗、麻薬、

売春などなど最悪の状況下にあります。彼らが育つ

環境に何が起きているのか、彼らの心に何が起きて
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いるのか、行政として審議、熟慮をし、環境改善対

応を図るべきであります。 

 新聞・テレビで連日のように報道されているよう

な最悪の事態が、ほとんど無防備な当町に発生しな

いとは、だれしも断言できないところであります。

当町においても児童に対する不審者の出没が昨年１

１月にあり、大変に憂慮すべき事態であります。次

世代育成全般について、行政の中での位置づけ、施

策、若い人たちが安心して子を産み、育児に専念で

きる環境づくり及び健全育成に、行政は最大の努力

をしなければなりません。次世代育成は行政はもち

ろん、全町民の責任でもあると考えるが、行政とし

て育成の大切さ、あらゆる危険からの保護、環境改

善などなどについて啓蒙に努めるべきであります。

理事者としての施策・対応について、責任ある明確

な答弁を求めます。 

 次に、ごみの不法投棄について質問させていただ

きますが、ごみの分別排出制定後において、規則を

無視した不法投棄が頻繁にあり、各町内でいろいろ

と策を講じるが、依然として後を絶たず、万策尽き

て困窮している現状であるが、行政として罰則を加

えた不法投棄禁止条例を制定して対応を図ってはい

かがと考えるが、対策についての考えをお伺いした

いと思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の１点目の次

世代育成についての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 議員御指摘のとおり、児童虐待や児童が犯罪に巻

き込まれる事件、また、児童が凶悪な犯罪にかかわ

る事件など、児童がかかわる痛ましい事件が連日マ

スコミ報道される状況にあり、私自身も非常に憂慮

しているところでございます。 

 児童虐待や非行、不登校など、いわゆる要保護児

童の対策につきましては、昨年、児童福祉法並びに

児童虐待防止法が改正され、これまで児童相談所が

対応しておりました要保護児童に関する通告先とし

て、新たに市町村が加わるとともに、相談窓口及び

総合支援等について、市町村の責務として法的に位

置づけられ、本年４月１日から施行されることとな

りました。 

 このため、本町においても早急に体制の整備を図

る必要があることから、関係機関で組織する上富良

野町要保護児童対策地域協議会を本年３月中に設置

して、連携を強化する中から児童虐待の予防、早期

発見などの体制づくりに万全を期していく考えであ

りますので、御理解を賜りたいと思います。 

 また、児童が犯罪を起こさない、犯罪にかかわら

ないよう安全・安心な町づくりを進めるために、町

の次世代育成支援対策行動計画の基本目標を定めて

おりますところから、青少年健全育成をすすめる会

等の活動を中心に、防犯協会・学校・保育所等各関

係機関が密接に連携し合い、さらに地域住民の協力

体制を構築のための啓蒙活動の推進をするなど、児

童の健全育成を地域で支える体制づくりのため、積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、２点目のごみの不法投棄についてお答えさ

せていただきます。 

 ごみの処理に関しましては、平成１４年１０月、

一部有料化を実施し、地域の総合協力と行政がとも

に協力して取り組んでおり、排出から処分に至りま

す工程で、それぞれ役割区分されておりますこと

は、既に御承知のとおりであります。御家庭から排

出されますごみにつきましては、分別を含め町が指

定いたします集積場所への排出とその管理までは、

排出者の皆さんが管理していただくことであり、収

集運搬・処理に至る工程につきましては、町の管理

責任で行うことで、その役割を明確にさせていただ

いているところであります。 

 御質問の町内における集積場所への不法投棄につ

いてでありますが、あくまでもモラルによるもので

ありますので、クリーン推進員の皆様を中心に、町

内の皆さん方が粘り強く秩序維持に努めていただく

しかないのではないかと考えております。 

 したがって、町が独自に罰則を加え、条例を設け

ることにつきましては、取り締まり体制等種々の課

題も多く、制定の考えはございませんので、御理解

を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問。 

 １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 初頭に申し上げましたが、

明快な答弁とまではいかないのかなというふうに考

えております。 

 ここで初めに、１１月に発生しました不審者の出

没により、防犯灯等の設置が迅速に行われたことは

評価いたしますが、この問題については、以前に私

は一般質問その他で再三要望しており、また、地域

からも要望書が上がっていると思います。私は、こ

とがあってから行政が施策を講じるのではなく、そ

れ以前に施策を講じるべきでないかなと思います。

ちょっと苦言ですが、申し上げておきます。 

 町長の今回の答弁内容については、児童福祉法及

び児童虐待防止法とか上富良野町要保護児童対策地

域協議会云々とか何点か挙げられましたが、私も既

に十分に説明を聞いており、承知しておりますが、

質問内容について具体的説明がなく、質問内容に対
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し不十分であります。これだけのことで解決できる

のか、根本的に何が足りないのか考えていただいた

でしょうか。物の価値観の変化、個人主義などなど

による人と人とのコミュニケーションの欠如が、大

きな要因となっているものと考えます。 

 人と人とのコミュニケーションは、あいさつから

始まると言われております。私は何回となく行政が

中心となって、全町挙げて対応すべき重要性を要望

いたしましたが、一向にその成果が上がっていない

現状にあると思いますが、次世代を取り囲む環境の

中で続発する犯罪は凶悪化し、２月４日の愛知の幼

児刺殺は日本じゅうが震撼し、子育て中の親たちは

驚愕し、恐怖におののいたことでしょう。 

 この新聞記事を見てください。即死したであろ

う、頭に包丁の刺さった我が子を抱えて、救急車を

と叫ぶ母、この悲惨極まりない記事を町長、あなた

も涙を流して読まれたことと思いますが、しかしな

がら、果たして、全国ではそうした方は驚くほど少

ない数字でないかと考えます。議場の皆さんはいか

がですか、こうした問題について私たちは不感症に

なっていませんか、このような社会環境をつくり出

したのは、社会全体の責任であります。私たちは環

境改善に最善を尽くし、取り組むべきであり、こう

した問題に対する基本となる人と人とのコミュニ

ケーションづくりを行政が中心となり、職員が範を

示し、全住民に対して啓蒙して、町じゅうが明るい

あいさつであふれる町づくりを目指すべきと考える

が、町長の熱意を持った施策について答弁を求めま

す。 

 次に、ごみの不法投棄でございますが、この点に

つきましては、なるほど町長の答弁のように、集積

場所までの責任は住民が負うべきと、それからの搬

出等については町が責任を持って行いますというこ

とですが、不法投棄というのは町内会に入ってない

人、または他の町内から持ち込んで不法投棄を行

う。それを見つけて注意すると、夜中に持ってきて

投棄するという悪質な状況であります。町長は、ク

リーン推進員の皆さんを中心に、町内の皆さんが粘

り強く秩序維持に努めてくださいということです

が、もう限界を超えています。これは、町としても

一つの方法を考えていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げたように、罰則を加えた不法投棄

禁止条例などを設けて対応していただければ、それ

なりの効果があるのでないかと思いますが、再度、

この点について誠意を持った答弁をお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町長、再答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１点目の次世代育成のいろいろな課題であ

りますが、私自身も新聞紙上等々の報道に出るよう

なああいう痛ましい事件が起こるということにつき

ましては、非常に憂慮いたしておりますし、あのよ

うな事件がこの地域で起きるなんていうことは本当

に予測だにもしたくはないと。そういうことの起こ

らない町づくりを、安全で安心な町づくりを目指し

ていかなければならないということで、現在、次世

代育成による支援行動計画を策定させていただきま

して、その対応を進めているところでございます。 

 さきに申し上げましたように、お答えさせていた

だきましたのは、一つの課題として、今、法の改正

に伴う児童虐待等々の件についての、町がその窓口

を担うことにもなったというようなことから、要保

護児童対策地域協議会を設立して、そういった対応

まで拡大していくように進めてまいりますよという

ことを、新たな事業展開をしてまいりますよという

ことを申し上げたのであって、議員も御承知のとお

り、町はこれだけのことしかしてないわけでなくて

数多くの、教育委員会としても児童生徒並びにいろ

いろな対応の中での事業の展開をしておりますし、

また、町民生活課の方でもその対応を図っていると

いうようなことで、新たには、また、昨年４月から

新たな部署としてつくりました子育て支援班等々の

中での次世代育成の対応を図ってきているというこ

とで、数多くの事業の展開をしておるということを

ひとつ御理解いただきたいということで、今、申し

上げたことしかしていないということではないとい

うことでひとつ御理解をいただきたいと、数多くの

事業の展開をしていると。 

 議員のおっしゃるように、コミュニケーションづ

くりが必要だと、そのとおりでありますから、そう

いう中での事業展開も実施しておるところでありま

すので、ひとつスポーツの面においても子供たちの

育成の対応を図っていく各種事業展開もしていると

いうことで、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、もう１点の集積場の対応であります

が、さきにお答えさせていただきましたように、議

員とは見解が違うかもしれませんが、町の基本方針

は今さら変える考えはございません。どこまでが住

民の責務であって、どこからが行政の責務であると

いうことの位置づけだけは、これはその現状の中で

対応していきたいというふうに思っておりますし、

議員のおっしゃる不法投棄ということにつきまして

は、不法投棄があるとするならば、これは法律上も

罰則規定がありますから、不法投棄に対する対処は

進めていきたい。 

 しかし、議員のおっしゃる集積場に他の住民が
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持ってきて置くということは、これは不法投棄とい

うことには私は相ならないというふうに思っており

ます。これらにつきましては、それぞれのモラルの

中で今後も住民がやるべきもの、行政がやるべきも

の、そういったものの中で対処していただくよう協

力をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問。 

 １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 再々質問をさせていただき

ますが、次世代育成について、もうおわかりかと思

いますが、１点だけを答えていただきたいと思って

質問しております。 

 こうした現代社会における最悪の環境ということ

は、あらゆる階層においての人と人とのコミュニ

ケーションの欠如が原因だと、私は思っているので

す。そこで簡潔に申し上げますが、町として、再三

私が今までも質問したことですが、人と人とのコ

ミュニケーションはあいさつから始まると言われて

おります。そうしたことを町づくりのスローガンと

して全町民に呼びかけ、ここでちょっと苦情を申し

ますが、職員の方たちの中にも顔を合わせてもあい

さつしない方もいらっしゃいます。そんなことでは

なくて、やはり全町民が常に人と目が合ったらあい

さつする、明るい声であいさつ、そうしたことがコ

ミュニケーションを図ることであり、それが始まり

であります。そうした根本的なことを解決しない

で、こういう事態が起きたらこうしよう、ある事態

ではこうしようということでは解決にならないと思

うのですよ。町長は、この点についてどう考えてい

るのか、今後、これからこうしたことを全町民に呼

びかけて、人に会ったらあいさつ、目が合ったらあ

いさつ、子供に会ってもあいさつ、そうしたことが

徹底できるような町づくりを目指していただきたい

と思う。 

 ここでちょっとお聞きしますけれども、町長は町

で子供さんに会ったら必ずあいさつしますか、知ら

ない子供さんに。あいさつしないでしょう。町の理

事者ともあろう方が、そんなことだから社会はおか

しくなってしまう。これからは、職員も皆さんも必

ず声をかけてあげてください、子供たちに。必ず元

気な声が返ってきます。そうしたことを私は求めて

いるのです。この点について、町長、今後腹をしっ

かり据えてやっていただけるのかやっていただけな

いのか、はっきりした回答をお願いいたします。 

 次に、ごみの不法投棄でありますが、たしかごみ

のステーションにごみを持ってくるのは違法であり

ません。それが指定された袋に分別してくるならい

いのですよ。指定されていないごみ袋に、生ごみも

缶詰缶もあらゆるものを突っ込んでぽんと投棄して

いくのです。どうかそういう点を踏まえて、ひとつ

各町内が納得できるような施策を考えていただきた

いと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、再々答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 町長も子供さんや住民に会ったらあいさつするか

と言われまして、はたと私も御指摘の部分はあるな

というふうに再認識させていただきまして、これか

ら町民の皆さん方にお会いしたら、あいさつはしな

ければならないなというふうに反省をいたしておる

ところであります。 

 議員のおっしゃるあいさつ運動の展開を町挙げて

実施するということは、非常にいいことであるとい

うふうに思います。ただ、これを行政が主体になっ

てやるのか、あるいは何らかのそういった組織が主

体になってやるのか、そういうことも含めながら今

後このあいさつ運動、昔からありますオアシス運動

という運動が展開されておりましたけれども、そう

いったことの展開等々につきましては、今後、どの

部署ということではなくて、縦割りで物を考えるの

ではなくて、こういったことについての推進につい

ても、十分配慮していかなければいけないなという

ふうに思っております。 

 次に、ごみの排出でありますが、これにつきまし

ては、先ほど来お答えさせていただいておりますよ

うに、現在の排出方法についての対応について、行

政と住民との部分についての部分を改正する考え方

は持っておりませんが、議員御質問にありますよう

に、分別がされていないということにつきまして

は、今後、所管を通じながら、また、広報、あるい

は防災無線等々を通じながら分別収集の啓蒙につい

て、今後、推進を図っていきたいというふうに思う

ところであります。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１番清

水茂雄君の一般質問を終了いたします。 

 次に、９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） さきに通告してありました

点について、町長及び教育長に見解を求めるもので

あります。 

 第１番目には、訪問介護制度の見直しについて質

問いたします。 

 今、国では、介護保険制度を導入５年後の介護制

度の見直しを進めております。今、検討されている

主な内容というのは、保険料の負担のあり方、施設

介護、在宅介護等の利用料や、高齢者が地域で自立

して生活送れるような体制づくりを進めるとしてい

ます。また、同時に、新年度からは一部前倒しして
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実施するとしています。訪問介護で見てみれば、現

在の認定区分要支援を１から２に区分する、あるい

は要介護１を区分するなど、全体的にサービスの向

上を図るのだというふうにしています。 

 その内容を見てみますと、筋力トレーニングや栄

養指導など、また、調理や洗濯など自立を目指す内

容となっています。今回の改定の背景には、国が

言っているのは、現在の家事代行型では高齢者の自

立促進を抑制しているから、この制度を抜本的に見

直すのだということを指摘しています。しかし、上

富良野町の現状を見てもわかるように、要支援と要

介護１と認定された高齢者の方においては、例えば

週１回の通所サービスを受けている高齢者、この高

齢者にとっては通所サービスの中で、他のお年寄り

と話し合うのが楽しみだという状況の中で、ここに

おいても引きこもりを防いでいるというのが実態で

あります。また、同時に、家事手伝いに至っても、

高齢者は、ヘルパーさんが来るのを楽しみにしてい

るという現状であります。ですから、きちんと介護

を受けている人ほど、状態の悪化というのは軽減さ

れているというのが現状で、現場の多くの方々の声

を聞いても共通の認識となっているのが現状であり

ます。 

 また、介護予防のあり方については、この制度が

発足した当時から既に課題となっており、今、改め

て介護予防が取り出されている背景というのを私た

ちは重視しなければなりません。この背景には、受

診抑制を抑え、国の給付を削減するというねらいが

あり、そこからはじき飛ばされた方々の対応という

点でも多くの課題や問題点を抱えているものと、私

は考えております。 

 以上のことを述べまして、町においては今回の制

度の改正に当たって、問題点や課題点をどのように

押さえているのか、この点について伺っておきたい

と考えております。 

 次に、施設介護制度の問題について伺います。 

 今、国・政府においては、この１０月から特別養

護老人ホーム、療養型施設、老人保健施設、ショー

トステイ、さらに通所介護などの利用者からも介護

保険の１割負担とは別に、住居費や食費代を徴収し

ようという計画がされております。その背景という

のは、在宅と施設利用者との公平性を上げている、

つまりギャップがあり負担感が公平でないから、こ

れを導入して公平に保とうということであります。

これが実施されるということになれば、施設の利用

している方、在宅を利用している方にとっては、大

幅な値上げとなるということは言うまでもありませ

ん。 

 今回の改正で、例えば国のモデルケースで上げて

いるところを見れば、介護度５の人では、相部屋で

は、年金２６６万円を超える人で、５万６,０００

円が８万７,０００円になると指摘され、また年金

額８０万円から２６６万円の方では、相部屋で４万

円が５万５,０００円になると言われています。い

ずれにしても、入所者の負担感は当然出てくると言

わざるを得ません。ですから、制度の改正された場

合、上富良野町にも特別養護老人ホームがあり、そ

こに入所している方が当然おります。その制度の改

正によって、入所者の負担額は変更前と変更後では

どのようになるのか、お伺いいたします。 

 次に、指定管理者制度の問題についてお伺いいた

します。 

 国は、公の施設を指定管理者制度に移行しようと

しています。現在、公の施設の管理規定は、これま

での委託方式から指定管理者制度に平成１８年度ま

でに直営にするのか、あるいは指定管理者制度に移

行するのか、自治体に求めています。この間、町に

おいてもその策定、今後の計画が進められ、現在、

町においては１０４の施設があり、もう既に部分的

な委託管理されている施設もあります。その中に

は、西保育所のように、もう既に指定管理者制度に

移行している施設があり、この選定の過程において

は、まさに選定の過程が、非常に不鮮明であったと

いうことを私は、この選定に当たって指摘しておき

ました。 

 本来、こういう指定管理者制度に移行するに当

たっては、その移行段階というのは住民にも、当

然、透明性の上でも、きちっと明らかにされなけれ

ばならない問題もたくさんあるわけですから、当

然、住民の生活に深くかかわる施設がたくさんあ

り、行政の都合でいとも簡単に委託されるのでは道

理がありません。 

 そこでお伺いしたいのは、町は平成１８年度まで

にどのような施設を指定管理者制度に移行しようと

しているのか、また、住民とのかかわりで極めて公

共性の強い施設については、直営で管理すべきだと

考えますが、この点についても明確な答弁を求める

ものであります。 

 次に、農業行政についてお伺いいたします。 

 今、農業の担い手というのは非常に高齢化社会、

従事者が減少するという状況の中で重要視されてお

ります。また、後継者対策に至っては、各自治体に

おいては、それぞれの特徴を生かしていろいろな手

立てをとって、後継者対策の充実をうたっておりま

す。しかし、今回、上富良野町の予算を見ますと、

従来の農業後継者対策制度が後退するという状況に

なっております。町の説明では、担い手対策や、あ

るいはこの制度の減額分を他の制度に移行したから
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十分だという説明であります。しかし、今、どこの

自治体でも農業後継者を育成しようということが合

い言葉になっているときに、この農業後継者対策制

度を減額するということは、当然、納得できるもの

ではありません。 

 また、農業に従事するお父さん、お母さん、子供

さんが従事するということで大変うれしく思い、ま

た、特別の思いでこの農業者を何とか育てたいと

思っているのは、当然であります。そういう意味で

は、特別の意味を持った農業後継者対策事業をなぜ

廃止するのか、今こそ継続して、充実してこそ、そ

の真価が問われ、その値があるものと考えます。こ

の点について、町長の見解を求めるものでありま

す。 

 次に、給食センター問題について伺います。 

 給食センターが建設されてから２５年間経過して

います。現場を見てみますと、狭く、また調理され

ている方も狭い状況の中で、また、湿度が高いとい

う状況の中で、本当に厳しい、大変な調理をせざる

を得ないという状況になっています。また、保健所

においては、湿度が７０％を超えると、衛生管理上

からも施設が成り立たないということが指摘されて

おり、まさにこの給食センターの施設というのは一

層改善し、充実が求められることは言うまでもあり

ません。 

 また、近年ではＯ－１５７の発生以来、衛生管理

面には特に配慮しなければならないということが指

摘されて、上富良野町における子供の栄養を管理す

るという点でも、貴重な、大切なセンターとなって

いることは言うまでもありません。そういう意味で

は、ことしから一部修繕も行われますが、今後、施

設が既に老朽化するという状況の中で、部分的な修

繕も当然行い、延命策を図るということも大切だと

は思いますが、同時に、老朽化している施設の今後

の改築に向けた計画的な対応というのも必要だと考

えます。この点についての今後の対応について、教

育長の見解を求めるものであります。 

 次に、西小グラウンド整備について伺います。 

 西小のグラウンド整備というのは、既にもう多く

の関係者からも要望が出されております。この間の

質問に対しても、平成１７年度から予算の中で対処

したいと述べておりました。しかし、今年度の予算

の中では、予算化されてないという状況でありま

す。水はけが悪いという状況の中で、子供たちがバ

ケツに水をくんでリレーして、それを排出するとい

う状況であります。 

 子供たちというのは、その一瞬が環境整備が本当

に学校での整備がいかに保ってられるか、これに

よって環境がよくなり、子供たちの関係もいろいろ

な面で改善されていくという点が当然出てくるわけ

ですから、この西小学校のグラウンド整備をいつな

されようとしているのか、この点について教育長の

見解を求めるものであります。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英議員の答弁

は、昼食休憩後といたします。 

 昼食休憩に入ります。 

─────────────────── 

午前１１時５３分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩に引き続き、一般

質問を続行いたします。 

 ９番米沢義英議員の答弁を求めます。 

 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の１点目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、介護保険制度の見直しに関する２点の御質

問でありますが、今般の介護保険法等の改正につき

ましては、制度持続の可能性の確保や明るく活力あ

る超高齢化社会の構築、社会保障の総合化を骨子と

して、制度全般にわたって見直しが行われようとす

るものであります。 

 特に、今回の見直しにおきましては、軽度な認定

者の方の自立を促す視点で、予防を重視した内容を

取り入れられているのが大きな特徴であります。そ

の内容につきましては、認定区分を現行の６区分か

ら、要支援と要介護１の一部を要支援１、要支援

２、要介護１に細分化し、７区分に改めるととも

に、要支援１及び２を予防給付の対象とし、要介護

１から５までを介護給付の対象として、保険給付の

対象が区分される仕組みとなるところでございま

す。 

 御質問１点目の訪問介護につきましては、制度見

直しの趣旨を踏まえ、要介護１から５までの方は従

来どおりの介護サービスを受けられますが、要支援

１及び２の軽度な方々については、単に生活機能を

低下させるような家事代行型のサービス事業につい

ては、制約を受けることとなります。 

 このことにつきましては、要介護状態の軽減や悪

化を防止することを趣旨としており、また、家事代

行の訪問介護サービスが全く利用できないというこ

とではなく、例外的に必要に応じて利用することが

できるものとなっておりますので、この点が制度見

直しの要点かと存じますので、この点を踏まえ、適

切に対処してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の施設介護制度の見直しについての

御質問にお答えさせていただきます。 

 特別養護老人ホームなど、介護保険３施設及び
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ショートステイ等にかかわる制度の見直しにつきま

しては、在宅と施設の利用者負担の公平性、さらに

は介護保険と年金給付の調整の観点から、住居費と

食費について、今年の１０月より保険給付の対象外

とし、利用者本人の負担になることで予定されてい

るところでございます。 

 現在と改正後の入所負担額の比較につきまして

は、詳細な金額等の内容につきましては、今後、政

令や省令等で示されますが、現時点における国の情

報によりますと、要介護５のケースで介護保険料階

層の比較的所得の多い方においては、第３段階の方

でおおむね月額１万５,０００円、第４段階以上の

方で３万１,０００円程度の負担増になる見込みと

されておりますが、第１及び第２段階の低所得者の

方においては、負担軽減の視点から、現在と同程度

の負担額になる見込みであるとの情報を得ていると

ころであります。 

 次に、３点目の指定管理者制度についての御質問

にお答えいたします。 

 指定管理者制度につきましては、御承知のとお

り、地方自治法の改正に基づき、その対応を図ろう

とするもので、既に本年度当初より西保育所を指定

管理者によって、管理・運営の代行を行っていると

ころであります。御質問の公の施設の管理・運営を

民間にゆだねる対象施設につきましては、本年度指

定管理者制度導入プランをパブリックコメントを経

まして策定したところであります。現在、町が保有

しております１０４の公の施設のうち、管理委託制

度による７施設については、制度移行が求められる

ものであり、当面この７施設について平成１８年４

月をめどに、指定管理者に移行する考えでおりま

す。 

 その他の施設につきましては、それぞれ施設の特

性によって、今後、指定管理者への移行を検討する

もの、直接職員を配置するもの、地域の自主的な運

営を促進するものなど検討を重ね、民間の力を導入

することで、より効率的な行政サービスが展開でき

るもの、また、地域における雇用の場としても効果

を発揮するものなども視野に入れ、検討を進めてま

いりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 次に、４点目の農業後継者対策費に関する御質問

にお答えいたします。 

 農業後継者対策については、これまで新学卒者、

あるいはＵターンして農業につく方々を対象に、就

農祝い金として１人当たり１０万円を贈り、激励申

し上げてきましたが、平成１７年度よりこれらの

方々に対して、従来の方法から、農業経営を実践し

ていただくために、経営管理、営農技術についての

研修会、講習会を開催する中で、後継者としてはぐ

くんでいけるよう激励してまいりたいと思いますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中川一男君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ５点目の学校給食セン

ターに関しまして、老朽化が進む中、衛生管理面で

の今後の対応についての御質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 御承知のように、本町の学校給食センターは、昭

和５５年１月に完成し、同年４月から小中学校に給

食を提供し、今日に至っております。建物につきま

しては築２５年を経過し、老朽化が進んできていま

すが、施設を適正に管理する上で、計画的に緊急度

の高い部分から改善を図り、平成１７年度において

は蒸気ボイラーの更新や配管の取りかえなどを、防

衛補助事業により実施するよう予算計上していると

ころであります。 

 衛生管理面におきましては、毎年、富良野保健所

の定期検査を受け、改善指導事項については、その

都度改善を図るとともに、調理業務に携わる職員に

も衛生管理の指導徹底に努めています。 

 また、平成１５年８月に大量調理施設衛生管理マ

ニュアルの一部改正がなされ、給食施設などにおけ

る食中毒予防対策が強化されており、今年度の富良

野保健所の定期検査では、特に改正後の翌年という

ことで６月と９月の２度、多項目にわたる検査を受

け、何点かの指摘を受けております。 

 この指摘事項につきましては、既に大方の改善を

終えていますが、新年度において実施するもののほ

か、建物の構造を変えることが必要となるような項

目もありますので、この点は将来的課題として受け

とめているところであります。 

 今後におきましても現状の施設において、適切な

衛生管理の維持に努めるとともに、職員の衛生管理

意識の向上を図るよう指導を徹底し、安全で安心で

きる学校給食の提供に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 ６点目の西小学校のグラウンド整備についての御

質問にお答えいたします。 

 この西小学校のグラウンド整備につきましては、

これまで町議会を初め学校関係者や子ども議会の場

で早期実現の要望を受け、役場内部での協議も終

え、平成１７年度で予算化し、整備するよう計画を

していたところであります。 

 教育委員会といたしましては、平成１７年度の実

施に向けて計画を進めてきましたが、この事業の実

施に向けましては、町の厳しい財政状況から少しで

も有利な財源である防衛庁の調整交付金を予定して

の実施を考えてきましたが、平成１７年度におきま

しては、町全体で調整交付金を財源とする事業が数
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多く予定されたことから、やむなく西小学校のグラ

ウンド整備については、平成１７年度実施は見送ら

ざるを得ない状況となってしまったところでありま

す。 

 しかしながら、この事業につきましては、長年の

学校関係者、また、子供たちにとっての懸案の事業

でありますので、何とか１年でも早く実現するよう

鋭意努力してまいりたいと考えております。ただ、

町の財政状況は、一段と厳しさを増してきている状

況にありますので、教育委員会といたしましても町

理事者、財政当局に事業具現化に向けて十分な協議

を進めていかなければならないと考えておりますの

で、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 再質問を受けます。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 介護保険の訪問介護制度に

ついてお伺いいたします。 

 詳細については、細部についてはまだ出てない部

分がありますが、しかし、はっきりしていることは

家事援助についての制約、いわゆる制限ということ

は、はっきりしています。国の目標数値としては、

４０万人を現在の制度から抑制させようということ

があります。そのために、従来型の生活援助機能で

は、当然、そういったことはできないということで

の、介護予防という形の名目を打った中での施策が

出てきたわけであります。 

 しかし、上富良野町の現場の方に聞きましても、

専門の方に聞きましても、今の国が言っているよう

な軽度の方が家事援助などを行っていることによっ

て、重度化しているのかということを聞いた場合、

決してそうではないのだと。今、軽度の方ほど介護

予防によって、その重度化を抑えることができてい

るのだということであります。既に、国のとらえ方

と現場のとらえ方というのは、この点でも違うわけ

であります。やはりこういう制度の改正というの

は、その中身をより前に前進させるということが基

本だというふうに考えています。 

 また、要介護１の方においても、やはり一律に家

事援助を廃止した場合どうなるのかという問題も当

然出てきています。認知症の方もおられ、また、こ

ういう方に筋力トレーニングという形の中で筋力ト

レーニングを取り入れたとしても、その効果もいか

ばかりのものかということが現場の声であります。 

 国の方では、こういう区分けをしながらというこ

とを言っておりますが、区分けをする以前に、現状

の制度の中でいかに充実させるかということが大事

だということが言われているわけであります。そう

いう意味で、上富良野町の現状においてもこういう

ことですから、今の国の進めようとしているこの制

度の改正というのは、こういった部分から見てもや

はりずれているのではないかというふうに考えてい

るところでありますが、町長はこういう実態を、上

富良野町の実態を御存じなのかどうなのか。この答

弁の中には、問題点を今後よく踏まえながら適切に

対処したいということで言っているだけで、課題と

問題点はどこにあるのかという質問に対しては、明

確な答弁になっていないわけであります。 

 そういう意味で、町長自身、現場のことを知っ

て、もう一度国に対して現行制度の充実、また、訪

問介護制度が導入された時点から自立サービスとい

うのは、自立というのはささやかれていたところで

あります。そういう意味では、４０万人がこの制度

の中から抑制されるのではないかという懸念と心配

というのが、こういったところに既にあらわれてい

るわけで、町はこういった問題に対してもっと現実

を見た制度の改正というのを私は要望、また、要請

すべきではないかというふうに考えているところで

す。 

 高齢者に至っても、本当に訪問介護が、家事援助

してくれて助かるということで、この部分において

も国は家事援助できるようにいろいろ手伝いしなが

ら今度はやるということで、そうなると、時間がか

かってしようがないという問題が出てくるわけです

よ。そういう問題もあるわけですから、もっとこの

制度の中身を十分考え直すという点でも、行政とし

て実態踏まえた、国に対する、見直しをするのだっ

たら、実態に即した見直しを今こそ要請すべきだと

思いますので、町長はどのようにお考えなのか、こ

の点についてお伺いいたします。 

 次に、施設入所の問題ですが、答弁の中にもあり

ましたが、おおむね第３段階で月額１万５,０００

円、第４段階以上では３万１,０００円の負担増に

なるということで、まさにそのとおりなのですよ

ね。確かに低所得者層においては、一定調整という

形の中で、給付調整という形の中で調整されます。

それはどういうことかというと、いわゆる手持ちの

年金が３万５,０００円を下らない範囲で調整し

て、徴収するのだということになるのですよね。お

互いの入居者、あるいは減価償却費も含めて、食費

も含めて、実費負担に近づけようということなので

す。今までは、余りにも在宅と施設介護の差があり

すぎるということのこの調整を図るということなの

です。 

 しかし、認定見ましたら、今度、所得税法が改正

されて、いわゆる老齢者に対する控除額も廃止、い

わゆる改定されるという形の中で、逆に高齢者の負

担がふえて、なおかつ段階的な補正によって、負担

がさらにふえるというのが状況なわけです。そうい
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う意味でも、ここでは、約３,０００億円の入所者

の負担という形で国は見ているそうです。とりもな

おさず、負担を押しつけて公平負担というのですか

ら、おかしい話です。上富良野町の多くの方は、非

課税世帯が多いという話であります。実態として課

税されている方においてもそう年金が多いだとか、

家庭の所得が多いだとかという状況ではありませ

ん。それぞれぎりぎりの生活の中で生活していると

いうのが実態で、ここへもってきて１万５,０００

円、３万円の負担ということになれば、その分家計

にもしわ寄せが来ること明らかであります。また、

同時に、配偶者特別控除の見直し等や老齢年金控除

の見直し等がありますから、逆に所得がふえてし

まって、さらにこれも数値よりは恐らくまだ負担率

で言えば、ふえるのだろうというふうに考えていま

す。そういう意味で、実態に見合ったいわゆるホテ

ルコストいう形の中で、実費負担というのは余りに

もひどい話ではないかというのが私の認識でありま

す。 

 そういう意味では、もっと現状を見た中で、もう

１０月から始まるとしておりますが、最後の最後ま

で現行の制度の中での負担のあり方を見直すのも必

要だし、今回、このようにはね上がる負担では当然

所得のある人、ない人の差が歴然と開いて、だんだ

んだんだん制度の改悪がされて、入所したくてもで

きないという状況も生まれかねないというのが実態

ではないかと。そういう意味では、今回の施設介護

に当たっても負担のあり方という点では、本当に入

所者や家族負担というのが重く負担という形で、重

税感という形で残ります。これをもっと、この点に

ついても行政として、現状を踏まえた中での対応を

国においても迫るべきだというふうに考えています

ので、この点について町長の見解をお伺いいたしま

す。 

 次に、指定管理者制度については、既に部分的に

移行している部分もあります。私がお聞きしたいの

は、保育所についても部分的にも移行しているのが

あります。今後、老人ホームやあるいは水道、保育

所、体育館、給食センター、病院、こういった関係

の施設についても町の方では、答弁の中でも今後柔

軟な対応するということであって、これを指定管理

者に移行するということなのでしょう、恐らく、形

になっておりますが、こういった部分については直

営という形で行政がきちっと守らなければ、やはり

住民のサービスの低下、いわゆる市場主義になっ

て、利用料や負担感の増大というのが一層強まる懸

念が私はあるというふうに考えているわけです。そ

ういう意味で、こういった部分については今後とも

直営でやられるのかどうなのか、もう一度、明確な

答弁をお願いしておきたいというふうに思います。 

 次に、農業の問題で、後継者制度の問題でありま

すが、確かにいろいろな技術習得という点では、従

来もこういった部分での研修はやられてきました。

こういった研修については、別に私は否定するもの

でありません。しかし、今回、新規就農、学校卒業

されて就農された方に対する激励の意味もあって

やってきたわけであります。とかく行政改革という

形で、数字合わせという形の中で削られた部分もあ

るのかもしれませんが、私はもっと充実させてこの

内容を発展させるということが今必要ではないかと

いうふうに考えています。 

 後継者持っておられる方の話聞いたら、やはり就

農したとしても幾ばくのお金を出したくても、給料

という形で出したくてもなかなかそこまでは手は回

らないという話も聞かれますし、土地を求めるとい

う形では担い手対策もありますが、機械を求めるに

しても一定のお金もかかると、リースという形の中

で負担軽減する制度もありますが、いかにしても、

やはりこういう制度を残してほしいというところが

共通な願いです。 

 そういう意味では、今まで実態に即した内容の制

度であったのかどうかというところの検証が全くさ

れてないのだろうというふうに思うわけです。やは

り実態に即した制度にすれば、何もこういった部分

で予算を削らなくても、もっと充実していかなけれ

ばならないという考えが出てくるのだろうというふ

うに思うわけです。そういう意味では、こういった

部分の後継者制度がせっかくあるわけで、やはりな

ぜ、もう一度、わかりませんが、切るのか、内容を

充実させてよりよい後継者対策という形での制度の

充実というのが今必要だというふうに思いますの

で、この点についてもう一度見解を求めておきたい

というふうに考えております。 

 給食センターの問題でありますが、将来的な課題

という形で今後の建物の構造上、検討する必要があ

るということでありますから、いつごろをめどに改

善・改築という形の構想が教育長の中であるのか、

この点伺っておきたいというふうに思います。 

 現場を見ましたら、ネズミよけ対策として非常に

涙ぐましい努力もされています。台についてもみず

からそれをつくって調理したものを置く、安全上か

らも努力されています。湿度が７０％超えると、腐

るだとか、カビだとかいろいろな発生上の問題があ

りますから、それ以下に抑えるというような施設で

なければならないのですが、もう２０数年もたって

おりますので、この点の空調という点では一定の改

善部分もありますが、まだまだ十分な対策という点

ではとられていないのが実態です。 
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 夏になれば本当に暑い中で調理されている方、汗

を流しながら一生懸命働いているというのが実態で

ありますから、やはりこの食材においては衛生管理

がきっちりできて、これからますます給食センター

の役割というのは重要ですから、こういったことも

含めれば、いつごろに建物の改築という計画がある

のか、部分的な延命の措置もとるということは必要

だと思います、今の財政事情ですから。それと同時

に、一方でそういう計画をきっちり持つということ

も必要だと思いますので、この点明確な答弁を求め

ます。 

 次に、西小グラウンドの問題については、いつご

ろこの対処されるのか、その年度はいつなのかとい

うことをお聞きしておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、再答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、介護保険制度におきます１点目の訪問介護

の件でありますけれども、このことにつきまして

は、さきにもお答えさせていただきましたように、

国の方の今回の見直しの中で、自立支援をより徹底

する観点から制度の見直しを図って、要支援者に対

する予防給付体制を整備したということであります

が、このことにつきましては、家事支援等々におい

て全くしないということではなくて、言うならば要

支援者の方ができる作業までヘルパーの方々が全部

してしまうと。例えば洗濯物をおろしたり、洗濯物

をたたんだりする手の操作だとかそういうようなこ

とぐらいは要支援者が、本人ができる作業も全部ヘ

ルパーがしてしまって、要支援者は何もせんでよく

なる。そのことによって体が余計動かさないため

に、高度な要介護の段階に入っていくということで

ありますので、そういった本人のできる仕事につい

ては本人にしてもらうと。本人のできないものの家

事手伝いだとかそういうようなものは対応するとい

うことで、従前とその点は変わりがないということ

でありますので、私としては、今、国が施策として

改正をしておりますこの制度というのは、現場にお

けるホームヘルパー並びにケアマネージャーが十分

にそういった認識をしながら対処していくというこ

とを充実することによって、より改正の効果があら

われるものというふうに思っておるということで、

御理解をいただきたいと思います。 

 私はそう思っていると。問題点としては、従前の

何でもかんでもみんなしてやるということでなく

て、本人ができるものは本人にしてもらいながら、

体を動かさせるということが大切だというふうに考

えておりますので、大きな問題点として考えてはい

ないということで御理解いただきたいと。 

 次に、施設入所者の食費・住居費等々の負担であ

りますが、私といたしましては、国の制度の中で今

回１０月から見直されるこの制度につきましては、

ある面において、当然にそういった食事というの

は、どこにいても食事はするわけでありますから、

必要なわけでありますから、その食事等々につきま

しては、自己負担というのは応分の負担とするの

は、ある面では理解をしなければならないと。それ

をしないことよって、介護保険制度の中で食事をす

べて負担するということは、当然にして施設入所者

における介護保険費用がかかるわけでありますか

ら、そのかかる費用はだれが負担するかということ

は、介護保険料の値上げをしていかなければならな

いということでありますので、そういう全体的な値

上げをしていくということよりも、当然にして自宅

にいても食事はとると、入所しても食事はとると、

そのための応分の食事代を自己負担するということ

については、私としてはある面では介護保険料の高

騰を抑止するためにも必要であるというふうに考え

ておるということで、理解をいただきたいと思いま

す。 

 次に、指定管理者制度の件でありますが、さきに

お答えさせていただきましたように、現在、委託を

している７施設につきましては、１８年３月末まで

には何とか指定管理者制度の対応の中で推進をして

いくように取り進めていきたいと。その他の件につ

きましても、基本的に私の考え方といたしまして

は、民間の力を導入することによって、より効率的

な行政サービスが展開できるような施設について、

また、小さな行政組織をつくると、そして経費の削

減を図るという意味からしても可能な限り、指定管

理者制度の利用を促進していきたいというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 次に、農業後継者対策でありますけれども、この

ことにつきましては、さきにもお答えさせていただ

きましたように、第４次農業振興計画の中おきまし

ては、農業就農者、新規就農者、Ｕターン就農者に

に対しましてお祝いとして一時金をお支払いすると

いうような計画を立てて、推進させて今日までまい

りました。 

 御存じのとおり、第５次農業振興計画を立案し

て、現在、第５次農業振興計画が進められていると

ころでありますが、その中で大きな課題としてとら

えている担い手対策につきましては、従前のように

一時的に１０万円のお金、あるいは幾らのお金にし

ろ一時的なものを支給するのではなくて、後継者が

居つけるような農業経営基盤の確立を図っていく

と、経営の安定化の促進を図っていくと、そういう
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ような事業の推進を図っていくということを図るこ

とよって、新規就農者の就農、定着がスムーズに図

られていくような農業施策の展開をしていきたいわ

というようなことで、そういう観点から自然に条件

を有利に活用し、奨励作物を中心とした農業の定着

をさせるような農業施策の展開を図りつつ、次世代

を担う後継者の意欲的な農業の担い手確保を図って

いくと、農業経営基盤の確立を図っていくというこ

とに重点を置いた第５次農業振興計画に基づいて対

処させていただいているということで、御理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 次に、教育長、再答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 米沢議員の給食センター

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 御承知のように、第４次総合計画、これは２０年

度まででありますが、この総合計画の中に給食セン

ターの改築・改善等についての計画は、今の建物を

現状維持で直していくというような計画はございま

すが、新築するというような考え方は、この計画内

ではございません。 

 そのようなことから、次の総合計画のできるだけ

早い時点で、当然、現在で２５年を経過しておりま

すし、また、先ほどから御指摘いただいていますよ

うに、空調が十分でないとか、また、機能的にも不

十分な面もございますので、そのようなことから、

教育委員会といたしましては、次期総合計画のでき

るだけ早い時点で計画が位置づけられるよう努力し

てまいりたいというふうに考えているところであり

ます。 

 次に、西小学校のグラウンドの関係であります

が、この問題につきましては、議会での答弁のやり

とり、また、子ども議会での約束等もいろいろござ

います。そういうような意味から、教育委員会で

は、１年でも早く、でき得れば１８年度には何とか

実現をするよう努力したいというふうに考えており

ますが、１回目の答弁でもお話しさせていただきま

したが、町の財政状況等も非常に厳しくなってきて

いるというようなことでありますので、当然、そち

らとの調整や何かもしていかなければならないとい

うふうに考えているところであります。 

○議長（中川一男君） 再々。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 町長は、家事援助という形

で、従来もそういう形でやられてきた部分というの

はあるわけです。今、国は取ってつけたようにそれ

を持ち出しているところに、今回の問題点がある。

要支援、介護１あたりについては、そんなに頻繁に

家事援助利用しているという方もそう多くはありま

せん。週１回であったり、多くても２回ぐらいだっ

たりだとかという形で、特に自立促進という形で家

事をしてもらう人、あるいは洗濯してもらうという

点では、それなりに自分なりにやっている部分とい

うのも従来どおりあるわけです。 

 そういうことを考えたときに、町長が言うような

こと、あるいは国が言うような視点というのは、全

く現状から離れているというふうに私は考えている

ところであります。月、あるいは週１回の訪問とい

うのは、本当に心待ちにしていまして、お互い話に

花が咲いて会話が弾むという形になっておりますの

で、そういった部分での制度という点でも、今回の

制度の見直しというのは、問題点が多いのではない

かというふうに考えているところです。当然、負担

という点でだれが負担するのかという点であります

が、従来、国の負担率をもっと引き上げるという点

で、こういう点での要請を行政がしなければなりま

せん。この点、改善しなければなりません。 

 また、今回の制度の改正で、訪問介護に当たる部

分の報酬も引き下げられるという動きが出てきてお

りますから、その分多く利用している福祉協議会に

おいても経営が大変になるということは、明らかに

なってくるわけです。この支援と要介護１の占める

割合という点でも、５割以上利用している方の層と

いう点でも、そういう対象者が全体の５割から６割

占めるということが上富良野でも言われているわけ

ですから、そういう意味では、本当にもっと内容の

充実と報酬の改定、こういったものを実態に即した

中で進めなければなりませんし、こういった部分の

問題点があるわけですから、もう一度この点につい

て、ただ国に従順なだけではなくて、それは認める

べきときは認めて、いいものはいいということは必

要だと思いますが、一方で、悪いものは改善すべき

ものとして指摘するという、そういったところが今

の制度の中では必要ではないかなというふうに思っ

ておりますので、この点、もう一度町長の見解を求

めておきたいというふうに考えています。 

 次に、指定管理者の問題では、最終的にはすべて

の施設を指定管理者に移行しようということであり

ます、そういう話だと思います。 

 先ほども言いましたが、病院、老人ホーム、また

水道や保育所、給食センター、こういったところに

ついては再三再四お伺いいたしますが、直営で管理

されるのかどうなのか、もう一度確認しておきたい

というふうに思います。 

 非常にこういった部分の管理というのは、いわゆ

る競争原理という形の中でコストという形の中で

は、当然それだけで問題を解決するということがで

きない分野でありますから、行政がやってこそ、そ

の内容の充実を図れますし、仮にそれはできないと
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すれば、勉強不足だということです。なぜ民間でで

きて公ができないのか、公でできてなぜ民間ででき

ないのかという、両方が対立し合えるという状況で

すから、この点を十分考えて、もう一度こういった

部分については、行政として見るべき必要があると

思いますので、この点についてお伺いいたします。 

 あと、後継者問題については、従来の制度ではむ

だだったとは言いませんが、なじまない制度であっ

たということなのだろうと思いますが、僕はなじむ

ような制度にもっとすべきだったのではないかとい

うふうに考えているところです。農業機械取得にし

てもお金がかかります。そういった部分について

も、やはりこういった制度を活用して、より一層充

実させるという方法もあります。担い手という制度

がありますが、担い手という点では、従来の制度を

踏襲しただけなのですよ。 

 私が言いたいのは、なぜ特色ある農業づくりをや

れないのかというところを、もっと後継者に対して

できないのかということです。担い手対策という点

では、従来の制度を生かすという点では、何ら創意

も工夫もない制度なのですよ、これは。せっかくこ

ういういい制度があるのだから、それをなぜ充実さ

せないのかというところが、農業に対する創意と工

夫の自発性や本当に欠ける上富良野町の農業政策の

部分ではないかなというふうに思いますので、この

点をきっちり存続させるということをもう一度私求

めたいと思いますので、なぜ存続できないのか、こ

の点についてもう一度答弁求めます。 

 西小グラウンドについては、来年もできるかどう

かわからないということですから、来年必ずやって

ほしいと。予算がないということでありますが、い

ろいろな予算見直してほしいです、今、今回の予算

の中でも。美晴台のところの予算がついています

し、それがないのだったらそれをやめるというとこ

ろまで踏み込んで、予算の配分をこちらにシフトさ

せるということも改善させなければ、子供たちの大

切な部分の予算がどんどん後にされてしまうという

のでは困るわけですから、そういった見直しも含め

て、来年度必ず実現させるということを教育長どの

ようにお考えなのか、この点、答弁願いたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 町長、再々答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、家事援助の関係でありますけれども、過般

も担当職員に現状報告をさせて、今の改正介護保険

制度との比較等々の報告を受けて調整させていただ

きましたが、我が町におきましては、家事援助につ

きましても議員がおっしゃるように、ヘルパーの

方々がそういったことを十分に認識しながら、支援

者の本人の行動のできるものについては、極力その

方に手伝ってもらうというようなことで、我が町の

対応は円滑に進んでいるというふうに聞いておりま

す。 

 ただ、国で言っているのはそういうのではなく

て、何でもかんでも今まではしてやっていたと、本

人ができるものまでしてやっていたというところ

を、今度はそうしなくていいような制度に今改める

のだと。うちの町のようなヘルパーの方々のように

対応してくれればいいのですが、そうでない、決

まった枠の中でこれだけのものをやって、これだけ

料金をもらうよというような形のものが進まれてい

くと、それが介護保険料の高騰につながっていく

と。また、本人の行動を抑止していくことにつな

がっていく、そういうことを是正しようというのが

今の国の見直しであるということでありますので、

私はこのことについては今後、ケアマネージャー並

びにホームヘルパーが十分に認識しながら運用する

ことによって、大きな課題として残るものではない

と、我が町にはないというふうに認識しておりま

す。 

 それから、入所者の食費等々の自己負担の件であ

りますけれども、これらにつきましては、基本的に

先ほどお答えさせていただきましたように、応分の

御負担をいただくことによって、介護保険料の高騰

につながらないということが必要であるというふう

に思いますし、いろいろな問題点につきましては、

これは議員も御承知のとおり、今回の介護保険制度

の見直しに当たりましては、私どもの組織でありま

す全国町村会、全道町村会、上川管内町村会、私ど

も町村会として是正する部分について、是正対応に

つきましては国に要望運動を展開し、今現在、対応

されております国の一般財源化の中で市町村が負担

を強化されるようなことのないように、要望展開を

いたしておりますことを御理解いただきたいと思い

ます。 

 次に、指定管理者の件でありますけれども、指定

管理者の１０４項目の中に、給食センターは含まれ

ていないということで、公の施設でないということ

でひとつ御理解いただきたいと思いますが、他の施

設につきましては、私といたしましては民ができる

ものは民にということで、民間に委託していくと、

指定管理者制度の適用をしていくということが大切

であるというふうに思っております。 

 行政ができないから民間に渡すということではな

くて、行政がやることによってコスト高になる、あ

るいは民間がやることによってより民間活力が導入

され、そしてなかおつ行政がやるのとサービスの低
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下につながらないで、地域の活性化につながってい

くというような状況があるということに期待をして

いるのであって、決して議員おっしゃるように、行

政ができないから民間にやらすということではない

ということで、ひとつ御理解いただきたい。行政が

やることによってコスト高になる部分を対象にした

いということで、民間活力のお力をかりて運営して

いただきたいということであるということで御理解

いただきたい。 

 それから、農業後継者の祝い金の問題であります

が、私といたしましては、議員の考え方と違って、

いつも就農祝賀のときに、激励会のときに１０万円

ずつお祝い金をやると。今、１０万円お渡しして背

広１着買えるのかな、どうなのかということを考え

ますと、その一時金の祝い金がたとえ２０万円に

なっても３０万円になったとしても、それよりも、

就農者がこれなら農業に就農してもいいわと言える

ような経営基盤の確立を図っていくと。そういうこ

とを進めていこうということでつくり出したのが、

第５次農業振興計画の中でそういう位置づけをされ

て、そういう体制整備を進めて農業振興計画に基づ

いた農業の振興施策を進めているということであり

ますので、私といたしましては、一時金の５万円や

１０万円のお金と言うと失礼ではありますけれど

も、一時金を「就農してくれたね、おめでとう」と

お渡しするよりも私は効果的であると。 

 しかし、これが今まではむだだったということで

はなくて、第４次農業振興計画の中では、そういう

お祝いをしてみんなで祝ってあげましょうやと、就

農してくれた人を祝ってあげましょうやという気持

ちの中で祝い金制度が発生していたと。ただ、お祝

いということに過ぎなかったということで、ひとつ

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 西小グラウンドの関係で

ありますが、私といたしましては、今までの経過か

らいたしましてもまた西小学校の事業につきまして

は、大変重要なことというふうにとらえておりま

す。 

 この場で必ず実現させるというようなことで、私

の口からはちょっと約束はできないのでありますけ

れども、教育委員会といたしましては、具現化に向

けて本当に熱意を持って最大の努力をしていきたい

というふうに考えておりますので、御理解賜りたい

と思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、９番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、一般質問を終了いたします。 

─────────────────── 

◎散  会  宣  告 

○議長（中川一男君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あすの予定について、事務局長から報告いたさせ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 報告申し上げます。 

 ３月１１日は、本定例会の４日目で、開会は午前

９時でございます。定刻までに御参集賜りますよう

お願い申し上げます。 

 以上であります。 

午後 １時５１分 散会 
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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １６名） 

─────────────────── 

◎開 議 宣 告            

○議長（中川一男君） 昨日に引き続き、御出席ま

ことに御苦労に存じます。 

 ただいまの出席議員は、１６名であります。 

 これより、平成１７年第１回上富良野町議会定例

会、４日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

─────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 本日の一般質問は、さきに御案内の日割り表のと

おりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より議長において、 

 ６番  米 谷   一 君 

 ７番  岩 田 浩 志 君 

を指名いたします。 

─────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（中川一男君） 日程第２ 昨日に引き続

き、町の一般行政について質問を行います。 

 初めに、１６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） おはようございます。 

 以前に通達してあります２項目、農業問題、また

観光問題、２点について御質問をいたしたいと思い

ます。 

 まず初めに、農業問題の一つ目として中山間地等

直接支払制度の導入はということで、これは以前に

も私質問させていただきましたけれども、制度の延

長があったときには、この中山間地等直接支払制度

の導入ということをぜひお願いしたいということ

で、質問させていただきました。 

 農水省は、さらに１７年から２１年までの５年間

の延長を決定したところであります。以前にも詳し

く説明いたしましたけれども、上川管内では対応さ

れていないのは我が町を含め４市町村であることか

ら、ぜひ導入を考えていただきたいということで、

質問させていただきたいと思います。 

 二つ目に、町の農業振興対策ということで、非常

に目まぐるしく変わる世界の農業情勢、それに向け

た国内対策で、国内の農業政策も非常に短い間隔で

変わってきているところでございます。我が町にお

いても、第５次の上富良野町農業振興計画というこ

とで、昨年１６年から平成２０年度を目標に策定し

ていますが、５年間といえばちょっと今の農業情勢

から踏まえて、少し長いような気がするのではない

かということで、質問させていただきます。 

 ３点目に、認定農業者と後継者対策ということ

で、２１世紀の貿易ルールの構築に向け、世界の

国々が共通のルールを決めるＷＴＯ、また特定の

国、地域で行う自由貿易協定ＦＴＡの交渉が進むに

つれて、我が国の農業は不安に立たされておるわけ

でございます。今後においても関税の引き下げが懸

念されるところでありまして、それに向けて国は国

内農業の農政改革を図り、所得補償、直接支払いに

転換しつつあるところでございます。それで、平成

１９年度より試験的に導入されるとありますが、直

接支払所得補償ですか、いずれにしても、認定農業

者、これが条件であることから、今後の我が町の対

策としてお聞きしたい。また、非常に厳しく先の見

えない現在の農業情勢の中で、今、若い経営者が自

分の子供たちに農業を継がせるべきかどうか、非常

に悩んでいるところであります。 

 そんな中で我が町の農地を守るためにも、後継者

に対して魅力ある後継者対策をぜひ考えていただき

たいなというふうに思っております。 

 続きまして、観光対策ということで、道内の観光

地で富良野圏域はトップクラスということで、夏の

ラベンダーシーズンには非常に多くの観光客が入り

込んできております。我が町の日の出公園は以前か

ら町民にとっては非常に楽しみ場として親しまれて

おりますが、町外の観光客、特にルートに乗った観

光バスなどは非常に国道から入り込んでいるという

ことで、敬遠されがちであります。 

 現在、西側の国道バイパス沿いに公園化の構想が

ありますが、将来は道の駅の誘致をいたして、地産

地消を考慮した物産館等を含めた観光地にしてはど

うかなと。 

 また、昨年土の館が北海道遺産に認定されたこと

もあり、観光客が多くなることも予想されることか

ら、あそこの道道に歩道の設置を要請してはどうか

なということで、御質問いたしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
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○町長（尾岸孝雄君） ただいま、１６番渡部議員

の１点目の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の中山間地等直接支払制度について

お答えさせていただきます。 

 中山間地等直接支払制度につきましては、平成１

２年度から平成１６年度までの５カ年間と、次期対

策として平成１７年度から平成２１年度までの５カ

年間が予定されているところであります。 

 この制度は、農業生産の維持を通じて、耕作放棄

地の発生を防止することや、農業の多面的機能を確

保する観点から、平地地域との生産条件の格差を直

接農業者に支払うものであります。この制度の基本

であります水田においては、傾斜地１００分の１か

ら２０分の１、畑においては８度から１５度までが

対象で、本町の対象面積に当てはめますと、約３７

０ヘクタールとなります。このことをもとに種々検

討を重ねてまいりましたが、本町の耕地面積５,８

５７ヘクタール、平成１１年２月の基本調査の面積

でありますけれども、これに対しまして、制度の対

象となる面積が６％程度と極めて少なく、さらに傾

斜地等を測定する費用も多額にかかるというような

ことから、投資効果の面を考慮すると、農業者間の

平等性が保たれないとの判断にも立ちまして、制度

の導入を断念した経緯にあります。 

 私といたしましては、この制度に代わり得る政策

として、多くの農業者が将来にわたって安定的な農

業基盤が確立されるよう、土地改良事業の推進に意

を注いでまいったところでございます。 

 私は、農業の転換期において、農業施策も含め目

まぐるしく変化してきておりますので、よく見きわ

め判断するとともに、これら農業振興施策として導

入可能なものについては、積極的に取り進める考え

でおりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、２番目の農業振興対策について、農業振興

計画の計画期間が長過ぎるのではというような御質

問でありますが、御案内のとおり、第５次上富良野

町農業振興計画においては、３点の基本施策と１１

の具体項目を掲げ推進する計画をいたしておるとこ

ろであります。 

 今日、社会情勢、農業情勢は目まぐるしく変化す

る中において、農業分野の各施策制度も少なからず

変化を生じてはきておりますが、計画の柱となる３

点の重点基本施策については、計画期間の長短によ

り施策の推進に大きく影響を受けることはないもの

と考えておりますし、計画はあくまで将来的動向を

予測し、政策の推進目標を定めるものでありまし

て、農業振興における期間としては、これまでの経

験からしても５年が適当な期間と考えておるところ

であります。当然に大きな変化がある場合は、計画

を見直していく柔軟な対応が必要であると考えてお

ります。 

 次に、３点目の認定農業者と後継者対策につい

て、お答えさせていただきますが、御質問のよう

に、国における農業情勢は、ＷＴＯ農業交渉や加速

するＦＴＡ交渉など、世界の貿易ルールの確定に向

けた交渉が行われ、これまでの護送船団的な政策か

ら農業の競争力を強化する施策に展開しようとして

おるところであります。 

 その中で、農産物価格などの変動によって生ずる

収入、所得の変動を緩和する施策として、品目横断

的直接支払制度を平成１９年度より導入しようとし

ておるところであります。 

 今後においても、国は農業経営基盤強化促進法に

基づき、市町村が認める認定農業者に集中的に、重

点的に施策を展開しようとしておりますので、これ

らの動向を見きわめ、１人でも多くの農業者が認定

申請ができるようにＰＲに努めてまいりたいと考え

ております。 

 先行き不透明な農業行政の中で、農業経営をどの

ように継承させていくことがよいのか、私自身も非

常に悩むところでありますが、親としてでき得る限

りの姿勢を示すことがよい結果を生むことにつなが

るものと考えます。行政として、そのための支援を

でき得る限り行うよう考えておりますので、御理解

を賜りたいと思います。 

 次に、２点目の観光対策についての御質問にお答

えさせていただきます。 

 富良野地域の観光入り込み客数は総じて低下傾向

にありますが、道内観光の人気スポットであること

に変わりがないところであります。当町としても、

観光客の誘致活動や関連施設のあり方について、絶

えず検証する必要があると思っております。 

 さて、国道バイパス沿いの公園化の問題について

は、さきの執行方針でも述べましたように、光町３

丁目にある現国有バイパス駐車帯に併設して、国が

簡易駐車場を設置する計画であることから、当町と

しても隣接地において、地の利を生かした公園整備

を行うものであります。 

 御承知のようにこの場所は、夏場を中心に相当な

数の通行者がおりますので、休憩を兼ねて簡易駐車

場を利用される方々に対し、観光情報や地場産品の

ＰＲをしたり、またこの場所にできる展望デッキか

ら、町並みや十勝岳連峰などをゆっくりとした気分

で眺められる環境にありますことから、周辺の景観

にマッチした内容の整備を行おうとしておるところ

でございます。 

 御質問の将来道の駅を誘致し、物産館等を含めた

観光地としてはとのことでありますが、道の駅に関
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しましては、昨年９月議会においても他の議員にお

答えさせていただきましたように、経営的に採算の

取れる施設運営などを考えると、民間の参画なくし

て取り組めない課題であると思っております。 

 また、道の駅は道路利用者の利便性を向上させる

との大きな目的があり、そのことを果たすための施

設設置基準として、駐車場やトイレ、道路情報提供

施設等が通年で２４時間の利用ができるものでなけ

ればならないこととされていることや、既に国道２

３７号線の上富良野区間では、深山峠を中心に民間

会社が目覚ましい展開がなされている実態を考える

と、物産館等を設置するなど、大規模な観光拠点と

することについては慎重な対応が必要であると考え

ております。 

 また、同地区周辺には、昨年北海道遺産として認

定を受けた土の博物館・土の館が位置しており、そ

の入館者の年齢階層も幅広く、今後さらに利用者の

増加が予想されますので、実態を十分に押さえた上

で、引き続き北海道に対し歩道の設置要望等を行っ

てまいりたいと考えております。 

○議長（中川一男君） 再質問。 

 １６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） 再質問をさせていただき

たいと思います。 

 まず、中山間地の問題でございますが、対象面積

が３７０ヘクタールということですが、これは実際

その数字なのかはちょっと疑問なのですけれども、

東中地区だけでもかなりあるように思うわけでござ

いますが、この制度は国が初めて取り入れた直接支

払制度ということで、我々も大いに期待しておった

のですが、面積がそういうことで少ないということ

で、残念であります。 

 ただ、我々心配するのは、そういった条件不利地

域、将来耕作放棄といいますか、おのおの経営規模

が大きくなってくると、どうしても条件の悪いとこ

ろは敬遠されると、そんなことで、将来そういった

ことが心配されるので、ぜひそこら辺の対策といい

ますか、耕作放棄のできないような対策を考えてい

ただきたいなと、こういうふうに思っております。 

 続いて、振興対策ということで、確かに町の農業

振興ということでは、非常に十分と思うのですが、

ただ、４年、５年目になるとだんだんかけ離れてい

くというか、そんなことが懸念されるところであり

まして、また、今の自由貿易だとかＷＴＯ、そう

いったことを踏まえた国内対策ということでは余り

触れていないというふうに感じるので、また、我が

町も農業振興審議会というのがありますので、そこ

ら辺で農業者の意見も十分取り入れたことでやって

いただきたいなというふうに思っておるところでご

ざいます。 

 続きまして、認定農業者。前回も同僚議員が質問

されておりましたけれども、現在２３０名ぐらいで

すか、大体我が町の農業者の半分ぐらいですね。今

後の農業政策ということではＷＴＯの国際規定上、

安定した政策を目指して我が国は構造改革というこ

とで、それを獲得しているところでございまして、

担い手を重視した政策ということで、それには必ず

認定農業者が義務づけられているというふうな。 

 今後においても高齢者だとか、規定にはまらない

というか、そういったことで認定農業者になれない

農業者に対しての対策、また、集落営農という形も

ありますので、そこら辺の対策をどう考えているの

か聞きたいなというふうに思います。 

 続いて、後継者対策については、先日同僚議員が

十分話してくれたので、そこら辺で改めてする必要

はないかなと思っております。 

 次に、観光対策でございますけれども、町民の中

には今回の開発局と同時に公園というか進めていっ

ても、なぜ今の時期に公園という話があるのですよ

ね。そういったことで、将来のことを踏まえてこの

ことを考えていかなければならないのかなというふ

うに思っております。 

 そこで、先ほど質問いたしました道の駅というこ

となのですけれども、現在道内では８３カ所の道の

駅があるのですね。それで、一番多いのは２７５号

線であって、これは１２号線と並行して走っている

路線なのですけれども、ここは６カ所の道の駅があ

る。また、５カ所ずつあるのが２路線あって、２３

７号線、この国道については旭川と占冠の２カ所が

あるということでございます。 

 昨年、札幌近郊の長沼町のあそこの道の駅に寄り

ましたけれども、非常に地産地消を生かした直売所

といいますか、それが非常にあそこは交通量も多い

ということで、札幌近郊ということで非常に人が多

いので、そういったことで野菜なんかも非常に売れ

ておるというようなこと。また、雨竜町だったと思

いますけれども、あそこの道の駅に寄ったときに

は、中に農産物の加工場があるのですよね。そう

いったことで、お互いに地産地消ということで、農

業と抱き合わせて進められているというか、そんな

ことで、うちらの町もそういった観光と農業といっ

た、うちも地産地消ということで随分話があるの

で、そういったことを踏まえて町民にアピールする

と理解してもらえるのかなというふうに思ってます

ので、そこら辺を聞きたいなというふうに思ってい

ます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番渡部議員の再質問に
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お答えさせていただきます。 

 まず、中山間地等の直接支払制度の問題でありま

すけれども、これ平成１２年に制定された当時、町

といたしましてもいろいろな機関、あるいは農家の

皆さん方等々の意見を聞きながら、町の施策の中で

どう対処するかということで取り進めた経緯がござ

いますが、その中で、先ほどお答えさせていただき

ましたように、これを対応するのに巨額の財政投資

をした調査が必要であると、航空写真等々の調査が

必要であると。それと対象面積が非常に少ないと。 

 東中地区につきましても、想定した面積が非常に

少ないということと、それともう一つは、川を挟ん

だり、道路を挟んだり、あるいは農地のあぜを挟ん

だりして、隣の農地までは対象になるけれども隣の

農地が対象にならないと。わずかの差で対象になら

ないという面積が出てくると。そういう場所が出て

くると。そうすると、私の耕作地と隣の耕作地とど

う違うのと。それは極端に言えば変わりはない。そ

ういうような隣接地における不公平さというような

ものも十分調査させていただきながら、最終的には

総体面積の問題、かかる投資の問題等々から、この

ことについては我が町にとっては決して農業振興の

中で大きなプラスにはならないというようなことか

ら、全面的な対応するためには、先ほどお答えさせ

ていただきましたそういった限られた面積でなく

て、全体的な面積の中での耕地整理等々に対する行

政支援をしていくということに方向を進めさせてい

ただいたということで、御理解を賜りたいと思いま

す。 

 次の、農業振興計画でありますけれども、御指摘

のように目まぐるしく変わってくる現在の農業情勢

の中で、５年間というものの中身につきましては、

それぞれに大きく変化するものについては、即、行

政に似合った変化に即して見直しを図られなければ

ならない部分も出てくるであろうというふうに思い

ますが、今、掲げております大きな柱であります基

本的な事項につきましては、単年度で成果はなかな

かあらわれない。ある程度の年度経過をしなければ

成果をあらわせられないというような部分が多いと

いうようなことから、こういう形で通常の従前のよ

うな５カ年計画で推進を図っているところでありま

すが、その推進内容につきまして、もう少しみずか

らの農業者の意見を十分酌み取った農業振興計画の

作成を進めてほしいという御意見につきましては、

ごもっともでございますので、今までの中におきま

しても、ＪＡさん、あるいはそれぞれの農業者の意

見を聞いた中で策定をしているところでありますけ

れども、より一層農業者個々の御意見が反映される

振興計画作成ということに努めてまいりたいという

ふうに思います。 

 次に、認定農業者につきましては、今、議員から

も御質問ありましたように、私としては、全く農業

経営戸数からすると認定者戸数は全く少ないと。常

に私は担当の方にも、また、農業委員会の会長さ

ん、農業委員会の皆さん方にもお願いしているとこ

ろでありますけれども、認定者をもっともっとふや

してほしいと。現在農業戸数の半分足らずというよ

うな状況でありますので、これからの国の施策にお

きましては、この農業認定が受けられてない方に対

する施策の展開は、まず今後生じてこない。担い手

確保される中におきます認定農業者が中心になると

いうことを前提とした中で、町としては、この認定

農業者の認定者をふやしていくということに今後も

意を注いでまいりたいと。そして、そのことにより

ます担い手確保の基盤が整備されていくように推進

をしていきたいというふうに思っております。 

 それから、最後の国道バイパス島津駐車帯の拡幅

事業でありますけれども、この事業につきまして

は、議員の御質問にございますように、道の駅等々

の大きな事業展開をということでありますが、これ

につきましては、そういった大きな展開がちょっと

難しいということでございまして、ただ、今、開発

建設部の道路管理者の方に、国道管理者の方にお願

いしていることは、トイレを拡幅していただいて、

その中に道の道路情報等々の、あるいは観光情報

等々の提示ができる施設をつくってほしいというこ

とで、要望をいたしておるところでありますし、ま

た加えて、さきにもお答えさせていただきましたよ

うに、町の地域の観光、地域の物産案内等々につき

ましては、町が開発を進めようとしております駐車

場の隣接地にそういった対応の施設をつくって、今

後の推進を図っていきたいというふうに思っており

ます。 

 従前、町の玄関というのは、ＪＲの駅が町の玄関

として栄えてきておるし、また、現状におきまして

も、町の玄関は駅であるということでありますけれ

ども、今、車社会を迎えた現在、ＪＲの駅が町の玄

関と進めるとともに、車社会における車の町の中へ

の導入の玄関を、あの今国が整備をしていただける

駐車場拡幅のあの地域、留辺蘂上富良野線、整備さ

れておりますあの道路が一つの車社会におけます町

の玄関口として、町への誘導、十勝岳、あるいは日

の出公園等々の誘導の起点となるような、そういう

ような施設に整備をしていきたいなというふうに

思っております。 

 道道留辺蘂線につきましては、御案内のとおりす

ばらしい整備をしていただいておりますので、これ

から開発が進めていただく予定になっておりますこ
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の島津駐車帯の拡幅事業について、町もそれなりの

資本投資をしながら、ひとつそういった観点の中で

この見晴台として市街地を眺め、十勝岳連峰を眺め

るよき景観の場として、我が町が策定いたしました

景観条例に沿った、行政が公共事業として進める場

所としてふさわしい見晴台を造成していきたいとい

うふうに思っておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○議長（中川一男君） 再々、ございますか。 

 １６番渡部洋己議員。 

○１６番（渡部洋己君） ちょっと１点だけ再々質

問させていただきます。 

 観光の面の道の駅の件なのですけれども、今、駐

車場、開発が駐車公園といいますか、あれをつくろ

うとしている中で、うちらの町としてあそこへさら

に道の駅という要望はできないのか、そこら辺だけ

ちょっと。先ほども話したのですけれども、さっき

６カ所あると言ったのですが、あと５カ所の中で、

２２９号線というのは江差から小樽までの日本海側

ですね、ここは決してそんなにそんなに交通量の多

いところとは思わないのですよね。それと、もう１

カ所の路線は稚内から網走までの、これはオホーツ

ク海側ですね。これも５カ所。あるいは紋別にはも

う一つあって、６カ所固まっているような状態で、

そんな中で、今、開発に対してそういった先の先ま

では要望はできないのか、そこら辺だけちょっと聞

きたいのです。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １６番渡部議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 道の駅の要望につきましては、あの地域を道の駅

にということについては、なかなか難しい面がある

のかなと。先ほどお答えさせていただきましたよう

に、民間の方々がそれにどう参画していただける

か。その参画する民間の方々が、手を挙げる方々を

どう確保するかということをもとにして、開発の方

にもお願いしなければならないなというふうに思っ

ておりますが、ただ、現時点で、今、道の駅の設置

を一生懸命になっておりますのが、深山峠地区で今

一生懸命道の駅をつくるのに努力いたしておりま

す、あの地域の方々が。そういう中にあって、行政

がここに深山峠地区と競争してということにはなり

ませんので、深山峠地区の皆さん方からも行政も

バックアップして、支援してくれやというような協

力支援も受けております。実際のところから、そう

いう観点からしても、今あの地点を道の駅として造

成していくということには面積的にも、また、場所

の、先ほど申し上げました景観条例に沿った、これ

から策定する基本計画にも沿った見晴台の造成とい

う視点場つくりということから考えると、いささか

道の駅という大々的な建物を建設するということに

は、なかなか難しいのではないかなというふうに認

識いたしているということで、御理解をいただきた

いと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１６番

渡部洋己君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 私は、さきに通告をいた

しました３項目、１３点について一般質問をいたし

たいと思います。 

 まず、１項目め、空き教員住宅の町営住宅的な転

用により、財源確保と町営住宅入居希望待機者の対

策に。 

 上富良野町立小中学校の教職員９７名に対し、教

員住宅は７３戸が普通財産としてあります。現在、

教員住宅の入居状況は教職員が５１戸、その他５戸

の合計５６戸で、その入居率は７６.７％でありま

す。空き教員住宅は１７戸、２３.３％で、そのう

ち旭町教員住宅は３８戸のうち１１戸が空いてお

り、江幌２戸、東中４戸、本年度解体の２戸を含め

てとなっております。空き教員住宅の要因は、町外

からの通勤者３７名、町内の自宅、借家等からの通

勤者９名になっております。 

 毎年４月の定期人事異動で教員住宅への入居率は

若干変わりますが、この空き教員住宅の状態は今後

も続くと予想されます。町営住宅入居希望者は、平

成１５年６月の申込者を含めまして、現在５０数名

の町民の皆さん方が待機をしております。 

 町行財政改革実施計画の健全な財政基盤の確立と

して、行政資産の適正な運用を図るとの方針から、

自主財源を少しでも確保することと、町営住宅入居

希望者の対策をあわせて、町有財産の有効活用を図

るために、空き教員住宅１０戸前後を教員住宅目的

を変更し、整備費を最小限にして町営住宅的に転用

し、活用を図るべきと考えるが、町長の決断のある

所信をお伺いいたしたいと思います。 

 次に、２項目め、町営住宅家賃滞納と少額訴訟に

ついていたします。 

 町営住宅の平成１６年９月３０日現在の管理戸数

は９団地４３０戸であるが、入居者のさまざまな事

情によって住宅使用料の未納額が年度ごとに増加の

一途で、平成１２年１０月末での未納額３３９万

３,０１０円が、平成１６年１０月末では５８４万

４,８８０円となり、対比で７２％増の状況にあり

ます。 

 町は行財政改革の対策として、平成１３年度に新

規施策として、町営住宅家賃滞納者少額訴訟費用と

して、簡易裁判所に対する即決和解の申し立てをす
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る経費を３２万円計上、以後平成１４年度３０万

円、平成１５年度３０万円、平成１６年度３０万円

と予算措置をしている。しかし、新規施策とした平

成１３年度から平成１５年度の３年間は、予算は執

行されず不用額となって決算報告をされている。町

営住宅家賃滞納の収納対策の強化と少額訴訟につい

て、下記についてお伺いしますので、その実態と対

策を明確にしていただきたいと思います。 

 まず１点目、現在の管理戸数と入居世帯数及び１

７年２月末滞納額について。 

 ２点目、入居世帯者の連帯保証人数。 

 ３点目、連帯保証人との面談は行っているのか。

行っているとすれば、その回数。 

 ４点目、連帯保証人への催告の有無。あるとすれ

ば、その件数と金額及びその収納状況。 

 ５点目、家賃滞納について、滞納年数、滞納額、

滞納入居世帯数を３カ月から１年、以後１年ごとに

その実数を。 

 ６点目、少額訴訟を予算計上しながら、１３年度

から１５年度の未実施の理由を明らかにしていただ

きたい。 

 ７点目、平成１６年度の少額訴訟の実施状況は。 

 ８点目、年々ふえている町営住宅家賃滞納に対し

ての収納対策を具体的に。 

 次に、３項目め、富良野協会病院の移転改築にか

かわる基本構想確認書についてお尋ねをいたしたい

と思います。 

 懸案であった富良野協会病院の移転改築に伴う諸

問題が、富良野地区広域市町村圏振興協議会会長高

田忠尚、富良野市長高田忠尚、富良野市医師会会長

高橋尚志、社会福祉法人北海道社会事業協会理事長

塚田守雄の４者による確認調印が平成１７年２月１

７日に行われました。 

 その内容について、平成１７年２月２４日開催の

議員協議会において町長より報告され、また、報道

機関の内容とともに確認したい事項についてお伺い

をいたします。 

 １点目、基本構想の決定者に、富良野市長、富良

野市医師会長、社会事業協会理事長の３者に加え、

５市町村でつくる富良野地区広域市町村圏振興協議

会長（高田市長）を入れることにしたと報道され、

確認書調印もそのとおりになっている。地域セン

ター病院としての位置づけと基本構想の確認書の内

容からすると、富良野市を除く圏域４町村の意見反

映の場を強くするために、４町村からの代表者を基

本構想の決定者に入れるべきが妥当と考えるが、町

長の所信をお伺いします。 

 ２点目、富良野協会病院の移転改築総工費５９億

円を見込まれ、本年秋に着工し、２００７年開業を

予定している。圏域５市町村は沿線の医療機関から

患者を受け入れる開放型病床新設に３億円、高度医

療機器導入に５億円、合計８億円を上限に支援する

と新聞報道されているが、確認を求めます。 

 ３点目、５市町村での支援８億円のうち、自治体

医療機関を持たない富良野市が８割の６億４,００

０万円を拠出し、残る２割の約１億６,０００万円

は過去３年間の富良野協会病院を利用した患者数を

基準に富良野市を含めた５市町村で比例配分する。

これにより、富良野市が７億５,０００万円（９３

％）、４市町村が約５,０００万円の負担をするこ

とし、上富良野町の負担は２,０６８万８,０００円

と町長から報告を受けたが、５市町村別の負担額を

明らかに。また、財政が厳しく、赤字が続く町立病

院を抱える上富良野町の支援負担額について、町長

の所見をお伺いいたします。 

 ４点目、基本構想の確認事項の中で、６番目の沿

線自治体医療機関への地域医療支援の推進につい

て、７番目の医療ニーズに沿った病院運営の改革・

推進について等は、いずれも努めるとの表現になっ

ているが、確認書調印直前の２月１３日開催の市町

村首長会議でこの事項についての協議内容を伺いた

い。 

 ５点目、基本構想についての確認事項の９番目地

域センター病院運営委員会の設置、１０番目の共同

利用施設運営委員会の設置については、協議、検討

することになっているが、この両委員会に４町村関

係者が入るのか伺いたい。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の１点目の

空き教職員住宅の御質問にお答えさせていただきま

す。 

 さきの村上和子議員の御質問にお答えしたとおり

でありますが、町有財産の適切な管理運営の観点か

ら、所管いたします総務文教常任委員会においても

御意見をいただきながら、最善の方向を見出してい

きたいと考えております。 

 次に、２点目の町営住宅家賃滞納と少額訴訟の御

質問については、１番目から８番目までの各項目に

つきましては、所管課長から答弁させます。 

 次に、３点目の御質問にお答えいたしますが、こ

の件に関しては、さきの議員協議会、また、本定例

会初日の行政報告でも述べたところでございますの

で、簡潔に申し上げてまいりたいと思います。 

 まず、１点目の確認書の調印に関して、富良野市

を除く４町村の代表を入れるべきではなかったかと

の御質問でありますが、最も重要なのは、４町村を

含む決定者がそれぞれ対等な立場で基本構想の各事
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項の確認ができているかということだと思っており

ます。 

 したがいまして、決定者の取り扱いについて、沿

線の５市町村長が一堂に会し、互いの立場を相互に

理解し合うとともに、責任と義務を自覚したもと

で、富良野地区広域市町村圏振興協議会を決定者に

加えたことであり、妥当であると考えております。 

 ２番目の財政支援に関しましては、議員の御質問

にあるように、総額を８億円を限度に支援する内容

に相違ございません。 

 次に、３点目の５市町村別の負担額についてであ

りますが、当町は行政報告で述べたとおり、２,０

６８万８,０００円であります。富良野市は８割分

の６億４,０００万円に１億６９１万２,０００円を

加えた７億４,６９１万２,０００円で、中富良野町

は１,７３７万６,０００円、南富良野町は１,０６

５万６,０００円、占冠村は４３６万８,０００円と

なります。 

 また、当町の負担に対する考えはとの御質問であ

りますが、さきの議員協議会などでも述べたよう

に、協会病院と町立病院との間での病病連携を通じ

て支援や、当町の救急業務に関する支援、乳児、妊

婦などの検診業務に対する支援を受けている実態に

あり、このことにより町民の健康や安心を保つこと

に寄与しております。 

 また、簡単に別な方法に代替することのできない

ことなどを考え合わせると、厳しい財政状況であり

ますが、やむを得ないものと考え、決断をいたした

次第であります。 

 次に、４番目の医師派遣等に関する２月１３日の

協議会の内容をお伺いしたいとのことであります

が、医師派遣などの問題については、以前から話し

合いの中で十分な医師の確保ができない現時点で

は、難しい旨説明を受けておりますことから、当日

は特別な協議はありませんでした。 

 次に、５番目の運営委員会に４町村が入るのかと

のことの質問でありますが、この運営委員会組織

は、確認書に記載のとおり、組織として果たす役割

がありますので、沿線の５市町村長が参画メンバー

に入ることを確認いたしておるところであります。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） １１番中村議員の町

営住宅家賃滞納の収納対策の強化と少額訴訟につき

ましての御質問にお答えさせていただきます。 

 １番目の現在の管理戸数と入居世帯数及び平成１

７年２月末までの滞納額につきましては、２月末現

在の管理戸数が４３０戸、入居世帯数が３９６戸。

また、２月末の滞納額が５４０万２,９８０円と

なっております。 

 ２番目の入居世帯者の連帯保証人数であります

が、現在の入居世帯は３９６世帯で、連帯保証人が

５７６人となっております。 

 なお、平成１１年１２月までは連帯保証人が２名

で、平成１２年１月の公営住宅法改正により１名と

なっております。 

 ３番目の連帯保証人との面談は行っているのか、

また、その回数についてでありますが、本年度につ

きましては、１名の保証人と２回の面談を行ってお

ります。 

 ４番目の連帯保証人への催告並びに件数、金額に

ついてでありますが、連帯保証人への催告通知は

行っておりません。 

 ５番目の家賃滞納年数、滞納額、滞納入居世帯数

の３カ月から１年ごとの数でありますが、平成１７

年２月２８日現在の家賃滞納状況につきましては、

３カ月から１年の世帯数は３件、１４万２,０００

円、２年間の滞納者は５件、６０万５,３００円、

３年間の滞納者は３件、４１万９,３００円、４年

間の滞納者は３件、５０万５,８００円、５年間の

滞納者は４件、１２０万１,６００円、６年間の滞

納者は１件、３２万６,１００円、７年間の滞納者

は４件、１０２万８,８８０円、８年間の滞納者は

１件、２８万６,３００円、９年間の滞納者は１

件、８８万７,７００円となっております。 

 ６番目の少額訴訟費用を１３年度から１５年度ま

で予算計上しながら、未実施の理由でありますが、

このことにつきましては、その都度滞納者との面談

で支払いの約束を履行し、誠意が示されたため、訴

訟等に至らず、決算で未執行となったものでありま

す。 

 ７番目の平成１６年度の少額訴訟の実施状況につ

いての御質問でありますが、現在１件の滞納者に対

し、公営住宅明け渡し等訴訟事務の準備のため、２

月２３日に弁護士に相談している状況であります。 

 ８番目の年々ふえてきている町営住宅家賃滞納に

対しての収納対策でありますが、滞納者への督促を

根気よく行い、支払い計画、支払い期限を書面で提

出させるなど、なお支払いが滞っている場合におい

ては、連帯保証人へも面談し、催告通知などを行

い、滞納額の解消に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 また、特に、悪質と判断される滞納者には、明け

渡し等訴訟事務を継続して行い、訴訟も視野に入れ

慎重に取り組んでいきたいと考えていますので、御

理解いただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １１番中村有秀君。 
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○１１番（中村有秀君） まず、１項目めの空き教

員住宅の関係でございます。 

 昨日の同僚議員の質問と重複しないような形で再

質問を行いたいと思います。 

 まず一つは、教員住宅の管理規則第２条入居者の

資格というところがあります。この中で、第２条に

入居者の資格は本町の学校に勤務する教職員とする

と。それで、ただし町長が特に必要と認めた場合

は、この限りでないというくだりであります。恐ら

くその関係で、その他の５戸といううちの２戸は、

教職員に準じていいのかなという気がしますけれど

も、あとの３戸のこのただし書きでの教育長の特認

による入居件数は、恐らく実数は３戸、その他外国

の関係、それから派遣の種々の関係がお二人だろう

と思いますけれども、過去の入居件数、言うなれば

教育長の特認事項による入居件数があると思いま

す。それの数字を明らかにしていただきたいと思い

ます。 

 それから２点目は、この教育長の特認の場合の教

員住宅入居申込書はどのような形になってるかとい

うことで、特に公営住宅の場合、退居するのにいつ

までということで明らかになってはいるのですけれ

ども、現実の問題として、教員住宅の入居申込書の

中身はそういうものがありませんので、どういう形

でされているかということで、その中で当然貸し付

けする期間、それから貸付料は規則第５条の別表の

定めの料金をしているのかというようなこと。それ

から、もう１点は、退居の条件をどういう形にされ

ているのかということ。特に今、清富に３戸入って

おります。ですから、１号のところは昭和４８年に

つくられて、月額５,７６０円、それから２号は昭

和３５年につくられて、月額が３,１５０円、それ

から４号は昭和５４年につくられて、１万３,１０

０円ということになっておりますけれども、その利

用料金はどうなっているかということ、貸付料です

ね。 

 それから次に、平成１７年度の予算で１０６万

１,０００円ということで、東中の教員住宅１７

号、１８号が解体予定ということになっておりま

す。しかし、この建設年度は昭和５２年でございま

す。ですから、それより年度が古いのはまだ２５戸

あるのですね。そんな関係で、私はこの空き教員住

宅１７戸あるうちの１０戸前後、最小限の修繕整備

で町営住宅的な形で転用はできないかということで

す。 

 その内容的には先ほど申し上げた行政資産の適正

運用、それから健全な財政基盤の確立、自主財源の

確保、それから町営住宅入居希望者５９世帯が現在

待っています。その方の対策。それから酪農ヘル

パーということで、１戸か２戸をできればあればい

いというような関係が一つあります。それから、離

農地の新規就農者、この方が離農されても住宅がそ

のまま置いておくということになると、新規就農者

が非常に住宅確保に苦労されているということなの

で、それらの関係。それから、東中、清富地区では

利用の実態があるので、これらについてはどう考え

るか。 

 それから、３番目は、町長は昨日の答弁で、住宅

対策の基本的な考え方として、民間住宅を積極的に

活用云々ということが答弁されました。現実の問題

として、公営住宅に入りたいという人は、言うなれ

ば民間住宅は家賃が高い、それからもう一つは所得

が少ない、それから住居手当等のない人たちがどち

らかというと町営住宅入居を希望している実態でご

ざいます。そういう関係で、町長の言う民間住宅を

積極的にというような基本的な考え方について、お

尋ねを申し上げたいと思います。 

 それから次に、第２項目めです。 

 １点目の問題で、平成１６年１０月末の滞納額が

５８４万４,８８０円で、年度末には私は６００万

円になるのではないかというような危惧をいたしま

したけれども、現在５４０万円台に減少していると

いうことで、収納努力がうかがえるということで、

この関係については評価をいたしたいと思います。 

 それから、２点目の入居世帯の連帯保証人の関係

でございます。 

 町営住宅の管理条例第１１条に住宅入居の手続

で、連帯保証人の関係についてお伺いをいたしま

す。 

 まず１点目は、第１１条３項に、町長は特別事情

のある場合はということで、入居請書に保証人の連

署を必要としないということのくだりであります。

これは恐らく災害だとか何かの事情がということと

理解をしてますけれども、この連署を必要としない

件数があれば教えていただきたいと思います。 

 それから２点目は、連帯保証人５７６人というこ

とで、平成１１年１２月と平成１２年１月以降で変

わってくるということで、今報告を受けましたけれ

ども、法改正前の連帯保証人は何人、それから法改

正後の連帯保証人は何人ということで、お尋ねをい

たしたいと思います。 

 それから、３点目は、連帯保証人５７６人は、条

例、施行規則に沿って現行になっているかどうかと

いうことで、お尋ねをいたしたいと思います。 

 というのは、入居決定者と同程度の収入を有する

者で、町長が適当と認める保証人の連署を請書等に

提出をするということになっておりますので、その

点どうかということ。 
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 それから次に、町営住宅管理施行規則第５条の入

居の手続の中で、入居請書、私は町営住宅に入居す

るに当たり、町営住宅管理条例その他の法令を遵守

し、私の責により上富良野町に損害が生じたときは

連帯保証人と連帯して、賠償の責を講じますとあり

ます。したがって、連帯保証人の責任の範囲の中に

この家賃滞納も当然含まれていると私は理解してお

りますので、その点を確認したいと存じます。 

 それからもう１点、町営住宅入居請書の連帯保証

人についての明文化です。 

 中富良野と美瑛町の条例を見ました。そうする

と、中富良野の場合は、１番目の連帯保証人には収

入が同等というようなことと、徴税のないというこ

とがありますけれども、その次に、連帯保証人には

所得証明、納税証明書を提出してください。それか

ら３番目に、連帯保証人は実印を使用し、印鑑証明

を添付してくださいとなってます。それから、美瑛

町も連帯保証人は給与証明及び印鑑証明書を提出し

てください。 

 このことは、連帯保証人が勝手に活用されている

のではないかという心配がある、もしくは連帯保証

人に、言うならば家賃滞納、その他があった場合の

請求をできる根拠をここで美瑛も中富良野もはっき

りさせているのですね。うちの場合はないのです

よ。当然印鑑証明だとかそういうものも何も書いて

おりませんので、その点で非常に疑問に思いまし

て、こんなことで今後少額訴訟だとか、それからも

しくは明け渡し請求する場合でも、当然滞納額が

残った場合、そのあれはどう責任がとれるのかとい

うことを危惧するものですから、その点を今中富良

野はどうなっているか、美瑛町はどうなっているか

ということで調べたものを、今申し上げましたの

で、これらについての見解を求めたいと思います。 

 それから次に、連帯保証人の面談の関係です。 

 滞納家賃の収納に連帯保証人の面談はもう不可欠

なのですね。１名の保証人に２回の面談を行ったと

いうことでございます。私はこれだけ滞納があるの

に、この連帯保証人に対しての面談、もしくは催

告、こういうことに連帯保証人の認識がもう担当者

の中に全然ないのではないかという気がいたしま

す。その点でどうなのかということでお尋ねしま

す。 

 それから次に、連帯保証人の面談未実施の理由で

す。これは後ほどまた出てきますけれども、理由。

それからもう一つは、今回面談した保証人の家賃滞

納年数はどの分類に入っているかということで、お

尋ねしたいと思います。 

 それから３点目は、今後連帯保証人への面談の取

り組みについてどうしていくのかということで、お

伺いしたいと思います。 

 それから次に、連帯保証人の催告の有無です。 

 先ほど申し上げた連帯保証人の認識欠如が大きな

問題で、何回かの面談等によって採決を進めなけれ

ばならないというのが一般的に進めることになろう

と思います。その前段での面談すら１回、２回で

は、当然催告までは進められる実態であろうかと思

います。 

 今後面談と連動してそれらの催告も進むべきと考

えるが、その方針についてお伺いをいたしたいと思

います。 

 それから次に、家賃滞納額の実態の関係です。 

 確かに３カ月から１年では３世帯ですけれども、

ひどいのは９年間で１世帯で８８万７,７００円と

いう金額。トータルにすると２５世帯、５４０万

２,９８０円という実態がわかりました。 

 私は、滞納者は当然当月分の家賃と、滞納額の分

納をされていると思いますが、それらの関係につい

てどうしているかということで、お尋ねをいたした

いと思います。 

 それから次に、少額訴訟の関係の６番目の関係で

す。 

 予算を計上しながら１３年から１５年まで未実施

の理由ということで、今、課長の方からお話があり

ましたけれども、まず、１点は少額訴訟というもの

はどういう内容、手続をされているか、一応課長の

認識をお伺いいたしたいと思います。 

 それから２点目は、町営住宅家賃滞納の少額訴訟

の予算計上、１３年度３２万円以下、３０万、３０

万円と来ています。これの少額訴訟予算計上の算出

根拠ですね、これを明らかにしていただきたいと思

います。というのは、当然、何件あるその中の悪質

なものというようなことであろうかと思いますの

で。 

 それと、３点目は、未実施の理由で、その都度滞

納者との面談で支払いの約束を履行し、誠意が示さ

れたとの答弁がありました。現実に平成１２年度末

の滞納額が３３９万３,０１０円です。それが本年

２月末の滞納額は５４０万２,９８０円ということ

で、２００万９,９７０円、６３％の増なのです

よ。これで誠意が示されたということで、しなかっ

た理由、全く僕は詭弁だと思うのです。なぜこうい

う形になるのかという点も理解ができませんので、

その点も明らかにしていただきたいと思います。 

 それから、１６年度の少額訴訟の実施状況という

ことで１件、公営住宅明け渡し等の訴訟事務の準備

のためということでございます。それで、この明け

渡し訴訟準備ということ、１件の滞納者はどの分類

の人かということでお尋ねをいたしたいと思いま
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す。 

 それから、この関係で、明け渡し訴訟事務を遵守

しなければならないということですけれども、私は

前段に連帯保証人の責任を明確にしなければならな

い。そのために明け渡して滞納家賃がそのままとい

うケースは当然考えられるわけですから、そうする

とこの前段のことをきちっとしないで、明け渡しだ

けということには相ならないと思うのです。ただ、

滞納額を納めていくということになると、ある面で

少額訴訟で裁判所の中ではっきりしてやるべきだと

思うのです。 

 それで、当然前段の連帯保証人の面談、催告、そ

れから少額訴訟での支払いの関係、そういうものと

あわせて明け渡し請求ということが連動していかな

ければならないのではないかと思います。 

 それから次に、８番目の年々ふえている家賃滞納

に対しての収納対策でございます。 

 根気よくやっていく、支払い計画、支払い期限を

書面で提出させる、このことは皆さん方今までやっ

ているのですね。やっているのだけれども、現実に

年々年々ふえているわけですから、それであればど

うするかという別なアクションが起きてこなければ

ならないのではないかという気がいたします。そう

いうことで、明け渡し等の訴訟事務を継続して行

い、訴訟も視野に入れて慎重に取り組むと、答弁で

はございましたけれども、現実に年々増加してい

る。そのための対策ということで、まず、一つは、

町税等の滞納処理対策のプロジェクトの体制です。 

 以前行ったこれについては年３回、計画的に滞納

世帯を訪問し、徴収並びに納付督励を行うと。これ

は町営住宅ばかりでなくて、そのほかの全部の関係

を九つの班に編制してということでございます。そ

れらの機能が十分果たされているかどうかというこ

とです。 

 それからもう１点は、平成１６年４月から組織機

構改革をされましたけれども、その組織改革に対す

る町職員の皆さん方の意見等の一覧というのが出て

おります。私それを見ましたら、注目すべき意見と

いうことで、税や使用料の徴収業務、これを統合一

元化が検討すべきでないかという項目が一つありま

す。 

 それからもう一つは、厳しい財政状況、職員数の

減少の中にあって、公共サービスを原点から見直

し、業務の廃止、縮小、統合、民間委託など、しが

らみにとらわれるとなく大胆な改革が必要だと。こ

れに対応した組織機構の構築を図る必要があると。

ですから、私はこういう職員からそういう意欲を

持ってやるということであれば、何とかそういうこ

とで徴収業務の一元化ということができないかどう

か。 

 それから、もう一つは、これ道南の方でありまし

たのですけれども、町税等の滞納案件を引き受ける

機構を、これを富良野広域圏で検討してはどうか。

言うなれば、こういう機構をつくって、その中の悪

質な長期なものをそこにゆだねるというような方法

を、何とか富良野広域圏で考えていただきたいとい

うことで、その道南の方ではやはり顔見知りの者が

行けば、もうやっぱり事情を聞かれればあれだとい

うことで、町民を苦しめるということでなくて、や

はり払うものは払ってもらわなければならないとい

う形で、やっぱり受益者負担で税金をちゃんと納め

ている人、納めない人、公営住宅をちゃんと納めて

いる人、納めてない人、そんなことには公平、公正

の面から言えばぜひ是正をしなければならないとい

う関係がありますので、この点もひとつ検討課題と

して考えていただきたいと思います。 

 次に、３項目めの富良野協会病院の移転改築にか

かわる問題でございます。 

 一応町長の答弁は基本的には理解ができます。一

つは、第１点目の基本構想の決定者の関係です。 

 富良野地区広域市町村の振興協議会会長の富良野

市長が入ったということですけれども、ただ、いろ

いろ富良野の状況を山部の厚生医院の問題等も含め

ると、どっちかというと沿線４町村でなくて富良野

市中心のスタンスになるおそれもあるのですね。そ

んな関係で、やはり私は４町村の代表として、どな

たかということは人口からいえば尾岸町長になろう

かと思いますけれども、ぜひ入っていただいて、そ

の意見を反映させていただきたいということですけ

れども、ただいま町長の答弁では振興圏の協議会で

十分やって、その意見反映ができるということでご

ざいますので、そうすると、町村圏の振興協議会で

語られた意見等は十分意見統一をする、それがどう

反映されているかということで、やはり検証を強め

ていただきたいというのが要望でございます。 

 それからもう１点は、地域センター病院整備検討

委員会というのがあります。これは検討委員１１名

いらっしゃいます。それからオブザーバーは３名い

らっしゃいます。それから事務局ということで５

名、これが全部富良野市の皆さん方でございます。 

 そんな関係で、やはり整備検討委員会の委員、そ

れからオブザーバー、事務局員もこの４町村から１

人ぐらいずつ入ってもいいのではないかということ

で考えます。そういうことで、その点をお伺いをい

たしたいと思います。 

 それから、移転改築工事５９億円を見込まれた関

係で、８億円を出すという根拠になったということ

で、一つは、開放型病床２０床、この新設に３億
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円、それから、高度医療機器導入に５億円、合計８

億円を圏域５市町村で分担ということでは理解がで

きますけれども、例えば将来、今出した、例えば高

度医療機器５億円、これが今後更新だとか新規に新

しいものを入れたいということになると、そういう

名目で入れたのであれば、そのことを入れる段階で

また財政負担が出てくるのかどうかという心配があ

るのです。当然町長の言う、いろいろ二つの委員会

の中でまた出てくると思いますけれども、やはり

我々上富良野町立病院を抱えているから、なおその

点を心配をしてますので。 

 それから２点目は、確認書の中で明示されている

脳神経外科の開設を将来的に図るということになっ

ています。 

 この脳神経外科の関係は去年の段階でいろいろ論

議をされて、西病院もあるからやる、やめる、やる

というような繰り返しがあったのは事実でございま

す。したがって、一応確認書の中で明示されている

ので、そういった場合に脳神経外科が上富良野町立

にはない、やっぱり利用するということになると、

そういう財政支援が出てくるのではないかという心

配があります。そんな関係で、市町村圏の振興協議

会の中で、その点の論議がされたかどうかというこ

とで、お伺いをいたしたいと思います。 

 それから次に、負担額の関係です。 

 本年２月の段階では総工費５９億円と。そのうち

の２割ということで１１億８,０００万円というこ

とが最初私の頭の中で数字は出てたのです。しか

し、５市町村の財政支援がそのことで特に尾岸町長

が利用人口の関係等も入れて非常に、私は１億円以

上の財政支援かと思って心配していたのですけれど

も、町長のリードで大きく縮減されたということ

で、町長の労を多としたいと思います。 

 それで、現実にちょっと私調べてみましたら、富

良野が市立病院を持ってない関係で、地域センター

病院に市の助成金、資金等の援助を平成６年から平

成１６年、１１年間で２億９,５１４万円なので

す。これはもう富良野市の総合保健センターからい

ただいた資料でございます。それから、上富良野は

それではこの１１年間、幾ら町から３条、４条の関

係で出しているかというのを調べましたら、２６億

６,３３８万円でございます。そうすると、富良野

の７億４,０００万円というのはうちが出している

３年分ぐらいにしかならないのですね、現実の問

題。 

 ですから、私はもう富良野がまだまだ負担をしな

ければならないということを言いたかったのですけ

れども、当初１１億８,０００万円が８億円になっ

て、そしてまたその部分で下がったということでご

ざいますので、今後、私先ほど申し上げた脳神経外

科の問題だとか、それから新しく高度医療機器の関

係だとかということになると、やっぱり上富良野も

そうですし、中富良野も財政規模としますと大体規

模に応じた財政負担を強いられているのですね。 

 そんな関係で、今後地域センター病院に対する財

政支援を内容を異にして出てくることが予想されま

すので、その際のどう対処するかという見解をお伺

いいたしたいと思います。 

 それから、あともう１点、４番目の医療ニーズの

関係等も含めて、努めるという表現があります。 

 それで、平成１７年２月３日の道新に植田助役の

コメントが載っております。植田助役は、自治体医

療機関への医師派遣が基本構想では努めるとなって

いる点に不満を漏らす。努めるでは担保にならず実

施時期も不明確、根底が確約されないと財政支援に

は応じられないという厳しい姿勢を出してたという

ことで、ある新聞で。この関係等を含めてこの医師

派遣の問題、非常に難しい問題はあるのは承知して

おります。ですけれども、内々でどういうような動

きがあったのかということも含めて、お尋ねを申し

上げたいと思います。 

 それから、５番目のこの病院運営委員会の設置、

それから共同利用施設運営委員会の設置について

は、５市町村が参画メンバーに入っているというこ

とで、確認をしたということで理解をいたしたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 今、再質問の中で質問の趣

旨が変わってきているところもございます。例え

ば、教育長の認定したというか認めた入居者と、こ

れの方はどちらかといいますと質問の趣旨からかん

がみ、通告外に当たるのではないかなと思いますの

で、それから、町税プロジェクトの面がございまし

た。町税ということになりますと、またこの入居者

の問題と徴税の問題、別の問題でございますので、

その点、今意見調整しまして、ですが、この２点に

ついては通告外と認めますので、よろしくお願いし

ます。 

 それで、２０分間、暫時休憩をいたします。 

○事務局長（北川雅一君） 再開時間を１０時４５

分といたします。 

─────────────────── 

午前１０時２１分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩に引き続き、一般

行政についての質問を続行いたします。 

 １１番中村有秀君の質問に対し、町長、答弁お願
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いいたします。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、教員住宅の件でありますけれども、このこ

とにつきましては、町といたしましては、さきの村

上和子議員のときにお答えさせていただきましたよ

うに、コスト等々の対応を図りながら、また、所管

であります総務常任委員会の皆さん方の御意見等々

もいただきながら調査をさせていただいて、その対

処を進めていきたいというふうに思っております。 

 なおまた、公営住宅の待機者対策等々の御意見も

ございましたが、今現在、公営住宅がなければ住ま

われないということでなくて、住居は持っておられ

る方々が大半であるということで、報告を聞いてい

るところでありまして、さきの村上議員にもお答え

させていただきましたように、町はこれから公営住

宅につきまして、建設増をする考え方はございませ

ん。現状の戸数を維持していこうというふうに思っ

ておりますが、御案内のとおり国の財政事情から、

公営住宅の改築等々についても適用な助成策等々

が、だんだんだんだん厳しくなってきているという

ことをかんがみますと、公営住宅の改築等々も計画

どおり進めるのには非常に厳しい状況にあるという

ようなことから、民間の方々の対応でひとつ民間活

力を大いに対応していくように、今後考えていきた

いというふうに思っております。 

 それから、２点目の公営住宅の家賃の滞納問題で

ありますが、議員御心配のとおり、私自身もこの滞

納につきましては懸念をいたしているところであり

ますが、現在、町は特に現年度分の回収に意を注ぎ

ながら、少しでも滞納額を過年度に送らせないとい

うようなことで、現年度回収に努力をいたしており

ます。それとともに、過年度滞納についての回収も

取り進めているところでありますけれども、どうし

てもこういう経済情勢の中で現年度分を納めていた

だくと、過年度分まで手が届かないというような状

況で、過年度分の収納率が伸びてこないというのが

現状でございますが、議員御指摘にございましたよ

うに、この滞納対策につきましては、議員が御心配

のとおり私自身も案じている、懸念しているところ

でございまして、御提言ありましたような条例の整

備改定等々も含めながら、また、当然にして保証人

という制度をとっているわけでありますから、その

保証人の対応等々も含めつつ、最悪の場合において

は少額訴訟の対応を進めながら、滞納回収に全力を

尽くしてまいりたいというふうに思っておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

 ３点目の地域センター病院、協会病院の件であり

ますけれども、このことにつきましては、議員御心

配いただいております確認書に、富良野地区広域市

町村圏振興協議会会長としての富良野市長による捺

印で、４町村長の捺印がなかったということに対す

る懸念を感じられるというお話でありますが、この

ことにつきましては、私どももこの協議会の委員会

で十分意見を交換させていただきました。５市町村

長が連署して押捺すべきかというような話をしたと

ころでありますが、この圏域の協議会におきまして

はその都度議事録も作成しておりますし、そういう

ようなことから圏域の会長という職で十分であると

いうことで、会長職として確認書に押捺するという

ことで、委員会として方向を定めさせていただいた

と。 

 しかし、会長職についての富良野市長であります

けれども、この圏域のすべてのことについては会長

で一任、すべて自由になることではなくて、各５首

長が平等、対等の立場で意見を交換しながら物事を

決定していくという組織でありますから、会長の意

のままになるということには全くならないと。市長

がそれぞれの意思を統一して対処しているというこ

とで、この件につきましては会長職でお話したこと

に懸念を私自身は持っておりません。 

 次に、脳外科等々今後の対応だとか、あるいは現

在８億円の対応の中で高度医療機器等の部分に圏域

が協賛すると、支援するということについて、今後

これらの補充、あるいは更新に当たって、再び支援

することがないのかと、今後の負担が生じないのか

という懸念でありますが、このことについては全く

ございません。現在、地域センター病院を建設をす

ると、新設するということに対する圏域の支援であ

りまして、協会病院の経営に対する支援ではないと

いうことでありますので、これからそういう状況に

はないということで、ひとつ私どもは押さえており

ますので、そういう認識にあるということで御理解

を賜りたいというふうに思うところであります。 

 それからもう１点、負担額の２,０６８万８,００

０円の我が町の負担の部分でありますけれども、議

員のお話にありましたように、当初の状況からする

と、我が町の負担は１億円以上の負担をしなければ

ならない状況に当然にしてあったということであり

ますが、御案内のとおり、富良野圏域の中で上富良

野町だけが今回の富良野協会病院の建築に当たり、

建築資金に対して支援でき得ないということで、

はっきりと明言いたしていたと。 

 その一つには、議員の御質問にありますように、

富良野市におかれては自治体病院を持たないで、協

会病院、西病院等々の民間病院によって地域住民の

健康管理をしていただいていると。我が町におきま

しては、町立病院という自治体病院をもって、年間
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２億五、六千万円の財政投資をしながら、赤字経営

で苦しみながら自治体病院で町民の健康維持管理を

進めているという現状の中で、他のところの支援に

は手が届かないということを基本姿勢として、委員

会の中で広域圏の協議会の中で意見を申し述べてお

りました。 

 最終的には、私自身が予想をしておった以上に富

良野市の負担が大きくなる、富良野市が９３.３６

％、総体的には８億円の総額の９３.３６％を負担

していただくようになったと。本来であれば８億円

の８割を負担すると、残りの２割、１億６,０００

万円を４市町村が出す。そうなりますと、町の規模

からいって１億６,０００万円を４町村が持つとす

ることになれば、当然にして上富良野は半分近くの

負担をしなければならない立場にあるというような

ことも認識をしながら、基本的に対応していたわけ

でありますが、富良野市が応分の負担をするという

ことで、こういう結果に相なったということで御理

解をいただきたいと。その負担につきましても、我

が町の町民が富良野協会病院にお世話になっている

３カ年間の実数の率で負担をさせていただいたとい

うことで、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、最後に、４番目の医師の派遣問題等々

に関してでありますが、基本的にこのことにつきま

しては、１３日に最終締結を結んだ１日には、この

話が出なかったわけでありますが、その以前に２月

７日に富良野協会病院院長と富良野市長が上富良野

町においでいただきまして、いろいろと細部にわ

たって、先ほど議員からお話のありました助役の報

道等々の関連につきましての協議をさせていただき

ました。その中で、医師の派遣について、もう少し

明確な文書にしろと。それができないのであれば、

上富良野町と協会病院とで覚書を交換しようという

提言をいたしましたが、現状の協会病院の医師の確

保が不足していると。この協会病院としての医師の

確保を充実しない限り、支援のところまで手は届か

ないと。そのためには新しい病院を建設して、これ

から研修医指定病院に発展することによって医師の

確保が十分に対応でき得る時点になれば、医師の派

遣等々の支援も協力はでき得るというお話等々を細

部協議をさせていただき、先ほど冒頭、あるいは行

政報告でも申し上げましたように、これからのセン

ター病院として、地域センター病院としての上富良

野町立病院に対する支援に大いに期待をしながら、

現状お世話になっている部分としての、私は２,０

６８万８,０００円の支援をするという考え方であ

るということで、御理解いただきたいと思います。 

 他の部分につきましては、私どもとしてお答えで

きない答弁漏れもあろうかと思いますが、それにつ

いては議員からの通告外の部分も含まれているとい

うことで、御理解を賜りたいものだなということ

と、町営住宅の滞納の問題について、重ねて担当課

長の方から御答弁をさせていただきます。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） 中村議員の再質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 御質問の２点目のところの連帯保証人の法改正

前、後と、いないものの人数でございますけれど

も、以前につきましては４８２人、それから改正後

につきましては９４人、それからいないものが３９

戸ございます。 

 それから、連帯保証人の責任のところでございま

すけれども、これにつきましては、上富良野町につ

きましては入居者と同等以上の収入のある者という

ことでの申請を受けまして、許可をしているところ

でございます。 

 ３点目の未実施の理由でございますけれども、こ

れにつきましては、分納等の支払いの約束をしてい

るために、保証人までの面談に至っていないと、そ

ういうことでございまして、今後の取り組みにつき

ましては、こういうことから履行されない場合につ

きましては、保証人の面談を行っていきたいと、そ

のように考えております。 

 ４点目の連帯保証人への催告の有無等でございま

すけれども、これにつきましては先ほど、あるとす

ればその件数と金額及びのところでありますが、こ

れで行っていない理由といたしましては、先ほど申

し上げました、分納と支払い期日が約束されており

まして、数年、数カ月後には完済の見込みがある場

合ということで、行っておりません。その都度ふえ

るようなことのないように、早期完済するよう指導

を行っているところでございます。 

 ５点目のところの分納についてどうなっているか

というところでございますけれども、これにつきま

しては、分割納入している者は何名いるかのところ

では、２５件中の６件、今分納の約束をしておりま

す。 

 次の、６点目の少額訴訟の認識ということでござ

いますけれども、私といたしましては、本人の和解

を基本と考えているというふうに考えております。 

 それから、予算計上などにつきましては、これは

主に弁護士の費用の計上でございまして、これらは

弁護士の費用プラス印紙代とか、通信運搬費とか、

そういうものが積算の内容でございます。 

 それから、未実施の理由につきましては、これに

つきましても、本人からの支払い意思を確認してい

ることから、今まで未実施にあったということでご

ざいます。 
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 それから、今回訴訟事務などを行っている者につ

きましては、これはうちの方で相当の納入などの催

告を行っておりましても、余り納入の誠意が希薄で

あるという、そういうような様相のことから、その

ようなことで今後も慎重に進めてまいりたいと、そ

のように考えております。 

 訴訟事務に要する期間でございますけれども、こ

れにつきましては、いろいろなことも状況調査等も

ありますので、五、六カ月間ぐらい必要なのかなと

いうふうに考えております。 

 それから、８点目の年々ふえている滞納に対して

の収納対策ということでございますけれども、これ

につきましては、今後ともさらに他の徴収ものなど

と横断的な連携を密にしながら、さらに徴収率の向

上に努めてまいりたいと考えておりますので、御理

解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩いたします。 

─────────────────── 

午前１１時０２分 休憩 

午前１１時０４分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解きます。 

 １１番中村有秀君の質問に対し、建設水道課長、

答弁いたします。 

○建設水道課長（田中博君） 大変申しわけござい

ません。 

 面談のランクでございますけれども、これにつき

ましては、９年のところで今考えているところでご

ざいます。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩いたします。 

─────────────────── 

午前１１時０４分 休憩 

午前１１時０８分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解き、答弁を求

めます。 

 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） 面談のランクのとこ

ろでございますけれども、これにつきましては４年

の滞納者のところでございます。 

 それから、明け渡しのところにつきましては、

今、弁護士と相談しているところにつきましては、

９年間のところ。 

 それから、少額訴訟のあり方につきましては、弁

護士から指導を受けてきておりますのは、明け渡し

請求訴訟に応じない場合には裁判所による強制執行

となるため、その費用については強制執行のそれな

りの金額もかかります。それから、なった場合に、

明け渡しの必要な実費といたしましても、また１件

当たりの費用が、１件当たり五、六十万円ぐらいか

かると、そのような弁護士からの指導を受けてま

いっております。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） まず、空き教員住宅の町

営住宅的な関係ということでございますけれども、

先般、道南の七飯町でこの公営住宅、これはコンク

リートブロックづくりでございますけれども、そう

いう経過があり、先般の新聞報道ではニセコ町がコ

ンクリートブロックの町営住宅を国の補助で改築が

できると。そうすると新築より安いというようなこ

とが出されておりました。 

 したがって、私はできるだけある施設を完全にだ

めであればいいけれども、何とか補修をしながら

やっぱり入れていく、そして収入を上げる。そして

行政資産の適正な運用を図っていただきたいという

ことでございます。町長、最終的に総務文教委員会

で現状を確認し、そしてまた検討をして最善の方向

を見出していきたいということなので、私どももそ

ういうことで、何とかこの実現のためにまたやって

まいりたいと思います。 

 それから、２点目の家賃滞納の関係です。 

 一応町長から現年度の回収に最善の努力をする。

それからもう一つは、滞納解消に努力をするという

ことでございますけれども、現実にやっているやっ

ているといっても、２００万円以上ふえているわけ

ですから、そうすると私は現年度ものがきちっと

入って、それから過去の滞納の部分が少しずつ分納

されているという認識持っているけれども、そうで

ない現状ということでございますので、これらにつ

いてもまた最大限の回収に努力をしていただきたい

と思います。 

 それから、管理条例による連帯保証人の関係で

す。 

 改正前は４８２人、それから改正後は９４人とい

うことです。それで、上富良野町に貸し付けだとか

使用料、利用料の連帯保証人を持っている条例、も

しくは規則がある。町営住宅の場合は今１人です

ね。それから、町立病院の入院同意書も１人、それ

からもう一つ、上富良野高等学校の奨学資金の貸し

付けが、これも１人。それから、水洗化の改造資金

貸与に関する、これも保証人が要るわけです。 

 ただ、私が富良野簡易裁判所から旭川の裁判所へ

行って確認したら、先ほど申し上げた印鑑証明がな

くて、そして保証人になっている。それが私はして

ない、してるというような論議が出てくる可能性が

十分ありますよと。これは旭川です。そうすると、
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先ほど申し上げたように、連帯保証人の給与証明書

はいいのですけれども印鑑証明等、中富の場合は実

印を使用し印鑑証明を添付するということになって

ますから、そうすると、上富良野もこういう形で条

例、規則を改正しないと後々紛争が残るよというこ

とで、これがまず第１点。 

 それから、もう１点は、言うならば、連帯保証人

に対する認識が僕は甘かったと思うのですね。とい

うのは、入っている人も納めなければ連帯保証人に

請求できる。しかし、連帯保証人が死んだ場合、上

富良野にいない場合、収入がなくなった場合、いろ

いろなケースが想定されるのです。 

 それで、それでは中富良野はどうなってるかと見

ますと、中富良野には施行規則の第６条で、入居者

は連帯保証人が亡くなったとき、もしくは適正を

失ったとき、または連帯保証人を変更しようとする

ときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に

提出しなければならないと。この中で新たなときは

所得証明、納税証明書、実印を使用した印鑑証明と

いうことになっている。 

 それで、上富良野のあれはどうなっているかとい

いますと、これが全然ないのですね。ところが、上

富良野高等学校就学資金貸付規則の中では、借受人

は連帯保証人が欠けたとき、またはその他の事由に

より的確性を失ったときは、連帯保証人変更届（様

式３号）を教育委員会に提出をしなければならない

という項目があるわけです。 

 それから、水洗化の中では、死亡したとき、住

所、氏名、職業、または勤務先を変更したとき、そ

れから、連帯保証人を変更したとき、または町外に

転出したときは、この変更届をしなければならない

となっているのです。そうすると、今、私は心配す

るのは、この５７６人の保証人が現在どういう状況

になっているかというのが心配なのですよ。 

 今後少額訴訟を起こす場合も、先ほど旭川の裁判

所で聞いたけれども、そういう印鑑証明やなんかを

含めてどうなっているか、私は知りません。勝手に

押したのではないですかということが、出てくるお

それがあるということなのです。そうすると、実際

に今やっているような形の保証人の変更届をきちっ

と維持管理しておかないとだめですよということな

のです。ですから、これについて当然、僕はやって

いかなければならないと思うので、これらの関係に

ついて、一応早急にやるということでの確認をいた

したいと思います。 

 現実に上富良野高校や水洗化等の改造貸付金に対

しては、もうやっているわけですから、何でこれが

やらなかったのかということでございますので、言

うなれば連帯保証人に対する認識が欠けていたのか

なという気がいたします。 

 それから、もう一つ連帯保証人の面談を１名の保

証人と２回行っているって。なぜ４年間の人だけが

対象だったのかということで、極端に言えば、僕は

もう１年、２年はいいとして、全部２５世帯いるう

ちの１７ぐらいは３年間以降のやつぐらいは、やは

りやるべきだとは考えているのです。 

 ですから、その点なぜ４年間の人にということ

で、何か事情があったのかどうかということで、お

伺いをするとともに、今後連帯保証人の面談、それ

から催告等を含めてどうするかということについ

て、お尋ねをいたしたいと思います。 

 それからもう１点、分納者は滞納者で６件という

ことで言われました。そうすると、２５人のうちの

６人なのですね。こんなことをやっているから僕は

滞納額がどんどんどんどんふえていくと思うので

す。ですから、やるのであれば、この滞納者の２５

世帯全部やって、金額はそれぞれ家庭の事情がある

からいたし方ないと思いますよ。だけどそういう姿

勢がないから、こうやって滞納が僕はふえていくと

いう実態があるので、先ほど出されてましたその都

度滞納者との面談支払いの約束を履行し、誠意が示

されたため訴訟に至らずと。こんなことを言って２

００万円も増えていることは、やってないのと同じ

でないかという気がするのです。 

 ですから、これについては厳密に対処をして、そ

れぞれの家庭に応じてある面で分納をやっぱりき

ちっと誓約の中にして、やっていただきたいと思い

ます。 

 それから次に、少額訴訟の関係なのですが、

ちょっと明け渡し訴訟の関係と混同していると思う

のですけれども、少額訴訟は６０万円以下、言うな

れば最初起案した段階ではだろうと思うのですけれ

ども、平成１６年１月から裁判手続等の手数料が変

更になりましたと。例えば、支払督促書の申し立

て、６０万円までは３,０００円なのですよ。そし

て、これはもう１日で即決されるのですよ。 

 ですから、もう内容は全然わからないで、ただ少

額訴訟だ、３２万円、３０万円、３０万円というこ

とで上がってきているのではないかなという気がい

たします。現実の問題、これ少額訴訟は同一人が１

年間に１０回しかできないのです。言うならば悪徳

金融業者が全国にそういうことをばらまいてやれば

出てこなかったら出てこないで、それでもう判決が

出ちゃう制度ですから。ですから、これはもう１年

間に同一人は１０回しかできないということですか

ら、だから私は、３２万円、３０万円の予算措置し

た内容を聞きたいというのは、そういうことなので

すよ。 
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 ですから、現実に裁判所の手数料、これに特別送

達の郵便料が両者の分だけかかるわけですよ。それ

で済むのですよ。だから少額訴訟と言っているので

すよ。だから、問題はその後、仮に仮執行するとか

何かということになると、いろいろ問題が出てきま

すけれども、現実の問題、少額訴訟の段階では、そ

ういう金額で済むのです。 

 だから、私も一生懸命あっちこっち行ったり、資

料を集め勉強させていただいたのですが、そういう

形でございますので、何とか少額訴訟をやって、そ

の中で判決が出る。言うなれば分納もやる、それか

ら誠意を持ってやるということで、やることが大き

な要素になってくる。ですから、訴訟なんていうの

は、これはもう簡易裁判所は簡単ですよ、こういう

書式で書いてくださいということで。ただ、僕が今

一番心配しているのは連帯保証人がそういうことで

催告の対象になって、私は知らないとかなんとかと

いう問題が僕は出てきそうだし、それから、もう一

つ、人数が多い関係で、言うならば５７６人おられ

ます。２人のところと１人のところとありますけれ

ども、そういう関係で、そういう問題が僕は出てく

るおそれがあるということなのです。 

 そういうことで、何とかこの問題については、き

ちっと整理をしていただきたいということでござい

ます。 

 それから、明け渡し訴訟なのですけれども、当然

明け渡しが極端に言えば、条例では３カ月以上滞納

したら、明け渡しを請求することができるというこ

とになっています。ですから、これからいえば、も

う２５人の方があれだけれども、そんな酷なことは

言えないのが自治体としての実態だろうと思いま

す。 

 したがって、僕は明け渡し請求は９年間の人とい

うことですけれども、一つは、明け渡しただけで出

ていって、後のやつがどうなのかという問題がある

から、当然その前段でやっぱり支払うことの措置を

していかなければならないということでございま

す。そういうことで、ちょっと課長の方でなかなか

御理解がいただけない部分があったので、その点を

お願いいたしたいと思います。 

 それから次に、協会病院の関係です。 

 一応、全くというのは先ほど申し上げた高度医療

の関係等は、今後新設するときの状況で支援をする

のだと。今後、更改等が万が一あっても、それは協

会病院が独自で積み立てをしたり、富良野市から援

助をいただいたりということ。それから脳神経外科

についても、開設時ということでやっているという

ことであれば、僕はその脳神経外科の場合は、

ちょっと心配なのだけれども、町長はもう全くなし

と、しないということでございますので、そのこと

を信用していきたいと思います。 

 以上、再々質問を終わります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず教員住宅の空き住宅の件でありますが、これ

につきまして、さきに村上議員のときにもお話し申

し上げましたように、町有財産の有効活用を図って

いくということを前提としながら、コストを十分に

考えることと、公営住宅の現在の数をふやすと。公

営住宅に変更するという考え方ではなくて、別なサ

イドからの利用について総務常任委員会の皆さん方

と、現状を見ていただきながら対処していきたいと

いうことで、御理解を賜りたいと思います。 

 それから、家賃滞納の諸問題につきましては、先

ほど再質問のときに、私の方から総括的にお答えさ

せていただきましたように、この滞納問題について

は、重大な問題として位置づけしておるところであ

りまして、これらにつきましては行財政改革実施計

画の中でも税すべてのものを含めた中での、この滞

納の解消施策に取り組んでいくということで、今、

行革の中でも取り進めている段階でございます。 

 そういう中にありまして、この家賃の問題につい

て議員から種々御指摘いただきましたことにつきま

しては、先ほどもお答えさせていただきまたよう

に、条例の整備改正等々も含めながら、その対処を

図っていく。その中には保証人制度の問題等々の対

応も含めて、そして少額訴訟等々の措置の方法等も

含めながら、この滞納額減少の対策を講じていくと

いうことで、取り進めていきたいということで、再

質問のときにお答えさせていただいておるとおりで

ございますので、御理解を賜りたいと思います。 

 それから、地域センター病院につきましては、先

ほどもお答えさせていただきまたように、現在の改

築、新築という問題の中で、地域センター病院とし

ての協会病院の充実強化を図っていく施設を、今建

てるのだということを前提で財政支援をするという

ことでありまして、今後のその地域センター病院と

しての機能を充実する、建物が建ってあと経営上の

問題については、これは我が町において町立病院

に、経営が厳しい中で財政投資をしている町立病院

を抱えている以上、よその病院にまで資金援助をす

るなんていうことは全く考えておりません。これか

ら協会病院のセンター病院としての資金援助につい

ては、上富良野町としては考えていないということ

で、明確にお答えさせていただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１１番

中村有秀君の一般質問を終了いたします。 
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 これにて、一般質問を終了いたします。 

─────────────────── 

◎日程第３ 議案第２２号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 議案第２２号上

富良野町農業委員会選挙委員定数条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小澤誠一君） ただいま上程いた

だきました議案第２２号上富良野町農業委員会選挙

委員定数条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由を申し上げます。 

 農業委員会選挙委員定数条例につきましては、平

成１６年１１月、農業委員会の活動の重点化や組織

体制のスリム化・効率化等に向けまして、農業委員

会等に関する法律の一部改正が行われたところでご

ざいます。このことを受けまして、上富良野町農業

委員会選挙委員定数条例の改正を行うものでござい

ます。 

 条例の改正に当たりましては、現行の選挙委員定

数１４人から５人を減数し、９人に改めようとする

ものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第２２号上富良野町農業委員会選挙委員定数

条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町農業委員会選挙委員定数条例（昭和２

９年上富良野町条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

 本則中「１４人」を「９人」に改める。 

 附則。この条例は、次の一般選挙から施行する。 

 以上、説明といたします。御審議をいただき、議

決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 農業委員会の定数の見直

しということで、今回農業委員を１４名から９名と

いうことで５名削減されるということですけれど

も、これ四つの団体から各１名減で、議会からも推

薦枠を１名減にしたところですけれども、これ反対

ということではないのですけれども、こういうこと

を６名とか４名とかという考えも考えられると思う

のですけれども、その５名に減にされた根拠といい

ますか、その理由というのをちょっとお聞かせいた

だきたいのですね。今、農業委員の方も農地流動化

とか、いろいろ今の時期重要な役割を担っていらっ

しゃると思うのですけれども、これらで支障を来さ

ないのか、その５名減というところに落ち着いたと

ころの、その根拠というのはどういうことなので

しょうか。 

 それから、以前に女性の農業委員をということを

申し上げましたら、何かの機会、農業委員会の何か

改革とか何か、改正とか何かするときに、今回は定

数の見直しということになっておりますけれども、

そういったところで検討をしたいと。でも大変厳し

いと、こういうことを申されておりましたけれど

も、ますます将来どうしても女性が農業委員になる

というのは大変難しいようですけれども、実現する

のに育成していただきたいと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（中川一男君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 村上議員の御質問

にお答えいたします。 

 まず、選挙委員定数、現在の１４名から５名を減

らしまして９名にしたその根拠でありますけれど

も、一つは、提案理由の中でも申し上げましたよう

に、組織体制のスリム化、こういうのであります。

効率化に向けて法律の中においてそういうぐあいに

明示されておりますので、それに加えまして農業委

員会等の補助金が、この１７年から平成１９年まで

３年間の間に２０％程度削減されるというのが一つ

ございます。その辺を踏まえまして、農業委員会と

しての決議をしまして、町長が今回の提案理由に

なったと、それが一つ大きな原因であります。 

 それで、９名につきましては、当初いろいろな考

え方がございました。現在のままでもいいのではな

いか、それから１０名、あるいは８名、１２名、い

ろいろな考え方出ましたけれども、結果的にはやは

り農業委員が１人受け持つ耕地面積等も一つ勘案さ

せていただきました。そう申しますのは、現在上川

管内を比較してみますと、おおむね３５０ヘクター

ルから６００ヘクタールぐらいまでの１人当たりの

受け持つ面積といいますか、そういう状況になって

います。本町を見ますと、現在三百七、八十ヘク

タールが１人の受け持ち分です。今回この９名にす

ることによって、大体５００ヘクタールぐらいにな

ると、そういうことも種々検討をいたしまして、農

業委員会と内部決議をし、今回の提案となったもの

でございます。 

 それから、女性の農業委員でありますけれども、

これにつきましては、国もそういう方向は示してお

りますけれども、現実問題として選挙にかかわるこ

とでありますので、そこに女性の方も選挙に出てく

れれば、そういうことにはなりますけれども、考え

ているようなことにはならないのかなというふうに

思います。 

 それから、推薦議員の方もおりますけれども、こ
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れもそれぞれの組織から推薦をされるということで

ございますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第４ 議案第２３号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 議案第２３号上

富良野町ラベンダーハイツ施設整備基金条例の件を

議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（早川俊博君） ただいま

上程されました議案第２３号上富良野町ラベンダー

ハイツ施設整備基金条例につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 ラベンダーハイツの施設につきましては、施設整

備後２１年を経過し、老朽化が進んでいるところで

ございます。このことから、今後設備基金関係の更

新及び施設の修繕等を計画的に行い、入所者が安心

して生活していただくための居住環境の整備を図る

必要がありますことから、ラベンダーハイツ事業特

別会計決算における繰越金の一部を施設整備の基金

として積み立てることを目的に、本条例を制定する

ものでございます。 

 以下、条文を要約して説明させていただきます。 

 議案第２３号上富良野町ラベンダーハイツ施設整

備基金条例。 

 第１条につきましては、設置の目的を定めたもの

でございます。 

 次に、２条ですが、基金の積立額はラベンダーハ

イツ事業特別会計予算で定める額とする規定でござ

います。 

 第３条は、この基金の使途につきましても、予算

に計上して使用するものでございます。 

 第４条につきましては、基金管理のあり方につい

て定めたものでございます。 

 第５条は、繰り替え運用についての規定でござい

ます。 

 第６条は、運用益金の処理についての規定でござ

います。 

 第７条は、委任規定でございます。 

 次に、附則についてですが、公布の日から施行す

るものでございます。 

 以上で説明とさせていただきます。御審議いただ

きまして、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） ラベンダーハイツの整備と

いうことで、２５年間経過しているということであ

りますが、当面こういう基金整備という形で費用を

要する、あるいは整備計画が当面多額の費用を要す

るというような、いわゆる事業計画、あるいは整備

計画、そういったものは当面出て、何年ごろにこう

いう整備が必要なのか。既に部分的に整備もされて

いる部分もあると思いますが、その点。 

 それと、これは期限がありませんから、どのぐら

いまで必要額という形で、目標の基金設定というの

はされているのか、この点についてお伺いしておき

たいというふうに思います。 

○議長（中川一男君） ラベンダーハイツ所長、答

弁。 

○ラベンダーハイツ所長（早川俊博君） ９番米沢

議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 施設整備の計画につきましては、第４次総合計画

の実施計画に基づきまして、項目でいきますと１１

項目、来年度接続します下水道の浄化槽の整備関

係、それと来年度は大型食器洗浄機、そして、温水

ボイラーの取りかえということで計画しております

けれども、この関係につきまして当面計画しており

ますのは、２１年までということで、毎年５００万

円から８００万円程度の基金を積み立ていたしまし

て、こういった整備を図っていきたいというふうに

考えているところでございます。 

 目標金額につきましては、８,０００万円程度と

いうふうな概算計画ですけれども、金額を見積もっ

ているところでございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし
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た。 

─────────────────── 

◎日程第５ 議案第２４号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 議案第２４号上

富良野町子どもセンター条例の件を議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され

ました議案第２４号上富良野町子どもセンター条例

につきまして、提案の趣旨を説明申し上げます。 

 本条例につきましては、現老人身障者保健セン

ターを本年４月１日より、母子通園センター及び子

育て支援センター事業の活動拠点とするために、当

該施設の目的や利用内容にふさわしい施設名称に改

める必要があることから、本条例を制定しようとす

るものでございます。 

 以下、条例内容につきまして、条文ごとに要点の

み申し上げます。 

 議案第２４号上富良野町子どもセンター条例。 

 第１条は、子どもセンターの設置に関すること、

及び条例制定の目的規定でございます。 

 第２条は、名称と施設内容及び位置を定めるもの

であります。 

 第３条は、職員配置の規定であります。 

 第４条は、母子通園センターで実施する事業の内

容を定めております。 

 第５条は、その事業を利用することができる対象

児童の規定であります。 

 第６条は、母子通園センターの利用定員を２０人

とするところであります。 

 第７条は、母子通園センター利用者の負担額徴収

に関する規定であります。 

 第８条は、その利用者負担額につき負担が困難で

あると認められる者に対して、減免することができ

ることを定めるものでございます。 

 第９条は、当該施設で行うもう一つの事業であり

ます子育て支援センターにおいて実施する事業内容

についてを定めるものでございます。 

 第１０条は、子育て支援センター事業を利用する

ことができる対象児童の規定であります。 

 第１１条は、その事業の利用における利用料は無

料とするものであります。 

 第１２条は、当該施設の目的以外に施設使用をさ

せる場合の定めでございます。 

 第１３条は、損害賠償について定めるものであり

ます。 

 第１４条は、必要な事項の規則への委任規定でご

ざいます。 

 附則。施行期日。１、この条例は、公布の日から

施行する。 

 ２、経過措置。この条例の施行の日の前日まで

に、上富良野町母子通園センター条例（平成１５年

上富良野町条例第６号）の規定によりなされた処

分、手続、その他の行為は、この条例の相当規定に

よりなされたものとみなす。 

 ３、上富良野町母子通園センター条例の廃止。上

富良野町母子通園センター条例（平成１５年上富良

野町条例第６号）は、廃止する。 

 ４、上富良野町福祉センター設置条例の一部改

正。上富良野町福祉センター条例（昭和４６年上富

良野町条例第３０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条の表 上富良野町福祉センター（老人、身

障者保健センター）の項を削る。 

 ５、上富良野町福祉センター管理条例の一部改

正。上富良野町福祉センター管理条例（昭和４６年

上富良野町条例第３１号）の一部を次のように改正

する。 

 第５条第１項中、ただし書きを削る。 

 このただし書きは、本条例中、老人身障者保健セ

ンターの使用料を無料とする定めでありますけれど

も、子どもセンター条例の施行に伴う条文整理とし

て、削除するものであります。 

 ６、議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃

止に関する条例の一部改正。議会の議決に付すべき

公の施設の利用及び廃止に関する条例（昭和６２年

上富良野町条例第２０号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条に次の１号を加える。２８項、子どもセン

ター。 

 以上で、説明といたします。御審議賜り、議決く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 第６条の母子通園センター

の利用定数ですけれども、これは何を根拠に２０人

と定めたのか。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 岩崎議員の定員の

御質問でございますが、この母子通園センターの事

業はこれ児童福祉法に基づきます児童デイサービス

事業ということで、障害者・障害児支援費事業の位

置づけで、それに基づきまして事業所として定員２

０名ということで、指定を受けていることでその事

業を展開するということでございます。 
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○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第６ 議案第２７号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第２７号上

富良野町社会教育総合センター条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ただいま上程され

ました議案第２７号上富良野町社会教育総合セン

ター条例の一部を改正する条例につきまして、提案

理由を御説明申し上げます。 

 社会教育総合センターは、昭和６２年の開設以来

本条例に規定する使用料を負担していただいており

ますが、一部使用料の設定されてない部屋などがあ

りまして、この使用料のない部屋の貸し付けを今後

ふやしていくいうようなことで、施設利用の統一性

を欠くことから、この使用についての使用料を設定

するものであります。 

 議案の内容につきまして、要点を申し上げます。 

 上富良野町社会教育総合センター条例（昭和６２

年上富良野町条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

 まず、１点目といたしましては、コミュニティセ

ンター使用料に四つの部屋の使用料を加えます。使

用区分といたしまして、娯楽休憩室、団体室、指導

員室Ａ並びに指導員室Ｂでございます。料金はごら

んのように中央の欄は昼間の基本料金の１時間当た

りの設定でございます。右側は夜間の１時間当たり

各部屋ごとの設定をいたします。 

 ただし、指導員室Ａと同じくＢにつきましては、

アリーナを使用許可した場合は、無料とするという

規定を加えます。 

 ２点目といたしまして、屋外運動広場使用料を設

定をいたします。施設名といたしまして、センター

南側に位置する芝生の広場ですが、屋外運動広場南

側、もう一つとして、屋外運動広場東側です。使用

時間及び基本料金はごらんのように設定をいたしま

す。 

 この屋外運動広場使用料につきましては、先ほど

のコミュニティセンター使用料の前に加えようとす

るものであります。 

 附則。この条例は、平成１７年４月１日から施行

する。 

 以上をもちまして、説明といたします。御審議い

ただきまして議決いただきますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 屋外運動広場の使用料の

関係なのですが、備考の中の３、使用者が町内在住

でない場合は、基本使用料の３倍の額とするという

ことですが、上富良野町のどこかのチームと旭川の

どこかのチームと試合をするという場合の、この利

用料金のこの備考の欄はどういう形で、一応対処す

るかということでお願いします。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） １１番中村議員の

御質問にお答え申し上げます。 

 条例の備考には第３項として、一応使用者が町内

在住でない場合というような規定でございますけれ

ども、教育委員会規則におきまして、この使用料に

つきましての減免を規定している規則がございま

す。この中で、小中学校、高等学校、保育所等の利

用につきましては、使用料は免除という規定がござ

いまして、町外の学校と町内の学校の対外試合とい

うふうに使用される場合においても、この規定を適

用するというふうに考えてございます。 

 この減免規定は、小中学校ですけれども、一般と

いうことになりますと、企業等が使う場合とか、そ

ういった場合については、有料となるというふうに

考えてございます。（発言する者あり） 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 町外の団体等につ

きましては、交流活動をする場合においては、その

団体が社会教育関係団体という場合においては、減

免を適用するということになります。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ただいまの中村議員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 一般もすべて含めてですが、当然うちの町のチー

ムなり町の団体等が使うと。そして、対外試合やな

んかをしたり、練習試合をするというような想定の

中では、この減免行事の中では社会教育を目的にし

ているときについては、その都度委員会において定

めるという事項がございます。そのような減免基準



 

― 22 ―

に基づいて判断をさせていただきたいというふうに

考えているところであります。 

 なお、子供たち、学生生徒については、先ほど

言ったように免除ということになります。 

○議長（中川一男君） わかりましたか。 

 暫時休憩いたします。 

─────────────────── 

午前１１時５４分 休憩 

午前１１時５５分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解きます。 

 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ちょっと説明不足であり

ましたが、本町の団体が申請したときについては、

先ほどお答えをさせていただいたとおりでありま

す。ただ、そこで、まるっきり町外の方が利用する

ということになれば、３倍というようなことであり

ますので、もし町内のチームと町外のチームが交流

試合やなんかやるときについては、町内のチームが

申し込んでいただければ、先ほど言ったとおりの形

の中で判断をさせていただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

─────────────────── 

◎日程第７ 議案第２８号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第２８号上

富良野町スポーツ振興審議会に関する条例を廃止す

る条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ただいま上程され

ました議案第２８号上富良野町スポーツ振興審議会

に関する条例を廃止する条例につきまして、提案理

由を御説明申し上げます。 

 本町におけるスポーツ振興を図るため昭和３７年

に条例を制定し、スポーツの施設設備の整備やス

ポーツ事業の実施、奨励等につきまして調査研究

し、建議してスポーツ審議会はまいりましたけれど

も、社会教育機構の見直し、附属機関の見直しを図

り、スポーツ振興審議会の任務は社会教育委員の会

議において社会教育及び社会体育に関する事項を一

体的に審議するものとし、本条例を廃止するもので

ございます。 

 以下、議案朗読をもちまして説明といたします。 

 議案第２８号上富良野町スポーツ振興審議会に関

する条例を廃止する条例。 

 上富良野町スポーツ振興審議会に関する条例（昭

和３７年上富良野町条例第６号）は、廃止する。 

 附則。この条例は、平成１７年４月１日から施行

する。 

 御審議いただきまして、お認めくださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番中村有秀君 

○１１番（中村有秀君） スポーツ振興審議委員

は、言うなれば社会教育法の中ではスポーツ振興審

議委員を別に設けることができるということだけれ

ども、行財政改革の中でなくすということは、ある

面で理解はできます。それで、社会教育委員の中の

スポーツ関係の、言うなれば前は１号、２号、３号

という委員があったのですけれども、今は学校教育

関係団体、その他学識経験者という三つの分類でな

るのかという気がしますけれども、これが３、５、

７という分類で委員が別れてたのです、委員の名簿

を見ますと。そうすると、今後スポーツ振興審議委

員の人たちが入るかどうかは別にして、言うなれば

社会教育委員にスポーツ関係者がどの部門で、何人

入るような一つの構想も、あくまで教育長の発令と

いうことではございますから、あれですけれども、

そういう枠組の関係はどうなっているかということ

が１点聞きたいのと。 

 それから、今、ここに社会教育委員兼公民館運営

委員会規則というのがありまして、この第４条に、

委員会は委員長が招集をする。それから委員定数の

３分の１の者から委員会招集の請求があったら、こ

れを招集しなければならないというのがあります。

それから、社会教育委員会の会議運営規則では、会

議の招集第３条、会議は教育長が必要と認めたと

き、その日及び場所を会議にすると事件とともにあ

らかじめ通知をする。３分の１以上の委員が招集を

求めたときは、教育長は会議を招集するということ

になると、社会教育委員会の会議規則では教育長、

それから教育委員兼公民館運営委員会の規則では委

員長ということになっているので、その点がどうな

のかというのが１点と。 

 それから、社会教育委員会兼公民館運営委員会規
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則の附則の中に、この規則は、平成○年何月何日

か、全部○○から施行するということになっている

のですね。それで、これらはどうなのかということ

で、３点ちょっとお伺いいたします。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） これは今言われたように条

文の整備というのも当然上がってきてしかるべきか

なというふうに思うのですが、こういった条文の整

備等については、今回の中では出てきておりません

が、これは問題ないのか。普通でしたら、条例の改

廃がある場合は、他のこの社会教育委員に移行する

ということであれば、それに付随する条文の整備等

が新たに普通であれば出てこなければならないとい

うふうに思うのですが、この点は問題ないのか、お

伺いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 中村議員の御質問

にお答え申し上げます。 

 今後におきまして、社会教育委員の会議に移行す

るわけですけれども、その構成等の枠組等につきま

しては、今後社会教育の現状、それからスポーツ振

興審議会の構成等を勘案しながら、今後煮詰めてま

いりたいというふうに考えてございます。 

 招集につきましては、今後におきましては、社会

教育委員の会議の中での規則に基づく運用をしてま

いるように考えてございます。 

 米沢議員の質問でございますけれども、廃止条例

にかわる条文の整備ということでございますけれど

も、教育委員会の規則に照らしまして、社会教育委

員の会議の規則に基づきまして今後は運用していく

ように考えてございますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（中川一男君） 昼食休憩にいたします。 

 再開は、午後１時といたします。 

─────────────────── 

午後 ０時０３分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を続行いたします。 

 １１番中村有秀議員、９番米沢義英議員の質問に

対しての答弁を、教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 改めまして答弁さ

せていただきます。 

 中村議員の御質問の条例の廃止後の考え方といた

しまして、社会教育委員の会議に移行していくわけ

ですが、社会教育部門、それから社会体育部門の枠

組の中で、スポーツに詳しい方などを社会教育委員

に当てるように、この人選を進めてまいりたいと思

います。 

 それから、社会教育委員、教育委員会規則の中で

の関係規則でございますけれども、御指摘のように

不備な点もございまして、これらにつきましても改

めるように改善を努めてまいります。 

 それから、米沢議員の御質問でございますが、中

村議員の１点目の御質問にお答えしましたとおりで

ございまして、今後の人選の中でバランスのとれた

委員の配置をするという考えでございまして、他の

条例等の条例改正等は必要を要しないというふうに

考えてございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私たちにすればどういう、

今回のそれぞれの役割が違う条例なのですよね。そ

ういう意味で本当に水と油が一緒になるということ

はなかなか難しいわけですから、それの調整をやは

り事前にどういうものなのかということが、やっぱ

りわからなければ、審議に入るというところにまで

今は行かないと思うのです。 

 今の答弁では、言われたからそれとなく何かやっ

ているのかなというふうな部分もありますが、もう

既に、それではお聞きいたしますが、そういう規則

の整備というのはもう既にやられているのですか。

こういうものはもう既にこういう条例が出た時点

で、おおむねこういう方向でやりたいというような

ものが内部で審議されて、その上でこういった条文

が出てくれば、おおむね納得できる部分もありま

す。規則と条例というのは上下関係はありません

が、議決が要るか要らないかの、その部分の違いで

あります。 

 そういう意味では、私たちにとっても住民にとっ

ても、後でつけ加えられてやっぱり改廃された本文

の中身が生かされないという、こういう問題があっ

たときに、どうするのかという問題が出てくるわけ

ですよ。きょう、振興条例のこの本文条例見ました

ら、本当にすばらしい条例ですよね、きちんと意見

も述べられるし、将来のスポーツ計画についてどう

なのかだとか、そういうものがきちんと項目に述べ

られているわけですから、こういうものがその規則

によって生かされれば、それはいいことにこしたこ

とありませんが、今の段階では生かされるものかど

うなのかもわからないと、そういう状況の中でこう

いう条例の改正が出てきて、本当に私たちにしてみ

れば、本当に何なのかということを言わざるを得ま

せん。 

 そういう意味で、もう一度お伺いいたしますが、

こういうものは既にもう審議されているのですか。
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これからなのか、この点きちんと明確にしていただ

きたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ９番米沢議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 スポーツ振興審議会につきましては、もともとの

法律といいますのは社会教育法の中で、社会教育委

員とか公民館運営審議会委員、またスポーツ振興審

議会を市町村に置くことができるということになっ

てございます。そのようなことを受けて当町ではス

ポーツ振興審議会を設けて、いろいろと御審議をい

ただいてまいりました。 

 その中で、今、社会背景を考えますと、スポーツ

振興審議会を置くことができるということでありま

すが、社会教育委員の会議の中においても十分その

目的は達成されるだろうというようなことで、この

スポーツ振興審議会条例を廃止させていただくよう

提案をしているところであります。 

 また、今、規則の見直しについて、先ほど課長の

方から御答弁させていただきましたが、規則の見直

しにつきましては、先ほど中村議員の方から御指摘

を賜りました会議の招集について、一つの規則では

教育長が招集する、もう一方では社会教育委員長が

招集するというようなことがありましたので、これ

らについてはどちらかわからないというような御指

摘を賜りました。そういうようなことから、この規

則については見直して整理をしなければならないと

いうふうに考えているところであります。 

 なお、スポーツ振興審議会条例を廃止することに

よっての、社会教育委員条例の方の影響はないもの

というふうに考えているところであります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

─────────────────── 

◎日程第８ 議案第２９号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第２９号上

富良野町遠距離通学児童生徒の通学費援助交付条例

を廃止する条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ただいま上程され

ました議案第２９号上富良野町遠距離通学児童生徒

の通学費援助交付条例を廃止する条例につきまし

て、提案理由を御説明申し上げます。 

 本条例は、町内の小中学校遠距離通学児童生徒に

対し、通学費負担軽減を図るため昭和４９年に制定

いたしましたが、昨年１０月１日より、上富良野町

スクールバス条例が施行され、スクールバス通学が

可能となったことから、この条例を廃止するもので

あります。 

 以下、議案朗読をもちまして、説明といたしま

す。 

 議案第２９号上富良野町遠距離通学児童生徒の通

学費援助交付条例を廃止する条例。 

 上富良野町遠距離通学児童生徒の通学費援助交付

条例（昭和４９年上富良野町条例第１６号）は、廃

止する。 

 附則。この条例は、平成１７年４月１日から施行

する。 

 以上で説明を終わります。御審議いただきまし

て、お認めくださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

─────────────────── 

◎日程第９ 議案の訂正 

○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第５号平成

１７年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算の訂

正の件を議題といたします。 

 訂正理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） 議案第５号平成１７

年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算の訂正に

ついて、御説明申し上げます。 

 本件は、３月３日に提案理由の説明を申し上げま

したが、議決事項の一時借り入れ最高額が、議案文

書作成時の精査不足により、誤った数字記載のた

め、このたび議案の訂正をお願いするものでありま
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す。 

 訂正箇所につきましては、別紙訂正表の記載のと

おり、議案第５号平成１７年度上富良野町簡易水道

事業特別会計予算、第３条中、一時借入れの最高額

１億４,３００万円を４,３００万円に訂正をお願い

するものであります。 

 以上、今後このようなことのないよう十分注意を

払い取り進めますので、御審議の上、訂正許可を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、訂正理由の

説明を終わります。 

 本件の質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件につきましては、許可することに異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、許可することに決しました。 

 この際でございます。理事者側に申し上げます。 

 今後、このようなことのないよう十分注意し、取

り進められることを希望いたします。 

─────────────────── 

◎休 会 の 議 決           

○議長（中川一男君） お諮りいたします、 

 議事の都合により、３月１２日から３月１７日ま

での６日間を休会といたしたいと思います。これに

異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、３月１２日から３月１７日までの６日

間、休会とすることに決しました。 

─────────────────── 

◎散  会  宣  告 

○議長（中川一男君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あす以降の予定について、事務局長から報告いた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 ただいま御決定いただきましたとおり、明１２日

から３月１７日までの６日間は休会といたします。 

 ３月１８日は、本定例会の最終日で、開会は午前

９時でございます。定刻までに御参集賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、休会中の３月１４日から１７日の４日間

は、予算特別委員会を、いずれも午前９時から開会

いたしますので、各会計の予算書等関係議案並びに

既に配付の関係資料を持参の上、定刻まで御参集賜

りますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

午後 １時１２分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １８名） 

─────────────────── 

◎開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 出席まことに御苦労に存じ

ます。 

 ただいまの出席議員は、１８名であります。 

 これより、平成１７年第１回上富良野町議会定例

会５日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

─────────────────── 

◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 議案第３３号及び議案第３４号の審議資料とし

て、道路網図をお手元にお配りしておりますので、

審議の参考にしていただきたいと思います。よろし

くお願い申し上げます。 

 予算特別委員長から、平成１７年度各会計予算に

ついて審査結果の報告がありました。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長より、閉会中

の継続調査として、配付のとおり申し出がございま

した。 

 なお、さきに御案内のとおり、諮問第１号につき

ましては、後ほど議案をお手元にお配りいたします

ので、御了承賜りたいと存じます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、議会運

営等諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ８番 吉 武 敏 彦 君 

     ９番 米 沢 義 英 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案第１７号 

○議長（中川一男君） 日程第２ 議案第１７号上

富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（越智章夫君） ただいま上程いただき

ました、議案第１７号上富良野町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例につきまして、提案の

要旨について御説明を申し上げます。 

 まず１点目につきましては、国家公務員に準じま

した５５歳昇給停止を導入しようとするものでござ

います。 

 ２点目につきましては、平成１６年度人事院勧告

に基づく寒冷地手当の見直しを図り、支給額の引き

下げをしようとするものであります。 

 なお、この引き下げにつきましては、４年間の経

過措置を設け、減額の緩和を図るものでございま

す。また、基準日につきましては、現行の８月３１

日から１１月１日とし、支給につきましては、１０

月１０日に一括支給することでの規則を整備する予

定でございます。 

 ３点目につきましては、ラスパイレス是正措置と

して、平成１５年より暫定的に実施しておりました

定率による給与の削減措置につきまして、平成１７

年度から昇給・昇格の見直しによります給与水準の

適正化を行うことから、この是正を廃止しようとす

るものであります。 

 以下、条文の要約をし、説明を申し上げます。 

 議案第１７号上富良野町職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例。 

 上富良野町職員の給与に関する条例（昭和３５年

上富良野町条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

 第４条第３項につきましては、昇給・昇格等の規

定でございまして、５６歳以上の職員の昇給延伸の

規定を廃止しようとするものであり、第７項につき

ましては、昇給停止を５５歳以上の職員としようと

するものであります。 

 第１８条につきましては、寒冷地手当の規定でご

ざいまして、全面を改めようとするものでございま

す。 

 第１項につきましては、基準日に在職する職員に

寒冷地手当を支給するとするものでありまして、第

２項につきましては、世帯等の区分に応じました支

給額の規定でございまして、世帯主で扶養親族のあ

る職員は１３万１,９００円、その他の世帯主であ

る職員は７万２,９００円、その他の職員には５万

１,７００円と定めようとするものであります。 

 第３項につきましては、条例の第２２条及び地方

公務員法の適用を受けている職員の支給についての

規定でございます。 

 第４項につきましては、基準日から年度末までに

おけます新たな支給対象となる職員及び支給対象外

となる職員についての規定で定める額とするもので
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ございます。 

 第５項につきましては、支給日、支給方法を規則

で定めるものとするものでございます。 

 第１８条の２から１８条の５につきましては、改

正前の寒冷地手当に関する条項でありまして、削除

をするものでございます。 

 第２４条中の削除につきましては、条文の整備で

あります。 

 附則第２項から第４項の条文の削除につきまして

は、平成１５年度から暫定的に給与の定率で減額し

た措置についての廃止をしようとするものでありま

す。 

 附則、施行期日、第１項、この条例は、平成１７

年４月１日より施行する。 

 第２項及び第３項につきましては、寒冷地手当の

経過規定でありまして、平成１７年度から１９年度

までにおきまして、改正前の条例において支給され

たとみなす額から、表におけます各年度の減ずる額

を引いた額が改正後の条例の額を超えていますとき

は、特例支給額の寒冷地手当として支給するもので

あります。 

 第４項は、規則への委任事項でございます。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、議決賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

 失礼いたしました。 

 規則において一括支給する予定月日は１１月１０

日でございます。誤りましたことをここで深くおわ

び申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって、

本件は、原案のとおり可決いたしました。 

─────────────────── 

◎日程第３ 議案第１８号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 議案第１８号上

富良野町職員等の旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（越智章夫君） ただいま上程いただき

ました、議案第１８号上富良野町職員等の旅費に関

する条例の一部を改正する条例につきまして、提案

の要旨を説明申し上げます。 

 現行、職員等の出張におきましては、片道１００

キロメートル以上の日帰りの旅行に日当の倍額を支

給しておりますが、支給の適正化を図るため、この

日当倍額支給を廃止しようとするものであります。 

 以下、議案を要約し、説明といたします。 

 議案第１８号上富良野町職員等の旅費に関する条

例の一部を改正する条例。 

 上富良野町職員等の旅費に関する条例（昭和３６

年上富良野町条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１、第１項の表、備考中、第１号に規定し

ている片道１００キロメートル以上の日帰り旅行の

場合の日当は、町外日当の倍額を支給するという条

文を削りまして、第２号を第１号とするものでござ

います。 

 附則、施行期日。この条例は、平成１７年４月１

日より施行する。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって、

本案は、原案のとおり可決いたしました。 

─────────────────── 

◎日程第４ 議案第１９号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 議案第１９号上

富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続条例

の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 行政改革推進事務局長。 

○行政改革推進事務局長（米田末範君） ただいま

上程されました、議案第１９号上富良野町公の施設

に係る指定管理者の指定手続条例につきまして、提

案の要旨につきまして説明申し上げます。 

 平成１５年９月に、公の施設の管理に関する地方

自治法の一部が改正され、３年間の経過措置をもっ

て施行されることから、管理者の指定など、共通す
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る手続に関し、必要な事項を定めようとするもので

あります。 

 指定管理者につきましては、従来の管理委託制度

を廃止し、新たに指定管理者制度が創設され、これ

までの限定された団体への管理委託から、個人を除

く法人や団体に、議会の議決を経まして、管理運営

の代行を行わせることができることに改められたも

のであり、民間の質の高いサービス提供や効率的な

運営ノウハウを導入し得る制度として、民間へ窓口

が開かれたことを意味するものでもあります。ま

た、指定管理者には、管理権限の行使を含め代行さ

せることが法の上で定められている制度でもありま

す。 

 条例の主たる内容といたしまして、１点は、指定

管理者の募集、申請、選定、指定に至る共通の手続

を定めようとするものであります。 

 ２点目といたしまして、指定機関と指定管理者の

間で結びます協定の必要事項について定めようとす

るものであります。 

 ３点目といたしまして、指定管理者の適正な管理

運営等を求めるために、必要な事項を定めようとす

るものであります。 

 ４点目といたしまして、本条例施行に際し、関係

する条例につきまして、その一部を改正し、整備を

しようとするものであります。 

 関係条例といたしましては、情報２条例、また、

保育所条例に基づきまして、既に西保育所が指定管

理者によって管理運営をいたしておりますが、本条

例の施行によって、保育所条例に規定されておりま

す指定手続等に関する条文を整理しようとするもの

であります。 

 ５点目といたしまして、議会の議決に付すべき公

の施設の利用及び廃止に関する条例につきまして、

その一部の名称等を整理しようとするものでありま

す。 

 なお、本条例の施行期日につきましては、平成１

７年４月１日としようとするものであります。 

 以下、条文総体を要約いたしまして説明いたしま

す。 

 第１条につきましては、本条例を制定すべき趣旨

につきまして規定しようとするものであります。 

 第２条から第６条につきましては、公の施設を指

定管理者によって管理の代行をさせようとする場合

の募集、申請事項、選定に関する基準、地域等の活

力活用など、公募によらない場合の候補者等の選定

等に関し、その適正を期するための事項を定めよう

とするものであります。 

 第７条につきましては、指定管理者の指定に関

し、議会の議決を経て指定することを定めようとす

るものであります。 

 第８条から１２条につきましては、指定の決定、

公表等から管理に関する協定、業務の状況報告及び

指定の取り消し、年度ごとの報告など、施設管理の

適正を期するための事項について定めようとするも

のであります。 

 第１３条につきましては、施設管理上における個

人情報の適切な管理を遵守させるための規定を定め

ようとするものであります。 

 第１４条から１５条につきましては、原状回復及

び損害賠償義務の規定であります。 

 第１６条につきましては、規則への委任規定を定

めるものであります。 

 附則に関しましては、１は、条例施行を平成１７

年４月１日からとしようとするものであります。 

 ２といたしまして、既に指定管理者により管理の

代行を実施いたしております西保育所に関しまして

は、この条例の相当規定によるものとみなす規定で

あります。 

 ３の、町が定めます情報公開条例の一部改正につ

きましては、１点は、同条例第２条で指定管理者を

実施機関と定めておりますが、管理の代行でありま

すことから、実施機関から削除しようとするもので

あります。 

 ２点目といたしまして、第６条におきまして引用

しております独立行政法人通則法等に関し、関係条

文の整備をしようとするものであります。 

 ３点目といたしまして、第２９条の２として、指

定管理者が管理する公の施設に関し、自己が保有す

る文書の公開に関し規定する条文の追加をするもの

であります。 

 ４の、町の個人情報保護条例の一部改正につきま

しては、１点は、第２条で定めます実施機関に関し

まして、情報公開条例と同様に、削除しようとする

ものであります。 

 ２点目といたしまして、独立行政法人等の保有す

る個人情報の保護に関する法により、関係条文の整

理をするものであります。 

 ３点目といたしまして、指定管理者に対し、管理

させる施設の個人情報の適切な取り扱いに関し、そ

の適正を期するために、協定等により、その講ずべ

き措置を定めるために追加整備をするものでありま

す。 

 ４点目といたしまして、１５条、４２条に関しま

しては、条文整理であります。 

 ５点目といたしまして、指定管理者に関する特例

として、個人情報を取り扱う場合の関連条文の準用

等について、追加条文を規定しようとするものであ

ります。 
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 ５の保育所条例の一部改正につきましては、１点

は、第４条括弧内の整理であります。 

 ２点目といたしまして、保育時間、保育料等に関

する事項について、保育に関する条例の規定による

ことを明記しようとするものであります。 

 ３点目といたしまして、指定管理者の指定手続に

関し、条例で定めようとすることから、関係する条

文の削除等の整備を行うものであります。 

 ６の議会に付すべき公の施設の利用及び廃止に関

する条例の一部改正につきましては、第２条にＢ＆

Ｇ海洋センターを追加整備、第３条中の第１号が特

別養護老人ホームの名称のままとなっておりますこ

と、また、１２号にデイサービスセンターを単独規

定いたしておりますが、既にラベンダーハイツの一

部施設として位置づけておりますことから、今回、

整備するものであります。 

 以上、説明といたします。御審議いただきまし

て、お認めいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 条例の関係で、第８条、

それから第９条の関係に、両方にまたがっているの

ですけれども、指定期間の関係なのですが、西保育

所の関係を３年ということでやっておられました。

基本的にそれぞれの施設の内容によっては異なると

思いますけれども、一応町としては、指定期間を何

年ぐらいということで目途にしているかというこ

と。極端に言えば、公募をして、一応選定を受けた

ということになると、それぞれ施設、それから人的

な投資だとか、準備からいろいろな関係があります

ので、それぞれによってあれですけれども、原則と

して何年かということでお尋ねをいたしたいと思い

ます。富良野の条例、施行規則を見ると、一応原則

として５年と。そしてその内容によってはまた変わ

るというような表現の仕方がしているので、それら

についてもお伺いをしたいと思います。 

 それから、第２点は、指定管理者が、３年でもい

いし５年でもいいのですけれども、終了した場合、

新たに公募する形なのか、もし問題がなければその

まままた更新をするのかという、その基本的なとこ

ろ、それをお尋ねをしたいと思います。 

 それから、３点目は、指定管理者の公募の関係

で、例えば複数の施設が出ましたよと、そういった

場合の取り扱い、どういうことになるのかというこ

とで、例えば中村商事があそこもあそこもやれるか

らやるということで公募して、あそこはとれたから

やるかということになるのかどうか、複数が出た場

合の措置の関係。一つは、似たような施設で、その

方が効率が上がる場合ということも考えられると思

いますけれども、一つは、今度はそういうところが

あれば、そこが独占をしていくという可能性がある

という、排除もしなければならないということもあ

るものですから、基本的な考え方をお尋ねしたいと

思います。 

○議長（中川一男君） 行革事務局長、答弁。 

○行政改革推進事務局長（米田末範君） 中村議員

の御質問にお答え申し上げたいと思います。 

 まず第１点目の、期間は何年かということでござ

います。現況で既に行っていることもございまし

て、基本的には３年を基本的にベースとして考えて

ございますが、これらについては、さらにそれぞ

れ、先ほど議員御発言のとおり、施設等によっても

いろいろ問題あると思いますので、検討の中で、や

はり整備をしていくことになろうと思いますが、状

況によってはそれぞれ変化もあり得ると思います

が、基本的には今そんなような考え方を持ってござ

います。 

 次に、終了した場合に、そのまま引き続いて行う

かどうかという問題でございますが、これにつきま

しても、実質、内容として継続して対象指定管理者

といいますか、事業者を続けていけるかどうかとい

うのは、当然にして検討を加えるべきものだろうと

思いますので、現在の段階でそれを続けるという、

もしくは続けないというふうにはちょっと言い切れ

ないということで、検討を加えていくものだという

ふうに考えてございます。 

 次に、３点目の、複数の施設に指定管理者として

受けたということを想定してということでよろしゅ

うございましょうか、それとも応募してということ

でよろしゅうございましょうか。（発言する者あ

り）複数の施設をどのように指定管理者ないし管理

をしていくかということによっては、効率的なこと

を考える必要もございますし、状況によっては単品

で整理をしていかなければならないという場合もあ

ろうと思いますが、それぞれにつきまして、施設ご

との特性等を考えながら、対象を定めながら行くべ

きものというふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 指定期間の関係なのです

けれども、私も話をします、それから局長もお話し

のように、現実の問題として、施設を指定管理を受

けるということになると、いろいろな面で、やっぱ

り施設整備もしなければならない、それから、雇用

が要するものであれば、その雇用もある程度責任を

持ってやっぱり確保しなければならないという関係
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もありますので、一応西保育所の関係は３年という

ことでございましたので、特に瑕疵がなければ継続

するという話は、答弁として僕はいただいていたの

ですけれども、基本的に今回の場合、３年でそれぞ

れのケースでまた考えるということでございますの

で、承知をいたしましたけれども、問題は、指定管

理者の指定期間が経過した後の問題で、富良野の場

合は原則として公募をすると。公募の対象に入れる

と。でなかったら、１業者が独占的に継続するとい

うことにもなりかねないので、そういうことも配慮

しながら、しかし選定の過程でまたどうなるかわか

りませんけれども、担当者に聞きますと、やっぱり

原則として公募しなければ、一定の業者が継続して

ということにはならないのではないかということで

ございますので、その点の考え方を再度聞きたいと

思います。 

 それから、もう一つは、複数の施設が出た場合、

あれもこれもということになると、富良野の場合

は、これが無制限にやっていくと、事実上、新規の

参入ということがもう難しくなってくると。結局そ

れらのノウハウを持ったり、施設なり人材を持って

いるということになるものですから、二つの、複数

が出た場合は、できるだけ一つの施設に対しての指

定管理者の申請を受けるというようなことという、

基本的に思っておりますけれども、例えば上富の場

合、富原球場があって、こっちに運動広場がある

と。そうしたら、こっちとこっちというのだった

ら、あそこ全体という、いわば効率的なことも考え

ての方法もある面でやらないとだめだというような

考え方も僕はあるような気がするもので、基本的に

そういうことできちっと線引きをしていく、それか

ら、そういう効率的にあれであればそういうことも

あり得るということで確認をしたいと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 中村議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、基本的には、この条例

上からいきますと、公募原則でございますので、期

間が終わりましたら一応公募をしていくというのを

原則にいたしたいと思います。 

 それと、施設の複数の問題でございますけれど

も、基本的には、これは単品扱いをしておくのが原

則というふうに考えてございます。その中で、町と

して効率的に運営することが好ましいという場合に

ついては、複数で指定管理者に持っていきたいとい

うことを原則にしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） 関連になると思います

が、基本的には入札だからどこから入ってきても構

わないよというような形になるのかなと思うのだけ

れども、でき得るならば、やっぱり我が町の、町内

の業者で選定をしてやっていただきたいというの

と、仕事は何社とっても構わないと思うのです、僕

は、入札なのだから。日の出をやろうと何をやろう

と、一つ一つの入札はするだろうけれども、一つ、

例えば日の出山をとってしまったら、もうほかのや

つはだめだぞというふうにはならないと思うので

す、僕は。そこの入札に参加できないということな

の。参加はできるでしょ、とる、とらないは別にし

て。金額で決めていくわけだから。一つとったらほ

かのやつはとれないという理屈にはならないと思

う、僕は。三つとろうが四つとろうが、入札だか

ら、安い方に落ちていくのは当たり前の話だから、

そういうところも配慮しなければならないと僕は思

うのです。 

 それと、これいつからやるのか知らないけれど

も、これは決まれば明日からやるのかという形にな

るのだろうと思うのだけれども、そういう考え方が

現在、今あるのかどうかという問題です。例えば、

公となれば、商工会としてもやれないわけでもない

わけですから、一つの機関としては。そういうこと

も考えているのかいないのか、それもあわせてひと

つお願いします。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 仲島議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、今、仲島議員御質問

で、これは入札でございませんので、あくまで公募

でございます。したがいまして、公募ですから、公

募した中で、町として適切な業者かどうかというこ

とを選定して、そして手続上は議会に提案して、議

決をいただくという中で進む制度でございますの

で、一般の委託業務の入札とは違うということで御

理解賜っておきたいと思います。基本的には、この

指定管理者、なぜかという点は、維持管理、それか

ら管理執行までを含めて指定をしていただく、管理

を代行していただくということでございますので、

町にかわって代行してもらうというところでござい

ますので、通常の業務の委託とはまた違う性格であ

るということで御理解いただきたいと思います。 

 そういう中で、公募につきましては、これは自由

でございますので、その中で、町としてどの公募者

が一番適切かということで、審査会を内部で設けま

して、場合によっては民間を入れた中で、必要に応

じて入れていくというような措置で、規則の方でそ

のような運営を考えてございまして、そういう対応

の中でやっていくということで基本的に考えている
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ところでございます。 

○議長（中川一男君） １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） そうすると、例えば公募

するにしても何にしても、例えば商工会でこれもや

らせてもらえるよと、申請をするとするわね。それ

はどういうふうに判断するか、それはわからない、

行政として判断するわけだから。そうしたら、こっ

ちの方も我々はできるよと、ノウハウがあるわけだ

から。それはだめだと、理屈ではならないだろうと

僕は思うのです。その辺はどうなのかなと思うので

す。それをいつからやっていくのか、明日からでも

いいということなのかという問題なのです、僕は。

それ、どうも話すのか話さないのか、今現在は振興

公社でやっているのだけれども、その問題が即民間

に移ってくるということで理解していいの。そこら

辺、わからないのです。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 仲島議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、基本的には、個人を除

く団体ということでございますので、応募権はござ

います。あくまでも町が、こういう施設について指

定管理者として公募しますよという中で応募に応じ

ていただくという形になりますので、そして出てき

たものについて審査して、町長として提案をしてい

くという形になります。今現在、指定管理者に、こ

の法律にかわって、該当するものとして、今７施設

がございます。その中で、今、振興公社が五つぐら

い、六つですか、六つぐらい持っているわけでござ

います。この辺のところ、振興公社において部門が

ございますから、この辺はどう切り離していくかと

いう点も一つございます。それと、管理上、効率性

があるかどうか、その辺のところを十分見きわめた

中で判断をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 今回、この条例につきましては、４月１日施行と

いうことになりまして、手続的に公募期間だとかご

ざいますから、１７年度中にそういう手続を起こし

まして、１８年の４月から指定管理者制度に移行し

ていきたいというのが原則的に考えてございます。

７施設以外におきまして、今後、指定管理者とし

て、この条例に適用させる方法で公募していくかど

うかということにつきましては、次の段階というふ

うに考えているところでございます。 

○議長（中川一男君） １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） そうすると、今現在、振

興公社で仕事をやっているわね、六つなり。１８年

の４月１日からの場合、参加する業者が出てきたと

するときに、どう判断するかわからないけれども、

現在、人を使ってやっているわけだから、振興公社

は。そこを外して違う人にやるということも当然あ

り得るわな。そうでしょ、行政としては。その時

に、今現在の振興公社の人たちは一体どうするのだ

という問題が出てくる、雇っている人間もいるわけ

だから。その辺を本気でやる気があるのかどうか。

これは法律で決められたから、条文としてつくらな

ければならないわなという程度のものなのか、そこ

ら辺をはっきりしてもらわないと困る。そこが一番

肝心な問題だから。そうでしょ。そこをちゃんと。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 仲島議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 一番私ども頭を悩めているのは、振興公社、町の

出資会社であるという点がございます。ここの条例

の中にも、そういう面で、町の出資会社につきまし

ては、管理のあり方について、今まではできなかっ

たから振興公社にやってきたという点がございます

から、その辺のところを加味した中で判断をしてい

かなければいけないというふうに思っております。

ただし、現在の状況の内在する問題、いろいろござ

います。例えば白銀荘の問題でございますと、建物

を貸し付けた状態でやっておりますから、そういう

中で、今、経営的には黒字の状況でございまして、

そういう面で、振興公社としては、その剰余につき

まして、寄附の措置等によって町の方に対応してい

る部分等もございます。そういうところ、内在する

そういうような問題も総合的に判断をしていかなけ

ればいけないというふうに思っております。 

 ただ、今受け持っている中で、パークゴルフ場だ

とかオートキャンプ場がございます。それから、日

の出山の管理という点もございます。この辺のとこ

ろにつきましては、原則的には、これは切り離して

やっていく方がいいのかどうか、その辺のところ、

大きな判断材料になるのだというふうに思っており

ますので、この点、十分内部で、町長を先頭に、ど

う判断していくかということを十分検討して、その

辺の判断をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 今の問題なのですが、今回

の条例等の中にも、やはりそこのところがきっちり

明文化されていないという問題があるのではないか

というふうに考えております。現に、既に受託者が

管理良好であるとするならば、その旨、やはり引き

続きやっぱり受託をできるという旨の条文も明記し

なければならないと私は思いますが、この点につい

ては、至ってあいまいな部分がこの条文の中にあり

ます。その点はどうなのか。例えば北海道町村会の

法務支援室の条例試案というのがありますが、この
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条例試案の中には、公募によらない指定管理者の候

補者の選定については、町長等、または公の施設の

性格、規模、機能を考慮して、設置目的を効果的か

つ効率的に達成するためには、地域の活力等を期待

できる場合にはという形の中で、団体等の、いわゆ

る従来の候補者選定にあたっても、候補の一つとし

て指定ができるというふうな試案というのも提出さ

れているわけですから、こういった部分を見れば、

やっぱりそういった条文もきっちり明記することも

大事だし、そういうこともできるのだということを

うたわれていると思いますが、この点、お伺いして

おきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、当然、こういう道が開

かれたということにおきましては、まちづくりの観

点から、町内のそういう方に応募していただくとい

うことを原則にすべきだというふうに考えてござい

ます。そういう面で、今いろいろとお話ございまし

た。公募しないで、町長が、ひとつ町のことを考え

たときに、こういう形でやっていきたいという点に

つきましては、５条の中でその辺のところを原則的

にうたっているところでございます。この辺のとこ

ろを運用しながらやっていきたいというふうに思っ

ておりますので、そういう面で、他町村からという

点につきましては、極力町が活性化になるような形

で、町内の業者がそういう参画の機会を得られると

いうことを基本に、この指定管理者を運用していき

たいというふうに考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 当然、地元が優先されなけ

ればならない部分というのもあるというふうに思い

ます。そういう意味では、今回の条例の中にも、や

はり申請団体等においては、福祉法人や公共的団体

等も、そういった分の中に明示されていく必要があ

るのと、同時に特定の団体に偏らないという点で

は、いわゆる便宜供与や癒着、こういう問題が発生

しないとも限らないし、わかりませんから、何とも

言えませんが、やはりそういった条文の中にも、こ

ういったものもきっちり明記する必要があるのでは

ないかなと思いますので、この点についてもあわせ

てお伺いしておきたいと思います。 

 また同時に、５条の中を最大限に運用させたいと

いう話でありますから、やはりこういったところに

ついては、きっちりとその条文の趣旨をやはり生か

すということを前提に羅列すべきだと思いますの

で、この点、もう一度答弁お願いしたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 基本的には、この指定管理者、町長がこういうも

のを指定管理をしていきたいという中で進めるわけ

でございます。そういう場合におきまして、公募を

していくということを原則にしてございます。そう

いう中で、いろいろとこの辺のところはそうやって

多くの方が参入する中で、公平を期していかなけれ

ばいけない。そして、その状況に応じては、継続的

に行えるような配慮ということも加味していかなけ

ればいけない。その辺のところを十分考えた中で、

この辺を運用していかなければならないというふう

に思っております。法的にこういう措置に講じたわ

けでございますので、そういう中で、いろいろと実

施していく中におきまして課題が出てくるかとは思

いますが、その辺、十分御意見を伺った中で、対応

を図っていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ８番吉武敏彦君。 

○８番（吉武敏彦君） 指定管理者制度に移行して

いくということは理解できるのですけれども、この

指定管理者に指定したときに、今までの委託とどの

ように違うのか。財政的に補助、負担金も同じよう

に出ていくのか、増加するのか、それとも減少する

のか、財政的にはどのような影響があるのか、お伺

いをします。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 吉武議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 この指定管理者が法律で定められた経緯の中にお

きましては、やはり民間のノウハウ、公共のものを

民間でやっていくことによってサービスの向上が期

待できるという点が１点ございます。そういう面

と、それから、町としても経済的な面で、民間が大

きな力を発揮していただくことによって、経済的な

面でも発揮していただけるということを期待する面

がございますので、この点を踏まえて、この指定管

理者というものにつきまして運用していきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 今、上富良野町には公の

施設が１０４ございます。それで、とりあえず今回

は指定管理者制度で７カ所、今、振興公社が６カ所

やっているわけですよね。それで７カ所やるという

ことで、私は、今財政難の折から、指定管者理制度

に移行していくということは、管理経費の縮減を
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図っていくという上で大変いいことだと思うのです

が、今、同僚議員の方から出ておりました、今、高

田幼稚園で、専誠寺学園で、上富良野町の西保育

所、これを指定管理者制度でやっておりますけれど

も、経費削減のところで１,７００万円から８００

万円ぐらいの経費縮減になっておりますけれども、

ここは３年ということでやっておりますので、今度

改めて直営の施設が９６カ所ございますけれども、

移行していくのに、これを大体今３年にするか５年

にするかということでありますと、今現在やってお

りますところの３年というところがどうなるのかな

と思うのですけれども、いかがでございましょう

か。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 村上議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、先ほどもお答え申し上

げておりますが、西保育所の関係につきましては、

一番最初の指定管理者ということもございまして、

その先がなかなか見えないということもございまし

て、３年という形で議決を賜ったところでございま

す。状況といたしましては、当然、雇用の問題だと

か、そういうものが内在する大きな問題ございます

から、その点、十分踏まえて、大きな瑕疵がない限

りにおいては、できればこの指定期間を幅広く持っ

ていくことの方が望ましいというふうに考えてござ

いますので、その点、十分今の指定管理者の状況を

見きわめた中で判断をしていきたいというふうに考

えております。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） わかりました。 

 そうは申せ、町が直営していくことが妥当と考え

られる施設というのは絶対あるはずで、水道業務な

どは、ちょっとこれはどうかなというふうに考える

のですけれども、そういった業務はなかなか難しい

ということをはっきりそういうふうにあらわしたら

どうかと思うのですけれども、いかがでしょう。当

面直営で、これはどうしても指定管理者制度には

持っていけないなというものも、施設もあるかと思

いますので、今、業務の一部を委託してやっている

施設が９６カ所ございますけれども、これはどうし

ても指定管理者制度よりは、町で直営しなければ、

その方がいいのではないかという施設もあると思う

のですけれども、そこらはどのように考えていらっ

しゃいますか。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 村上議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、私ども、この指定管理

者の手続条例を起こすに当たりまして、この指定管

理者の導入プランというものを一応さきの議員協議

会等にもお配りした中で、そういう中で、当面的に

やるものと、今後やるものと、そういうような区分

を設けまして、その辺のところを状況を見ながら判

断をしていきたいということで、導入プラン計画を

立ててございますので、その導入計画プランに沿い

まして、十分内容を判断し、状況判断をして、今後

考えていきたいというふうに思っております。中

に、地域の集会施設等があります。そういうものに

ついては、地域として管理すべて許可行為から全部

やっておりますから、そういう面につきましては、

できれば即やっていけれるような環境が整えば、地

域としてお受けしましょうということになれば、

即、限定的でございますから、そういう場合につい

ては５条を適用してやれることもございますので、

あくまでも導入プランの中で、やれるものについて

はできるだけ早い時期にやっていくという考え方で

ございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） １点質問させていただき

たいのですけれども、いわゆる指定管理者が、富良

野あたりの条例を見ますと、指定管理者が清掃です

とか警備等々の個々の業務を、例えば第三者に委託

をすることは差し支えないけれども、管理一括を、

いわゆる言葉が適切ではないかもしれませんが、丸

投げという形はだめだという条例が１項入っている

のですけれども、その部分が上富良野の条例には定

められていないのですけれども、その辺の整理とい

うのはどのようになっているのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（中川一男君） 行革事務局長、答弁。 

○行政改革推進事務局長（米田末範君） 金子議員

の御質問でございますが、これにつきましては、協

定の中で再委託の禁止について事項として定めてい

くということを規則の中で定めてございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） それは規則だけというこ

とですか。条例の中には盛り込まないということで

すか。 

○議長（中川一男君） 行革事務局長。 

○行政改革推進事務局長（米田末範君） あくまで

これは協定していく中で制定していくということ

で、協定の中身として整理をさせていただくという

ことでございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですね。 

 米沢議員の場合、先ほどの質問、２回しておりま

す。確かに３回目なのですが、あそこで終わったと
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見なしておりますので、本来ならば３回ということ

ですが、連続３回ということになっております。今

回だけ、９番米沢義英君、認めます。以後、認めま

せんので、よろしくお願いします。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 今回の２条の中で、選定基

準の問題についてまず伺っておきたいと思います。

この選定基準の中には、首長や議員、あるいはその

関係者等にかかわる団体等の、やはり問題等がきっ

ちり明記されておりません。とかくやっぱりこう

いった部分が、特定の団体が独占する、あるいはこ

れらに関係する団体が営業しているところの独占が

問題になるというところもありますので、やはり今

回、こういう条文をきっちり条例の中で禁止すると

いう条例を設ける必要があるのではないかというこ

とです。 

 次にお伺いしたいのは、これとあわせてなのです

が、選考基準の中で、いわゆる町の規則では、助役

等、あるいは町長、総務課長、企画財政課長、税務

課長、町民生活課長、当該の施設の主管課長という

形で、第６条の第３項の中には、選定委員の審議に

当たっては、専門家の意見を聞くという云々かんぬ

んという形で、第三者等の意見もつけ加えるという

ような条文になっておりますが、これでは不十分で

ないかなというふうに思います。その第三者を呼ぶ

か呼ばないかというのは、あくまでもこの６条の選

定委員が結局決めるのかどうなのかというところが

ちょっとわからないのですが、この点。それである

とすれば、最初からその施設の利用者、あるいはそ

の施設を利用している団体、あるいは第三者、住民

という形、あるいは専門職という形で、きっちり明

記した中で、この選考に当たってもすべきではない

かという点。 

 さらに運営に当たっても、やはり運営というの

は、そこの施設の利用者ですから、そういった条文

も今回きっちりこの中で網羅すべきではないかとい

う点です。 

 さらにもう１点お伺いしたいのは、例えば選考に

当たって、有効的な施設管理を行っている団体とい

うことで、５年になるか３年になるかわからないと

いう話でありますから、ここら辺もいろいろ矛盾の

ある問題点なのですが、やはり雇用されなかった

と、選考されて、そこに公募して、選定されなかっ

たと、Ａという業者が、今度２回目については。そ

うすると、そこで雇用されている職員の雇用という

問題が発生するわけです。もう既に本州の自治体の

中では、こういう問題が発生して、雇用が途切れて

しまって、さあどうするのかということで大変に

なったという事例があるというふうに聞いておりま

す。そういう意味では、その保証があるのかどうな

のかという問題が大事ではないかと。そうすると、

その引き続き雇用させるべきだという条文をこの中

にもきっちり明記する必要があるのではないかとい

うふうに考えておりますので、この点はどのように

なるのか、この点についても伺っておきたいと思い

ます。 

 あと、２９条の関係なのですが、情報の公開に努

めるものとするということで、努めるものという形

で、公開することにするというふうな、きっちりと

条文を明記するということも私は必要だと思います

ので、こういった点。 

 例えば第４条の中には、経費の縮減が図られるこ

とという形になっております、第３項の中に。この

経費の縮減と、雇用された職場の職員等の雇用や給

与体系の見直し、あるいは減額という問題が出てき

ています。ここは、こういった問題も、やはりこの

条文から外して、同時に雇用をきっちり、その施設

を維持するための福祉や増進のために、維持できる

雇用と給与体系を守るというような、そういう条文

もきっちり明記すべきだが、今回、こういった条文

等が明記されていません。そういった意味では、ま

ことに今回の条文というのは不備だというふうに思

いますので、これらの点についてお伺いしたいと思

います。 

○議長（中川一男君） 行革事務局長、答弁。 

○行政改革推進事務局長（米田末範君） まず第１

点目の、町委任という形のかかわりのある場合につ

いての御質問でございましたが、法の公式見解の中

におきましては、これは通常の委託等と変わりまし

て、これについては特に制限はされていないという

のが現状、公式見解としてございます。そのような

ことをベースにして、今回規定をしていないという

ことでございます。 

 次に、選定委員の関連でございますが、それぞれ

の施設の特性等によって、その形は非常に異なる場

合がございますので、少なくともそれらについて、

第三者の方々の意見を聞くことにつきましては、そ

の選定委員会が定めていくわけでございますが、こ

れらについては可能な限り意見を聞きながら進めて

いくということが基本になって定めているものでご

ざいますので、御理解をいただいておきたいと思い

ます。 

 それから、いわゆる指定の期間の問題でございま

すけれども、これにつきましては、先ほど助役の方

からお答え申し上げましたとおり、雇用等の問題に

ついては非常に大きな課題であるということもござ

いますので、先ほどの答弁で御理解をいただいてお

きたいと思います。 
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 次に、指定管理者制度にかかわりまして、先ほど

の第４条の３項にかかわりましての御質問でござい

ますけれども、あくまで指定管理者制度にかかわっ

て施設の管理代行をお願いすることにつきまして

は、もちろん施設の機能の発揮もございます。しか

し、やはり今後の対応の中でいけば、その維持にか

かわります効率的な運営というものについては、ど

うしても希求していくことが基本にそこの中にある

ということも大きな要素でありますので、これらに

ついては、基本的にはこのような形で進めさせてい

ただきたいというふうに思います。 

 それから、情報公開条例のかかわりの中で、第２

９条の関係につきましてでございますけれども、努

力規定ではございますけれども、これはあくまで代

行をさせる側の町、もしくは教育委員会等につきま

しては、これらについては少なくとも同等の努力を

求めていくことについては、協定等の中でも含めて

進めていくというのが基本になってございますの

で、あくまで今の段階では努力ということでお願い

をしていくものであるというふうに思ってございま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） これをもって質疑、討論を

終了いたします。 

 この件は、起立により採決いたしますので、これ

より、議案第１９号の件を起立により採決いたしま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） ありがとうございます。 

 起立多数であります。 

 よって、議案第１９号の件は、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────── 

◎日程第５ 議案第２０号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 議案第２０号上

富良野町土地開発基金条例を廃止する条例の件を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ただいま上程され

ました、議案第２０号上富良野町土地開発基金条例

を廃止する条例の提案要旨を御説明申し上げます。 

 この土地開発基金は、昭和４６年当時、公共用地

を先行取得することを目的に、地方交付税の一部を

原資として条例で設けられております。また、その

後の昭和４８年には、公有地の拡大の推進に関する

法律に基づきまして、同じく公共用地の先行取得等

を目的に、土地開発公社を設立し、以後、今までの

間、双方が公有地の先行取得機能を発揮してきたと

ころでございます。 

 しかしながら、今まで右肩上がりで推移してきま

した地方交付税が平成１３年度から減少に転じ、こ

れから将来に向けましてもさらに縮減していくこと

が予想されている中にあって、公有地を先行取得的

に行う行政需要も減少している状況などにあること

から、当町の公有地先行取得機能につきましては、

土地開発公社に一元化し、土地開発基金は廃止する

ことを判断し、本条例を提案した次第でございま

す。 

 このことによりまして、土地開発基金の平成１６

年度末現在高７,４５０万３,０００円のうち、２,

３０４万７,０００円の土地につきましては、町長

への保有管理へ移行することとしまして、残る現金

５,１４５万６,０００円につきましては、運用益を

加えまして、一般会計予算へ繰り入れすることで、

同基金のすべての清算を終える予定としておるとこ

ろでございます。 

 なお、現金の運用上から、本条例は、平成１７年

５月３１日から施行することといたしているもので

あります。 

 以上、議案第２０号の説明といたします。原案お

認めくださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） 現金だということで、一

般会計の中に入れるのですけれども、他にもいろい

ろな基金がありますけれども、それぞれ目的を持っ

て積んできて、それぞれ機能しているわけで、これ

はそういう基金の他の目的基金の方に振り向けて、

さらなるその目的のために発揮させるように積んで

いくという考え方をしたのかどうかということの１

点だけお聞きしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 企画財政課長、答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） １７番西村議員の

御質問にお答えいたします。 

 ただいま提案の要旨御説明申し上げましたよう

に、非常に一般財源総額が減少している中で、行政

事情にどう対応するかということで苦慮していると

ころでありますが、今回につきましては、ただいま

申し上げましたように、特に土地開発基金につきま

しては、土地開発公社が同様の機能を果たすという

ようなことから、今御説明したとおりでありまし

て、他の基金につきましても、今後の状況に応じま

しては、相互は弾力的に運用できるような方法があ
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るのかどうかについては十分検討しなければならな

いと思いますし、今回、特にこの基金につきまして

も、条例を廃止しまして、他の基金に積み戻しをす

るというような一つ方法もあろうかと思いますが、

当面の行政事情に対応するというようなことに向け

たことから、今申し上げましたように、一般会計に

繰り入れて、行政需要、いわゆる一定の行政水準を

維持するということに向けたことについて、御理解

を賜っておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） 考え方としては理解はで

きるのですけれども、今、いろいろな厳しい状況の

中で、新聞等にも載っておりますけれども、いわゆ

る行政機関なり農協が、いわゆる土地を持って、産

業の振興に当たっていくことも求められているとい

う部分もあります。今、こういう部分で、住民の要

望にこたえるためにはやむなしという決断だったと

思うのですけれども、私としてはそういう部分も理

解はできるのですけれども、やはり将来に向かって

地域がどうなっていくかといったときに、やはり何

がしかのこういうものがある、あるいはそういうも

のを残していく、それを将来に向かって生かしてい

くのだという一端でもこの中に残っていればいいの

ですけれども、もうなくしてしまうというのは、非

常に現在に追われて将来も一つも考えていないのか

というような感じがしないわけでもないのです。や

むなしということで理解はできるにしても、今後、

今のような理由で、もし他の基金にも考えが及ばな

いとも限らないと思うのです。だからそういう部分

でいくと、やはりすべてのものの考え方の中に、今

こういうことで住民の要望にこたえていかなければ

ならないということはわかるけれども、私は、苦し

い中に、一分でも二分でも、やっぱり将来を考慮に

入れた気持ちというものは、やっぱり行政の進めて

いく中に私は残していくのが本来大事なことだと思

うのです。ですからそういう部分で、そういう考え

方も、先ほど言った、全面的に他の基金に積み増し

ていくという考え方を含めて、そういう今のような

考え方もできなかったのかどうかということも、も

う１点、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中川一男君） 企画財政課長、答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） １７番西村議員の

再質問にお答えしますが、基金につきましてはそれ

ぞれ目的がございまして、目的に沿って運用してご

ざいますし、今後将来に向けましても、一定の秩序

を当然保持しなければならないということでござい

ますので、私ども行政内部では、それぞれの趣旨に

沿いまして、使途計画につきましても若干持ち合わ

せているところでございますので、その中で、特に

横断的に、基金の趣旨から逸脱して弾力的に使うと

いうことについては、今のところそういう段階まで

予測はしていないところでございます。 

 それと、この基金の保有額についても、それぞれ

現金でございますので、使途については非常に幅広

く考えられるところでございますが、特に土地の先

行的に取得する機能につきましては、冒頭も申し上

げましたように、土地開発公社が法に基づきまして

その任に当たるということで、十分今までも機能発

揮をしてきましたし、これからにつきましても、そ

ういう事由があれば、当然土地開発公社に町長が要

請をしまして、十分今までどおり発揮できるという

ことでございますので、必ずしも５,０００万円程

度の現金を他の基金に保有することで、その機能を

それのみで温存するということでなく、もっと幅の

ある中で十分対応できるということを判断したこと

から、今回につきましては、繰り返すことになりま

すが、当面の行政水準の維持を優先しまして、会計

に繰り入れするという判断をしましたので、御理解

を賜っておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々、よろしいですか。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） この土地開発基金条例を廃

止する条例に反対するものではございませんけれど

も、手続の順序として、これでよろしいのかどうか

ということで、この土地開発に関する委員というの

がおられるのではないかと思うのですが、これはな

いのでしょうか。委員会がもしあれば、委員会なり

何なりを開いて、この本会議に上程する前に何らか

のものがあってもよろしいのでないかなと。一発で

本議会に提案されるということはいかがかというこ

とで、お尋ねをいたします。 

○議長（中川一男君） 企画財政課長、答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） この基金につきま

しては、条例をもって設けているものでございまし

て、いわゆる町長に専属する基金でございますの

で、これの手続上としましては、今回上程している

ように、議会の議決をいただくための条例の廃止の

手続で事が済むということでございます。いずれに

しましても、町長の権能のもとにある財産のうちの

基金ということでございますので、御理解をいただ

きたいと思います。町長以外の独立した組織だとす

れば、それぞれまた定められた手続を経るというこ

とになるかと思いますが、そのようなことで、特に

手続上問題ないというふうに理解をしているところ

であります。 

○議長（中川一男君） ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 今の答弁では、手続には問
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題なしということでございますけれども、やはり町

長の権能という、権限というのはわかりますけれど

も、その前に、やはり委員なりに周知することも大

切なことでないかというふうに思いますけれども、

そういった面は省略してよろしいのかどうか、もう

一度伺います。 

○議長（中川一男君） 企画財政課長、答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） 再度お答え申し上

げます。 

 土地開発公社につきましては、当然、町から独立

した法人でございますので、定款に基づきまして役

職員を有しているところでございますが、この基金

につきましては、くどいようですけれども、町長の

権能の中での財産の一つの基金ということでござい

ますので、この同基金に関係する、そういう運営上

の組織というものについてはございません。したが

いまして、議会のいろいろ所管委員会、協議会等を

通じまして、財産の取り扱いということで、事前の

御協議を申し上げてまいってきましたので、それで

十分手続としては特に問題ないというふうに認識し

ているところであります。 

○議長（中川一男君） 再々、よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 今回の一般財源化、一般会

計に編入するということもありましたが、例えば今

回、各種の条例、あるいは手数料等や、農業新学卒

者等の見直しということで廃止されております。や

はりこういった、もしもいわゆる財政需要にこたえ

るということであれば、そういったわずかな部分の

ところにそういう財源を使って、やはり十分配慮で

きる要素もあったのではないかと。確かに公共事業

等や、いろいろこれから借金の返済等に係る部分も

あるのかもしれませんが、やはりそういう財源のフ

リーという点では、これだけではありませんが、ほ

かにもありますが、どうだったのかという点では、

私は今回のこの財政の支消に当たっても、一般会計

へ振り向けるという点についても、やっぱり問題点

と疑問点が残るのですが、この点はどうなのでしょ

う。 

○議長（中川一男君） 企画財政課長、答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ９番米沢議員の御

質問にお答え申し上げます。 

 財政運用上の問題でございまして、この基金につ

きましては廃止しますと、いわゆる目的のない、い

わゆる一般財源、どこに充てるかについては町長が

政策的に判断をし、回せるものというふうに認識し

ているところでございますし、繰り返すことになり

ますが、町の総体の一般財源が縮減傾向にあるとい

う中で、今の現状でありますと、今まで行ってきま

した行政の多様なサービスをすべて維持することが

できないという中で、その財源手当に苦慮している

ところでありますが、そういう中で、一つの役割を

終えていると。また、有していた機能につきまして

は、先ほど来申し上げてございますように、土地開

発公社で十分機能が果たせているということで、廃

止をしたわけでありますが、しかしながら、今まで

のすべての行政需要を維持するまでの財源確保とい

うことについては、結論から申し上げますと困難で

ございますので、歳出におけます各種の行政サービ

スの中で、さらに将来に向けて維持をするもの等に

つきまして、取捨選択をせざるを得ないということ

でございますので、この点も十分御理解をいただき

たいというふうに思うところであります。この基金

の一般会計への繰り入れの行方につきましては、な

かなか一般財源ということでございますので、どこ

に充てているかについては明確にお答えすることに

ついては困難かと思いますが、私どもとしまして

は、いろいろなソフト事業のものに下支えをするこ

とで、十分財源の機能は果たされていると思います

し、繰り返すことになりますけれども、全部を賄う

ことの財源の確保については困難でございますの

で、その点も十分御理解を賜っておきたいというふ

うに思うところであります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 確かに廃止という点では、

いろいろ目的が達した部分だとかというのはあるの

だろうと思いますが、その運用の仕方だというふう

に私は思っているものですから、やはり確かにいろ

いろなところに、全般的にという形になっているの

でしょうが、やはりこういうものを廃止する場合

は、やはり一般会計等に繰り入れするということに

なれば、やはりそれにふさわしいような施策の展開

ということが必要だし、また、今回いろいろな団体

等の補助金の削減等があって、全部が全部悪いとは

言えませんが、やはり必要な部分まで削減されてい

るという部分もありますので、しかしそういうこと

を考えたら、この運用等についてももう一度再構築

する必要があったのではないかというふうに思いま

すので、この点もう一度、十分ということで言われ

ていますので、同じ答弁の繰り返しになるかと思い

ますので、もう１回確認しておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 企画財政課長、答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ９番米沢議員の御

質問にお答えします。 

 議員が言われている趣旨については、私ども十分

理解できますので、今後の財政運営につきまして

も、いろいろな面で広範囲な見直しをしてございま
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すが、その中でも、できる限りきめ細かな対応がで

きるように、十分私どもも、今も、引き続き将来に

向けましても政策として残さなければならないもの

につきまして、十分吟味をしまして対応しなければ

ならないことについては、十分またそういう面に意

を用いてまいりたいと思いますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他になければ、これをもって質疑、討論を終了い

たします。 

 これより、議案第２０号の件を起立により採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） ありがとうございます。 

 起立多数であります。 

 よって、議案第２０号の件は、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────── 

◎日程第６ 議案第２１号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第２１号上

富良野町商業振興条例の一部を改正する条例の件を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） ただいま上程いた

だきました、議案第２１号上富良野町商業振興条例

の一部を改正する条例につきまして、提案理由を申

し上げます。 

 商業振興条例につきましては、平成１３年、商店

街の活性化と商業振興を図ることを目的に制定し、

これまで２３件の事業者に適用し、その効果を上げ

てきているところでございますが、平成１７年度に

おきましても、多数の事業者から事業計画の提出が

ございます。このことから、町の予算確保を勘案

し、平成１７年３月３１日までに事業計画書の提出

があり、実施可能な事業について、平成１７年度と

平成１８年度の２カ年の年度割りを行い、事業量の

確保と財源の平準化を図るため、条例の一部を改正

を行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第２１号上富良野町商業振興条例の一部を改

正する条例。 

 上富良野町商業振興条例（平成１３年上富良野町

条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中、「平成１８年３月３１日」を「平

成１７年３月３１日」に改め、附則に次の１項を加

える。 

 ３、前項の規定にかかわらず、平成１７年３月３

１日までに行われた第６条の規定による事業計画書

を提出した補助事業に係る補助金等の交付の申請に

ついては、この条例は、同日後もなおその効力を有

する。ただし、平成１９年３月３１日までに当該補

助事業が完了しないときは、同日後はこの限りでな

い。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、説明といたします。御審議をいただき、議

決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。 

─────────────────── 

午前１０時２１分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、会議を

続行いたします。 

─────────────────── 

◎日程第７ 議案第２５号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第２５号上

富良野町在宅福祉事業に関する条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた

だきました、議案第２５号上富良野町在宅福祉事業

に関する条例の一部を改正する条例につきまして、

改正要旨の説明を申し上げます。 

 在宅福祉事業につきましては、日常生活に支障の

ある在宅の虚弱高齢者及び障害者等の在宅福祉の向

上を図るために、平成１２年に条例を制定し、実施

してまいりましたが、制度化してから５年が経過

し、利用者の増加や必要経費の増に加え、介護保険

サービスの利用者負担額との格差が生じるなど、利

用料負担の均衡と適正化を図る必要があることか

ら、一部の在宅福祉サービスに係る利用料につい

て、費用の応分の御負担をお願いすることを趣旨と



 

― 16 ―

しまして、本条例を改正しようとするものでござい

ます。 

 以下、議案を朗読しながら、改正内容等につきま

して御説明申し上げます。 

 議案第２５号上富良野町在宅福祉事業に関する条

例の一部を改正する条例。 

 上富良野町在宅福祉事業に関する条例（平成１２

年上富良野町条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 改正内容につきましては、利用料について別表に

定めてございますが、その別表の改正でございま

す。 

 別表１、理容サービスの項中、「１,０００円」

を「２,０００円」に改めることにつきましては、

現在、技術料として３,０００円、交通費として２,

０００円で、合計５,０００円の費用を要してござ

いますが、施設に入所されている方は２,５００円

程度負担している状況にありますので、負担額の均

衡を図る上で、費用の４割負担の２,０００円とす

るものであります。 

 次、同表、移送サービスの項中、「７５円」を

「１２５円」に改める。このことにつきましては、

１５分当たりの負担額であります。移送サービスに

つきましては、要介護２以上で、特殊車両でなけれ

ば通院等ができない方が対象でありまして、１時間

当たりに換算しますと、利用者負担が３００円と、

非常に安い負担で利用することができる状況にあり

ます。一方、同程度の介護を要する方で、歩行器や

杖などを使用することにより、普通車両に乗れる方

は移送サービスの対象としていないことから、これ

らの方はタクシー等の利用により、町内の病院等に

通院する場合、１,０００円以上の負担ということ

になってございまして、格差が大きいため、利用者

負担額を１５分当たり１２５円、１時間当たりで５

００円とするものであります。 

 ３点目の、同表、配食サービスの項中、「３００

円」を「３５０円」に改めることにつきましては、

介護保険適用のホームヘルプサービスの食事支援を

受けている方や、デイサービスを利用している方の

食事負担額と比較しまして、負担額に格差が生じて

おりますので、負担の均衡を図る上で、１食当たり

３５０円とするものであります。 

 ４点目、同表、除雪サービスの項中、「３５円」

を「７５円」に改める。これは１５分当たりの負担

額であります。除雪サービスにつきましては、平成

１２年度以降の除雪単価の上昇と、独居老人や老人

世帯の利用者が増加していることから、事業費が増

加しており、経費の１割負担から２割負担に改める

ものであります。１時間当たりでは、現行１４０円

が３００円となります。 

 附則、この条例は、平成１７年４月１日から施行

する。 

 以上で、説明にかえさせていただきます。御審議

賜り、議決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） それぞれのサービスの利用

実績は現在どのようになっているのか、お願いいた

します。過去３年間でもよろしいですが、お伺いい

たします。 

 次に、これに伴って利用料が１３０万円ほど見込

めるというような説明でありました。今、いろいろ

な各種の手当見直し等で、やはり暮らし向きは大変

になってきています。確かに均衡を図るという点で

ということでありますが、もう既にそれぞれのやは

り利用されている方の生活状況を見ても、そう生活

が楽でないという部分も見受けられます。今後、い

ろいろな諸控除等が廃止されるという状況の中での

負担ということを考えた場合に、一定の据え置くも

の等があってもいいのではないかというふうに私自

身考えておりますが、こういった点についてどのよ

うな見解なのか、お伺いいたします。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今、在宅福祉サービスの利用の実績という御質問

でございますが、今回改正をさせていただきます４

点のサービスにつきましては、それぞれ利用人数も

限定された方で、一つの基準で利用していただいて

いる方でございますが、一つ一つ申し上げますと、

理容サービスにつきましては、現在、登録人員が２

５人ぐらいを予定してございます。この方々は在宅

で寝たきりの方の要介護度４、５の方でございます

が、これらの方について、年６回ほどの利用の基準

でこのサービスを提供させていただいているところ

でございます。 

 それから、次の移送サービスにつきましては、登

録の見込みが５０人ぐらいを予定してございます。

これらの方については、先ほど申し上げました対象

者につきましては、要介護度２以上の方で、車いす

等で生活されている方で、そういう病院等の通院に

おいては、通常、普通乗用車の利用で乗れない方を

対象にしてございまして、同じ要介護度２以上の方

でも、先ほど申し上げましたように、杖とか歩行器

等の利用の方で、普通乗用車で利用される方につい

ては、このサービスについては対象となってござい
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ませんけれども、そういう方が対象ということでご

ざいます。 

 それから、配食サービスでございますが、現在月

平均で大体３４人ぐらいの利用がございます。登録

の見込みは５０人ぐらいを１７年度においては見込

んでございます。 

 最後に除雪の関係でございますが、除雪について

は、独居世帯の高齢者、それから老人世帯の高齢者

の対象でございますけれども、虚弱で自力で当然除

雪できないというような方を対象にしたサービスで

ございますけれども、これらの方が登録で１３０人

ぐらい、利用の申し込みをされているということ

で、現状としては、月平均１２５人から１２８人ぐ

らいの平均で利用をいただいているという状況でご

ざいます。 

 それから、２点目でございますが、今回の改正案

の部分についての御質問でございますけれども、こ

の点については、先ほども申し上げましたとおり、

このサービス、それぞれ４つのサービスを今後も継

続していく上で、必要性は十分この事業について

は、今申し上げましたように、利用者や何かの見込

みもかなりおられますので、継続していかなければ

ならないという必要性を承知した中で、この事業に

ついては、一方、国庫補助の対象になってございま

したけれども、これが一般財源化等も加わりまし

て、町の財政負担も当然ふえてございます。そうい

う部分もございますが、いずれにいたしましても、

先ほど申し上げましたように、同じ身体の状態や何

かの同じ程度の方が対象外となっている方で、そう

いうような類似したサービスを利用されている方と

の負担の均衡を図るというのが、まず一つの費用に

対する応分の負担の物の考え方で、今回改正をさせ

ていただいてございますので、そういうふうなこと

については、ちょっとその辺は、そういう趣旨でご

ざいますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 理容では倍という形になり

ます。確かに持ちだし等もあるかというふうに思い

ます。一般財源化という形の中で、大変財源的には

という形になっておりますが、やはり今、それぞれ

の利用状態は、確かに施設等においても違うとは思

いますが、施設なら施設のやはり入所している方の

やっぱりよさもありますでしょうし、在宅は在宅で

の利用する問題点が、カバーしながらやっぱりやっ

ているというところがあるのだろうと思います。そ

のことを考えたときに、同一に見れない部分という

のは多分にあるのではないかと私は考えるわけで

す。そういったことを考えたときに、同一的に料金

が、いわゆる実費負担あるいは料金を平準化しよう

というようなやっぱり考えというのは、ちょっとい

かがなものかというふうに考えているわけです。 

 理容を利用している方にしてみれば、そういう年

金生活で暮らしている方もおられます。その上で介

護保険料や利用料という形で払ってきているわけで

す。そのことを考えたときに、またこの負担という

ことであれば、どうなのかというところです。やは

り全部引き上げというのではなくて、据え置いたり

だとか、やっぱりやるべきではないかと。例えば理

容は今回は据え置きますと。ほかは若干改定もあり

ますという形の中で、やっぱりそういう考えを持っ

てやるべきではなかったのかと。一律にやはりこう

いう引き上げということになれば、それだけ負担が

かぶっていきます。これからの、昨日も言いました

が、年金もらっている方のやっぱり制度そのものが

どんどん変わって、やはり１８０万円ぐらいの方で

も、今度住民税等が加算されるという状況になって

きます。１００万円超えた場合でも、もう既に住民

税が均等割等がやっぱり加算され、またその分、保

険税や利用料や、やっぱりそういったところに上乗

せされるという状況を考えたときに、もう据え置き

ということが必要だと思いますが、この点、もう一

度お伺いいたします。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 この値上げをすべきでない、据え置くべきでない

かという御質問でございますけれども、今回の御提

案させていただいている４つのサービスにつきまし

てでございますけれども、この在宅福祉サービス

は、全部で１０のサービスを今事業展開をさせてい

ただいてございますが、それぞれ１０の他のサービ

スについても、その辺、事業評価といいますか、い

ろいろな経費の部分とか、利用者の、対象者の状況

とか、いろいろその部分も精査させていただいてご

ざいます。その中で、今回、この４点のサービスに

ついて、先ほど申し上げました背景と理由で、この

たび改正案を提案させていただいているという状況

でございますので、その辺、御理解を賜りたいと思

います。 

○議長（中川一男君） 再々はよろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 他になければ、これをもっ

て質疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。 

 なお、この討論は、まず原案反対者、次に原案賛

成者の順に行います。 
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 まず、原案に反対者の発言を許可します。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私は、本条例に対して反対

をするものであります。 

 この間の町の行政の進め方というのは、確かに限

られた財政ということもありますと思います。しか

し一方で、やはり先ほどの基金条例の設定のあり方

についても、一般会計に繰り入れるという状況の中

でも、その使途、使い道等に、やはりこういった部

分に対しての負担軽減するというような対策が求め

られているにもかかわらず、そういった部分をされ

ていないという問題点であります。 

 また、今回の住民手数料等の見直し、補助金等の

見直しによって、１人当たり６,０００円から５,０

００円ぐらいの負担ということになってきます。ま

た、今後、所得税控除等の改正によって、年収１０

０万円を超えただけでも住民税が課税される、ある

いは均等割額が導入、賦課される。それと連動した

中で、介護保険料や国民健康保険税、また、公営住

宅等に入っていれば家賃等の増につながるという状

況の中で、本当に耐えられない、限度のぎりぎりま

で今来ているというのが実態ではないでしょうか。 

 そういうことを考えたときに、現行を据え置い

て、その利用者の負担を軽減するという立場での、

やはり条例を改正するという中身が抜け落ちている

のではないかという立場から、私は反対といたしま

す。 

○議長（中川一男君） 次に、原案に賛成者の発言

を許します。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 私は、上富良野町在宅福

祉事業に関する条例の一部を改正する条例に賛成す

る立場で討論をいたします。 

 我が町の総人口は、平成１７年１月現在、１万

２,７１４人で、減少の傾向にありますが、一方で

高齢化が、６５歳以上の方の増加が進む中にありま

して、要介護者や要支援の人も増加してきている現

象があります。この要介護者や要支援者に対しまし

て、このサービスは各市町村が条例を定めまして、

独自の保険給付を行っているものでございます。上

富良野町は１０種類の在宅福祉サービスを行ってお

りますが、これらのうち、今回は４つのサービスの

利用料の見直しをしようということであります。い

ずれのサービスも、利用者の増加や必要経費の増

嵩、介護サービスが低下しないように、低下するこ

となく、利用者負担額との均衡を図るなどの趣旨を

もって行うということでありまして、さらに該当業

務に係る国の補助が一般財源化されるというような

状況も生じていますので、厳しい財政事情の中で、

今後もこの事業を継続してやってまいりますために

は、利用者の方々に応分の費用負担をお願いするこ

とはやむを得ないものかと考えまして、本条例改正

に賛成するものであります。 

○議長（中川一男君） 次に、原案に反対者の発言

を許可いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって討論を終了い

たします。 

 これより、議案第２５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） ありがとうございます。 

 起立多数であります。 

 よって、原案は、可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第８ 議案第２６号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第２６号上

富良野町敬老祝い金支給条例の一部を改正する条例

の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され

ました、議案第２６号上富良野町敬老祝い金支給条

例の一部を改正する条例につきまして、改正の要旨

を御説明申し上げます。 

 敬老祝い金につきましては、平成１５年度から、

一般的な敬老者の祝い年齢とされている節目年齢の

方及び１００歳以上の方を対象に、長寿を祝福し、

敬老の意を表する趣旨で、祝い金の支給を行ってま

いりましたが、平均寿命も延び、より一層の高齢社

会となっている状況にあることから、敬老祝い金の

対象者と支給内容の見直しを図るために、本条例を

改正しようとするものであります。 

 改正の内容につきましては、１点目といたしまし

て、敬老祝い金の支給の対象を、喜寿、米寿、白寿

の節目年齢の方のみとし、満１００歳以上の方の長

寿祝い金の廃止を行おうとするものであります。 

 ２点目は、支給方法につきまして、地元商店街の

振興、地域経済の活性化を図る観点から、現在の現

金支給から金品の支給に改め、商品券により贈呈し

ようとするものであります。 

 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第２６号上富良野町敬老祝い金支給条例の一

部を改正する条例。 

 上富良野町敬老祝い金支給条例（平成１４年上富

良野町条例第２８号）の一部を次のように改正す
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る。 

 第２条の表中、「２万円」、これは喜寿祝い金で

あります。これを「２万円相当の金品」に。次、米

寿祝い金でありますが、「３万円」を「３万円相当

の金品」に。次、白寿祝い金でございます。「５万

円」を「５万円相当の金品」に改め、同表、満１０

０歳以上の者の項を削る。 

 附則、この条例は、平成１７年４月１日から施行

する。 

 以上で、説明といたします。御審議いただきまし

て、議決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑を受けます。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 今回の条例改正に当たっ

て、何点か質問いたしたいと思います。 

 金品相当支給という形で変更になりましたが、こ

れは全額商品券という形になるかというふうに思い

ます。これは一部現金と商品券という形の支給方法

というのは考えられたのかどうなのか、この点。 

 次にお伺いしたいのは、この制度ができてまだ間

もないという状況がありました。２年ぐらいという

状況です。そういう状況で、すぐ１００歳以上の長

寿祝い金を廃止いたしました。財政難という形で見

直しということでありました。私、この制度ができ

るときに、将来を見据えて、この金額が妥当なのか

どうなのかということで、やはり質問いたしまし

て、やはり将来を見据えた場合に、もっと金額を引

き下げた方が、町の財政負担を軽くするのではない

かという質問に対して、将来を見据えた中での、い

わゆる支給条例だから、すぐそういうことにはなら

ないという答弁だったわけです。それが２年もたた

ないうちにこの条例の改正が出てきたというところ

に、先の見通しの甘さというか問題点というか、一

体何なのかというところです。 

 確かに財政難ということで、いろいろ財政のやり

くりは必要な部分もあります。しかし、余りにも唐

突ではないかということを考えております。そのこ

とを考えたときに、今一度、この全体のやはり金品

支給のあり方というものが、やはりどうだったのか

というところの説明も一向になく、ただ高齢者、い

わゆる１００歳以上の人が今後ふえるであろうから

というような説明だけに終始しております。それで

は納得できるものではありません。将来的に、やは

り財政的に大変だというのであれば、そういう見通

しを持った条例の改正という考えもあってしかるべ

きだけれども、そういうような内容というのが一切

聞かれないということでありますから、これらの点

について、なぜ今回、この１００歳以上の祝い金を

廃止するに至ったのか。また、それぞれのいわゆる

対応する人員というのは何人おられるのか、お伺い

しておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 ３点ございます。 

 １点目は、支給方法の御質問でございますけれど

も、提案説明で申し上げましたとおり、地域経済の

振興という視点で、全額商品券でお贈りさせていた

だきたいなというふうに考えてございます。 

 ２点目でございますが、この制度、敬老祝い金の

制度の発足、１７年度で３年目でございますけれど

も、発足後２年目で１００歳以上の方の廃止という

考え方に対しての御質問でございますけれども、当

初、平成１５年、条例提案は平成１４年でございま

したが、このときの背景では、それぞれの祝い金の

金額につきましては、いろいろな管内の状況や何か

を十分見きわめながら、この祝い金についてはその

当時設定して、今日に至ってございます。したがっ

て、そのときも１００歳の設定については、管内に

おいても設定している自治体もございました。それ

らを考慮して条例制定をさせていただいた背景にご

ざいます。 

 その中で、今回、この１００歳以上の方の廃止に

ついての理由の御質問でございますけれども、これ

につきましても、冒頭申し上げましたとおり、こう

いう高齢化社会ということで、どんどん高齢者がふ

えているという背景もございますが、一般的には、

敬老者の祝い年齢という節目年齢の節目祝い金の形

でこの制度を存続していこうというような趣旨で、

このたび、喜寿、米寿、白寿という方を対象とする

考え方で、そういう理由で１００歳以上の方につい

ては廃止をさせていただくという理由でございます

が、この１００歳以上のこれによって対象者でござ

いますが、現在、４月１日以降、１００歳以上とな

られる方は６人該当者がおられるということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） やはり説明ができないので

すよ。単に高齢者という形の中でふえるからという

ような説明だけなのです。全体的なこの敬老祝い金

のあり方については一向に説明しないという、ここ

に町のやはりこの条例の設定のあり方の問題点があ

るのではないかと。私は、やはり３年目に入ったと

はいえ、２年たって３年目にということですから、

やはり最低でも、この間言われているように、やっ
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ぱり５年、７年ぐらい継続する必要があるのではな

いかと。いきなり３年目から廃止というのでは、

やっぱりたまったものではないのですよね。 

 何を問題にしようとしているのかということで、

その見通しの甘さと、やっぱり全体の敬老祝い金の

あり方をどうするのかという、その部分の説明が全

然出てこないわけです。そういう説明をきっちりし

ていただきたいと思います。この敬老祝い金の改正

に当たっても、住民会の敬老会を、今まで町でやっ

てきたのを住民会におろして、その分の経費を軽減

しているという形になってきています。そういう経

過があるわけですから、それぞれ住民会の敬老会も

負担しながら、また、資金の範囲でやっているとこ

ろもありますが、やはりそういう経過の中で、やは

りこういう敬老祝い金についても、一律から節目年

金という形で支給しようという経過があるわけです

から、それを２年でばっさりと１００歳以上を削っ

てしまうというところに問題があると思いますが、

どうなのですか、そこら辺。全体の節目年金のあり

方等についての将来の考え方というのは持っておら

れるのですか。質問するからああだこうだというこ

とを言えるけれども、その前にきっちり説明する必

要があるのでないですか。この点、伺っておきたい

と思います。 

（「議長、関連」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 関連は、米沢議員の許可を

得なければできないのです。 

 まだするだろうと思うので、暫時休憩いたしま

す。 

─────────────────── 

午前１１時１９分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解きます。 

 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 議員のおっしゃるとおり、２年でという中で、も

う変わるのかというようなことで、この祝い金に対

する姿勢として、どうもまずいのではないかという

ことでございますけれども、町の財政におきまして

も、ここのところ急激な変化を遂げてきてございま

す。そういう中で、行政改革の観点で、あらゆる分

野について、できるものからやっていきたいという

願いがございます。こういう祝い金、お年寄りの最

終の場の中で、こういうものを削るということはま

ことにしのびないわけでございますけれども、こう

いう点につきましては、できれば御家族の中で温か

くお祝いをしてあげていただく方法で今後考えてい

ただく方法でお願いができないかというようなこと

で、この点の削減の方向で御提案を申し上げている

ところでございます。非常に状況としては、１００

歳を超えている中におきましては、課題点といたし

ましては、何か本人の御意思の中で喜んでいただけ

るような状況にもないような状況も中にはございま

すので、その点等も踏まえた中で、今回御提案をさ

せていただいているところでございます。当然、財

政状況が大きく変化してきてございますので、この

点、あらゆる分野でできることからやっていきたい

という願いのもとに、この点につきましても物差し

を当てましてやっているところでございますので、

ひとつ御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 要するに助役の答弁でした

ら、意義がない、意味がないということですよね。

１００歳以上の方に至っては、行ったら、もう寝た

きりのような状態で、自分の意思表示をすることが

できないということを答弁しました。私はこの点に

ついて本当に非常に冷たい、やっぱり助役の印象を

持ったわけです。町長はこの点について、こういう

問題点を許していいのかと。この２年間ということ

で、３年目の中で、やっぱり見通しの甘さというこ

ともみずから反省しないで、ただ１００歳以上の方

の置かれている状態で判断すると。それだけで廃止

だということでは納得できないのですよ。なおか

つ、全体の給付のあり方について説明しなさいとい

うことを言っているのだけれども、一向に言わな

い。やはり私は、お金を支給する、しない以前に、

町のやっぱりこういう問題の見通しの甘さや考え方

が終始一貫していないと。事業評価するということ

を言っているのだけれども、きっちりとこれは本人

がそこに生活しているわけですよ、寝ていようが車

いすで生活していようが。聞いたら、きっちりと本

人は意思を持っている、そういう人も中にいるわけ

ですから、仮にそうでないとしても、やはり生活し

ているということであれば、そこに立派に１人の人

格、いわゆる長年生きて、生活してこられて、いろ

いろな苦しみや悲しみを体験された、そういう人た

ちを祝おうということでこの条例を設定されたわけ

ですから、そういうことを簡単に２年間終わったか

らもういいのだというような、そこに問題がありま

す。もう一度町長、この点と、今後の敬老祝い金の

あり方等について、きっちり説明していただきたい

と。問題があると思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 確かに議員御発言、御意見のとおり、２年間で改
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正するということにつきましては、十分に私どもと

しても対応、認識を持たなければならない部分であ

りますが、御案内のとおり、地方財政の方向性とい

うのが全く見えない中で、当時、１４年に策定し、

敬老者に対する節目年齢におけるお祝いをしてあげ

ようということで進めてきたところでありますけれ

ども、財政運営が非常に厳しくなった。行財政改革

の中で、平成１５年までの改革の中では、予想だに

しなかった大きな地方財政の厳しさが出てきたとい

うようなことで、平成１６年、今年度から新たな行

財政改革の計画を立て、実施計画を立てまして、今

後、平成２０年までの財政運営を破綻しないように

対応していくべく、今、聖域なき行財政改革を取り

進めさせていただいております。 

 そういう中にありまして、先ほど来、助役、担当

課長が説明申し上げておりますようなことで、今

回、この対応でき得る部分から見直しを図らせてい

ただいているということでございますし、また、将

来的にこれを継続していくかどうかということにつ

きましては、町の財政状況を見きわめながら、敬老

者に対するお祝いというものと判断しつつ、この部

分についての見直しということも絶対あり得ないと

いうことではなくて、その状況においては、敬老者

に対するお祝いという意思と、財政運営の状況と、

見きわめながら対応していかなければならないとい

うふうに認識いたしておるところであります。 

○議長（中川一男君） １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 同僚議員と重複する点も

多々あるかなと思うのですが、私もこの改正に対す

る内容について疑問を感じます。所管委員会でも申

し上げてはありますけれども、まず第１には、同僚

議員からも質問のあったように、余りにも以前改正

からわずかな期間で再度改正するという点。それか

ら、財政難ということは私も十分に承知しておりま

す。しかしながら、昨今、人生８０年時代と言われ

ておりますけれども、私は、高齢になれば高齢にな

るほど、１年というのは大変な年月だと思うので

す。上富良野町で１００歳以上というのは、所管で

お聞きしましたところ５名と。わずか５名の方のお

祝いがしてあげられないというのは甚だ遺憾だと。

私は、先の方を削っても、後の方はやはりしっかり

お祝いしてあげるべきだと。まずこの議場におられ

る皆さん、１００歳まで生きる自信ありますか。恐

らく皆無だと思うのです。そのぐらい、１世紀を生

き抜くということは大変なことなのです。御本人は

当然のこと、御家族もそれなりに大変な努力をされ

て生きてこられたことだと思うのです。そうした方

にお祝いをしてあげられないというような形は、町

としての条例としては甚だ不備なのではないかなと

私は思います。１００歳以上は、先ほどからいろい

ろ理由、理事者の方から言われましたが、私は、１

００歳以上をそんな形で、例えば昔のことわざで言

いますと、うば捨て山的な条例の改正ということは

納得できません。その理由について、もう一度、再

度、なぜ１００歳以上がお祝いできないのか、その

辺をしっかりと、もっと納得のできる御回答をいた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 清水議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、基本的には、白寿とい

う中で一度お祝いをしてあげるということで、全く

それを否定する話ではございませんので、毎年やっ

ていくことで、この辺を何とかお願い申し上げたい

ということで御提案をしているところでございます

ので、その点、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 助役初め、町長の先ほどの

同僚議員の答弁の中で、思惑はわかるのですが、た

だ、私申し上げているのは、財政難はわかります。

財政難はわかりますけれども、今改正される２万円

相当、３万円相当、５万円相当の金品となっていま

すが、この中でそうしたものをもう少しお考えいた

だけないのかなと思うのですよ。何も予算を余分に

ふやせということではないのです。その点、もう一

度お願いします。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 御提案申し上げている内容

でございますので、御理解賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。 

 なお、この討論は、まず原案反対者、次に原案賛

成者の順に行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許可します。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私は、本条例、上富良野町

敬老祝い金支給条例の一部を改正する条例に反対す

るものであります。 

 第１番目には、事あるごとに財政難だということ

を言っております。確かにお金は限られた予算とい

うこともあるでしょう。しかし、そうであるなら

ば、今回の改正というのは余りにも唐突ではないで

しょうか。制度が始まってまだ２年、そして３年目

という状況なわけで、いきなりお金がないという状
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況の中で、この敬老者の年金をなくす、１００歳以

上に支給されていた年金をなくすというのは、余り

にも冷たい話ではないでしょうか。また、この間の

質問のやりとりの中でも明らかになったように、そ

の１００歳以上の方については、行ったら寝たきり

の状態だった。だからお金を支給してもその意味が

ないということをおっしゃっています。しかし私

は、そこに生活して生きている限り、立派な人格を

持っている１人であります。永年この町に住まわ

れ、幾多の困難も乗り越えて、そして生活して、現

在に至っている。そういう人の祝い金をなぜ支給し

ないという状況になるのでしょうか。また同時に、

財政難であるというならば、この年金支給条例の将

来のあり方をきっちり示すべきであるにもかかわら

ず、それをも示さないという状況であります。 

 今回の条例の２年前、平成１４年に設定されたと

きに、私は幾つかの点について申し上げました。将

来の財政事情を考えたとき、この金額でよいのかど

うなのか、もっと減額して負担を軽減すれば、将来

の財政難に対応できるのではないかという質問をし

ました。ところが、これに対する答弁者の回答とい

うのは、今回の改正というのは将来を見通した内容

であり、十分これは耐え得るものだという答弁であ

りました。私は、こういう答弁にもかかわらず、今

回、２年経過したという状況の中で、条例を改正す

るという、ここにこそ町の財政を考えない問題点が

逆に私はあるということを指摘しておきたいという

ふうに思います。 

 私は、もう一度、今回の以上のことを述べまし

て、今上富良野における今回の条例に対し、反対の

討論といたします。 

○議長（中川一男君） 次に、原案に賛成者の発言

を許します。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 私は、敬老祝い金支給条

例の一部を改正する条例について、賛成の立場から

意見を申し上げさせていただきます。 

 敬老祝い金については、高齢者の長寿を祝福し、

敬意を払う意味から、平成１５年に、喜寿、米寿、

白寿及び１００歳以上の高齢者に対して、祝い金と

いう形で支給をしてきた経緯にあります。 

 このたびの条例改正に当たっては、１００歳以上

の高齢者に対しての祝い金を廃止し、また、各節目

の長寿のお祝いに対して、祝い金の一部金品への支

給への条例改定であります。 

 私は、敬老のあり方というものは、何もお金の支

給だけではないものと考えます。御承知のとおり、

年輩者を敬い、大切にするという気持ちは、上富良

野町民全員が持っている気持ちであると考え、さら

には、近年、何かとお金で解決を図るという風潮を

持っている次世代に対しても、敬老というものは本

当に心であるということを図るいい機会でもあると

も考えます。 

 本町がこれまでにとってきた政策の中において、

高齢者に対しての福祉、介護、さらには健康寿命の

延伸に対しての予算措置及び前年度建設された保健

福祉総合センターかみんにおける、すべての町民が

健康で健やかに暮らせる政策のため考慮された保健

福祉の予算配分のあり方等を考え、この厳しい財政

の中において、単にお年寄りのお祝いのお金を財政

の中から切るということではなく、次世代を担う子

供たちの健やかな成長に役立てるためにとられた予

算を執行するためにも、限られた予算配分を適切に

措置したと考えます。厳しい財政状況ではあります

が、少額でもありますが、貴重で大切な高齢者の祝

い金の一部を削減いたしますが、人生の節目におい

てのお祝いは引き続き継続をいたし、町長を初め、

町民総意で日本古来の慣習でもある大切なお祝いを

いたして、さらに近年、大型店の進出により、購買

力の大きな流出が図られ、地域地元の厳しい商店街

の少しでも地域経済活性化を図る観点からも、商品

券などの支給に改められたことに対し、繰り返しま

すが、１００歳以上の高齢者に対して、単に金品で

はなく、真に長寿を町民総意の気持ちで感謝と敬意

を表してお祝いする機会であると判断いたしますの

で、本条例の改正について賛成いたします。 

○議長（中川一男君） 次に、原案に反対者の発言

を許可いたします。 

 １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 私は、上富良野町敬老祝い

金支給条例の一部を改正する条例について、反対の

立場から反対討論を簡潔に申し上げます。 

 私は、先ほども申し上げましたように、財政難は

十二分に私も承知しております。そうした中で、財

政難の中から予算をふやして祝い金を設定してほし

いということではなくて、この祝い金の予算の中で

１００歳以上の方にもお祝いしてあげられる方法が

あるのではないかということで申し上げたのです

が、その点、私は大変に不満に感じます。特に１０

０歳以上の切り捨てに対しましては、反対の立場を

とります。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 次に、賛成者の発言を許可

いたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって討論を終了い

たします。 

 これより、議案第２６号を採決いたします。 
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 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） ありがとうございます。 

 起立多数であります。 

 よって、原案は、可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第９ 議案第３０号及び 

日程第１０ 議案第３１号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第３０号上

富良野町財政調整基金の一部支消の件、日程第１０ 

議案第３１号上富良野町公共施設整備基金の一部支

消の件を一括して議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ただいま上程され

ました、議案第３０号上富良野町財政調整基金の一

部支消の件及び議案第３１号上富良野町公共施設整

備基金一部支消の件につきまして、一括して提案の

趣旨を御説明申し上げます。 

 このたびの平成１７年度一般会計予算におきまし

ては、国の三位一体改革に関連しまして、地方交付

税などが削減される影響を受け、当町が裁量を持っ

て使うことのできる一般財源総額が縮減する中、現

段階で継続的に進めています道路などの公共施設の

整備を初め、地域特性を生かしました振興策などに

引き続き多額の財源を必要としております。 

 これら行政課題を具現化するために、最終的な財

源確保としまして、財政調整基金及び公共施設整備

基金の一部を取り崩しする必要から、同基金条例の

規定に基づきまして、議会の議決を得ようとするも

のでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第３０号上富良野町財政調整基金の一部支消

の件。 

 上富良野町財政調整基金の一部を次により使用す

るため、上富良野町財政調整基金の設置、管理及び

処分に関する条例第６条の規定により、議会の議決

を求める。 

 記。１、支消金額、６,０００万円。２、使用目

的、多額の経費を必要とする特別な建設財源に充当

するため。３、使用年度、平成１７年度。 

 続きまして、議案第３１号に移ります。 

 議案第３１号上富良野町公共施設整備基金の一部

支消の件。 

 上富良野町公共施設整備基金の一部を次により使

用するため、上富良野町公共施設整備基金条例第３

条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 記。１、支消金額、６,０００万円。２、使用目

的、公共施設の整備財源に充当するため。３、使用

年度、平成１７年度。 

 以上、議案第３０号及び議案第３１号の説明とい

たします。原案お認めくださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、議案第３０号、議案第３１号を一括し

て質疑に入ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 初めに、議案第３０号上富良野町財政調整基金の

一部支消の件を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決しました。 

 次に、議案第３１号上富良野町公共施設整備基金

の一部支消の件を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１１ 議案第３２号 

○議長（中川一男君） 日程第１１ 議案第３２号

上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました、議案第３２号上富良野町国民健康保険財政

調整基金の一部支消の件につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 平成１７年度上富良野町国民健康保険特別会計に

おきまして、歳入財源であります国民健康保険税、

国庫支出金、調整交付金、保険基盤安定繰入金等を

見積もり、歳出の保険給付費に充当し、予算の計上

をしておりましたが、なお不足する２,５００万円

を財政調整基金から支消し、保険給付費に充てよう

とするものであります。 

 なお、財政調整基金の当該支消後の予定残高につ

きましては、１億１７７万３,０００円となるとこ

ろであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
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 議案第３２号上富良野町国民健康保険財政調整基

金の一部支消の件。 

 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部を次

により使用するため、上富良野町国民健康保険財政

調整基金条例第６条の規定により、議会の議決を求

める。 

 記。１、支消金額、２,５００万円。２、使用目

的、保険給付費に必要な財源に充当するため。３、

使用年度、平成１７年度。 

 以上で説明といたします。御審議をいただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１２ 議案第３３号及び 

日程第１３ 議案第３４号 

○議長（中川一男君） 日程第１２ 議案第３３号

上富良野町道路線廃止の件、日程第１３ 議案第３

４号上富良野町道路線認定の件を一括して議題とい

たします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました、議案第３３号並びに議案第３４号につき

まして、提案理由を御説明申し上げます。 

 参考資料といたしまして、道路網図を提出させて

いただいております。 

 議案第３３号と議案第３４号の裏面、路線廃止及

び路線認定の表と道路網図をごらんいただきたいと

思います。 

 緑色の路線に黒色の添い線が廃止路線で、同じく

緑色の路線に赤い色の添い線の矢印までの区間が認

定予定路線でございます。 

 廃止７路線につきまして、初めに、図面左上の認

定番号５３番扇町通につきましては、泉町北団地町

営住宅整備事業に伴いまして、終点を北２７号道路

へ接続することにより、終点の位置が変わることに

よるものでございます。 

 次に、認定番号１３５番、泉町３丁目１条通、同

じく認定番号１３６番、泉町３丁目２条通につきま

しては、先ほどの泉町北団地町営住宅整備事業によ

り、通路として整備されることにより、終点の位置

が変わることによるものでございます。 

 次に、図面右下の方の、認定番号２３６番、南町

３丁目２条東通、同じく認定番号２３７番、南町３

丁目３条通につきましては、道路用地として既に寄

附を受けており、また、地域のアクセス道路としま

して、それぞれ終点の位置が変わることによるもの

でございます。 

 次に、図面右上の、認定番号２７８番、新町５丁

目２条通につきましては、一部未供用区間におい

て、今後、道路としての改築が見込めないことなど

から、終点の位置が変わることによるものでござい

ます。 

 次に、図面左下の、認定番号３５６番、富町２丁

目公園通につきましては、終点を認定番号１２６番

富町１丁目１条通へ接続することにより、地域住民

の日常生活にも利用されることから、終点の位置が

変わることによるものでございます。なお、用地に

つきましても、既に道路用地として寄附採納をされ

ております。 

 この７路線につきましては、それぞれの延長が変

わるため、一度廃止をして、再認定をお願いするも

のでございます。 

 なお、これらの分が認定されますと、町道の路線

数は変わらず、４２９路線、実延長では５０７.４

メートル増の４１３.０４キロメートルとなる予定

でございます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第３３号上富良野町道路線廃止の件。 

 上富良野町道の路線を別紙のとおり廃止するた

め、道路法第１０条第３項の規定により、議会の議

決を求める。 

 裏面をごらんいただきたいと思います。 

 議案第３３号の別紙、路線廃止の表につきまして

は、先ほど御高覧いただきました道路網図のとおり

でありますので、省略をさせていただきたいと思い

ます。 

 次に、議案第３４号上富良野町道路線認定の件。 

 上富良野町道の路線を別紙のとおり認定するた

め、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決

を求める。 

 同じく裏面をごらんいただきたいと思います。 

 議案第３４号の別紙、路線認定の表につきまして

も、同じく道路網図のとおりでありますので、省略

をさせていただきたいと思います。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。御審議
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いただきまして、議決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 議案第３３号、議案第３４号を一括質疑に入りま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 初めに、議案第３３号上富良野町道路線廃止の件

を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

 次に、議案第３４号上富良野町道路線認定の件を

採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 昼食休憩といたします。 

─────────────────── 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時０５分 再開 

─────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を続行いたします。 

─────────────────── 

◎日程第１４ 予算特別委員会付託 

○議長（中川一男君） 日程第１４ 予算特別委員

会に付託審査の議案第１号平成１７年度上富良野町

一般会計予算、議案第２号平成１７年度上富良野町

国民健康保険特別会計予算、議案第３号平成１７年

度上富良野町老人保健特別会計予算、議案第４号平

成１７年度上富良野町介護保険特別会計予算、議案

第５号平成１７年度上富良野町簡易水道事業特別会

計予算、議案第６号平成１７年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算、議案第７号平成１７年度上

富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、議案

第８号平成１７年度上富良野町水道事業会計予算、

議案第９号平成１７年度上富良野町病院事業会計予

算の件を一括議題といたします。 

 本件に関し、予算特別委員長の報告を求めます。 

 予算特別委員長西村昭教君。 

○予算特別委員長（西村昭教君） 予算特別委員会

報告を、朗読をもって御報告申し上げます。 

 予算特別委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の議案は、審査結果、次のとおり

決定したので、会議規則第７７条の規定により、審

査等の経過等を付し、報告します。 

 議案第１号平成１７年度上富良野町一般会計予

算、原案可決。 

 議案第２号平成１７年度上富良野町国民健康保険

特別会計予算、原案可決。 

 議案第３号平成１７年度上富良野町老人保健特別

会計予算、原案可決。 

 議案第４号平成１７年度上富良野町介護保険特別

会計予算、原案可決。 

 議案第５号平成１７年度上富良野町簡易水道事業

特別会計予算、原案可決。 

 議案第６号平成１７年度上富良野町公共下水道事

業特別会計予算、原案可決。 

 議案第７号平成１７年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第８号平成１７年度上富良野町水道事業会計

予算、原案可決。 

 議案第９号平成１７年度上富良野町病院事業会計

予算、原案可決。 

 審査の経過。 

 本委員会は３月４日に設置され、同日、議案第１

号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第

５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号、議案

第９号が付託されました。 

 ３月１４日、委員会を開き、正副委員長を選出

し、直ちに議案審議に入り、議案第１号歳入各款と

歳出第１款から第４款まで、款別ごとに質疑を行

い、理事者の答弁を求めました。 

 ３月１５日、委員会を開き、議案第１号歳出第５

款から第１０款途中まで、款別ごとに質疑を行い、

理事者の答弁を求めた。 

 ３月１６日、委員会を開き、議案第１号歳出第１

０款途中から第１５款まで、款別ごとに質疑を行

い、その後、一般会計全般にわたる質疑を行い、議

案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、

議案第６号、議案第７号、議案第８号及び議案第９

号につき、それぞれ歳入歳出を一括して質疑を行

い、理事者の答弁を求めました。 

 ３月１７日、委員会を開き、各議案の審査意見を

集約してから採決を行いました。 

 議案審査での主な意見は、別記のとおりでありま

す。 

 表決。議案第１号は討論を行い、議案第２号、議

案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号、

議案第７号、議案第８号及び議案第９号は、討論を
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行わず、議案ごとに起立による採決を行った結果、

いずれも賛成多数により原案可決となりました。 

 なお、別記、平成１７年度各会計予算特別委員会

審査意見につきましては、説明を省略させていただ

きます。 

 以上で、予算特別委員会審査意見の報告といたし

ます。 

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 本件に対する委員長報告は、意見を付して、いず

れも原案可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号、第２号、第３号、第４号、

第５号、第６号、第７号、第８号、第９号は、委員

長の報告のとおり決しました。 

─────────────────── 

◎日程第１５ 諮問第１号 

○議長（中川一男君） 日程第１５ 諮問第１号人

権擁護委員候補者の推薦の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町長、尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま上程いただきまし

た、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦の件につ

きまして、要旨につきまして御説明申し上げます。 

 現在、我が町の人権擁護委員には、三島功士氏が

就任いただいているわけでありますが、三島功士氏

の任期が今年度８月をもって任期満了になることか

ら、法務大臣に対し、再任の推薦を申し上げたいと

いうことで、御提案をさせていただくわけでござい

ます。 

 三島功士氏の経歴につきましては、別紙参考資料

として配付させていただいておりますので、御高覧

を賜りたいと存じます。 

 それでは、朗読をもって御提案させていただきま

す。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦の件。 

 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦した

いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求める。 

 記。住所、上富良野町●●●●●●●●●●。氏

名、三島功士。●●●●●●●●●生まれ。 

 以上でございます。 

 御審議賜りまして、御承認をお願い申し上げたい

と思います。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたし

たいと思います。異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 これより、諮問第１号を起立により採決いたしま

す。 

 お認めいただけることに御異議のない方の起立を

求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） ありがとうございます。 

 起立多数でございます。 

 よって、適任と認めることに決しました。 

─────────────────── 

◎日程第１６ 発議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第１６ 発議案第１号

町長の専決事項指定の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） ただいま上程いただきま

した、発議案第１号町長の専決事項指定の件につき

まして、提案要旨の説明を申し上げます。 

 平成１７年度、地方税法改正に伴います個人町民

税における所得割額の定率減税の見直しなど、所要

の改正を行うため、町長において専決処分をするこ

とができるように指定しようとするものでありま

す。 

 以下、議案の朗読をもって説明とさせていただき

ます。 

 発議案第１号町長の専決事項指定の件。 

 町長の専決事項指定の件を、会議規則第１４条第

２項の規定により提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員向山富夫。賛成者、

上富良野町議会議員村上和子、同じく岩崎治男。 

 町長の専決事項指定の件。 

 次の事項に関しては、地方自治法第１８０条第１

項の規定により、町長において専決処分することが

できるものと指定する。 

 記。平成１７年度の地方税法の一部改正に伴う上

富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第１０

号）の一部を改正すること。 

 以上でございます。御審議いただきまして、お認

めいただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） これより、提案理由の説明

を終わります。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第１号を採決いたします。 
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 原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

─────────────────── 

◎日程第１７ 発議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第１７ 発議案第２号

日本郵政公社存続に関する意見の件を議題といたし

ます。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） ただいま上程いただきま

した、発議案第２号日本郵政公社存続に関する意見

の件を、議案の朗読をもって説明とさせていただき

ます。 

 発議案第２号日本郵政公社存続に関する意見の

件。 

 日本郵政公社存続に関する意見の件を、会議規則

第１４条第２項の規定により提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員向山富夫。賛成者、

上富良野町議会議員村上和子、同じく岩崎治男。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、総務大臣、郵政・経済財政政策担当大臣。 

 日本郵政公社存続に関する意見書。 

 郵政事業は、明治４年の郵便制度創設以来、１３

３年にわたり、あまねく全国に設置された２万４,

７００の郵便局を通じて、郵便、郵便貯金、簡易生

命保険などの国民の日常生活に必要不可欠な生活基

礎サービスを提供している。 

 そのような中で、政府は、郵政事業の民営化を２

００７年４月に実施するとして、経済財政諮問会議

で審議を開始し、民営化を行おうとしている。 

 しかしながら、民営化となれば、不採算地域から

の撤退、不採算事業の縮小は、経済原則から見ても

明らかである。各種料金の値上げや、郵便局が統廃

合されることは目に見えており、現在の全国あまね

く公平なサービスの維持は困難になり、町民が受け

る影響は甚大なものとなる。 

 よって、国におかれては、郵政事業の民営化の検

討にあたっては、公的、社会的役割の重要性にかん

がみ、郵便局の窓口ネットワークの有効活用やユニ

バーサルサービスの維持などにより、国民の利便性

を確保し、地方切り捨てにつながるような郵政事業

の民営化を行うことなく、国営公社として、日本の

郵政公社の存続を堅持されるよう強く要請する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書

を提出する。 

 お認めいただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 本件は、質疑、討論を省略し、直ちに起立採決を

いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 これより、発議案第２号の件を起立により採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中川一男君） ありがとうございます。 

 起立多数であります。 

 よって、発議案第２号の件は、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────── 

◎日程第１８ 閉会中の継続調査申出の件 

○議長（中川一男君） 日程第１８ 閉会中の継続

調査申出の件を議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、目下、

委員会において調査中の別紙配付申出書の事件につ

いて、会議規則第７５条の規定により、閉会中も引

き続き調査したい旨の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することを決しました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は、すべて終了いたしました。 

─────────────────── 

◎町 長 あ い さ つ           

○議長（中川一男君） 本年最初の定例議会であり

ますので、町長からごあいさつを皆様方に申し上げ

ます。 

 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ３月３日から本日１８日ま

での１６日間にわたり開催されました平成１７年第

１回上富良野町議会の閉会に当たりまして、議長の

お許しをいただき、平成１６年度の締めくくりを兼

ねてごあいさつを申し上げます。 

 今定例会におきましては、上程いたしました平成

１６年度各会計補正予算案及び平成１７年度各会計

予算案並びに条例改正案など、多くの案件につきま

して御審議、御検討、御討議を賜り、すべて原案ど

おり御議決いただきましたことに対し、心から厚く
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お礼を申し上げます。 

 それぞれ議案審議に際し、議員各位からお寄せい

ただきました御意見及び御提言につきましては、今

後、執行上におきまして十分なしんしゃく、吟味し

ながら、公明、公正、町民本位を旨として、情報の

共有化と説明責任の遂行のもとに、この反映に努め

てまいる所存であります。 

 昨今の我が国の経済状況につきましては、設備投

資や外需などにより、全体的には回復基調にあると

されておりますが、地域や業種により大きく異な

り、北海道においても依然として厳しい経済環境に

あり、このことは、我が町の地域産業と町民生活の

さまざまな分野に深く影を落としており、まことに

憂慮に耐えないところであります。 

 加えて、地方の財政につきましては、国が進める

三位一体改革により、地方交付税、国庫補助、負担

金等の制度において大きく見直しが行われ、地方自

治体の財政は一段と厳しさを増している状況にあり

ます。 

 このことは、当町におきましても例外ではなく、

本年度予算はもとより、今後の財政見通しについて

もさらに厳しい状況にあるとの認識を議員各位と共

有しながら、予算の審議を賜ったところでありま

す。 

 今定例会中には、町政執行方針を初め、さまざま

場面で発言させていただいたところですが、昨年策

定いたしました行財政改革実施計画に基づき、位置

づけをいたしました項目を着実に実践し、歳入に見

合う歳出構造をつくり上げていくことが私の責務で

あると強く認識をいたしているところであります。 

 したがいまして、平成１７年度には、この新しい

行財政改革実施計画の実質的な推進を図る初年度で

あり、安定した財政基盤に転換していくことを目標

に、諸改革を具体的に取り進めてまいりますが、困

難な課題も多くありますことから、ここに議員各位

並びに町民の皆様の御理解と御協力をお願いすると

ころであります。 

 最後になりましたが、慎重な御審議を賜り、御議

決をいただきましたことに重ねてお礼を申し上げま

すとともに、新年度からの行政執行に際しまして、

議員各位の特段の御協力をお願い申し上げ、平成１

７年第１回定例議会終了に当たりましてのごあいさ

つとさせていただきます。 

 まことにありがとうございました。 

─────────────────── 

◎議 長 あ い さ つ           

○議長（中川一男君） この際でございますので、

私の方からも一言、お礼のごあいさつを申し上げま

す。 

 本当に長丁場のこの予算議会、本当に御苦労さま

でした。 

 今、厳しい財政の中で、いかに活発化していくの

か、本当に皆さん方の議論をいただきまして、予算

特別委員会においては、委員長の名采配で、本当に

皆さん方が思っていることを引き出し、議会の活性

化に役立ったのでないかな、大きな成果があった

な、本当にここ何年か、変わってきております。 

 一番驚いたことは、町長に対する附帯意見の中

に、水道をとめても構わないと、それぐらい厳しく

臨めと。昔であったら、何でそんなことをするの

だ、そんな慈悲のないことをするのかと、圧力をか

けたものでございます。私が入ったときはそうでし

た。今は違ってきた。それだけやはり地域住民のた

めを思い、また、平等、不公平感のないような、そ

ういう社会にしなければならない、皆さん方の本当

に切実なる、少しでもこの上富良野をよくしようと

いうことが、本当に胸が打たれるほど、皆さん方の

討論の中で、議論の中、質疑の中で、本当に感銘し

たところでございます。 

 ４月１日からは、きょう議決されました予算は執

行されます。しかし、西村委員長のあいさつの中に

ありましたように、議決したからには、町長も議会

も一心同体であります。どうぞこれから町政の執行

に対し、私ども議会も鋭い目を向けながら、町民の

ための議会であり、また、町政でなければならない

ということを心に据え、頑張っていきたいと思いま

すし、皆さん方の御協力もよろしくお願い申し上げ

ます。 

 本当に長丁場、御苦労さまでした。 

 ありがとうございます。 

─────────────────── 

◎閉 会 宣 告           

○議長（中川一男君） これにて、平成１７年第１

回上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

午後 １時２７分 閉会 
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